
 

  

 

 

 

令和２年度事務事業評価（令和元年度実施事業）結果概要一覧表 



 

 

１．行政評価・外部評価の目的 

四街道市では、平成 19 年から行政評価を行っています。この行政評価の目的は各担当課が行った事務事業について、目標に見合った成果が

上げられたか、効率的に実施されたかなどを検証することにより、事務事業の改善・見直しにつなげることにあります。 

外部評価は、本市における事務事業の適正な執行及び改善等に関して、行政評価をより実効性のある制度として活用するために実施す

るものです。また、行政評価に外部の視点を加えることで、評価の客観性及び信頼性を確保するとともに、市民の意見を行政運営に反   

映させることを目的とします。 

２．シート項目の内容説明 

[目 的]   

 当該事業を通じて何を実現しようとしているのか、事業の対象（例：市民）をどのような状態にしたいのかを記載しています。 

[事業概要]   

 事業の対象（例：市民）に対して、どのような活動を行うのかを記載しています。 

[令和元年度の事業成果]   

 当該事業を行ったことにより、どのような成果が得られたのかを記載しています。 

[事業の評価]   

 《 項 目 》 

  妥 当 性 ：法令上の位置付け（法令上の定めはあるか）、公共関与の必要性（市が関与すべき事業か）、目的の妥当性（事業の目的に問

題はないか）、総合計画との整合性（施策目標を達成するために必要な事業か）等の観点から事業の必要性を評価していま

す。 



 

 

  有 効 性 ：成果の生産性（目標とする成果が得られているか）、事業内容の適正性（事業の目的と成果が一致しているか）、総合計画推

進への貢献度（施策目標の達成に寄与しているか）等の観点から事業の内容を評価しています。 

  効 率 性 ：手段の最適性（事業の実施手段は最適か）、財源確保の適正性（補助金等の活用や受益者負担の導入が図られているか）、コ

スト縮減余地の有無（更なる事業の効率化は可能か）等の観点から事業の実施方法を評価しています。 

《 判 定 》 

    Ａ   ：現状において対応すべき課題・問題がない又は改善の余地がない。 

    Ｂ   ：現状において対応すべき課題・問題があり改善の余地がある。 

    Ｃ   ：現状において対応すべき深刻な課題・問題があり抜本的な見直しが必要である。 

[令和２年度の事業の方向性]   

 《 判 定 》 

  現行どおり ：前年度と同じ事業内容・実施方法等により事業を実施する。 

  一部改善 ：事業内容の拡大・縮小、実施方法の変更等、事業を改善（検討も含む）する。 

  休  止 ：事業を一時的に休止する。 

  廃  止 ：市政を取り巻く状況やニーズの変化等により事業を廃止する。 

  完  了 ：最終目的が達成されたことにより事業を終了する。 

[令和２年度の事業の展開方針]   

 判定した事業の方向性に関して、事業の展開方針（事業の進め方や改善内容等）を記載しています。 
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 危機管理監　　　　

具体的な内容

妥当性 Ａ

災害対策基本法に基づく市地域防災計画により、防災
資機材の整備や避難所の整備、災害発生時における対
応に備えます。可能な限りの備えをハード、ソフト両面か
ら、総合的かつ計画的に取り組むことで地域防災力を
向上させる必要があります。

有効性 Ａ

各避難所の整備や防災行政無線の整備により防災対
応力の向上や、地域防災訓練や出前講座により防災意
識の向上を行い、防災・危機管理体制が強化されてい
ます。

効率性 Ａ

地域防災力を向上するため、自助、共助、公助の役割
を明確にし、事業者や地域と連携した防災対策を進め
ています。防災資機材や施設の整備にあたっては補助
制度等や起債を活用し、コスト縮減に努めており、さらな
る事業の効率化に努めています。

妥当性 Ａ
東日本大震災では、被害が甚大であり、当市でもいまだ
に避難生活を行っている避難者が多数いるため、引き
続き情報提供などの支援の必要があります。

有効性 Ａ

被災者支援等は避難生活の長期化、被災者の分散化
や多様化等に伴い、被災者に対する健康・生活支援が
重要な課題となっています。今後は避難者の自立を促し
ていく必要もあります。

効率性 Ａ
全国避難者情報システムの運用と、避難者への情報提
供等が主であり、費用は要しません。

妥当性 Ａ

災害対策基本法第８条第２項第１３号により、災害の発
生の予防と災害の拡大を防止するため、自主防災組織
の育成による防災活動の環境整備、その他市民の自発
的な防災活動を促進しています。また、いまだ自主防災
組織を設立していない自治会も多く、市民の防災意識を
高める上でも継続して実施していく必要があります。

有効性 Ａ
防災資器材の購入や防災訓練の実施経費に対して助
成することで地域防災力が向上しています。

効率性 Ａ

自治会が行う自主防災訓練の回数は増加傾向にあり、
市民の防災意識を高める上でも補助金の交付及び活動
の支援は継続して実施していく必要があります。また、
防災資器材の購入については「千葉県地域防災力向上
総合支援補助金」を活用し、財源確保に努めています。

令和２年度

事業成果

令和元年度

事業の評価

1
地域災害対策事
業

危機管理室

大地震等の自然災害
から市民の生命、身
体及び財産を保護す
ることを目的に、災害
対策に関する諸事業
を実施することによ
り、災害発生時の被
害の防止及び軽減を
行う。

地域防災計画に基づ
く防災対策を計画的
に進め、災害から市
民の生命、身体、財
産を保護するため、防
災訓練や防災行政無
線等の維持管理、備
蓄品の整備を行う。

事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

防災資機材や備蓄品
の購入により適切な
管理等を実施できま
した。また、地域防災
力の向上を図るた
め、自助、共助、公助
の役割を明確にし、
事業者を含めた地域
と連携した防災対策
を進めることができま
した。

現行どおり

災害の発生は予想で
きないため、平素より
防災資機材や備蓄品
の適切な管理等を確
実に実施していく必要
があります。また、地
域防災力の向上を図
るため、自助、共助、
公助の役割を明確に
し、事業者を含めた地
域と連携した防災対策
を進めていきます。

四街道市への避難者
に対し、支援を行うこ
とができました。

現行どおり

避難者への情報提供
や全国避難者情報シ
ステム等の管理を行
い、支援を継続してい
きます。

2
災害復興支援事
業

危機管理室

平成23年３月11日に
発生した東日本大震
災による被災者の支
援を行う。

被災者相談受付、各
種連絡事務、全国避
難者情報システム登
録支援、原発避難者
特例法に係る庁内調
整などを行う。

自主防災組織への補
助金を支出すること
により、組織での防災
訓練や防災啓発活動
が行われ、自主防災
組織の活動の活性化
や防災機能の強化を
することができまし
た。
また、自主防災組織
の発足を促進するた
めに防災リーダーを
育成するために助成
できました。

現行どおり

自主防災組織の発足
を促進するため、自主
防災組織を結成する
自治会等に防災資器
材購入や自主的に行
う防災訓練等の活動
を支援するために活動
補助金を交付します。
また、防災リーダーを
育成するために助成
金を交付します。

3
自主防災組織育
成事業

危機管理室

大規模災害が発生し
た場合には、行政機
関のみでは対応に限
界があることから、地
域住民の連携による
自主防災組織の育成
を図ることにより、災
害発生時の初動対策
を強化し、災害による
被害の防止、軽減を
行う。

自主防災組織の発足
を促進するため、自主
防災組織を結成する
自治会等に防災資器
材購入補助金を交付
する。また、自主的に
行う防災訓練等の活
動を支援するために
活動補助金を交付す
る。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 危機管理監　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果

令和元年度

事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ

国民保護法及び県の国民保護に関する計画に基づく、
市の国民保護に関する計画により、市民の協力を得つ
つ、他の機関と連携協力し、自ら国民の保護のための
措置を実施することが義務付けられています。そのた
め、武力攻撃や武力攻撃以外の緊急対処事態から市
民の生命、身体、財産を保護することは必要不可欠で
す。

有効性 Ａ

武力攻撃や緊急対処事態から市民の生命、身体、財産
を保護するために国民保護計画に関する啓発や防災訓
練等により市民に周知を行っており、防災・危機管理体
制が強化されています。

効率性 Ａ

人命保護については、地域防災計画と目的が同様です
が、現在、国民保護計画推進事業においては国民保護
協議会にかかる報償費や機器の維持費が主であるた
め削減は難しいです。

妥当性 Ａ

市の業務に関する危機管理を推進し、各所管部署の危
機管理意識を向上させることで、危機的状況の発生を
未然に防ぎ、さらに自らの業務において、危機的状況を
発生させないために危機管理対策を講じる必要があり
ます。

有効性 Ａ

突発的な危機から市民の生命・財産を保護するため、
各所管部署におけるマニュアルの整備を積極的に進め
ると共に、職員個人の危機対応能力を向上させ、危機
事案発生時の初動対応と体制整備及び危機発生時に
的確に対応するための体制を確立させています。

効率性 Ａ

危機管理は、自らの業務に責任を持つこと、予測できる
危険を発生させないためにとる行動であり、マニュアル
は手順等を示し、全員で情報を共有することにより、危
機管理体制の強化につながります。人的コストが必要と
なりますが、それ以外はほとんど費用を要しません。

全国瞬時警報システ
ムの適切な機能維持
及び運用ができまし
た。

現行どおり

武力攻撃や緊急対処
事態から市民の生命、
身体、財産を保護する
ために国民保護計画
に基づき、防災・危機
管理体制を強化してい
きます。

4
国民保護計画推
進事業

危機管理室

武力攻撃事態等にお
いて、国民の生命・身
体及び財産を保護
し、武力攻撃に伴う被
害を最小限にするこ
とができるように、国
や地方公共団体の役
割とその具体的な措
置を行う。

武力攻撃や緊急対処
事態から市民の生
命、身体、財産を保護
するための体制整備
を推進するとともに、
国民保護協議会を開
催し、国民保護措置
について審議する。

地域防災計画の修正
に伴い、業務継続計
画（ＢＣＰ）の改定の
ための準備を進めま
した。

現行どおり

市の業務に関する危
機管理を推進し、危機
的状況の発生を未然
に防ぐため、危機管理
指針に基づき危機管
理マニュアルの作成を
推進します。
また、昨年度に引き続
き、業務継続計画（Ｂ
ＣＰ）の改定を進めま
す。

5 危機管理事業 危機管理室

危機事案発生時の初
動対応と体制整備及
び危機発生時に的確
な対応を行う。

突発的な危機から市
民の生命・財産を保
護するために作成さ
れる危機管理指針に
基づく危機管理マニュ
アルの整備を推進す
る。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 経営企画部　　　　

具体的な内容

妥当性 Ａ
総合計画の着実な推進と計画に位置付けた施策・事業
の実効性を確保するため、計画期間を通じた取組が必
要です。

有効性 Ａ
本事業の継続的な取組により、基本計画の施策目標の
達成に大きく寄与するものです。

効率性 Ａ
庁内推進組織及び関係各課と十分な調整を図りなが
ら、最適な実施手法等を選択し実行するほか、必要に
応じて見直しを図ります。

妥当性 Ａ
本事業は、広域的な観点から取り組むことが効率的か
つ効果的と認められる行政事務を自治体間の協力・連
携により共同で処理するものです。

有効性 Ａ
本事業を適切に執行することで、事業目的に対する成
果は十分に得られており、行政サービスの向上に寄与
しています。

効率性 Ａ
本事業に係る実施手法等については、その効率性を含
め、組合議会等において十分な審議がなされています。

妥当性 Ａ
本事業は、その性質上、安定的かつ恒久的な行政サー
ビスの提供が求められます。

有効性 Ａ
本事業を適切に執行することで、事業目的に対する成
果は十分に得られており、目的の達成に大きく寄与して
います。

効率性 Ａ
本事業に係る実施手法等については、その効率性を含
め、組合議会等において十分な審議がなされています。

2
広域行政事務推
進事業

政策推進課

市民が、周辺自治体
と同水準の行政サー
ビスを利用することが
できる。

関係自治体における
事務の共同処理や自
治体間の連携及び協
議を行う。

本事業に参画するこ
とで、今後の長期安
定的な水源の確保に
資することができまし
た。

現行どおり

本事業は、水道用水
の安定供給に必要な
水源の確保を目的とし
ていることから、今後と
も適切な事業執行を
図ります。

3
印旛広域水道用
水供給事業

政策推進課
市民が、安定的な水
道用水の供給を受け
ることができる。

印旛郡市広域市町村
圏事務組合の実施す
る印旛広域水道用水
供給事業に参画し、
水源開発及び広域化
対策に要する経費に
対し、出資金及び負
担金を支出する。

後期基本計画に位置
付けた施策・事業に
ついて、それらの適
正な進行管理を行う
ことで、計画事業を推
進することができまし
た。

現行どおり

後期基本計画の実効
性を確保するため、適
正な進行管理に基づく
計画事業の積極的な
推進を図ります。

広域的な観点から取
り組むべき行政事務
等について、自治体
間の協力・連携を図り
ながら、効果的に処
理することができまし
た。

現行どおり

本事業は、広域的な
観点から取り組むこと
が適当と認められる行
政事務を共同にて処
理するものであり、各
自治体による単独実
施と比べ、様々なメ
リットが期待できること
から、今後とも適切な
事業執行を図ります。

1
総合計画推進事
業

政策推進課

総合計画の推進によ
り、将来都市像の実
現に向けたまちづくり
が推進される。

総合計画に掲げる将
来都市像の実現、基
本目標の達成を目指
し、計画的な行政運
営を推進するため、後
期基本計画を推進す
る。また、施策推進に
寄与する事業の進行
管理を行う。

事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 経営企画部　　　　

具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
千葉市を中心とした周辺自治体を一つの圏域として活
性化を図るためには、本市の積極的な関与が必要で
す。

有効性 Ａ

千葉市を中心とした自治体間の連携による各種事業を
進めることで、市域に関わらず子ども・子育て支援環境
の充実、定住促進や経済の活性化等を図ることができ
ます。

効率性 Ａ
千葉市を中心とした自治体間の連携による各種事業を
進めることで、効率的に事業を推進することができま
す。

妥当性 Ａ
施策目標達成のため、継続的に要望活動を実施する必
要があります。

有効性 Ａ
要望活動を行うことは、国、県の施策に対する本市の考
えを伝えるために重要です。

効率性 Ａ
人件費以外の経費を要することなく、最適な手法により
実施されています。

妥当性 Ａ
男女共同参画社会基本法第９条による事業であり、男
女共同参画社会の実現のために事業を継続する必要
があります。

有効性 Ａ
男女共同参画推進計画に基づく各種施策を総合的・体
系的に進めることで、施策目標の達成に寄与していま
す。

効率性 Ａ
フォーラムの開催や啓発活動は市民活動を主体とした
運営方法としており、これ以上のコスト縮減は見込めま
せん。

男女共同参画審議会
の開催、フォーラム事
業の開催及び広報紙
の発行を支援しまし
た。

現行どおり

市の男女共同参画推
進計画に基づき、計画
に掲げる「めざす社会
のすがた」の実現に向
け、各種施策を継続的
に推進するとともに、
フォーラム事業を始め
とする市民等の自主
的な活動を支援しま
す。

6
男女共同参画推
進事業

政策推進課

男女がお互いに人権
を尊重しつつ責任も
分かち合い、個性と
能力を発揮すること
ができる社会の実現
に向けた意識啓発が
図られている。

本市の男女共同参画
推進計画に基づき、
男女共同参画社会の
形成に向け、男女共
同参画審議会の開
催、職員向け研修会
の開催、男女共同参
画フォーラム実行委
員会が主催する
フォーラム事業等を支
援する。

国、県に対して要望
活動を行いました。

現行どおり

国、県と連携し、本市
の施策が効果的に展
開されるよう、継続的
に要望活動を行いま
す。
（令和2年度より秘書
課へ移管）

5
各種要望書提出
事業

政策推進課

国・県の施策と連携
し、本市の施策が効
果的に展開されてい
る。

国、県に要望書を提
出する。

千葉市を中心とした
自治体間の連携事業
について、協議・検討
を行いました。

現行どおり

子育て及び産業分野
において、千葉市を中
心とした自治体間の連
携による各種事業を推
進するとともに、他の
分野における連携事
業を協議・検討しま
す。

4
重要施策調整事
業

政策推進課

重要施策が解決され
ることで市民が安心
して暮らせるまちにな
る。

千葉市を中心とした自
治体間の連携により、
定住促進や経済の活
性化の他、子育て及
び産業分野における
連携事業を推進す
る。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
公共交通の確保・維持・充実を図るため、交通事業者に
対し、調整・協議・要望活動を実施する必要があります。

有効性 Ａ
交通事業者に対し、調整・協議・要望活動を実施してい
ます。また、地域の活性化も踏まえた視点から、さらなる
交通手段の導入検討を行う必要があります。

効率性 Ａ

交通事業者に対し、調整・協議・要望活動を行い、地域
公共交通会議については必要に応じて開催し、協議を
行っており、効率性の面では現状の方法に問題はあり
ません。

妥当性 Ａ
民間路線バスが通っていない地域の公共交通として、
バス事業者に補助を行うことで維持している路線である
ため、公共交通として事業は継続する必要があります。

有効性 Ｂ 効率的な運行ルート等の検討を行う必要があります。

効率性 Ｂ
年間約８万人の住民が利用していますが、補助の縮減
に向けて検討を行う必要があります。

妥当性 Ａ

吉岡・鷹の台地域住民の移動手段、総合公園へのアク
セス手段、また、吉岡小学校児童、旭中学校生徒の通
学手段を確保する上で、事業は継続する必要がありま
す。

有効性 Ａ
吉岡・鷹の台地域及び小・中学生の通学に必要な公共
交通の確保が図られています。

効率性 Ａ
路線バス運行維持のための市負担としては必要最小限
に抑えています。今後も利用者の状況を踏まえ、効率的
な事業の推進を検討します。

市民の利便性の向
上、地域住民の日常
生活及び小・中学生
の通学に必要な生活
路線を維持すること
ができました。

現行どおり

市民の利便性の向
上、地域住民の日常
生活及び小・中学生の
通学に必要な生活路
線を維持するため、引
き続き吉岡線を運行す
るバス事業者に対し
て、運行経費の一部
補助による支援を行い
ます。

9
生活交通路線維
持事業

政策推進課

市民の利便性の向
上、地域住民の日常
生活及び小・中学生
の通学などを含めた
利用者に対する安定
したバス路線を維持
する。

吉岡線を運行するバ
ス事業者に対して、補
助金交付による支援
を行う。

円滑な市内循環バス
の運行により、地域
住民の交通利便性を
確保しました。
利用促進チラシを配
布し、利用拡大に努
めました。

一部改善

市内循環バス「ヨッ
ピィ」を運行するバス
事業者に対して、補助
金交付による支援を行
います。
また、時刻表配布等Ｐ
Ｒによる利用促進を図
るとともに、効率的な
運行ルート等見直しの
検討を進めることで、
市民の利便性の向上
や利用者の外出機会
の増加を図ります。

8
市内循環バス運
行事業

政策推進課

市民の利便性の向
上、交通不便地域の
解消、高齢者・障害
者などを含めた利用
者の外出機会を増や
す。

市内循環バス「ヨッ
ピィ」を運行するバス
事業者に対して、補助
金交付による支援を
行うとともに、運行内
容の見直しや時刻表
配布等のＰＲによる利
用促進を図る。

交通施策を円滑に推
進するため、地域公
共交通会議の開催、
バス事業者等との協
議・調整及び国・県並
びに東日本旅客鉄道
株式会社への要望活
動を行いました。
公共交通空白・不便
地域の解消に向け、
デマンド型乗合タク
シーの試行運行を実
施しました。

現行どおり

地域の実情に応じた
地域公共交通につい
て協議するため、引き
続き地域公共交通会
議の開催及び交通事
業者と利便性向上に
向けた協議等を行い
ます。
公共交通空白・不便地
域の解消に向けて、デ
マンド型乗合タクシー
等の導入に取り組み
ます。

7
交通計画推進事
業

政策推進課

市民の利便性向上に
向け、公共交通の維
持・充実を図る。ま
た、交通事業者が市
民の要望を把握する
ことにより、その内容
を踏まえた事業を行
う。

地域の実情やニーズ
にあった地域公共交
通について協議・検討
を行う地域公共交通
会議の開催や交通事
業者・関係事業者との
調整を行う。併せて、
公共交通空白地域の
解消に向け、新たな
公共交通システムを
構築する。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
公共交通を確保・維持するため、回転広場の管理は継
続する必要があります。

有効性 Ａ
回転広場の管理により、公共交通の確保・維持が図ら
れています。

効率性 Ａ
必要最小限の負担にとどめながら、回転広場の管理を
適切に行っています。

妥当性 Ａ

まち・ひと・しごと創生法の規定により地方公共団体にお
いて総合戦略を策定する必要があるとともに、総合戦略
に定める各種取組を効果的に推進するため、市による
取組が必要です。

有効性 Ａ
本事業の継続的な取組により、総合戦略に定める各基
本目標の達成に大きく寄与するものであり、本市の活力
ある社会が維持されます。

効率性 Ａ
庁内推進組織による総合戦略の推進と関係機関からの
意見徴取により、効果的な施策展開が図れます。

妥当性 Ａ
本事業は、四街道市へのふるさと寄附を推進するもの
であることから、「選ばれるまち」を目指し、市が主体と
なって積極的に取り組む必要があります。

有効性 Ａ

本事業においては、市の特産品や体験チケット等を返
礼品として採用することで、市内産業の活性化や市の
魅力発信に資するとともに、寄附件数の大幅な増加に
つながるものです。

効率性 Ａ

本事業の制度設計に当たっては、ふるさと納税制度の
趣旨を踏まえ、収入（寄附額）と支出（返礼品、その他事
務的経費等）における収支バランスを十分に考慮してい
ます。

市へのふるさと寄附
の推進とともに、市内
産業の活性化や魅力
の発信を図るため、
市の特産品や体験チ
ケット等を返礼品とし
て寄附者に送付しま
した。

現行どおり

多くの方から「選ばれ
るまち」となるよう、引
き続き、積極的な取組
を進めます。なお、返
礼品に関しては、制度
の趣旨を踏まえつつ、
その品目や内容の更
なる充実を図ります。

12
ふるさと応援推
進事業

政策推進課

ふるさと寄附を通じて
本市の知名度向上を
図りながら、「四街道
市を応援したい」とい
う寄附者の想いをま
ちづくりに役立てる。

市内産業の活性化や
本市の魅力発信に資
する取組として、市へ
のふるさと寄附を推進
する。

本市のまち・ひと・し
ごと創生総合戦略に
位置付けた事業を実
施するとともに、平成
30年度事業の効果検
証と今後の施策展開
について外部有識者
より意見聴取を行い
ました。
また、結婚を機に本
市で新生活を始める
若い世代を支援しま
した。

現行どおり

まち・ひと・しごと創生
総合戦略の継続的な
推進と進行管理を行
います。また、結婚を
機に本市で新生活を
始める若い世代を支
援します。

11
まち・ひと・しごと
創生推進事業

政策推進課

まち・ひと・しごと創生
総合戦略の推進によ
り、本市の活力ある
社会が維持される。

まち・ひと・しごと創生
総合戦略における目
指すべき将来の方向
に向けて、各種施策
の推進と総合戦略の
進行管理を行う。

亀崎地区のバス回転
広場の管理により、
亀崎地区のバス運行
を確保しました。

現行どおり
引き続き回転広場の
管理により、バス運行
を確保・維持します。

10
バス回転広場整
備・管理事業

政策推進課
バス事業者の安定し
たバス運行を図る。

バス運行の確保を図
るため、バスが回転で
きる広場を整備・管理
する。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
シティセールスの一環として、知名度を向上させるため
に必要な事業です。

有効性 Ａ
公開番組等を共催することで、本市の名前が周知され、
また、他の自治体等とイベントを開催し本市をＰＲするこ
とで、認知度を向上させています。

効率性 Ａ
公開番組等を共催で実施することや、イベントを共同開
催することで、少ない予算で本市をＰＲし、認知度の向
上を図ることができています。

妥当性 Ａ

今後人口が減少する中で、選ばれるまちとなり、四街道
に居住してもらうために、市の認知度の向上やイメージ
アップを図る本事業は今後も実施していく必要がありま
す。

有効性 Ａ

本市を知っていただくためのＰＲリーフレット、動画等を
制作し、配布するとともに、プレスリリースを積極的に行
うことで、さらなる認知度の向上とイメージアップが図ら
れています。

効率性 Ａ

リーフレットについては無料で設置できる施設と、戦略
的に設置する有料の施設に効果的に配置していくととも
に、プレスリリース配信委託を行うことで、各種メディア
に本市の記事が掲載されています。

妥当性 Ａ
市政に関する必要な事項を市民に周知させ、その理解
を深めるために必要な事業です。

有効性 Ａ

市政に関する情報を、月２回の市政だよりの発行、及び
市ホームページ等の運用により、効果的に市民に対し
伝えています。

効率性 Ａ

市政だよりの年間掲載計画、毎号の編集において記事
を精査し、原稿量を削減しています。また、記事の詳細
については、市ホームページの閲覧を誘導し効率化を
図っています。

県民の日印旛地域行
事として、印旛地域を
周遊するスタンプラ
リーを関係団体と共
催し、地域振興や地
域の魅力を再発見す
る機会を創出しまし
た。

現行どおり

公開番組については
引き続き本市での開
催に向け、調整してい
きます。イベントについ
ては他の自治体等とも
連携して開催していき
ます。

13 イベント事業
政策推進課
(シティセール
ス推進課）

公開番組、各種イベ
ント等の開催により、
まちが活性化される。
メディアや参加者を
通じて、市の認知度
を向上させる。

テレビ・ラジオの公開
番組等、市の魅力をＰ
Ｒできるイベントの共
催・後援を行う。

広報紙「市政だより四
街道」を月2回発行
し、全世帯に配布す
るとともにホームペー
ジやSNSの運用管理
を適正に行いました。
台風や大雨に関する
情報についても迅速
に対応し、市政だより
や市ホームページに
掲載しました。
また、市の魅力、概要
を掲載した市勢要覧
2019を3,000部作成
し、窓口等で配布しま
した。

現行どおり

市政だよりについて
は、編集方針、発行方
法を検討し、わかりや
すく見やすい記事を掲
載していきます。
市ホームページについ
ては緊急情報をわかり
やすく提供できるよう
改修していきます。

15 広報事業
政策推進課
(シティセール
ス推進課）

市政に関する必要な
事項を市民に周知
し、その理解を深める
ため、市政だより四
街道を発行、及び市
ホームページ等の運
用管理を行う。

市政だより等の発行と
配布及びホームペー
ジやＳＮＳの運用管理
を通じた広報活動を
行う。

本市の認知度やイ
メージを把握するた
め、東京都（7区）、千
葉県（7市）に居住す
る20～49歳の男女
1,440人を対象に認知
度調査を行いました。
調査の結果を参考に
し、四街道市シティ
セールス戦略（改訂
版）を策定しました。
また、「るるぶ四街道
市」を増刷し、市外の
商業施設等に1,000部
配架しました。

現行どおり

PRリーフレットを配布・
配信するとともに、引
き続き積極的にプレス
リリースを行っていき
ます。

14
シティセールス
推進事業

政策推進課
(シティセール
ス推進課）

本市が持つさまざま
な魅力を積極的に市
内外に発信すること
により、本市の認知
度の向上と、イメージ
アップを図る。

様々なメディアや手法
を活用することにより
市のＰＲを積極的に行
う。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ

市民が異なる文化の理解と認識を深め、国際感覚を養
うために、市民団体である「四街道市国際交流協会」と
協働して、市が継続的に事業を実施する必要がありま
す。

有効性 Ａ
若い世代に異文化理解を促し、国際感覚を養うために
必要です。

効率性 Ａ
事業を四街道市国際交流協会と協力して実施すること
で、リバモア市との調整等が円滑に行われています。

妥当性 Ａ
みんなが主役のまちづくりを進めるために、協働意識の
醸成を図る事業であり、継続して実施する必要がありま
す。

有効性 Ａ

みんなで地域づくり推進委員会を開催することにより、
チェック機能等が果たされており、また、市民との連携協
力を通した協働意識の醸成が進んでいます。

効率性 Ａ 交付金等の活用による財源確保に努めています。

妥当性 Ａ
市民や市民団体等が連携・協力して、地域課題等を解
決する取り組みを支援する事業であり、継続して実施す
る必要があります。

有効性 Ａ

「みんなで地域づくりセンター」の運営により、市民や市
民団体等が連携・協力して、効果的に市民活動が行わ
れており、総合計画の施策目標の達成にも寄与してい
ます。

効率性 Ａ

「みんなで地域づくりセンター」を運営し、地域づくりコー
ディネーターを配置して地域課題等を解決する取り組み
を支援することにより、行政のみでは行き届かないきめ
細やかなサービスを提供できています。

地域づくりコーディ
ネーターを配置して、
地域課題への取組を
支援するとともに、市
民団体の課題解決能
力の向上、団体同士
の円滑な連携を目指
し、地域づくりの情報
収集、整理を行い、関
係者間で共有するこ
とができました。

現行どおり

地域づくりに関する情
報の収集・発信・相談・
コーディネートを通じ、
地域課題等を解決す
る取り組みを支援する
「みんなで地域づくりセ
ンター」を運営します。

18
みんなで地域づ
くりセンター運営
事業

政策推進課
(シティセール
ス推進課）

地域づくりの拠点が
整備・運営され、活動
団体などが交流・連
携し、効果的に市民
活動が行われてい
る。

地域づくりの各分野に
おいて、情報の収集・
発信・相談・コーディ
ネートを通じ、市と市
民が協働して地域課
題を解決する取り組
みをプロデュースする
「みんなで地域づくり
センター」を運営す
る。

みんなで地域づくり推
進委員会を開催し、
「みんなで地域づくり
センター」の活動に関
する確認、みんなで
地域づくり事業提案
制度（コラボ四街道）
の事業審査等を行う
ことで、市民等による
地域づくりをサポート
することができまし
た。また、長寿社会づ
くりソフト事業として、
「Morino Oto
Festival2019」、コミュ
ニティ助成事業として
カメラワークショップ
及びその展示会を実
施し、市、市民、市民
団体等が連携して魅
力ある地域づくりが実
践されました。

現行どおり

みんなで地域づくり推
進委員会を開催し、み
んなで地域づくりセン
ターの活動に関する確
認、みんなで地域づく
り事業提案制度（コラ
ボ四街道）のふりかえ
り、事業審査等を実施
します。
コミュニティ助成事業
を活用した「コマ撮りア
ニメワークショップ」を
実施します。

17
市民協働推進事
業

政策推進課
(シティセール
ス推進課）

ＮＰＯ等の活動が活
性化し、ＮＰＯ等と本
市が一体となった協
働意識が醸成されて
いる。

みんなで地域づくり指
針に基づき、市民参
画の進め方を工夫す
ることによって、市民
活動の主体と協力し
て、本市の事業を効
果的に行う。

姉妹都市であるリバ
モア市から、短期留
学生として中学生20
人を受け入れるなど、
市民が異文化に触れ
ることで、国際感覚を
養うことができまし
た。
なお、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響
により、3月に予定し
ていた中学生20人の
派遣は中止しました。

現行どおり

引き続き交換留学事
業の実施や訪問団の
派遣・受入を支援し、
市民が異文化に触れ
る機会をつくっていき
ます。

16 国際交流事業
政策推進課
(シティセール
ス推進課）

国際交流事業や交換
留学の実施により、
市民が異なる文化の
理解と認識を深め、
国際感覚を養うこと
ができている。

四街道市国際交流協
会と連携して交流事
業を行う。また、姉妹
都市短期留学制度に
基づき、短期交換留
学事業を行う。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 経営企画部　　　　

具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
市民や市民団体等と直接関わる事業であるため、市民
のニーズ等を的確に捉え、本事業を通じた魅力的な地
域づくりの実践のために必要な事業です。

有効性 Ａ

市民団体等と市が連携・協力して、様々な公益性の高
い事業を展開することで、地域課題の解決を図り、魅力
的な地域づくりが行われ、総合計画の施策目標の達成
にも寄与しています。

効率性 Ａ 市民等からの寄附金による財源確保に努めています。

妥当性 Ａ
まちに関わる人のまちへの愛着、誇り（シビックプライド）
の醸成を図ることで、魅力的な地域づくりを進めるため
に必要な事業です。

有効性 Ａ

本事業を通じて、市民が地域に誇りを持ち、主体的に地
域づくりに参画する機運が醸成されており、その成果が
市内に留まらず他の地域に向けても、当市の魅力が認
知されるきっかけとなっています。

効率性 Ａ
委託業者との相談・連絡等を綿密に行い、事業を効率
的に実施しています。

妥当性 Ａ
秘書事業は市長・副市長が円滑に市政運営を進めるた
めには必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
適切なスケジュール管理と市長交際費の支出を行って
います。市長については公務多忙を極めることから体調
管理にも十分配慮しています。

効率性 Ａ

秘書事業は市長・副市長の日程調整事務、市長交際費
管理事務、来客窓口対応及び送迎随行業務など多岐に
わたるものですが、最小限の人員で効率的に対応して
います。

映像や冊子等を通し
て、まちの魅力を視
覚化することができ、
まちへの愛着や誇り
を育むことができまし
た。

現行どおり

ドラマチック四街道プ
ロジェクトとして、まち
の魅力を伝える映像
や冊子の制作、コラム
の連載などを行いま
す。

20
ドラマチック四街
道推進事業

政策推進課
(シティセール
ス推進課）

みんなで地域づくりを
基軸とし、シビックプ
ライドの醸成が図ら
れている。

四街道の普遍的な暮
らしを見つめ、等身大
のまちの様子を映像
や写真など、さまざま
な媒体で発信する。

市長及び副市長の日
程調整を行うほかに
市長交際費の支出管
理、支出状況の公表
及び市長の資産公開
を行いました。これに
より市政運営に関す
る団体及び個人と良
好な関係を保つこと
により円滑な市政運
営ができました。

現行どおり

市長及び副市長のス
ケジュール管理、及び
調整業務、市長交際
費管理事務、来客窓
口対応業務、送迎随
行業務等々、秘書業
務全般について、引き
続き実施します。

21 秘書事業 秘書課

市長・副市長の秘書
業務を適正に執行
し、市政運営に関係
する団体及び個人と
良好な関係を保つこ
とにより、円滑な市政
運営が図られてい
る。

市長及び副市長の日
程調整、来客対応な
どの秘書業務全般を
行うほか、市長交際
費の支出管理、支出
状況の公表及び市長
の資産の公開を行う。

市民団体が地域課題
の解決に向けて効果
的な事業展開を図る
ことで、地域づくりの
担い手としての役割
を果たすとともに、市
民団体と行政が適切
な役割分担による協
働を実現することで
魅力ある地域づくりが
推進されました。ま
た、市民等からの寄
付金による財源の確
保に努めました。

現行どおり

市民団体からの地域
課題等の解決につな
がる事業提案につい
て、みんなで地域づく
り推進委員会での審
査を経て採択の決定
を行います。また、採
択された事業を実施す
る団体へ補助金を交
付します。

19
コラボ四街道事
業

政策推進課
(シティセール
ス推進課）

市民団体が自主的
に、または市と協力し
て事業を実施するこ
とで、地域課題等の
解決が図られるととも
に、開かれた魅力あ
る地域づくりが実践さ
れている。

地域課題等の解決に
つながる、NPO法人、
ボランティア団体、自
治会等のさまざまな団
体からの事業提案に
ついて、みんなで地域
づくり推進委員会での
審査を経て採択の決
定を行う。また、採択
された事業を実施す
る団体へ補助金を交
付する。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
四街道市として市民や団体を顕彰する事業であり、市民
の善行意識の高揚や受賞者の励みとなるため、継続し
て実施する必要があります。

有効性 Ａ
個人、または団体の栄誉を称え、これを市民に広くお知
らせすることにより善行の啓発や継続的な市政の発展
に寄与しています。

効率性 Ａ
表彰対象者が増えるごとにコストが増えますが、コストを
意識しつつ効率的な方法で実施しました。

妥当性 Ａ
市民の意見・要望を取り入れることは、まちづくりを進め
るために必要不可欠です。

有効性 Ａ
幅広い世代の市民の皆さんの意見・要望を市政に取り
入れ、より良いまちづくりに活用しています。

効率性 Ａ
市長への手紙を受け入れる場所や方法を複数設け、よ
り多くの意見・要望を取り入れられるようにしています。

妥当性 Ａ
地方自治法に基づき、予算編成や予算執行管理を行う
ものであり、必須の事業となります。

有効性 Ａ
持続可能な財政運営を維持するために適切な予算執行
の管理や予算編成における収支改善の取組を行ってお
り、有効な事業です。

効率性 Ａ
予算の適正な執行を確保するための財務事務研修や、
決算概要、予算編成方針に向けた説明会、経営改革会
議を開催するなど、効率的に行っています。

ランチトークや市長へ
の手紙制度を通じ、
幅広い世代の市民の
皆さんの意見・要望を
市政に反映しました。

現行どおり

子どもから大人まで幅
広い世代の市民の皆
さんの意見・要望に市
長が直接触れる機会
を設けることでより良
い市政への反映に努
めます。

23 広聴事業 秘書課

子どもから大人まで
幅広い世代の市民の
皆さんの意見・要望
を市政に取り入れて
より良いまちづくりに
生かす。

子ども世代を対象に、
小中学校全17校にお
いてランチトークを実
施する。
また、市長への手紙
制度を活用して、市民
の意見・要望を聴く機
会を設ける。

適切な予算編成及び
予算執行を管理し、
財政の健全性を確保
しました。
また、経営改革会議
を通じ、経常収支改
善の取組を実施しま
した。

現行どおり

経常経費の一件査定
による見直しや、令和
元年度に引き続き、経
営改革会議で検討し
た項目を中心に、収支
改善を行います。

24 財政管理事業 財政課

計画的かつ効率的な
財源配分による予算
編成と、執行計画に
基づく適正かつ効果
的な予算執行によ
り、事業が円滑に進
捗している。

当初予算及び補正予
算の編成、予算の執
行、財務会計システ
ムの運用管理、資金
計画及び執行計画の
作成、地方交付税及
び地方譲与税算定に
伴う基礎資料の作
成、予算、決算及び編
成過程等の公表を行
う。

市政の発展及び福祉
の増進に寄与し、又
は市民の模範となる
行為をした方を表彰
しました。

現行どおり

市政の発展及び福祉
の増進に寄与し、又は
市民の模範となる行
為をした個人又は団
体の情報収集に努め
対象者を表彰します。

22 表彰事業 秘書課

市政の発展及び福祉
の増進に寄与、また
は市民の模範となる
行為をした人が顕彰
され、これが周知され
ることで、市政への理
解・協力が得られて
いる。

市政の発展及び福祉
の増進に寄与した方、
または市民の模範と
なる行為をした方を表
彰するとともに、市政
だより等を通じて広報
を行う。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ 地方自治法、地方財政法に基づき行う事業です。

有効性 Ａ

財政調整基金については、地方財政法に基づき積み立
てを行う必要があります。
その他の基金の積み立てや、取り崩しは、基金の目的
に応じ、適正に管理しており、有効な事業です。

効率性 Ａ
事業の目的に応じた基金の適正な運用を行い、効率的
に基金の利活用を行っています。

妥当性 Ａ 地方自治法に基づき行う事業です。

有効性 Ａ
地方財政状況調査（決算統計）は財政状況を分析する
には不可欠であり、近隣市町村や類似団体との比較を
するうえでも有効な事業となります。

効率性 Ａ
地方財政状況調査（決算統計）は国で定められた様式
でシステム化されており、効率的に作成しています。

妥当性 Ａ 各種事業の財源として起債は不可欠です。

有効性 Ａ
起債は、各種財政指標を考慮して借入しており、持続可
能な財政運営に有効です。

効率性 Ａ

既発債は償還予定どおり償還する必要がある義務的経
費のため、事業の手段を変更することはありません。ま
た、公債台帳はシステム化されており、効率的に管理し
ています。

各種事業の財源とし
て借り入れた市債の
元金及び利子を計画
どおり適正に償還で
きました。

現行どおり

実質公債費比率など
の指標を踏まえ、事業
の重要性、緊急性や
交付税措置の有無な
どを考慮し、起債対象
事業を選択して借入を
行います。

27 市債管理事業 財政課

市債の発行により、
財源が確保され、事
業を適正に執行でき
ている。また、適正な
借り入れ、計画的な
償還により、財政負
担の平準化、世代間
負担の公平化が図れ
ている。

市債元金・利子を償
還する。起債借入協
議（届出）の申請をす
る。市債を借り入れ
る。公債台帳を管理
する。

各種決算資料の作
成、地方財政状況調
査（決算統計）及び当
初予算編成状況等調
を作成し、財政状況を
指標化することがで
き、市の財政運営に
反映させることができ
ました。

現行どおり

各種決算統計結果を
指標化することで、適
切な財政運営に努め
ます。また、統一的な
基準による財務書類を
作成し、市の資産、負
債等に関する内容を
把握していきます。

26
決算等財政統計
事業

財政課

決算統計結果が、行
政目的の達成度、財
政の健全性を測る判
断材料となり、財政
の健全化が図れると
ともに、その他の各
種調査結果について
も国・県の施策に反
映される。

各種決算資料を作成
する。地方財政状況
調査（決算統計）及び
財政統計に係る各種
調査資料を作成す
る。決算カードを作成
する。

財政調整基金などの
各種基金を適切に管
理運用し、長期に渡
る財源の調整を行う
ことができました。

現行どおり

持続可能な財政運営
を維持するため、一定
額の基金残高を維持
していきます。また、基
金の統廃合や利活用
等を引き続き検討して
いきます。

25 基金管理事業 財政課

財政調整基金他、各
種基金の適正な運用
により、長期にわたる
財源の調整ができて
いる。

財政調整基金等の運
用、利子の積立て、残
高の管理、充当事業
の検討を行う。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
地方自治法に基づき、外郭団体に対する指導監督等
は、市が行うことが必須となります。

有効性 Ａ
市が補助金等を支出することなく、自主運営することが
できています。

効率性 Ａ
理事会、評議会等へ参加することで、効率的に指導監
督しています。

妥当性 Ａ

著しく硬直している財政状況を改善し、限られた財源
で、多様化する市民ニーズに的確に対応するために、
本事業で計画的・継続的な行財政改革の取組みを行っ
ています。

有効性 Ｂ

第７次行財政改革推進計画については、５年間全体とし
て、概ね順調に取り組みが行われました。第８次行財政
改革推進計画については、一層の行財政改革を推進す
るため、審議会評価を導入します。

効率性 Ａ
進捗状況の調査を実施し、取組状況を把握するととも
に、審議会や議会へも定期的に結果を報告しており、適
切に進行管理を行っています。

妥当性 Ａ
行政評価は、事務事業の改善等を図る取組みとして重
要な役割を果たしています。

有効性 Ｂ

現在の行政評価の方法では、事務事業の改善に結び
つけるまでのタイムラグがあるなど、実効性に課題があ
るため、行政評価の在り方も含めて、実施方法について
検討を行う必要があります。

効率性 Ａ
事務事業評価シートの見直しを行い、評価事務の負担
軽減、効率化を行っています。

平成30年度に実施し
た事務事業の評価を
実施しました。
外部評価として、内部
管理事業を除いた約
470事業の評価結果
に対して市民意見の
募集を行いました。

一部改善

令和元年度に実施し
た事務事業の評価を
実施します。
また、行政評価の在り
方や今後の実施方法
について見直しを行い
ます。

30 行政評価事業
財政課
(行革推進課）

市における業務活動
の目的と目標及び効
果と成果を明確にし、
現状分析を行うことに
より、顧客、成果主義
に基づいた行政運営
を実践し、行政の透
明性の確保及び市民
サービスの向上を実
現している。

業務活動の目的と目
標及び効果と成果を
明確にするため事務
事業評価を実施し、現
状の分析を行い、業
務活動が最適な手段
となっているかを検証
し、公表する。

四街道市地域振興財
団の業務監督を行う
ことで、適正な運営を
行うことができまし
た。

現行どおり
出資者である市による
指導監督等は継続し
て行います。

28
外郭団体業務監
督等事業

財政課
市の外郭団体の運営
が健全に行われてい
る。

四街道市地域振興財
団の業務を監督す
る。

行財政改革審議会を
２回開催し、第７次行
財政改革推進計画の
進捗状況について報
告をしました。また、
第８次行財政改革推
進計画の進行管理の
方法について審議し
ました。

一部改善

第８次行財政改革推
進計画に位置付けた
18の改革項目の、着
実な実施と適切な進
行管理を行うことによ
り、効果的かつ効率的
な行財政運営を推進し
ます。

29
行財政改革推進
事業

財政課
(行革推進課）

市民の意見を反映さ
せた、全庁的な行財
政改革が図られてい
る。

行財政改革推進計画
の進行管理を行い、
行財政改革審議会な
どへ進捗状況報告を
行う。また、必要に応
じて、新たな行財政改
革推進計画を策定す
る。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 経営企画部　　　　

具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
市有財産（土地）の適正管理を行い財産の保守及び活
用を図るには必要性の高い事業です。

有効性 Ａ 市の財産確保に貢献しています。

効率性 Ａ 未利用地の有効活用を図っています。

妥当性 Ａ
来庁者の安全と快適性の向上及び職場環境の維持向
上を図るため必要な事業です。

有効性 Ａ
経年劣化による庁舎内外の不具合箇所を改修すること
により、来庁者の安全と快適性及び職員の職場環境の
維持向上が図れています。

効率性 Ａ
庁舎の建て替え時期を想定しながら改修等を行い、来
庁者の安全と快適性及び職員の職場環境の維持向上
を図っています。

妥当性 Ａ
公用車のコスト削減及び効率的な稼働を図るには必要
性の高い事業です。

有効性 Ａ

公用車を共有することで車両台数及びコスト削減を図る
ため必要性の高い事業です。また、職員の安全運転意
識の向上のため、安全運転管理者業務を併せて行いま
す。しかしながら,共有することで車両の管理に対する責
任が薄れてしまうことが課題です。

効率性 Ａ
公用車を共有化し一元管理を行うことで、車両経費や稼
働率を効率的かつ容易に把握し、コスト削減に貢献して
います。

公用車の適切な管理
及び効率的な稼働が
図れました。また、職
員選抜チームがセー
フティードライバーズ
ちば2019に参加し、
規定期間中の無事
故・無違反を達成しま
した。
公用車の事故件数は
13件で、前年度16件
対し、３件減少しまし
た。

現行どおり

公用車の共用化によ
り、車両の適正管理及
び効率的な稼動を行
います。
また、安全運転管理業
務の実施により、安全
運転に対する職員の
意識の向上を行いま
す。

33
車両維持管理事
業

管財課

公用車の適切な管理
と共用車の増加によ
り効率的な稼働が行
われ、維持管理経費
が削減されている。

公用車の共用化を行
うとともに、共用車の
車検整備等適切な管
理を行う。

庁舎の適正な維持管
理のため、経年劣化
の不具合等を改修し
たことにより、来庁者
の安全と快適性の向
上及び職員の職場環
境の維持向上が図れ
ました。

現行どおり

庁舎の老朽化のた
め、継続的に修繕を行
い、来庁者の安全確
保及び庁舎の適正な
維持管理を行います。

32
庁舎等維持管理
事業

管財課

庁舎及びJR駅自由
通路の適正管理と環
境改善を推進するこ
とで、職員の事務効
率の向上と、庁舎及
びJR駅自由通路利
用者の安全性・快適
性が向上している。

庁舎等利用者の安全
と快適性の向上及び
職員の執務環境維持
向上のため、庁舎の
適正な維持管理等を
行う。

市有財産の未利用地
の貸付及び売却を積
極的に実施し、市の
財源確保に寄与いた
しました。

現行どおり

市有地（普通財産）の
適正管理及び未利用
地の有効活用を促進
します。

31 財産管理事業 管財課

市有財産を適正に管
理することで公有財
産が有効に活用され
る。

市有財産台帳を適正
に管理する。市有地
の貸付・売却業務等
を行う。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 経営企画部　　　　

具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
市民の文化振興及び教養の向上を図るために必要性
の高い事業です。

有効性 Ａ
指定管理者の施設運営により、市民等の文化及び教養
の向上、また、福祉の増進が図れました。

効率性 Ａ
指定管理者の施設運営により、利用者の利便性の向上
と経費の節減が図れました。

妥当性 Ａ

公共施設等の老朽化が進み、今後、更新等で多額の財
政負担が見込まれるなか、施設の適正な配置と保有量
の縮減を実現し、財政負担の縮減を図ることは市の責
務です。

有効性 Ａ

各施設の機能や使われ方を検証したうえで、効率化を
図っていくことは、将来の負担軽減に大きく影響します。
ただし、効率化を含めた最適化のためには、施設利用
者をはじめとした市民の合意形成が大きな課題となりま
す。

効率性 Ａ

公共施設等総合管理計画を的確に推進していくことによ
り、施設の適正な配置と保有量の縮減が期待できると
共に、施設管理に必要な財政負担の縮減が期待できま
す。

妥当性 Ａ
事業の継続した取り組みにより、自主財源確保に寄与し
ている。

有効性 Ａ

社会情勢や市民ニーズに対応した行政サービスを継続
的に提供するため、安定的な自主財源の確保が必要で
あることから、本事業における取り組みは、健全な財政
運営の推進に寄与するものです。

効率性 Ａ
本事業は、人件費以外の経費を要することなく実施され
ており、コスト縮減の余地はありません。また、事業の性
質上、一般財源での措置が必要です。

事業の継続した取り
組みを行いました。

現行どおり

本事業は、人件費以
外の経費を要すること
なく、最適な手法によ
り実施されており、安
定的な自主財源確保
の観点から、継続した
取組が必要です。ま
た、新たな対象媒体の
導入については、その
実行性や費用対効果
等を勘案しながら、引
き続き、検討を進めま
す。

36 広告事業 管財課
新たな広告媒体の導
入により財源が確保
されている。

新たな財源の確保や
歳出の抑制を図るた
め、市が管理する資
産のうち、活用が見込
まれるものを広告媒
体とした広告掲載を行
う。

保有量及び配置の見
直しに向け、公共施
設再配置計画を策定
しました。また、引き
続き電気について
は、電気供給事業者
を入札により決定し、
エネルギーコストの縮
減を推進しました。

現行どおり

平成27年度末に策定
した公共施設等総合
管理計画をベースに、
施設の最適化に向け
たステップとして公共
施設再配置計画を推
進し、併せて、施設の
長寿命化に向けた、施
設ごとの個別施設計
画を策定します。
また、施設運営におけ
るエネルギーコストの
縮減を推進します。

35
ファシリティマネ
ジメント推進事
業

管財課

公共施設等が、適正
な配置及び保有量の
下、最大限効率的な
利用が図られてい
る。

長期的な視点による
一元的かつ戦略的な
施設マネジメントによ
り、公共施設等の最
適化を目指す。

指定管理者により、
利用者等の利便性の
向上と効率的な施設
運営が図れました。ま
た、会館棟耐震改修
工事を発注し耐震化
に向けた準備が図ら
れました。

現行どおり

指定管理による文化
センターの管理運営を
行います。また、会館
棟の耐震改修工事や
空調設備等の改修を
実施し、施設の安全の
確保並びに適正な維
持管理を行います。

34
文化センター管
理事業

管財課
市民の文化、教養の
向上及び福祉が増進
している。

指定管理者による文
化センターの管理運
営を行う。また、会館
棟の耐震改修工事を
行う。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 経営企画部　　　　

具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
建物が老朽化してきている中で、建築物の保全業務に
必要な設計・積算・監理業務は必要不可欠です。

有効性 Ａ
設計段階において仕様の再検討等を行い、設計・積算
及び工事監理をしており、事業コストの縮減及び地方自
治法に基づく契約の適正な履行が行われています。

効率性 Ａ
営繕積算システム（ＲＩＢＣ）を導入し低価格かつ高品質
な成果を充実させています。

妥当性 Ａ
公共建築物の既存ストックの有効活用および適正な維
持管理は必要不可欠です。

有効性 Ａ

施設の概要・工事履歴・現状ならびに関係法令、最新技
術などの調査を行い、施設管理者を適正な方針へ誘導
することにより、建築物を耐用年数まで良好に維持保全
できます。

効率性 Ｂ

建築基準法第12条で規定されている定期報告業務には
市単独では調査が不可能な内容が含まれており、定期
報告業務の一部は専門業者へ外部委託発注する必要
があります。

妥当性 Ａ
地方自治法施行令に基づく事業であり、適正な発注の
ため継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ
入札の参加資格要件等の審査、指名業者選定、随意契
約の適否等の審査を行うことにより、公平性・透明性の
確保ができます。

効率性 Ａ
入札参加資格者名簿への随時及び新規の受付をして
います。

契約依頼に基づき、
適正に入札・契約事
務処理を行いました。

現行どおり

契約業務を履行する
ため、審査会での随意
契約の適否の審査、
入札参加資格者名簿
登録等を行います。

39 契約管理事業 契約課

各課からの契約依頼
に基づいて適正な事
務処理を行い、公正
な入札・契約が実施
されている。

各課からの契約依頼
に基づいて適正な入
札・契約事務処理を
し、もって予算の適切
な執行に資する。
入札参加者の適正な
審査の実施により、事
業者が公平に入札に
参加することができ、
公正な競争の促進、
不正行為の排除及び
適正な施工の確保を
図る。
情報公表を推進する
ことで、入札・契約に
おける透明性を確保
する。

法令義務である特定
建築物の定期報告業
務を実施し、また、施
設管理者より建築物
の改修等の相談を受
けた場合、調査・研究
し適正な方向へ誘導
しました。
引き続き定期報告業
務の一部を専門業者
へ外部委託発注する
ことを検討します。

一部改善

特殊建築物の定期報
告業務を実施し、ま
た、施設管理者より建
築物の改修等の相談
を受けた場合、調査・
研究し適正な方向へ
誘導します。
定期報告業務には市
単独では調査が不可
能な内容が含まれて
いるため、定期報告業
務の一部を専門業者
へ外部委託発注する
ことを検討します。

38
市有建築物保全
調査事業

管財課
(建築課）

施設の概要・工事履
歴・現状ならびに関
係法令、最新技術な
どの調査を行い、施
設管理者を適正な方
針へ誘導することに
より、建築物を耐用
年数まで良好に維持
保全できる。

法令義務である特殊
建築物の定期報告業
務を実施し、また、施
設管理者より建築物
の改修等の相談を受
けた場合、調査・研究
し適正な方向へ誘導
する。

各種研修会などに参
加し技術情報を収集
し、最新技術基準に
適合した設計図書を
作成及び工事監理を
実施しました。

現行どおり

市有建築物建築工事
（新設、改修）等の設
計段階において、仕様
の再検討、工期の縮
減等を行い、設計・積
算及び工事監理等を
実施することにより、
各事業コストの縮減及
び地方自治法に基づく
契約の適正な履行を
行います。

37
市有建築物設
計・工事監理事
業

管財課
(建築課）

最新の技術基準に適
合した設計図書を作
成し契約を円滑にす
るとともに、監理にお
いては、施工管理者
に設計趣旨及び要求
品質を確実に伝える
ことにより、良好な品
質確保及び費用対効
果が実現できてい
る。

各種研修会などに参
加し技術情報を収集
し、最新技術基準に
適合した設計図書を
作成及び工事監理を
実施する。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 経営企画部　　　　

具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ 地方自治法第234条の２に基づき実施しています。

有効性 Ａ
工事検査を的確に実施することにより、建設工事請負
契約の適正な履行の確保が図れています。

効率性 Ａ
人件費以外の経費を要することがなく、最適な方法によ
り実施しています。

妥当性 Ａ
適正かつ能率的な設計積算により良好な工事が行われ
るため、継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ
土木積算システムのデータ更新等を的確に行うことによ
り、工事担当課が行う土木工事に係る積算業務の適
正・円滑化が確保できます。

効率性 Ａ
最新の土木積算システムのデータ更新等を的確に行っ
ています。コストについては、千葉市以外の公共団体が
同額で負担しています。

妥当性 Ａ

定員適正化計画により職員数が抑制される中、権限移
譲等による事務事業の増加や新たな市民サービスへ対
応するため、財源の創出や人員の適正配置等を図る手
段として民間委託の推進を行っています。

有効性 Ａ
指定管理者制度を主とした民間委託の執行統括等を行
うことにより、事業が効率的・効果的に実施されていま
す。

効率性 Ａ

指定管理者制度については、運用指針及び各種マニュ
アル等を整備し、事務効率の向上に努めているところで
あり、外部委員による指定管理者選定評価委員会も適
正に運営されています。

土木積算システムの
データ更新等を的確
に行うことで、工事担
当課が行う土木工事
に係る積算業務の適
正・円滑化が確保で
きました。

現行どおり

最新の土木積算シス
テムのデータ更新等を
的確に行います。ま
た、最新の設計積算
関連通知文書等の情
報を入手後、直ちに関
係各課へ周知します。

41
新技術・設計積
算情報事業

契約課
適正且つ能率的な設
計積算により良好な
工事が行われる。

土木積算システムの
データ更新等を行う。
設計積算関連通知文
書や情報などを関係
各課へ周知する。工
事に関する技術の指
導及び研修、研修関
連通知文書や情報な
ど関係各課へ周知を
行う。

指定管理者による施
設管理状況の評価に
ついて、外部委員に
よる指定管理者選定
評価委員会で審査・
審議を行うことによ
り、透明性・公平性の
高い指定管理者の評
価ができました。

現行どおり

指定管理者による施
設管理状況の選定評
価について、外部委員
による指定管理者選
定評価委員会で審査・
審議を行います。ま
た、令和2年度に指定
期間が終了する指定
管理者の選定を行い
ます。

42
民間委託等推進
事業

契約課
(行革推進課）

事務事業全般にわた
り徹底した見直しを行
い、行政の責任領域
に留意しつつ、民間
委託などの推進が図
られている。

民間委託の方向性を
指示又は検証し、事
務事業の効率的な執
行を統括又は補助す
るとともに、指定管理
者制度の適切な運用
を図る。

工事検査を的確に実
施したことにより、建
設工事請負契約の適
正な履行の確保がで
きました。

現行どおり

工事担当課より検査
実施依頼を受けた検
査希望日に検査を実
施出来るよう調整し、
検査を実施します。

40
建設工事完成検
査事業

契約課

工事を監督し、適格
業者による良好な工
事目的物が完成して
いる。

１件の契約金額が500
万円以上の工事につ
いての完成検査及び
工事成績評定を行う。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 経営企画部　　　　

具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
国、県とのＩＴ連携に必要なＬＧＷＡＮの維持管理に係る
事業であり、今後とも継続していく必要があります。

有効性 Ａ
総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を利用した国・県等と
のＩＴ連携、職員のＩＴ能力向上等により、ＩＴを活用した全
庁的な業務の効率化は、引き続き必要です。

効率性 Ａ

地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）による研修
やｅ－ラーニング等の活用をし、効率的・効果的に職員
の人材育成を行っています。なお、インターネット分離に
より接続人数に限りがあることから、研修参加人数を見
直し、実施しています。

妥当性 Ａ
ＩＴ活用による利便性の向上、業務改善及び事務の効率
化を図るため、必要な事業です。

有効性 Ａ
イントラネット基盤をはじめ多くの庁内情報系サービスを
活用することにより、事務を効率化することは、引き続き
重要です。

効率性 Ａ

現段階では、サーバを保有してシステムを利用するよ
り、ＡＳＰサービスの利用やクラウド化を行う方が、コスト
面・運用負担面・継続性などからメリットがあるため、導
入を推進しています。

妥当性 Ａ

庁内における職員業務の連携による効率化、またＬＧＷ
ＡＮをはじめとする各種外部ＩＴサービスを効果的に利活
用するために、イントラネットによる庁内ネットワークを構
築し運用をしており、必要な事業です。

有効性 Ａ
庁内ネットワークを利用した、システムの導入は、事務
の効率化にとって重要な役割を担っています。

効率性 Ａ
イントラネット運用システムの多くをクラウド化し、また端
末もシンクライアント化することによって、セキュリティの
向上や、効率的な運用・管理を行っています。

庁内ネットワーク（イ
ントラネット）を構築す
ることによって、グ
ループウェアや全庁
的なシステムを運用
することができ、市の
業務を効率的に行う
ことができました。

現行どおり

グループウェア、庶務
事務,財務など、全庁
的なシステムはイント
ラネットにより運用され
ており、これらは職員
業務の効率化のため
に必要不可欠であるこ
とから、今後も安定的
に稼動できるように努
めていきます。

45
イントラネット運
営事業

情報推進課

イントラネットに係る
維持管理を適正に行
うことにより、情報セ
キュリティに配慮され
た安全な事務環境を
維持し、安定かつ継
続的な運用が行われ
る。

イントラネット運用シス
テムの維持管理及び
サーバ・ネットワーク
機器の保守・管理を
行い、必要に応じて、
必要機器を整備す
る。

ＩＴを活用したシステ
ムを導入することによ
り、事務が効率化しま
した。また、ＡＳＰサー
ビスやクラウド化を進
めることにより、機械
及びシステムを管理
する負担が軽減しま
した。

現行どおり

今後とも事務の効率
化を図るために、シス
テム導入の検討を行
い、推進していきま
す。また、長期的な運
用を想定した場合、コ
スト面や運用面を考慮
して、ＡＳＰサービスや
クラウド利用を推進し
ていきます。

44 ＩＴ活用推進事業 情報推進課

サーバ機器等の資産
を保有せず民間のＡ
ＳＰサービス等を活用
することにより、最新
のシステムを長期的
に利用することが可
能になるほか、資産
等の維持管理の負担
軽減及び効率的な事
務運営が図られる。

ＡＳＰサービスを活用
する。

計画的な情報化施策
の企画立案や情報シ
ステム調達指針に基
づく導入管理を行うと
ともに、ＩＴを効果的に
活用できる人材を育
成することにより、行
政事務の効率化及び
市民サービス等が向
上しました。また、自
治体情報セキュリティ
対策の抜本的強化が
できました。

現行どおり

市から接続するイン
ターネットは自治体情
報セキュリティ対策に
基づき、千葉県セキュ
リティクラウドを通じた
接続を継続します。さ
らに、ＩＴを活用した庁
内全体の計画的・効率
的な業務推進を図ると
ともに、活用できる職
員の育成を行います。

43
電子自治体推進
事業

情報推進課

市の情報施策の根幹
となる計画や、それに
付随する規程等を整
備することにより、市
民の利便性向上と共
に、効率的に情報化
を活用した業務等の
改善が図られる。

ＬＧＷＡＮの維持管
理、情報化の適正な
導入管理、情報化推
進計画等の策定及び
人材育成を行う。

17 / 158 ページ



令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 経営企画部　　　　

具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ

市民サービスの正確性、効率性を図るために行政情報
システムを導入し、運用をしています。これらのシステム
は住基ネットやマイナンバー制度に対応するためには
必要不可欠です。

有効性 Ａ

住民情報を利用する部署においては、行政情報システ
ムを利用することにより、住民記録と連動して業務を行
うことができるため、業務を効率的に進めることができま
す。

効率性 Ａ
行政情報システムをクラウド運用することにより、業務を
効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
法令により実施している事業であるため、継続は必要で
す。

有効性 Ａ 各種施策の基礎資料となっています。

効率性 Ａ 国で定められた方法により実施しています。

妥当性 Ａ
統計資料は、各種施策を実施するに当たり、その基礎
資料として用いられることから継続は必要です。

有効性 Ａ 継続することで市勢への理解促進が図られています。

効率性 Ａ
広範囲の資料を限られた人員で必要最小限の経費で作
成しています。

住民情報システムを
活用することにより、
効率的に業務を行う
ことができました。

現行どおり

行政情報システムは
住民サービスに直結
することから、今後とも
安定稼動に努めてい
きます。

46
住民情報業務運
営事業

情報推進課

行政情報システムの
安定的な稼働及び情
報セキュリティ対策に
よる情報漏えいの防
止が図られるととも
に、住民情報を利用
した電算処理により
職員の業務が効率化
している。

行政情報システムの
維持管理及び業務シ
ステム等の稼動支援
に係る業務を行うほ
か、セキュリティに関
する各種対策を実施
する。

四街道市統計書の作
成により、諸施策の
計画や立案、市勢の
基礎資料として利用
されました。

現行どおり

わかりやすい統計
データの公開に努め、
市勢への理解を深め
てもらうとともに各種施
策に活用してもらいま
す。

48 統計事務事業
情報推進課
(政策推進課）

統計調査が滞りなく
実施され、各種施策
に利用される。

四街道市統計書の作
成、関係団体等との
連絡調整等を行う。

各種統計調査を実施
したことにより、国や
地方公共団体の各種
施策の基礎資料とす
ることができました。

現行どおり
国や県から委託された
各種統計調査を実施
します。

47
各種統計調査事
業

情報推進課
(政策推進課）

統計調査が滞りなく
実施され、各種施策
に利用される。

国及び県で実施して
いる統計調査を受託
し実施する。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 経営企画部　　　　

具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入は、
法定受託事務であり、公平・公正な社会の実現、行政の
効率化、国民の利便性の向上のため必要な施策です。

有効性 Ａ
行政運営の効率化及び市民サービスの向上を図るた
め、情報連携が適切に実施できるよう周知を行っていま
す。

効率性 Ａ
国の提供する中間サーバシステムを利用することにより
効率化されています。国や県からの情報を適時に庁内
に周知することで、効果的に制度が運用されています。

特定個人情報保護評
価書の様式改定に伴
い、公表している保護
評価書について見直
しを行ったうえで、新
様式で改めて公表を
行いました。また、マ
イナンバーカードの利
活用に関する施策を
効果的に行うため、マ
イナンバーカードの普
及率を高めることを目
的とし、市内10か所
の郵便局にカードの
申請ができる端末を
設置しました。

現行どおり

令和2年9月からの実
施が予定されている
「マイナポイント」によ
る消費活性化策や、マ
イナンバーカードの保
険証利用など、番号制
度を取り巻く変化に対
応できるよう、引き続
き適切な制度運用を
行います。また、介護
ワンストップサービス
の導入等、マイナン
バーカードの利活用に
関する施策を検討しま
す。

49
社会保障・税番
号制度事業

情報推進課
(行革推進課）

「社会保障・税番号制
度（マイナンバー制
度）」の導入により、
公平・公正な社会の
実現、行政の効率
化、国民の利便性の
向上を実現している。

平成28年1月から利用
が開始された「社会保
障・税番号制度」に対
応するため、必要なシ
ステム改修及び台帳
整備を行う。
個人番号の独自利用
及び個人番号カード
の利活用並びにマイ
ナポータルの活用等
を検討し、社会保障・
税番号制度の適切な
運用を図る。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 総務部　　　　

具体的な内容

妥当性 Ａ 自衛隊法及び政令に基づく事業のため必要となります。

有効性 Ａ
自衛隊法及び政令に基づいた対応となり、入隊希望者
に対する情報提供をしています。

効率性 Ａ
自衛隊法及び政令に基づいた対応となり、市政だよりへ
の掲載等により適切に実施しています。

妥当性 Ａ
総務省から委任を受けた事業であり、市政に対する要
望等を把握する手段として必要となります。

有効性 Ａ
総務省から委任を受けた事業であり、国や県をはじめ行
政全般に対する市民の意見・要望等の相談が可能に
なっています。

効率性 Ａ
総務省から委任を受けた事業であり、毎月第１、３水曜
日に福祉センターにおいて相談窓口を開設し、年１回巡
回行政相談をすることにより適切に実施しています。

妥当性 Ａ

本市では、昭和58年に「核兵器廃絶平和都市宣言」を行
い、市民一人ひとりの平和意識の高揚を図っています。
戦争体験を持つ市民が減少するなか、平和の大切さを
継続して啓発することが重要となっています。

有効性 Ａ
世界の恒久平和と安全を実現することは世界共通の願
いであり、継続した取り組みによって市民の平和に対す
る意識醸成に繋がるよう努めています。

効率性 Ａ
必要最小限のコストで実施しており、経費削減の余地は
ありません。

2 行政相談事業 総務課
行政に対するあらゆ
る相談が可能になっ
ている。

総務大臣が委任する
相談委員活動の助成
を行う。

平和関連事業の推進
とともに、平和都市宣
言モニュメント（母子
像、ハト像、核兵器廃
絶平和都市宣言文
碑）の維持管理など
により、市民の平和
に対する意識醸成に
努めました。

現行どおり

市民団体等の活動支
援、平和都市宣言モ
ニュメントの管理、原
爆写真パネルの展示
などを行います。

3 平和関連事業 総務課

モニュメントの維持に
より、核兵器廃絶意
識の浸透がされてい
る。また、市の歴史財
産の保存により平和
意識の高揚が図られ
ている。

市民の平和意識の醸
成のため、核兵器廃
絶平和都市宣言モ
ニュメントの動産保険
の加入、記念碑等の
維持管理を行うととも
に、庁舎ロビーにおい
て原爆写真パネルの
展示等を行う。

事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

自衛官募集に関する
情報の提供を行い、
自衛隊法に基づく募
集事務地方公共団体
委託費の配分を受け
ました。

現行どおり
自衛官募集に関する
情報の提供を行いま
す。

相談者に対して、適
切かつ的確な助言を
行うとともに、所管先
の紹介や所管先との
調整に努めたことで、
相談内容の早期解決
等に向けた取り組み
を進めることができま
した。

現行どおり

総務省の方針に沿っ
た対応として、行政相
談委員法に基づき、行
政全般に対する意見・
要望等を聴くため、毎
月第１、３水曜日に福
祉センターにおいて相
談窓口を開設し、３人
の相談員により相談
業務を実施します。ま
た、年１回巡回行政相
談を実施しています。

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

1
自衛官募集事務
事業

総務課
自衛官募集に関する
情報が受けられる。

自衛官募集に関する
情報の提供を行う。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 総務部　　　　

具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ 地方自治法に基づく事業のため必要となります。

有効性 Ａ
地方自治法に基づき、法令に沿った対応となり、住民に
直接自己の意思を表示する機会を付与しております。

効率性 Ａ
地方自治法に基づき、法令に沿った対応となり、直接請
求者との連絡調整、教示、各種公示、請求の受付をす
ることにより適切に実施しています。

妥当性 Ａ
法令違反の発生と被害の予防を図るためにも必要な事
業となります。

有効性 Ａ
これまで通報等の実績はありませんが、有事の際には
適切に対応します。

効率性 Ａ
これまで通報等の実績はありませんが、有事の際には
適切に対応します。

妥当性 Ａ
本事業は、市役所業務に関連する郵便物を管理するも
のです。これら一連の業務は、適切な行政運営を進め
る上で、必要不可欠なものです。

有効性 Ａ
郵送文書等を一元的に管理することにより、職員の事
務負担の軽減化が促進され、同時に最適な送付方法を
選択することにより通信運搬費を節減しています。

効率性 Ａ
郵便物を送付する際には、日本郵便と宅配便業者の料
金比較を行うなど、コストの削減を図りながら、効率的な
事業の実施をしています。

郵送文書として98,477
通の郵便物を送付し
ました。なお、250ｇ以
上の郵便物について
はレターパックライト
を活用する等により
郵送代を削減しまし
た。

現行どおり
各種封筒の印刷、郵
便物の発送などに係
る事務を行います。

6
郵送文書管理事
業

総務課

郵送文書等が適正に
管理され、郵便窓口
の一元化により職員
の事務が軽減され、
一括発送・購入等に
より経費が削減され
ている。

郵送等により到達した
文書及び物品の受領
と各課配布を行う。郵
送等により発送する
文書及び物品の取り
まとめと発送を行う。
返信用切手等の一括
購入と管理を行う。市
の公用封筒の一括印
刷及び管理を行う。

令和元年度は、請求
実績がありませんで
した。

現行どおり

地方自治法に基づき、
法令に沿った対応とし
て、請求代表者証明
書の交付申請があっ
た際には、直接請求者
及び関係機関との連
絡調整を速やかに行
います。

4
直接請求受付事
務事業

総務課

法令や諸手続きなど
が教示されることによ
り、円滑な請求が可
能になるとともに、市
民の市政参加が容易
となっている。

直接請求者との連絡
調整、教示、各種公
示、請求の受付をす
る。

令和元年度の通報実
績はありませんでし
た。

現行どおり

これまで通報等の実
績はありませんが、有
事の際には適切に対
応します。

5 公益通報事業 総務課

通報者の保護がさ
れ、もって行政の透
明化が促進されてい
る。

通報を受け、調査、是
正措置などを講ずる。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
行政文書の保管・廃棄等の業務は、適正な文書管理を
推進する上で必要不可欠なものです。

有効性 Ａ

本事業は、四街道市文書管理規程に基づき適切に実施
しています。また、本事業では、保存期限満了になった
文書を適正に廃棄処理するとともに、保管スペースを確
保するために、引継文書のマイクロフィルム化を行って
います。

効率性 Ｂ
行政文書の適正な管理に当たっては、より効率的な執
行を見据え、当市の実情に即した最適な手法を模索し
ていく必要があります。

妥当性 Ａ

本事業は、地方自治法第14条、第15条、第16条に基づ
く業務を行うものであり、条例や規則等は、全ての行政
事務の基礎となる重要なものであることから、これらを
適切に管理、運用していく必要があります。

有効性 Ａ
例規集等の管理や、弁護士相談等を実施することによ
り、適正な行政事務の執行がなされています。

効率性 Ａ
地方分権の進展に伴い、これによる例規等の制定・改
廃案件も増加する傾向にあることから、効率的に事務を
執行することで、的確な対応がなされています。

妥当性 Ａ
情報公開制度及び個人情報保護制度の運用並びに審
議会等の会議の公開は、行政運営の透明性の向上に
繋がるため、継続的に行う必要があります。

有効性 Ａ

情報公開制度及び個人情報保護制度の運用並びに審
議会等の会議の公開により、行政運営の透明性が向上
することで、市政運営における信頼性の確保につながり
ます。

効率性 Ａ

情報公開制度及び個人情報保護制度の運用並びに審
議会等の会議の公開については、市政だよりや市ホー
ムページ、よめーるを活用するなど、必要最小限のコス
トで効率的な周知を行っています。

条例規則等の制定改
廃は、129件の例規に
ついて行いました。ま
た、弁護士相談では
34件の相談がありま
した。

現行どおり

適正な行政事務の執
行に資するため、条
例・規則等の制定改廃
及び法律相談等の業
務を行います。

8 法規事業 総務課

法令等の解釈運用が
適正に行われること
や市の条例規則等の
制定改廃時における
適法性、整合性を確
認すること等により、
適切な行政運営が行
われ、行政の信頼が
確保される。

例規集（電子データ・
紙ベース）の管理及び
更新、加除式法令図
書の管理、法令改廃
情報の収集及び提
供、業務に係る弁護
士相談の調整及び立
会い等を行う。

情報公開・自己情報
開示の請求につい
て、条例の趣旨に則
り、適切に事務を遂
行しました。審議会等
の会議について、開
催及び結果の公表を
適切に行うよう努めま
した。情報公開・個人
情報保護審査会を３
回開催し、情報公開
制度及び個人情報保
護制度の適正な運用
を確保しました。

現行どおり

情報公開制度及び個
人情報保護制度の趣
旨に則り、行政の公正
性及び透明性確保の
ため、適切に事務を遂
行します。

9
情報公開・個人
情報保護事業

総務課

行政運営の透明性が
向上し、行政の保有
する情報や審議会等
の会議の内容を市民
が知ることができる。
個人情報の管理運用
が適正に取り扱わ
れ、個人の権利利益
が保護される。情報
公開・個人情報保護
制度の適正な運用が
確保される。

情報公開・自己情報
開示請求の受付等や
審議会等の会議の公
開、結果の公表を行
う。また、実施機関か
らの諮問等に応じ、情
報公開・個人情報保
護審査会を開催す
る。

ボックスファイリング
システムを活用する
ことにより、行政文書
の適正な文書管理に
資することができまし
た。また、ボックスファ
イリング用品について
は、文書廃棄等の際
のリサイクルを推進
し、7,840㎏の紙を再
生紙の原料にしまし
た。

一部改善

行政文書を、適正に管
理します。また、文書
管理に当たっては、当
市の実情を踏まえた
最適な手法を模索し、
これにより業務の軽減
や効率化の促進につ
なげます。

7 文書保管事業 総務課

事務スペースが有効
に活用され、事業用
消耗品の一括購入に
より経費が削減され
ている。また、機密文
書が適正に処理さ
れ、資源の有効活用
が図られている。他
にも、経年劣化による
文書の破損対策と書
庫の有効活用が図ら
れている。

ボックスファイリング用
品、文書保存箱等を
購入する。完結文書
を引継ぎ、文書目録を
作成の上、書庫に保
管する。保存期間満
了文書を破砕により
機密抹消処理し、再
生紙その他の原料と
する。長期保存を要す
る文書をマイクロフィ
ルム化する。

22 / 158 ページ



令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 総務部　　　　

具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
市民等が市の行政活動に参加し、意見を反映させるた
めの機会を保障する制度であり、市が実施する必要が
ある事業です。

有効性 Ａ
市民等が行政活動に参加する機会を設け、そのニーズ
を汲み取り、反映させることで、市が充実したサービスを
提供することを可能にしています。

効率性 Ａ

手続が必要な行政活動の種類をあらかじめ定めること
で、市民等の意見を反映させる必要性がある行政活動
においてのみ手続が行われるようにしています。また、
手続を行う場合、それぞれの行政活動の性質に適した
方法で市民参加手続を行っています。

妥当性 Ａ

市と市民自治組織の役割分担が明確になりつつある現
状を踏まえ、市民自治組織が担うべき事業が増えてき
ており、地域コミュニティの活性化を図る上からも必要で
す｡

有効性 Ａ

市民自治組織への加入率が減少傾向にあることから加
入率向上の対策は必要であり、当該事業により各地区
におけるコミュニティ活動が活性化していることから成果
は得られています。市民自治組織助成金、ふるさとづく
り助成金を交付することにより、市民自治組織の活動が
活性化しコミュニティ活動の推進が図られており、施策
目標の達成に寄与しています。

効率性 Ｂ

多種多様な市民自治組織の運営に対する補助として
は、助成金の交付が必要であると考えます。自治総合
センタ－の一般コミュニティ助成金を活用できますが、そ
の他の制度はありません。複数の助成金等の統廃合及
び金額の見直しにより、コスト縮減の可能性はありま
す。

妥当性 Ａ

中学校地区連絡協議会を設置・開催することで、地区内
市民自治組織相互の連絡調整、地域の枠を超えた広域
的な諸問題の協議や情報交換など広域的なコミュニティ
が推進されていることから、必要な事業です。

有効性 Ａ

中学校地区連絡協議会を設置・開催することで、地区内
市民自治組織相互の連絡調整、地域の枠を超えた広域
的な諸問題の協議や情報交換など広域的なコミュニティ
が推進されていることから、有効な事業です。

効率性 Ａ 必要最低限の運営経費で行っています。

区・自治会との連絡
調整を図り、市政の
健全な発展と住民福
祉の増進を促すこと
ができました。

現行どおり

中学校地区連絡協議
会を設置・開催するこ
とで、地区内市民自治
組織相互の連絡調
整、地域の枠を超えた
広域的な諸問題の協
議や情報交換など広
域的なコミュニティの
推進を図ります。

12
地区連絡協議会
事業

自治振興課

中学校地区連絡協議
会を設置・開催するこ
とで、地区内市民自
治組織相互の連絡調
整、地域の枠を越え
た広域的な諸問題の
協議や情報交換など
広域的なコミュニティ
の推進が図られる。

５つの中学校区毎に、
市民自治組織の協議
会を開催する。通知
及び要望案件に対す
る回答の取りまとめな
ど全般的な事務を行
う。

市民参加推進評価委
員会を３回開催し、各
年度の行政活動にか
かる市民参加手続の
実施予定、実施状況
について審議を行い
ました。その結果を各
行政活動担当課に通
知することで、条例に
沿った適切な事務執
行がされました。

現行どおり

市民参加条例及びそ
の運用について、社会
情勢や市民ニーズの
変化、実施方法におけ
る課題等を踏まえて見
直しを検討します。
また、市民参加推進評
価委員会を開催し、条
例に基づく市民参加手
続等について審議しま
す。

10
市民参加推進事
業

総務課
(シティセール
ス推進課）

市が行う行政活動に
市民等が参加し、意
見を述べる機会が適
切に確保されてい
る。

市民参加条例に基づ
く市民参加手続を適
正に運用するため、
市民参加推進評価委
員会を開催する。

市民自治組織のコ
ミュニティ活動が活性
化し、住民福祉の増
進を促すことができま
した。
また、自治会加入率
の向上のために、転
入者に対して自治会
加入案内の配布や、
市政だより、ホーム
ページを活用した加
入のお知らせ、開発
行為の際には事業者
に対し入居者への加
入依頼のお願いなど
の取り組みを行いま
した。

一部改善

市民自治組織の基本
的運営に係る経費及
び各種部会などの活
動を助成することによ
り、組織の活動が活性
化し、コミュニティ活動
の推進を図ります。

11
市民自治組織運
営補助事業

自治振興課

市民自治組織の基本
的運営に係る経費及
び各種部会などの活
動を助成することによ
り、組織の活動が活
性化し、コミュニティ
活動の推進が図られ
る。

地域住民の交流が深
まり、うるおいと活力
のある地域づくりが推
進され、住民福祉の
向上が図れるように
市民自治組織への補
助金を交付する。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ

広報事業の一環として市民に各種の行政情報を伝達し
ます。市民に対する広報事業の一環として実施してお
り、他の事業（市政だより・ホ－ムペ－ジ等）と合わせ、
市の広報事業の一翼を担っており、市が実施すべき事
業です。連絡票等により地域の要望を的確に受け止め
ることにより、社会情勢や市民ニ－ズの変化に適応して
います。

有効性 Ａ

市からの行政連絡事項の伝達及び市民からの要望の
伝達がスム－ズに行われることにより、市民自治組織と
市との緊密な連携が図られるという成果が得られている
事業であり有効な事業です。

効率性 Ａ

国・県からの補助金制度等はありません。区・自治会に
対し、行政連絡事業として交付金を支出していますが、
配布世帯数を算定数値としていることから、世帯数の増
減により交付額の変動はあります。

妥当性 Ａ
地方自治法第２６０条の２第１項の規定により、実施して
います。区・自治会の不動産登記での問題を解消する
ための制度であることから、必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
各区・自治会が、不動産登記に際し、法人化されること
により代表者変更などの諸問題が解決されるため、成
果は得られています。

効率性 Ａ
特に財源の確保はしていません。人件費以外のコスト
はありません。

妥当性 Ａ

市単独事業として、四街道市公の施設に係る指定管理
者の指定の手続等に関する条例、四街道市地区集会
所建設費等補助金交付要綱により実施しています。市
所有の施設については市で実施せざるを得ません。市
民自治組織等で所有している施設については、建設計
画や修繕計画等の相談に応じています。

有効性 Ｂ

地域住民のコミュニティ活動の拠点となる施設を整備す
ることで、適正に維持管理ができ市民相互の交流を図
ることができることから、成果は得られています。
市所有の施設については、施設の老朽化が進んでいる
ことから大規模修繕や建て替えを計画的に進めていくこ
とが必要です。

効率性 Ｂ

地域活動の拠点を整備するためには、現状の方法が最
適ですが、施設各々の状況や財政状況により適宜修正
していく必要はあります。自治総合センタ－のコミュニ
ティセンター助成事業の活用を推進していきます。市所
有の地区集会場については、地元自治会等へ移管して
いくことでコスト縮減を図ることは可能です。また、助成
金額の見直しや補助事業の整理統合も検討する必要
があります。

各区・自治会が、土
地などの登記に際
し、法人化されること
により代表者変更な
どの諸問題が解決さ
れました。

現行どおり

市民自治組織の活性
化により、市民意識が
変化してきており、自
らの財産管理意識な
どからも今後認可団体
の申請は増加していく
ものと思われますが、
法定事務であることか
ら引き続き実施しま
す。

14
地縁団体認可事
業

自治振興課

市民自治組織が、地
方自治法に基づき、
市長の認可を受ける
ことにより、法人格を
取得し、法律上の権
利義務の主体となる
ことができるととも
に、その団体名義で
不動産登記を行うこ
とができる。

市民自治組織からの
地縁団体認可申請に
関する事前相談を受
けるとともに、申請に
対し審査のうえ、認可
をする。

地域住民のふれあい
とコミュニティ活動の
推進をすることができ
ました。

一部改善

地域住民のコミュニ
ティ活動の拠点となる
施設を整備すること
で、市民相互の交流を
図り、地域住民のふれ
あいとコミュニティ活動
の推進を図ります。

15
コミュニティ施設
維持管理事業

自治振興課

地域住民のコミュニ
ティ活動の拠点となる
地区集会所・コミュニ
ティ施設を整備するこ
とで、施設が適正に
維持管理されてい
る。

地域活動の拠点とな
る集会施設の整備、
維持管理に補助金を
交付するとともに、市
民相互の交流を図る
ためのコミュニティ施
設の維持管理を指定
管理により行う。

区・自治会との連絡
調整を図り、市政の
健全な発展と住民福
祉の増進を促すこと
ができました。

現行どおり

掲示板は市の広報事
業の一翼を担っており
ますが、区、自治会の
掲示作業の負担軽減
や老朽化している掲示
板の修繕費等の削減
を図るため、新規設置
を行わず、老朽化した
掲示板は有効性を精
査し、撤去します。
なお、回覧については
回覧の基準により、回
覧枚数の減少に努
め、引き続き実施しま
す。

13 行政連絡事業 自治振興課

市民に各種の行政情
報を伝達し、市民の
市政に対する要望を
的確に受け止めるこ
とにより、市民自治組
織と市との緊密な連
携が図られ、市政の
健全な発展と住民福
祉の増進が図られ
る。

毎月、第１・第3水曜
日に市及び市の関係
団体からの連絡事項
を、市内の各市民自
治組織にお知らせす
るとともに、地区から
の要望事項を把握し、
その対応を図る。ま
た、行政連絡事業に
対する交付金を支給
する。
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事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
ふるさとまつりの開催を通じてふるさと意識が高揚し、新
しいまつりの伝統が築かれていることから必要な事業で
す。

有効性 Ａ
ふるさとまつりの開催を通じてふるさと意識が高揚し、新
しいまつりの伝統が築かれていることから施策目標の達
成に寄与しています。

効率性 Ａ

実行委員会方式で実施していることから、現状において
は最適です。ふるさとまつりにおける経費は一般財源か
らの負担金として支出していますが、花火の打ち上げは
協賛金により実施しています。参加型のまつりのため、
内容や手法など実行委員会や参加団体等の意見により
コスト縮減の可能性はありますが、現状では難しい状況
です。

妥当性 Ａ

住居表示に関する法律に基づき実施しています。住居
表示は、町をわかりやすくし、郵便物の誤配や緊急車両
の到着の遅れなどを防ぐことを目的とした制度であるこ
とから、社会情勢や市民ニ－ズの変化に適応している
事業です。

有効性 Ａ

町をわかりやすくし、郵便物の誤配や緊急車両の到着
の遅れなどを防ぐことを目的とした制度であり、住居表
示番号の決定数も目標を上回っていることから成果が
得られている事業であり、施策目標の達成に寄与してい
ます。

効率性 Ａ
法定事業であるが、国・県等の補助はありません。住居
表示実施予定区域内で、実施要件が整い住居表示が
実施されればコストは増加します。

妥当性 Ａ
安全で犯罪のない社会の実現のため、関係機関や地域
の住民等と協力した安全・防犯対策を実施する必要が
あります。

有効性 Ａ
安心安全ステーション及び防犯ボックスを活動の拠点と
して、自主防犯組織や青パト隊の市内での防犯活動が
活性化され、地域の安全確保に寄与しています。

効率性 Ａ
市、市民、関連団体が一体となることにより、効率的な
犯罪防止活動が取り組まれています。

安心安全ステーショ
ンを中心とする、各地
域の自主防犯組織・
団体等の活動によ
り、地域の防犯意識
が向上されました。

現行どおり

安全安心ステーション
を中核とした、防犯体
制を確立し、市、市
民、関連団体が一体と
なって、犯罪防止に取
り組んでいきます。
また、鷹の台地区に設
置した防犯ボックスの
運用により、警察、
県、市地域住民が一
体となり地域防犯力の
向上を推進します。

18 防犯対策事業 自治振興課

青色回転灯付防犯パ
トロール車によるパト
ロール活動、自主防
犯組織及び自治会に
よる各種防犯活動に
対する支援・助成を
することで、市内の犯
罪が抑制されてい
る。

市民が安全で安心し
て暮らせる街づくりに
向け、安全安心ス
テーションを中核とし
た自主防犯体制の強
化・拡大を図り、市民・
事業者等の自主防犯
活動の活性化を図
る。また、防犯協会へ
の財政支援、青色回
転灯付防犯パトロー
ル車の貸出などの支
援、自治会等の防犯
対策に対する助成、
防犯カメラの適正な維
持管理に努め、安全・
安心な環境の構築を
図る。

地域住民のふれあい
とコミュニティ活動の
推進ができました。

休止

令和２年度の事業開
催は延期し、令和３年
度の開催に向けて準
備を進めます。

16
ふるさとまつり事
業

自治振興課

ふるさとまつりの開催
を通じてふるさと意識
が高揚し、新しいまつ
りの伝統が築かれて
いる。

ふるさとづくりの一環
として、老若男女が一
堂に集う、ふるさとま
つりを実行委員会とと
もに開催する。

住居表示を実施する
ことで、市街地の町
名、町境、住所がわ
かりやすくなりまし
た。

現行どおり

法定事務であり、住所
を分かり易く表示する
ため、住居表示の実
施及び整備を進めま
す。

17 住居表示事業 自治振興課
住所を分かり易く表
示するため、住居表
示の整備を進める。

住居表示番号の決
定、住居表示街区表
示板の維持管理、住
居表示証明書の発行
などを行う。また、住
居表示審議会の事務
局となる。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
交通安全教室の展開や注意喚起看板の設置、交通安
全施設の設置要望等は、交通事故を未然に防ぐために
は、必要不可欠な事業といえる。

有効性 Ａ
市内における交通死亡事故は発生しており、継続して
事業を行う必要性がある。

効率性 Ａ
交通安全教室の実施内容の見直しを行い、近年増えて
いる小規模保育園等でも教室が実施可能となった。

妥当性 Ａ
地域防犯の意識向上と歩行者等の通行面での安全性
の確保のためにも、必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
防犯灯の新設・修繕により、市内における犯罪の抑止に
なり、安全安心な街づくりに繋がっている。

効率性 Ａ
LED灯に転換したことにより、従来より長寿命・省電力の
防犯灯になり、電気代や修繕のコストダウンにつながっ
ている。

妥当性 Ａ 地方公務員法第39条に基づき実施しています。

有効性 Ａ

職員数が現状維持となり増員が見込めない中、限られ
た人員で正確且つ効率的な公務を行うためには、職員
一人ひとりの能力を向上させるなど人材育成に向けて
研修内容の充実が必要となります。

効率性 Ａ
階層別研修、特別研修、外部研修など様々な方法によ
り効率的に実施しています。

防犯灯の新設修繕及
び維持管理を行い、
夜間通行の安全が確
保されました。

現行どおり

自治会等の要望から、
防犯灯の設置が必要
と判断した場合は、予
算の範囲内で対応し
ていきます。
また、市民等からの連
絡により防犯灯の修
繕を行っていきます。

20
防犯灯維持管理
事業

自治振興課

防犯灯の新設改修及
び維持管理により地
域防犯の向上と夜間
の安全が確保されて
いる。

各区、自治会等から
の要望に基づき防犯
灯の新設及び既存防
犯灯の改修を行う。ま
た、市民等からの連
絡により修繕を行う。

職員は研修を実施し
たことにより、知識・
技能等の能力及び意
識が向上し、また、職
場を活性化すること
ができました。

現行どおり

メンタルヘルス（ライン
ケア）研修やハラスメ
ント予防対策研修など
各職位に必要な基本
的知識、能力、判断力
などの習得を図る階層
別研修やレベルアッ
プ！接遇マナー研修
など職務遂行に必要
な専門的知識及び技
能の習得を図る特別
研修を実施します。研
修内容については、時
代のニーズに合わせ
た内容を取り込み、研
修内容に充実を図りま
す。また、外部研修機
関へ職員を派遣しま
す。

21 職員研修事業 人事課

市職員が必要な知
識、技能、接遇を習
得することにより、職
務遂行能力の向上、
職場・組織の活性化
が図られている。

職員として必要な知
識、能力を習得するた
め、階層別研修等を
庁内で実施するととも
に、千葉県自治研修
センターや印旛郡市
広域市町村圏事務組
合等で開催される研
修へ職員を派遣す
る。

市内の各教育機関等
の交通安全教育のほ
か、各区、自治会等
へ出前講座を行い、
市民の交通安全意識
が高揚されました。

現行どおり

交通安全対策基本法
に基づき、日々変化し
ていく交通安全情勢に
対応していきます。

19
交通安全対策事
業

自治振興課

市民が、交通事故か
ら身を守る知識を習
得し、交通事故の防
止のための交通安全
施設が設置され、快
適で安全な市民生活
を送っている。

安全なまちの実現に
向け、交通安全教室
の実施等により、交通
安全に対する市民意
識の高揚を図るととも
に、県警に対する交
通安全施設等（信号
機・横断歩道）の設置
要望、地域における
交通安全活動の推進
を行う団体への補助
金交付を行う。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
労働安全衛生法、四街道市職員安全衛生管理規程に
基づき実施しています。

有効性 Ａ
健康診断の結果を確認することで生活習慣病の予防に
なるなど、良好な職場環境の確保と職員の健康維持・増
進が図られています。

効率性 Ａ
健康診断や予防接種について、対象年齢や業務内容
等を考慮し効果的に実施しています。

妥当性 Ａ
現在は職員住宅管理規則を廃止しており入居者はいま
せんが、建物が存在しており、近隣は住宅地のため見
回り確認等の管理が必要です。

有効性 Ａ
防草シートの設置により、防犯対策や病害虫発生予防
など環境の保全が図られています。

効率性 Ａ
職員による見回り確認を行い、適正な維持管理に努め
ています。

妥当性 Ａ 地方公務員法第42条に基づき実施しています。

有効性 Ａ
作業服・防寒服の適正な貸与により、作業効率の向上
が図られています。職員永年勤続表彰により、職員の勤
労意欲を高めることができています。

効率性 Ａ
作業服・防寒服の適正な貸与により、作業効率の向上
が図られています。

作業服・防寒服の着
用を必要とする職務
に従事する職員に貸
与することで公務効
率の向上を推進し、
執務環境の向上を行
うことができました。
また、職員永年勤続
表彰を行い、職員の
勤労意欲を高めるこ
とができました。

現行どおり

作業服及び防寒服を
必要とする職員に適
正に貸与を行い、職務
能力・安全の向上を図
ります。
また、職員表彰を行
い、職員の勤労意欲
の高揚と業務能率の
向上を図ります。

24 福利厚生事業 人事課

被服を貸与すること
により、職務能力・安
全の向上が図られて
いる。また、職員表彰
を行うことにより、職
員の勤労意欲の高揚
と業務能率の向上が
図られている。

被服の貸与を必要と
する職務に就く職員に
作業服・防寒服の貸
与を行う。四街道市職
員表彰規程に基づ
き、職員表彰を行う。

良好な職場環境の確
保と職員の健康を維
持することができ、効
率的に執務を行うこと
ができました。

現行どおり

良好な職場環境の確
保と職員の健康維持、
増進の観点から、産業
医による施設の巡視と
健康相談、予防接種、
職員健康診断等の事
業を行います。

22
安全衛生管理事
業

人事課

良好な職場環境の確
保と職員の健康維
持、増進が図られて
いる。

労働安全衛生法など
各種法令・規則を遵
守し、職員の安全と健
康管理を図るため安
全衛生委員会の定期
開催と産業医による
施設の巡視と健康相
談、職員健康診断・予
防接種・ストレスチェッ
クなどを行う。

旧職員住宅敷地の見
回り確認を実施したこ
とにより、敷地周辺の
環境の保全を確保す
ることができました。

廃止

旧職員住宅について
は、公共施設再配置
計画において廃止が
決まっており、令和２
年度に売却することを
検討しています。

23
職員住宅維持管
理事業

人事課

旧職員住宅の維持管
理を実施することによ
り、環境の保全が図
られている。

旧職員住宅の維持管
理を行う。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
千葉県市町村職員年金連盟に加入し、四街道支部を希
望する者で構成しています。今後、退職者の増加が予
想されるため、事業の妥当性は高まります。

有効性 Ａ
日帰り研修等を実施することにより、福祉の増進、会員
相互の親睦が図られています。

効率性 Ａ 人件費以外の支出は廃止しています。

妥当性 Ａ
地方自治法、地方公務員法、市条例等に基づき実施し
ています。

有効性 Ａ
人材の確保や効率的な人員配置など、行政運営のため
に必要不可欠な事業であり、法令に基づき適正に実施
しています。

効率性 Ａ
平成28年度から導入した人事及び給与情報の一元管
理システムの有効活用により、効率的に業務を実施して
います。

妥当性 Ａ
本事業を通じて職員への意識啓発を継続することで、職
員一人ひとりが自らの仕事の価値と意味を認識し、積極
的かつ主体的な姿勢で事務改善に取り組んでいます。

有効性 Ａ
職員アイデア提案の募集を行うことにより、職員の事務
改善意識の醸成が促進されています。

効率性 Ａ
提案の実現性を高めるように改正した制度で効果的・効
率的に実施しています。

人材の確保、効率的
な人員配置を実施し
たことにより、公務員
としての意識を高め、
行政組織全体の公務
能率の向上を推進す
ることができました。
また、定年延長を見
据え、職員の年齢構
成平準化を図るた
め、退職者の補充に
ついて、新規採用と
併せてフルタイム勤
務の再任用を導入し
ました。

現行どおり

人材の確保や効率的
な人員配置を実施す
ることにより、公務員と
しての意識を高め、行
政組織全体の公務能
率の向上を図ります。

26 人事管理事業 人事課

公務員としての意識
が高まり、市行政組
織全体の公務能率の
向上が図られてい
る。また、職務と責任
に応じた適正な給与
体制が図られてい
る。

職員の任免、服務、
勤務条件、人事評
価、給与の支給など
人事に関する事務を
行う。

職員アイデア提案を
14件受理し、アンケー
ト等の手続を進めまし
た。
事務改善実績報告に
ついては、事務改善
事例集を作成したこと
で、新たな募集は終
了しました。

現行どおり

提案の実現性を高め
るとともに、職員の自
発性を促せるよう、平
成30年度に施行した
見直し後の制度によ
り、引き続き事業を実
施します。

27 職員提案事業
人事課
(行革推進課）

行政運営の能率及び
市民へのサービス向
上に向けた事務事業
の改善が図られ、併
せて職員の研究心と
勤労意欲の高揚が図
られている。

職員提案（職員アイデ
ア提案及び事務改善
実績報告）の募集、職
員アンケートの実施、
事例集への掲載等を
行うことにより、職員
の意識啓発を図る。

日帰り研修等を行
い、会員相互の親睦
を深めることができま
した。

現行どおり
日帰り研修や長寿の
祝い等を行い、会員相
互の親睦を図ります。

25 年金者連盟事業 人事課

市に貢献された職員
退職者及びその遺族
の福利厚生が図られ
ている。

日帰り研修や長寿の
祝い等、会員相互の
親睦を図る。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
市民ニーズが高度化・多様化する中、有識者や公募市
民等の外部委員によって構成される審議会等の効率的
な管理に継続して取り組んでいます。

有効性 Ａ
審議会情報の一元管理及び公募委員選考委員会の運
営により、事業は最適に実施されています。

効率性 Ａ

審議会委員の更新や年１回の実態調査等を通じて、定
期的に現況確認を行っています。
公募委員選考委員会について、効率的な方法に見直し
て公募委員の選考を実施しています。

妥当性 Ａ
簡素で効率的かつ市民に分かりやすい組織機構を確立
します。

有効性 Ａ
職員数を適正に保ちつつ、さらに簡素で効率的かつ市
民に分かりやすい組織機構を目指し、組織機構の見直
しに取り組んでいます。

効率性 Ａ
市民サービスの向上、行政課題に的確に対応する等、
必要性を考慮しながら、庁内組織において検討を行って
います。

妥当性 Ａ 地方自治法に基づき実施するものです。

有効性 Ａ
リスクの発現を一定水準以下に抑え、事務の適正な執
行を確保する取組であり、法令に基づき適正に実施しま
す。

効率性 Ａ
人件費以外の支出はなく、必要最小限の経費で実施し
ています。

11月に庁内研究会を
設置しました。また、
リスクの洗い出しを行
い、対象とするリスク
の検討を行いました。

現行どおり

組織目的の達成を阻
害する事務上の要因
をリスクとして識別及
び評価し、対応策を講
じることにより、リスク
を一定の水準以下に
抑えます。

30 内部統制事業
人事課
(行革推進課）

「業務の効率的かつ
効果的な遂行」 ・「財
務報告等の信頼性の
確保」・「業務に関わ
る法令等の遵守」・
「資産の保全」の4つ
の目的が達成されな
いリスクが一定水準
以下に抑えられてい
る。

組織目的の達成を阻
害する事務上の要因
をリスクとして識別、
評価し、対応策を講じ
る。

公募委員選考委員会
を６回開催し、15の審
議会等の公募委員を
選考しました。
審議会等の運営が指
針に基づき適正にな
されているか等の確
認及び設置運営状況
調査を行いました。
公募委員の選考につ
いて、効率的・効果的
に実施できるよう庁内
周知等を行いました。

現行どおり

公募委員選考委員会
を開催し、審議会等の
公募委員を選考しま
す。
審議会等の運営が指
針に基づき適正になさ
れているか等の確認
及び設置運営状況調
査を行います。

28
審議会等管理事
業

人事課
(行革推進課）

様々な行政ニーズや
社会経済情勢の変化
に的確に対応し、簡
素で効率的な行政運
営が行われている。

附属機関などの設置・
運営状況や委員選任
などに関する指針の
管理を行う。

令和２年度に実施予
定の組織機構の見直
しに向け、所要の準
備を行いました。

休止

令和元年度、２年度に
分け、段階的に組織
機構の見直したこと
で、効果的で効率的な
行政運営が図られたこ
とから、次回の組織機
構改革まで事業を休
止します。

29
組織・機構効率
化事業

人事課
(行革推進課）

効果的で効率的な行
政運営が図られ、弾
力的・横断的に業務
が遂行されている。

市の組織の効率化の
検討、所掌事務の管
理を行う。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
地方税法で規定されている事務であり、歳入の安定的
な確保を図るうえで必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
課税客体の正確な把握に努めることにより、適正な課税
処理が行われています。

効率性 Ａ
地方税法により課税客体及び課税方法が規定されてい
ます。電算システムの有効活用及び臨時職員の雇用に
よりコスト縮減に努めています。

妥当性 Ａ
地方税法で規定されている事務であり、歳入の安定的
な確保を図るうえで必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
課税客体の正確な把握に努めることにより、適正な課税
処理が行われています。

効率性 Ａ
地方税法により課税客体及び課税方法が規定されてい
ます。電算システムの有効活用及び臨時職員の雇用に
よりコスト縮減に努めています。

妥当性 Ａ
税理士会との協調として実施しているもので、税全般に
対する市民の相談窓口として必要な事業です。

有効性 Ａ
相続税等の市役所では扱っていない税目についての相
談件数が多く、税全般に関する疑問が多く解消されてい
ます。

効率性 Ａ
税理士会との合意による税理士の派遣費用のみで実施
しています。

課税客体の正確な把
握に努めることによ
り、個人市民税及び
法人市民税の賦課を
適正に行うことができ
ました。

現行どおり

地方税法に基づき、各
種資料をもとに市民税
の賦課に関する処理
を行い、納税通知書の
発送を行います。ま
た、未申告調査などを
行います。
法人市民税に関して
は、登録法人への申
告書発送、提出された
申告書等の入力処
理、毎月の調定額の
報告を行います。

32 住民税賦課事業 課税課

住民税の適正な課税
処理が行われてい
る。
適正な税務行政の執
行が行われている。

各種資料をもとに市
民税の賦課に関する
処理を行い、納税通
知書の発送を行う。ま
た、未申告調査などを
行う。
登録法人への申告書
発送、提出された申
告書等の入力処理、
毎月の調定額の報告
を行う。

市民の相談に適切に
対応することができま
した。

現行どおり

税に関する疑問を解
消するため、税理士に
よる税務相談を運営し
ます。(年９回開催)

33 税務相談事業 課税課

相談者が持つ税全般
に対する疑問・悩み
を解消することができ
る。

税理士による税務相
談を運営する。

課税客体の正確な把
握に努めることによ
り、軽自動車税の賦
課を適正に行うことが
できました。

現行どおり

地方税法に基づき、軽
自動車税の申告受付・
電算投入・賦課・取消
等を行います。

31
軽自動車税等賦
課事業

課税課

軽自動車税の適正な
課税処理が行われて
いる。
適正な税務行政の執
行が行われている。

軽自動車税の申告受
付・電算投入・賦課・
取消等を行う。
市たばこ税の調定事
務を行う。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
地方税法、道路運送車両法及び同施行規則で規定され
ているため必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
申請内容に応じて、必要な諸証明等を発行しています。
また、臨時運行についても適正な審査及び許可を行っ
ています。

効率性 Ａ
地方税法、道路運送車両法及び同施行規則で規定され
ています。電算システムの有効活用及び臨時職員の雇
用によりコスト縮減に努めています。

妥当性 Ａ
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法で規定
されている事務であり、歳入の安定的な確保を図るうえ
で必要不可欠です。

有効性 Ａ
国有資産等所在市町村交付金、特別土地保有税の適
正な賦課、徴収猶予が行われています。

効率性 Ａ
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法で規定
されている事務です。現状で本事業にかかるコストはほ
とんどないため、今以上のコスト削減は困難です。

妥当性 Ａ
地方税法で規定されている事務であり、歳入の安定的
な確保を図るうえで必要不可欠です。

有効性 Ａ
課税客体の正確な把握に努めることにより、適正な課税
処理が行われています。

効率性 Ａ

地方税法により課税客体及び課税方法が規定されてい
ます。電算システムの有効活用や毎年度業務スケ
ジュール等の見直しを図るとともに委託業務の一部で一
般競争入札を実施することにより、コスト縮減に努めて
います。

固定資産税の評価技
術の向上を図るととも
に課税客体の正確な
把握に努めることに
より、適正かつ公正
に評価、賦課すること
ができました。

現行どおり

地方税法に基づき、土
地、家屋、償却資産に
ついて固定資産税の
賦課に関する処理を
行い、納税通知書の
発送を行います。
令和３年基準年度評
価替えに向けた事務
を行います。

36
固定資産税賦課
事業

課税課

固定資産評価の情報
提供及び研修、法令
改正など行い、適正・
公正に評価、賦課さ
れている。

固定資産の評価方法
に関する調査研究、
職員の評価技術向
上、条例・規則などの
改正を行い固定資産
税賦課に備え、課税
客体(固定資産)に関
する現地調査、価格
決定事務及び賦課事
務を行う。

各種税務証明等の発
行を適正に行うことが
できました。

現行どおり

地方税法に基づき、所
得・課税証明、納税証
明書等諸証明書の発
行を行います。
また、臨時運行許可申
請に対し、適正な審査
及び許可を行います。

34
諸証明等発行事
業

課税課

申請者が必要な諸証
明等を迅速・確実に
入手することができ
る。

所得等証明書、納税
証明書等諸証明書の
発行を行う。
臨時運行許可申請に
対し、審査及び許可を
行う。

国有資産等所在市町
村交付金が適正に収
入されました。
特別土地保有税の徴
収猶予が適正に行わ
れました。

現行どおり

地方税法及び国有資
産等所在市町村交付
金法に基づき、交付金
の請求事務等を行い
ます。

35 諸税賦課事業 課税課

国有資産等所在市町
村交付金が適正に収
入される。
特別土地保有税の適
正な賦課、徴収猶予
が行われている。

特別土地保有税の徴
収猶予の賦課、調定
事務、国有資産等所
在市町村交付金法の
規定に基づき交付金
の請求、調定事務を
行う。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ 地方税法及び国税徴収法に基づき実施する事業です。

有効性 Ａ
休日滞納整理（臨戸訪問、電話催告）や休日納税相談
（呼出）等の実施により、市税等の収納率が向上してい
ます。

効率性 Ａ
市税等収納向上対策本部において実施計画を定め、効
果的・効率的な徴収対策を図っています。

妥当性 Ａ 地方税法及び税条例に基づき実施する事業です。

有効性 Ａ
市税が適正に収納され、納税者の公平な租税負担が図
れています。

効率性 Ａ
課税更正や過誤納に対して、市税の還付及び充当処理
が適正に行われています。

妥当性 Ａ 地方自治法及び地方税法に基づき実施する事業です。

有効性 Ａ
審査の申出があった場合に固定資産評価審査委員会
を開催するものであり、適切に対応しています。

効率性 Ａ
審査の申出があった場合に固定資産評価審査委員会
を開催するものであり、適切に対応しています。

課税の更正等に伴う
還付金支出を適時適
正に実施することによ
り、適正な徴税事務
を行うことができまし
た。

現行どおり

地方税法等の規定に
基づき、個人、法人か
らの修正申告、確定申
告による課税更正等
に伴う還付金を支出し
ます。

38 市税収入返還金 収税課

市税の還付及び充当
処理を適正に行うこと
により、市税が適正
に収納され、納税者
が公平な租税負担を
している。

課税更正や過誤納に
伴って生じた市税還
付及び充当処理を適
正に行う。

令和元年度は審査の
申出がありませんで
したので、委員会を開
催しませんでした。

現行どおり

地方自治法等の規定
に基づき、固定資産課
税台帳に登録された
価格に関する審査の
申出に対し、固定資産
評価審査委員会を開
催します。

39
固定資産評価審
査委員会運営事
業

収税課

固定資産評価審査委
員会制度を適正に運
用することにより、納
税義務者の課税に対
する信頼性が保たれ
ている。

固定資産評価審査委
員会は課税台帳に登
録された価格に関す
る審査の申出に対し
て、中立・公正な立場
で審査・決定を行う。

市税等収納向上対策
本部による滞納整理
や差押等の執行によ
り、滞繰収納率につ
いては目標値を達成
しましたが、新型コロ
ナウイルスの影響に
より納税者の支払い
能力が一時的に低下
したため、現年収納
率については目標値
を下回りました。

現行どおり

地方税法等の規定に
基づき、固定資産税・
都市計画税、個人市
県民税、法人市民税、
軽自動車税等の徴収
に係る事務を執行しま
す。

37 市税徴収事業 収税課

市税収納事務が適正
に執行されることによ
り、納税者が利便よく
税金を納付できてい
る。また、公平・公正
な徴収事務が遂行さ
れることにより、納税
者の不公平感がなく
なるとともに、安定的
な自主財源が確保さ
れている。

広報・ＨＰで納期内納
付の周知・啓発を行
う。口座振替、コンビ
ニ収納の推進を図る。
休日収納窓口を開設
する。収納員による臨
戸訪問を実施する。
督促・催告状を発送
し、地方税法等に基づ
く滞納処分を遂行す
る。市税等収納向上
対策本部による滞納
整理等を実施する。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ 地方税法及び国税徴収法に基づき実施する事業です。

有効性 Ａ
換価可能な債権を中心とした、差押、公売等の滞納処
分により、債権の回収が進んでいます。

効率性 Ａ
市税等収納向上対策本部において実施計画を定め、効
果的・効率的な徴収対策を図っています。

妥当性 Ａ
地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定
受託事務であり、戸籍法に基づいて実施しています。

有効性 Ａ
戸籍に関する届書が正しく処理されてることにより、常に
各種行政事務の基本となる重要な役割を果たしていま
す。

効率性 Ａ
地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定
受託事務であり、戸籍法に基づいて実施しています。

妥当性 Ａ
戸籍法や住民基本台帳法及び施行令等において、市が
実施しなければならないと定められています。

有効性 Ａ
総合窓口や休日窓口を実施することにより、利用者の
利便性向上を図っています。また、各種証明書のコンビ
ニ交付サービスを、令和元年12月に開始しました。

効率性 Ａ
市民の申請に応じて実施するものであり、様々な手続き
において適正かつ迅速な処理を行っています。

届出や各種申請に基
づき、適正かつ迅速
な処理を行い、証明
書等の交付を行いま
した。
また、届出や申請な
どの窓口を集約した
総合窓口により、利
用者の利便性が向上
しました。
更に、令和元年12月
に各種証明書のコン
ビニ交付サービスを
開始しました。

現行どおり

総合窓口や休日窓口
を実施し、各種証明書
の交付を行います。
また、休日窓口の業務
内容を引き続き検討す
るとともに、各種証明
書のコンビニ交付サー
ビスを運営します。

42
窓口証明交付事
業

窓口サービス
課

市民が申請した住民
票、印鑑登録証明書
などの各種証明書、
個人番号カード及び
電子証明書を申請ど
おり正確にかつ迅速
に交付されている。ま
た、住民基本台帳に
登録された事項が適
正に管理されてい
る。

市民サービス向上の
ため、総合窓口（ワン
ストップサービス）のフ
ロアサービス、受付業
務を実施する。また、
住民による届出や他
市区町村からの通知
による住民の異動情
報を適正に住民基本
台帳へ記載し、管理
するとともに、市民等
からの申請に基づき
各種証明書を交付す
る。

徹底的な財産調査の
上、換価可能な債権
を中心に滞納処分を
行ったことで、債権を
回収することができま
した。

現行どおり

関係他課から移管を
受けた滞納事案に対
して、差押、公売等の
滞納処分により債権
の回収を行います。ま
た、総合的な債権回収
処理として移管案件以
外の交付要求、公売
についてもあわせて実
施します。

40 債権回収事業 収税課

徴収業務の移管を受
けた滞納案件に対す
る当該債権の適正な
回収が行われてい
る。

移管を受けた滞納案
件に対して滞納処分
による債権回収を行う
とともに、移管以外の
事案についても状況
に応じて一括して交付
要求及び公売を実施
する。

戸籍届出に基づき、
法令の適合性を審査
し、適正な記録をした
ことにより、身分変動
を公的に証明するた
めの、戸籍の役割が
果たせました。

現行どおり

戸籍法に基づき、戸籍
届書の審査・受理・送
付、戸籍の記載・編
製・整備を行います。

41
戸籍記録整備事
業

窓口サービス
課

戸籍に関する届書が
正しく処理されてい
る。

戸籍届書の審査・受
理・送付、戸籍の記
載・編製・整備を行う。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針

令和２年度

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ

市役所窓口に来ることが難しい方や開庁時間に来られ
ない方のため、市役所窓口以外での各種証明書等の交
付や申請の取次ぎの必要性は高く、市民サービスの向
上のため実施している事業です。

有効性 Ｂ

駅市民サービスセンター、鷹の台市民サービスコーナー
及び公民館（千代田、旭）において、各種証明書の交付
や取次ぎを行っておりますが、更なる利便性の向上を図
るため、令和元年12月から実施している、各種証明書の
コンビニ交付サービスの開始に伴い、事業の縮小につ
いて検討します。

効率性 Ａ
市民の申請に応じて実施するものであり、様々な手続き
において適正かつ迅速な処理を行っています。

妥当性 Ａ
市民サービスとして庁舎等の案内は不可欠であり、来
庁者等からも要望が多い事業です。

有効性 Ａ

来庁された方への窓口案内や、市に対する要望等につ
いて関係各課への取次ぎが円滑に行われています。ま
た、混雑時には、フロアマネージャーと連携し、申請書・
届出書の記載補助も行っています。

効率性 Ａ
民間委託により実施しており、繁忙期には市職員と連携
しながら効率的な事業実施に努めています。

来庁された方の用件
に沿った案内を行い、
スムーズに手続きが
完了しました。

現行どおり

来庁者に対し、庁内等
の窓口案内や関係各
課への連絡業務を、総
合案内において実施し
ます。

44 窓口案内事業
窓口サービス
課

来庁者が目的の窓口
に行き、申請・届出の
手続き等が円滑にで
きている。

来庁者に対し、庁内
等の窓口案内や関係
各課への連絡業務
を、総合案内において
実施する。

住民票等の交付や取
次ぎによる交付を行
い、市役所の窓口に
来られない市民への
サービスが向上しま
した。
また、各種証明書の
コンビニ交付サービ
スの開始に伴い、事
業の縮小について検
討しました。

一部改善

市役所窓口に来ること
が難しい方や開庁時
間に来られない方のた
め、市役所窓口以外
での各種証明書の交
付や申請の取次ぎを
行います。なお、各種
証明書のコンビニ交付
サービス開始に伴い、
事業の縮小について
検討します。

43
市民サービスセ
ンター運営事業

窓口サービス
課

市役所窓口以外で、
証明書の交付や申請
の取次ぎを行うことに
より、市民の利便性
が図られている。また
各種証明書が申請ど
おり正確に、かつ迅
速に交付されてい
る。

四街道駅市民サービ
スセンター及び千代
田・旭公民館では、住
民票、戸籍謄・抄本の
取次ぎ交付を行う。鷹
の台市民サービス
コーナーでは、住民
票、印鑑登録証明書
の即日交付と戸籍謄・
抄本の取次ぎ交付を
行う。
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具体的な内容

妥当性 Ａ

保健福祉審議会は市民参加条例、四街道市保健福祉
審議会条例により、また、避難行動要支援者避難支援
体制整備事業は災害対策基本法により実施する必要が
あります。

有効性 Ａ
福祉施策の推進において外部委員、市民の意見を取り
入れることができることから有効です。

効率性 Ａ
審議会等会議においては複数の議題をまとめて開催す
る等、工夫して実施しています。

妥当性 Ａ 社会福祉法第56条第１項の規定により実施しています。

有効性 Ａ 社会福祉法人の適切な運営のために有効です。

効率性 Ａ
社会福祉法、国の審査基準等に基づき実施しており、
改善の余地はありません。

妥当性 Ａ
地域福祉施設に関しては、地方自治法第244条、第244
条の2の規定により実施しています。

有効性 Ａ
高齢者や福祉団体の生きがいづくりや地域福祉活動の
形成に寄与しています。

効率性 Ｂ
中央公園屋根付多目的運動場の管理運営について、
事務の効率化の観点から公園所管課への移管を引き
続き検討しています。

2
社会福祉法人指
導監査事業

社会福祉課
（福祉政策課）

社会福祉法人の運営
が適正かつ円滑に行
われている。

市が所管する社会福
祉法人に対し、指導
監査を実施し、監査結
果を通知する。

高齢者や福祉団体に
対して、生きがいづく
りや地域福祉活動を
行う拠点を提供でき
ました。
中央公園屋根付多目
的運動場の事務移管
については、引き続き
準備を進めます。

3
地域福祉施設管
理運営事業

社会福祉課
（福祉政策課）

高齢者や福祉団体
が、生きがいづくりや
地域福祉活動を行っ
ている。

地域福祉施設の管理
運営を行うとともに、
新たな地域福祉施設
を検討する。

引き続き、高齢者や福
祉団体の活動拠点の
整備・運営を行いま
す。
また、中央公園屋根付
多目的運動場の事務
移管について準備を
進めます。

一部改善

事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

1
福祉施策推進事
業

社会福祉課
（福祉政策課）

各種福祉施策の適正
な運営により市民福
祉が充実している。

保健福祉審議会の運
営、福祉有償運送運
営協議会の運営、避
難行動要支援者に関
する事務、若者育成
支援に関する事務、
市民後見人に関する
事務等を行う。

保健福祉審議会の運
営では「令和２年度に
策定を行う各計画の
概要及び策定スケ
ジュールについて」を
議題として開催し、保
健福祉行政の総合的
かつ計画的な運営を
することができまし
た。
避難行動要支援者避
難支援体制整備事業
の区・自治会説明会
を開催するとともに、
市政だよりに市民向
けの広報を掲載する
ことにより、防災意識
の向上を促進するこ
とができました。

現行どおり

保健福祉に対する需
要は年々増加している
ことから、効率性に注
視しつつも外部委員や
公募市民の意見を取
り入れることができる
審議会等を効果的に
開催します。また、避
難行動要支援者避難
支援体制整備事業の
利用者を増加させるた
め、区・自治会、市民
への広報・啓発活動を
行います。

市内３法人の運営管
理及び会計状況につ
いて、指導監査を行う
ことで、社会福祉法人
の適正な運営を監督
することができまし
た。

現行どおり

市が所管する社会福
祉法人に対し、指導監
査を実施し、社会福祉
法人の適正な運営を
監督します。

35 / 158 ページ



令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 福祉サービス部　　　　

具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ
地方自治法第244条、第244条の2の規定により実施して
います。

有効性 Ａ
利用者については増加傾向にあり、市民の保健向上と
レクリエーション活動の健全な育成に寄与しています。

効率性 Ａ
指定管理者制度により効率的・効果的な管理運営を実
施しています。

妥当性 Ａ
高齢者の増加に伴い、市として地域の団体等が行う高
齢者の生きがいづくり、社会参加の場に対する支援は
継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ
高齢者の生きがいづくり、社会参加の促進につながって
います。

効率性 Ａ

総合福祉センター等の公共施設の活用による「場の提
供」には限界があり、安定的な場の提供が困難であるこ
とを考えると、補助金による運営費の補助は効率的であ
ると考えます。

妥当性 Ａ
地方自治法第244条、第244条の2の規定により実施して
います。

有効性 Ａ
5万人以上の市民が利用している状況であり、福祉活動
の拠点として有効だと考えます。

効率性 Ａ
指定管理者制度により効率的・効果的な管理運営を実
施しています。

市民に対して、市民
福祉向上のための活
動拠点を提供できま
した。

現行どおり

引き続き利用者の
ニーズに応えられるよ
う、総合福祉センター
の施設管理、運営を指
定管理者制度により
行います。

6
総合福祉セン
ター管理運営事
業

社会福祉課
（福祉政策課）

市民が利用できる公
の施設を運営するこ
とにより、市民が、市
民福祉向上のための
活動を行う。

市民福祉の向上を図
るための施設である
総合福祉センターの
施設管理、運営を指
定管理により行う。

市民に対して、保健
向上とレクリエーショ
ン活動の健全な育成
を図る場を提供でき
ました。

現行どおり

指定管理者により、今
後も引き続き利用者の
ニーズに応えられるよ
うサービスの提供を
行っていきます。

4
保養センター管
理運営事業

社会福祉課
（福祉政策課）

市民が保健向上とレ
クリエーション活動の
健全な育成を図って
いる。

保健向上とレクリエー
ション活動の健全な育
成を図るための施設
である保養センターの
管理運営を指定管理
者制度により行う。

地域の高齢者が生き
がいづくりや集いの
場として活用できる拠
点の運営に対して、
支援を行うことができ
ました。

現行どおり

引き続き高齢者の生
きがいづくりを目的とし
た施設の設置運営を
補助していきます。

5
シニア憩いの里
運営支援事業

社会福祉課
（福祉政策課）

地域の高齢者が生き
がいづくりや集いの
場として活用してい
る。

シニア憩いの里の運
営に対し補助金を支
出して支援事務を行
う。
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具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ
地方自治法第244条、第244条の2の規定により実施して
います。

有効性 Ａ
10万人以上の市民が利用している状況であり、ふれあ
い活動の拠点として有効であると考えます。

効率性 Ａ
指定管理者制度により効率的・効果的な管理運営を実
施しています。また、ふれあいセンターにおける受益者
負担を導入しています。

妥当性 Ａ 社会福祉法第82条の規定により実施しています。

有効性 Ａ
利用者からの苦情の相談を受けることにより、より良い
施設運営につながります。

効率性 Ａ
委員に対しては、報酬の支払いはなく費用弁償のみで
あることから、最低限の費用で実施しています。

妥当性 Ａ 民生委員法第17条に基づき実施しています。

有効性 Ａ

地域住民の立場にたって地域の福祉を担う民生委員の
活動支援は、福祉のまちづくり推進に寄与しています。
今後は、高齢者人口の増加により見守り対象者が増え
るなど、内容や水準等の増強が必要となる可能性があ
ります。

効率性 Ａ

高齢化する当市において民生委員の活動環境をサポー
トするためには、財政的な支援を引き続き行う必要があ
ります。定数は人口規模に応じて県条例で定められて
いますが、最低限の人員で行っています。

施設利用者が施設に
対する苦情を相談で
きる体制を提供でき
ました。

現行どおり

引き続き、市が設置し
ている福祉施設に関
する苦情を解決するた
めの相談員を設置しま
す。

8
福祉施設苦情相
談員設置事業

社会福祉課
（福祉政策課）

相談員を設置するこ
とで、施設利用者が
施設に対する苦情を
相談できる体制を提
供する。

市が設置している福
祉施設に関する苦情
を解決するための苦
情相談員を委嘱して
いる（対象施設：中央・
千代田保育所、くれよ
ん）。

民生委員・児童委員
が地域で活動しやす
いよう、研修や情報
交換を随時行い、活
動を支援することが
できました。
また、令和元年度は
一斉改選の年にあた
ることから、民生委員
推薦準備会及び民生
委員推薦会を開催
し、新たに132名の民
生委員・児童委員が
委嘱されました。

現行どおり

民生委員・児童委員が
地域で活動しやすいよ
う、研修や情報交換を
随時行います。
また、欠員が生じた地
域については、欠員補
充に向けて一層の支
援を行います。

9 民生委員事業
社会福祉課
（福祉政策課）

民生委員・児童委員
及び民生委員・児童
委員協議会は活動費
等の財源が得られる
事により、民生委員
活動を活発化する事
ができる。

民生委員・児童委員
の推薦及び活動支
援、民生委員・児童委
員協議会の運営を支
援するための補助を
行う。

市民に対して、市民
福祉向上のための活
動拠点を提供できま
した。

現行どおり

引き続き利用者の
ニーズに応えられるよ
う、南部総合福祉セン
ターの施設管理、運営
を指定管理者制度に
より行います。

7
南部総合福祉セ
ンター管理運営
事業

社会福祉課
（福祉政策課）

市民が利用できる公
の施設を運営するこ
とにより、市民が、市
民福祉向上のための
活動を行う。

市民福祉の向上を図
るための施設である
南部総合福祉セン
ターの施設管理、運
営を指定管理により
行う。
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具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ 日本赤十字社法等に基づき実施しています。

有効性 Ａ
四街道市赤十字奉仕団の活動や献血など、地域福祉
の推進に大きく寄与しています。

効率性 Ａ

事業費は全て日赤から交付されています。地区補助金
は通常、地区からの社資の割合で決定しているため、
社資が減少傾向にある現在、全体経費も減少傾向にあ
りますが、限られた予算内で実施しています。

妥当性 Ａ

再犯防止推進法第24条に規定されています。また、保
護司会は、保護司法第17条に規定されています。更生
保護女性会は、犯罪者・非行少年の更生に協力するこ
とを目的とする女性のボランティア団体です。市としては
両団体の活動を支援する必要があると考えます。

有効性 Ａ

保護司・更生保護女性会とも犯罪者の更生や、犯罪予
防の啓発活動を行っており、その活動支援は再犯防止
の推進と、犯罪のない明るい社会作りの一助となってい
ます。

効率性 Ａ
保護司会には財政的支援を行っていますが、更生保護
女性会については市から財政的支援をしておらず、保
護司会外からの支援で運営されています。

妥当性 Ａ 老人福祉法第13条の規定により実施しています。

有効性 Ａ

高齢化が進む中、高齢者が生きがいを持って生活でき
るよう自主的に活動し、社会的な役割を果たしているシ
ニアクラブに対して補助金を交付し活動に係る経済的支
援を行うことにより、安定的な運営や活動の活性化に寄
与しています。

効率性 Ａ

国・県からも補助金の交付があり、市が間接的に交付し
ています。シニアクラブは事業の企画・立案等について
自立して活動することができることから、補助金を交付
することで支援を行っている現在の方法は効率的です。

シニアクラブ連合会
及び単位シニアクラ
ブの活動を支援する
ことにより、高齢者の
社会参加、健康維
持、生きがいづくりを
推進しました。

現行どおり

引き続きシニアクラブ
連合会及び単位シニ
アクラブが活発に活動
し、高齢者の生きがい
づくりにつながるよう支
援していきます。

12
シニアクラブ支
援事業

社会福祉課
（福祉政策課）

シニアクラブ連合会
及び単位シニアクラ
ブの活動が活性化し
ている。

シニアクラブ連合会及
び単位シニアクラブに
対する補助金支出事
務・各種実施事業支
援事務・運営指導事
務を行う。

日本赤十字社の事業
を滞りなく進め、地区
内の理解と多大な協
力を得ることができま
した。

現行どおり
引き続き赤十字活動
の啓発を進め、事業の
支援を行います。

10 日本赤十字事業
社会福祉課
（福祉政策課）

各種実施事業を支援
し、赤十字活動が円
滑に運営されてい
る。

社資募集・災害救援・
災害時募金・献血推
進実施・奉仕団・青少
年赤十字・救急法など
の普及活動に関する
事務などを行う。

保護司会・更生保護
女性会の円滑な運営
のための支援、社会
を明るくする運動強調
月間における啓発活
動などを行いました。
また、保護司候補者
を２名内申し１名が委
嘱されました。

現行どおり

再犯防止の推進に向
け、引き続き保護司
会・更生保護女性会が
円滑な運営を行い、よ
り良い活動ができるよ
う支援していきます。

11 更生保護事業
社会福祉課
（福祉政策課）

保護司活動の円滑な
運営、更生保護女性
会の円滑な運営、犯
罪の無い明るい社会
づくりが行われる。

佐倉地区保護司会の
意見を聴取し、保護司
候補者を千葉保護観
察所長に内申する事
務、佐倉地区保護司
会への助成金支出及
び保護司法に基づく
職務遂行のための支
援事務、更生保護女
性会運営支援事務、
講演と映画の集いの
開催・市内広報巡回
及び啓発物品の配布
などを行う。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 福祉サービス部　　　　

具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第３６条にお
いて、定年退職者等の職業生活の充実に資するため、
臨時的かつ短期的な就業を希望する者について、その
希望に応じた就業の機会を提供する団体を育成するこ
とに努める旨、規定されていることから実施しています。

有効性 Ａ

就労機会の確保のみならず、高齢者の生きがいづくり、
健康づくり、地域とのコミュニケーションの強化につな
がっており、今後も引き続き支援していく必要があると考
えます。

効率性 Ａ
受託事業の増加に伴い、補助金交付額も年々減少傾向
にあります。

妥当性 Ａ

人権擁護委員法･人権教育及び人権啓発の推進に関す
る法律によって活動しています。各法務局管内の市町
村から選出している人権擁護議員が在籍している協議
会への負担金拠出により活動支援を行なっています。

有効性 Ａ
市民ニーズが高まる中で、相談事業・啓発事業を実施
する効果は高く、安心で安全なまちづくりにおける地域
福祉としては無くてはならない事業です。

効率性 Ａ
経費については、佐倉人権擁護委員協議会からの啓発
物品配布など市の負担のない事業実施も取り入れてい
ます。

妥当性 Ａ
社会福祉法第58条において、地方公共団体は条例の
定める手続きに従って、社会福祉法人に対し、補助金を
支出することができる旨、規定されています。

有効性 Ａ
社会福祉協議会が行う事業を支援することは、地域福
祉のまちづくりを推進するために有効な手段だと考えま
す。

効率性 Ａ
社会福祉協議会の活動環境をサポートするためには、
財政的な支援を引き続き行う必要があると考えます。

相談事業の実施によ
り、相談者の問題解
決の一助となりまし
た。また、各種啓発事
業の実施により、人
権意識を向上させる
ことができました。

現行どおり

引き続き人権擁護委
員と連携し、人権啓発
活動を推進していきま
す。

14 人権擁護事業
社会福祉課
（福祉政策課）

人権擁護委員活動を
支援することにより、
市民が抱える人権問
題へのスムーズな対
応が行えている。

人権擁護委員と連携
し、各種人権啓発活
動を行います。また、
佐倉人権擁護委員協
議会等に負担金を支
出することにより、市
域を超えた人権啓発
の推進に取り組んで
いる。

社会福祉協議会の運
営を支援したことによ
り、地域に密着し福祉
サービスに寄与した
社会福祉・地域福祉
を充実させることがで
きました。

現行どおり

近年の核家族化や少
子高齢化の進行といっ
た社会情勢の変化に
より、社会福祉協議会
が行う地域福祉の需
要は増加しています
が、会費収入が横ば
いで推移している状況
から、今後も引き続き
現行どおり支援してい
きます。

15
社会福祉協議会
支援事業

社会福祉課
（福祉政策課）

社会福祉協議会が安
定的な財源を確保
し、地域福祉活動を
活性化する。

地域福祉推進のた
め、社会福祉協議会
へ補助金を交付す
る。

シルバー人材セン
ターに対して運営費
の一部を補助したこと
により、安定した運営
を支援し、高齢者の
就労を援助すること
ができました。

現行どおり

受託事業の増加はし
ているものの、自主財
源の確保も依然として
十分な状況には至ら
ないため、今後も引き
続き、現行どおり支援
していきます。

13
シルバー人材セ
ンター支援事業

社会福祉課
（福祉政策課）

シルバー人材セン
ターが安定的な財源
を確保し、センターの
活動が活性化してい
る。

高齢者の臨時的・短
期的就業機会の確
保・提供を行っている
シルバー人材セン
ターに対し、補助金を
交付し、その組織及び
活動を支援する。
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具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ

多年にわたり社会の発展向上に寄与された高齢者に対
して長寿を褒賞し、市民の敬老精神を高めることによ
り、高齢者福祉の向上を図ることを目的として長寿者褒
賞規則に基づき実施しており、必要性が高いです。

有効性 Ａ
長寿者へ敬意を示すことで高齢者の生きがいづくりにつ
ながっていると考えます。

効率性 Ｂ
社会福祉協議会の実施する「地域見守り事業」と併せた
一体的な事業として、対象者の見直しを行います。

妥当性 Ａ

特別弔慰金等の事務は戦傷病者戦没者遺族等援護法
に基づき実施しています。また、戦没者を追悼し、恒久
平和を祈念するため、戦没者追悼式は引き続き実施す
る必要があります。

有効性 Ａ

遺族の高齢化などにより、遺族会の会員は減少傾向に
あり、それに伴い戦没者追悼式への参列者も減少して
いますが、若い世代へと戦争の悲惨さを語り継ぐため
に、市で継続的に行っている唯一の事業であると言えま
す。

効率性 Ａ
この事業の主なものである戦没者追悼式については、
新たに大きな経費が発生することは考えにくく、内容を
精査して実施しています。

妥当性 Ａ
生活保護法第19条第1項において「都道府県、市町村
が保護を決定し、かつ実施しなければならない。」旨規
定しています。

有効性 Ａ
被保護者の個別の状況に応じた自立助長策として、当
市独自に策定した個別支援プログラムに基づき支援を
行っています。

効率性 Ａ
生活保護法令及び要領等により、適正に実施していま
す。

生活保護を必要とす
る人に生活を保障す
るとともに、自立に向
けた取り組みを実施
し、生活向上を図るこ
とができました。

現行どおり

生活保護法に基づき、
最低限度の生活を保
障するするとともに、
自立の助長を図るた
め、生活困窮者に対し
必要な保護を行いま
す。

18
生活保護給付事
業

社会福祉課
（生活支援課）

生活保護の要否を判
定し、適正に実施す
ることにより、保護を
要する人の最低限度
の生活が保障できる
とともに、その自立を
助長することができ
る。

生活保護法に基づ
き、最低限度の生活
を保障するとともに、
自立の助長を図るた
め、生活困窮者に対
し必要な保護を行う。

記念品を贈呈するこ
とで、長年社会に貢
献した長寿者へ敬意
を示し、高齢者の生き
がいづくりにつなげる
ことができました。

一部改善

引き続き、記念品の購
入事務、祝い状の作
成事務、100歳の誕生
日を迎えた高齢者へ
の褒賞事務などを行
います。（令和２年度よ
り90歳対象者の表彰
及び95歳対象者の表
彰と記念品贈呈は廃
止します。）

16 長寿者褒賞事業
社会福祉課
（福祉政策課）

長年社会に貢献した
長寿者へ敬意を示す
ことで、高齢者の生き
がいづくりにつながっ
ている。

記念品の購入事務、
祝い状の作成事務、
100歳・95歳・90歳の
誕生日を迎えた高齢
者への褒賞事務など
を行う。

戦没者追悼式を実施
するとともに、遺族会
の活動支援などによ
り、遺族の援護及び
恒久平和を祈念する
意識を醸成すること
ができました。

現行どおり

隔年で挙行している戦
没者追悼式について、
令和２年度は事業を
実施しません。
遺族会活動の支援と
弔慰金等の事務につ
いては引き続き行って
いきます。
また、遺族の高齢化な
どにより、遺族会の会
員は減少傾向にある
ため、広報での周知を
する等して遺族会の会
員増強を行っていきま
す。

17
戦傷病者戦没者
遺族等援護事業

社会福祉課
（福祉政策課）

戦傷病者戦没者遺族
の援護及び恒久平和
を祈念する意識が醸
成されている。

特別弔慰金などの事
務並びに遺族会の支
援及び戦没者追悼式
の挙行、遺族会の事
務を行う。
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具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ

市から県へデータや資料の提供を行うことにより、国・
県・市の生活保護状況資料の基になり、生活保護業務
を行うことに、必要な予算等の資料として活用すること
ができるとともに、生活保護法に基づく調査の実施及び
医療扶助の適正実施を行うことができるため、継続する
必要があります。

有効性 Ａ
頻回・重複受診等の指導を行うとともに、レセプト再審査
等により、医療扶助費を削減し、生活保護費の適正な
支出を行うことができます。

効率性 Ａ
面接相談員や就労支援員の配置により、効果的な相談
業務の実施並びにケースワーカー活動を充実させるこ
とができます。

妥当性 Ａ
行旅病人及行旅死亡人取扱法第２条及び第７条、千葉
県行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則、墓地、埋葬
等に関する法律第９条により実施しています。

有効性 Ａ

行旅病人に対して医療給付などによる救護を行うこと、
行旅死亡人及び身元引受人のいない遺体を引き取り埋
火葬などを行うことで、公衆衛生、社会秩序が保持され
ています。

効率性 Ａ
法令の定めに基づき事業を継続し、事業の性格上速や
かな対応が要求されることから、合理的かつ適正な事
業を実施しています。

妥当性 Ａ

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者に対する
自立の支援に関する措置を講ずることにより、自立の促
進を図るものであり、今後も継続して実施する必要があ
ります。

有効性 Ａ
生活困窮者に自立相談支援事業の実施、住居確保給
付金の支給等の支援を行うことにより、早期自立の支援
を行っています。

効率性 Ａ
生活困窮者自立支援法に基づく事業であり、国庫負担
金及び国庫補助金の対象となります。

行旅死亡人及び身元
引受人のいない遺体
を引き取り埋火葬等
を行うことで、公衆衛
生、社会秩序が保た
れました。

現行どおり

引き続き、行旅病人に
対し、医療給付などに
よる救護を行うこと、行
旅死亡人及び身元引
受人のいない遺体を
引き取り埋火葬などを
行います。

20
行旅死亡人等墓
埋事業

社会福祉課
（生活支援課）

行旅病人に対し医療
給付などによる救護
を行うこと、行旅死亡
人及び身元引受人の
いない遺体を引き取
り埋火葬などを行うこ
とで、公衆衛生、社会
秩序が保持されてい
る。

諸規定で定められて
いる処理により、かか
る費用を給付する。

生活保護に至る前の
段階の自立支援策の
強化を図り、生活困
窮者に自立相談支援
事業の実施、住居確
保給付金の支給その
他の支援を行い生活
の向上に寄与しまし
た。

現行どおり

生活困窮者に対し、自
立相談支援事業の実
施、住居確保給付金
事業、就労準備支援
事業、家計相談支援
事業を行い、生活困窮
状態からの早期自立
を支援します。

21
生活困窮者自立
支援事業

社会福祉課
（生活支援課）

現に経済的に困窮
し、最低限度の生活
を維持することができ
なくなる恐れがある人
に対して、自立に向
けた取り組みを実施
することで、生活が向
上する。

生活困窮者自立支援
法に基づき、生活困
窮者に対し、自立相
談支援事業の実施、
住居確保給付金事
業、就労準備支援事
業、家計改善支援事
業を行い、生活困窮
状態からの早期自立
を支援する。

生活保護法に基づく
各種調査を実施し、
受給資格の可否を問
い、不正受給を防止
することができまし
た。また、レセプト点
検や医療扶助相談・
指導員の指導によ
り、生活保護費を適
正に支出しました。

現行どおり

生活保護法に基づく、
調査の実施等におけ
る事務費やその他必
要な経費の支出を行
います。また、頻回・重
複受診等の指導を行
うとともに、レセプト再
審査等により、生活保
護費の適正な支出を
行います。さらに、生
活保護受給者への健
康管理支援を行うた
め、医療レセプト等の
データについて、収
集、分析を行います。

19
生活保護給付事
務事業

社会福祉課
（生活支援課）

生活保護法に基づく
調査・実施などに要
する経費の支払など
の事務を行うとともに
医療扶助相談・指導
員や医療事務管理士
を配置し、医療扶助
の適正化対策を行う
ことにより保護費の
削減が図れる。

生活保護法第29条調
査の実施等における
事務費やその他必要
な経費の支出を行う。
また、頻回・重複受診
等の指導を行うととも
に、レセプト再審査等
により、医療扶助費を
削減し、生活保護費
の適正な支出を行う。
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具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ

法令等の定めの中で行う事業であり、環境上、経済上
の理由により、居宅において生活することが困難な人を
施設に入所させ、生活の援護をするうえで、必要な事業
です。

有効性 Ａ
法令等の定めの中で行う事業であり、養護老人ホーム
等に居宅での生活が困難な高齢者を入所措置すること
により、適正な生活の援護をすることができました。

効率性 Ａ

国通知の「老人ホームへの入所措置等の指針につい
て」のとおり実施しており、入所委託先施設を訪問して、
状況把握調査を行うなどして、効率的に事業を実施して
います。

妥当性 Ａ
在宅生活において、支援を必要とする高齢者に対し、継
続してサービスを提供することで、在宅生活を維持する
ために必要な事業です。

有効性 Ａ

新総合事業（平成29年度）の開始や高齢者見守り協定
の充実により、類似・関連しているサービスについては、
廃止し、新たに介護予防・生活支援サービスを実施して
いきます。

効率性 Ａ

新総合事業（平成29年度）の開始や高齢者見守り協定
の充実により、類似・関連しているサービスについては、
廃止し、新たに介護予防・生活支援サービスを実施して
いきます。

妥当性 Ａ
介護保険法の規定に基づき、所得に応じた介護保険料
を負担することで、制度の安定的な運営を図るために必
要な事業です。

有効性 Ａ

被保険者の所得を正確に把握することにより、適正な保
険料の賦課を行っています。また、収納率を向上させる
ため、広報、ＨＰで納期内納付の周知・啓発を行うととも
に、休日滞納整理等を実施しています。

効率性 Ａ
他課との連携を図りながら、計画的に、効果的かつ効率
的に執行しています。また、事務の電算化により、効率
的に事業を実施しています。

適正な介護保険財政
を運営することができ
ました。

現行どおり

介護保険料の適正な
賦課徴収を行います。
また、収納率の向上を
目指し、広報、ＨＰで納
期内納付の周知・啓発
を行うとともに、休日滞
納整理等を実施しま
す。

24 賦課徴収事業 高齢者支援課

適正な賦課及び徴収
により被保険者が公
平に介護保険料を負
担している。

介護保険料賦課処
理、納入通知書発
送、介護保険料収納
処理、督促・催告、滞
納整理等を行う。

市内３ケ所、市外２ケ
所の養護老人ホーム
等に居宅での生活が
困難な高齢者を入所
措置することにより、
適正な生活の援護を
することができまし
た。

現行どおり

措置が必要な高齢者
に対し、老人ホーム入
所判定委員会により、
入所判定を行い、入所
措置します。
入所委託先施設を訪
問して、状況把握調査
を行います。

22
老人保護措置事
業

高齢者支援課

環境上、経済上の事
情により居宅におい
て養護を受けること
が困難な者が施設に
入所し、生活の援護
を受けられている。

措置が必要な高齢者
に対し、老人ホーム入
所判定委員会より入
所判定を行い、入所
措置する。
入所委託先施設を訪
問して、状況把握調
査を行う。

高齢者の生活支援事
業の実施、サービス
の提供により、ひとり
暮らし高齢者等の健
康維持、症状の悪化
を防止し、本人及び
介護者の精神的負担
の軽減をすることが
できました。

現行どおり

介護保険サービス以
外の在宅福祉サービ
ス（緊急通報装置の設
置、介護用品の給付
等）を提供します。ま
た、新総合事業の開
始や高齢者見守り協
定の充実により、類
似・関連しているサー
ビスについては、廃止
し、新たに介護予防・
生活支援サービスを
実施していきます。

23
高齢者在宅生活
支援事業

高齢者支援課

在宅福祉サービスを
利用することでひとり
暮らし等高齢者や介
護者が安心して暮ら
せる。

介護保険サービス以
外の在宅福祉サービ
ス（緊急通報装置の
設置、介護用品の給
付等）を提供する。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 福祉サービス部　　　　

具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ
介護保険法の規定に基づき市が行わなければならない
必要な事業です。

有効性 Ａ
申請者が適正な要介護等認定を受けることにより、状態
に応じた介護保険サービスの選択に寄与しています。

効率性 Ａ

申請者数の増加に対して、認定調査員、審査会運営要
員等の処理能力が不足しつつあり、認定に要する期間
が延長してきています。コストの増加傾向を抑えながら
適正な認定を担保するために、日常の事務処理を効率
的に行っています。

妥当性 Ａ
要介護・要支援認定を受けた被保険者が受ける必要な
介護サービスに要する費用は介護保険法に基づき給付
しているため必要な事業です。

有効性 Ａ

要介護・要支援認定を受けた被保険者に対し、指定介
護サービス事業者などから受けたサービスに要する費
用を適正に給付することで、被保険者や家族の負担が
軽減されています。

効率性 Ａ

介護サービス事業者からの請求明細書の審査、支払い
事務を委託することにより、事務の軽減につながり、効
率化をしています。また、必要な事務の電算化により、
効率的に事業を実施しています。

妥当性 Ａ
介護保険の地域支援事業に位置づけられた事業で、高
齢者が介護予防に取り組むことで、要支援・要介護状態
とならないために必要な事業です。

有効性 Ａ

各種教室や介護予防教室は、多くても月１回の実施で
あり、普及啓発としては効果があっても、自宅で継続実
施できる方以外の予防にはなかなかつながらないた
め、地域で自主的に週１回程度の活動を継続できる場
が必要です。

効率性 Ａ
介護予防の方法を広く普及することに加え、地域で自主
的に活動する団体を増やし、その団体の活動継続を支
援することが必要です。

適正な介護保険財政
を運営することができ
ました。

現行どおり

介護保険の保険者は
市町村と決まってお
り、高齢者が健康でい
きいきと暮らしていくた
めに引き続き適正な介
護給付事業を実施しま
す。

26
介護・介護予防
サービス等諸費
給付事業

高齢者支援課

要介護（要支援）認定
を受けた被保険者が
適正な介護給付を受
けている。

要介護（要支援）認定
を受けた被保険者に
対し、指定介護サービ
ス事業者などから受
けたサービスに要す
る費用の７～９割を給
付する。

介護予防事業の中
で、地域で自主的に
介護予防に取り組む
団体の育成を行いま
した。

現行どおり

介護予防教室は、認
知症予防に焦点をあ
てた教室として委託で
実施し、住民主体の通
いの場の充実・継続に
向けて週いち貯筋体
操の普及に注力しま
す。また、出前講座や
各種教室において、フ
レイル予防を含む介護
予防についての普及
啓発を行います。

27
一般介護予防事
業

高齢者支援課

高齢者が介護予防に
取り組むことで、要支
援・要介護状態となら
ずに、住み慣れた地
域でいきいきと暮らせ
る。

高齢者が個々の介護
予防に取り組めるよ
う、介護予防の方法に
ついて各種教室で普
及啓発する。介護予
防教室については委
託により実施する。住
民主体の通いの場を
充実させ、人と人との
つながりを通じて、参
加者や通いの場が継
続的に拡大していくよ
うな地域づくりを推進
する。

介護認定審査会の運
営と認定調査事務の
適正な実施により、申
請者が介護(予防)給
付の種類と量を選択
するための適切な要
介護等認定を行うこと
ができました。
また、軽微なシステム
改修等を行い、事務
の効率化を行うことが
できました。

現行どおり
介護保険法の規定に
基づき、迅速かつ公平
な認定を実施します。

25
要介護等認定事
務事業

高齢者支援課

要介護・要支援認定
申請を提出した市民
が適正な介護認定調
査を受けることができ
ており、また、審査会
での判定結果を受理
している。

要介護認定申請（新
規・更新・区分変更）
受付業務、資格者証
の交付、認定調査業
務、認定調査委託業
務、認定調査のため
の臨時職員雇用、死
亡・転入・転出・取り下
げ処理、介護認定審
査会結果通知、国・県
への結果報告等を行
う。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 福祉サービス部　　　　

具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ
法令等の定めの中で行う事業であり、高齢者等が、専
門職に相談し、支援等を受けることで、安心、安全に生
活することができようにするために必要な事業です。

有効性 Ａ
高齢者等の心身の健康及び生活が安定するため、法令
等の定めの中で行う事業であり、さまざまな資源を統合
した包括的な支援を行っています。

効率性 Ａ
法令等の定めの中で行う事業であり、地域包括支援セ
ンターの運営を業務委託することにより、効率的に事業
を実施しています。

妥当性 Ａ

要介護４・５の認定を受けている方に家族介護用品の給
付を行い、また、市長申立て成年後見制度利用に係る
費用の助成を行うことで、要介護者が地域で安心して生
活できようにするために必要な事業です。

有効性 Ａ
法令等の定めの中で行う事業であり、介護用品の給付
をすることにより、介護している家族等の身体的、精神
的、経済的な負担が軽減されています。

効率性 Ａ
法令等の定めに基づき、効率的に事業を実施していま
す。

妥当性 Ａ 適正な介護保険の給付を行うために必要な事業です。

有効性 Ａ
介護保険制度の適切な運営により介護給付費が適正に
支出されています。

効率性 Ａ
介護保険給付適正化システムによる不適切な請求等の
抽出、介護給付費通知による利用者の自己点検によ
り、介護給付費の適正化を効率的に行っています。

適正な介護保険財政
を運営することができ
ました。

現行どおり

適正な介護保険の給
付を行うため、引き続
き介護給付費通知を
行います。

30
介護給付等費用
適正化事業

高齢者支援課

介護保険制度の適切
な運営により、介護
給付費が適正に支出
されている。

介護給付適正化シス
テムによる不適切な
請求等の抽出、介護
給付費通知による利
用者の自己点検等に
より、介護給付費を適
正に支出する。

地域包括支援セン
ターの様々な資源を
統合した包括的な支
援（地域包括支援）を
行い、心身の健康保
持及び生活安定に寄
与することができまし
た。

現行どおり

地域住民の保健・福
祉・医療の向上を包括
的に支援する中核拠
点である地域包括支
援センターを運営し、
総合相談支援事業、
権利擁護事業、包括
的・継続的ケアマネジ
メント事業を行いま
す。

28
地域包括支援セ
ンター運営事業

高齢者支援課

高齢者等が、地域包
括支援センターにお
いて専門職に相談
し、支援等を受けるこ
とで、引き続き住み慣
れた地域で安心、安
全に生活することが
できる。

地域住民の保健・福
祉・医療の向上を包
括的に支援する中核
拠点である地域包括
支援センターを運営
し、総合相談支援事
業、権利擁護事業、
包括的・継続的ケアマ
ネジメント事業を行う。

介護用品の給付をす
ることにより、高齢者
を介護している家族
等の身体的、精神
的、経済的な負担が
軽減され、要介護高
齢者の居宅生活が継
続されました。

現行どおり

在宅の要介護認定者
（介護４～介護５）に対
し、介護用品引換券を
給付します。また高齢
者成年後見制度利用
支援事業として自ら審
判請求ができない、判
断力が十分でない高
齢者に対する市長の
審判請求及び費用の
助成をします。

29
地域支援任意事
業

高齢者支援課

要介護４・５の認定を
受けている方に家族
介護用品の給付を行
い、また、市長申し立
て成年後見制度利用
に係る費用の助成を
行うことで、要介護者
が地域で安心して生
活できている。

在宅の要介護認定者
（介護４～介護５）に対
し、介護用品引換券を
給付する。また高齢者
成年後見制度利用支
援事業として自ら審判
請求ができない、判断
力が十分でない高齢
者に対する市長の審
判請求及び費用の助
成をする。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 福祉サービス部　　　　

具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ
相談員が利用者の話を傾聴することで、利用者の不安・
不満が解消されるとともに、事業者の介護サービスの質
の向上を図るために必要な事業です。

有効性 Ａ

相談員が施設を訪問し、サービス利用者が日常抱えて
いる疑問や不安を聞き、サービス提供事業者との調整
を行う橋渡し役を担うことで、介護サービスの質の向上
が期待できます。

効率性 Ａ
介護相談員派遣事業実施要項の規定に基づき、効率
的に事業を推進しています。

妥当性 Ａ
介護保険法の規定に基づき実施している必要な事業で
す。

有効性 Ａ
介護保険料の還付を適正に処理することで、納付者の
公平な負担が保たれています。

効率性 Ａ
事務の電算化により、過誤納となった保険料の還付処
理を効率的に行っています。

妥当性 Ａ
介護保険法の規定に基づき実施している必要な事業で
す。

有効性 Ａ
地域密着型サービス事業者を適正に指定することによ
り、介護サービス供給量の増加につながります。

効率性 Ａ

事業者の参入が低調であるが、介護保険法等に定めら
れた事務であり、施設入居待機者を減少させるため、で
きる限り、四街道市民のみを対象とする地域密着型
サービス事業者の指定を行っています。

適正な介護保険財政
を運営することができ
ました。

現行どおり

過誤納の把握を速や
かに行い、できる限り
短期間に還付処理を
行います。

32
第１号被保険者
保険料還付事務

高齢者支援課
該当する被保険者が
介護保険料の還付を
適正に受けている。

誤納付及び資格喪失
者の保険料還付処理
を行う。

看護小規模多機能型
居宅介護事業者を指
定しました。

現行どおり

事業者の参入が低調
であるが、介護保険法
等に定められた事務
であり、施設入居待機
者を減少をさせるた
め、四街道市民のみを
対象とする地域密着
型サービス事業者の
指定を行います。

33
地域密着型サー
ビス事業者指定
等事業

高齢者支援課

指定、変更、廃止等
に関して適正な審査
を受け、決定されて
いる。

四街道市民のみを対
象とする地域密着型
サービス事業者の指
定を行う。

市が委嘱した相談員
が、市内にある施設
に訪問し、サービス利
用者から日常抱えて
いる疑問や不安を聴
き取りを行い、サービ
ス提供事業者との調
整を行いました。ま
た、利用者の苦情や
トラブルを未然に防
ぎ、介護保険サービ
スの質の向上に資す
ることができました。

現行どおり

介護保険法の地域支
援事業の中で事業実
施が義務付けられて
いることから、今後も
事業を継続して行いま
す。

31
介護相談員派遣
事業

高齢者支援課

相談員が利用者から
傾聴することで、サー
ビス内容が改善され
たり、利用者の不安・
不満が解消されてい
る。

市が委嘱した相談員
が、適宜介護保険施
設を訪問し、サービス
利用者から日常抱え
ている疑問や不安を
聴き、サービス提供事
業者との調整を行う橋
渡し役を担う。介護
サービスの質の向上
を目指すため、利用
者の苦情やトラブルを
未然に防ぐ。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 福祉サービス部　　　　

具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ
社会福祉法人等が補助金交付により支援され、安定し
た運営をするために必要な事業です。

有効性 Ａ

指定した事業者の希望により、地域介護・福祉空間整
備推進補助金等を適正に交付することで、介護保険事
業計画に位置付けた老人福祉施設の整備の促進が期
待できます。

効率性 Ａ
国の交付要綱の基準に基づき、補助金を交付すること
で、施設等の効率的な整備を行っています。

妥当性 Ａ
障害者総合支援法第77条により、市の責務で行わなけ
ればならない事業であることから、必要な事業です。

有効性 Ａ
障害のある人や家族の相談に、専門知識や資格を有す
る相談員が対応することにより、適切なサービスが提供
されます。

効率性 Ａ
委託により相談窓口の増加及び専門知識や資格を有す
る相談員の確保がされており、市民サービスの向上及
び人件費の軽減に繋がっています。

妥当性 Ａ
障害者総合支援法第２条により、市の責務で行わなけ
ればならない事業であることから、必要な事業です。

有効性 Ａ

自立支援給付事業は、日中活動支援や居住支援など、
障害者の生活の場を確保するサービスを提供しており、
安定してサービス提供することで、障害のある人の自立
支援がされています。

効率性 Ａ
実施方法については、国の法律に定められており、必要
な事務の電算化により、効率的に実施しています。

自立支援給付事業の
各サービスを、必要と
する障害者に適切に
提供し、障害福祉の
向上に寄与しました。

現行どおり

この事業は、直接的に
障害者の福祉増進に
繋がることから、障害
者や家族に対し、制度
やサービスの内容の
周知を行います。

36
障害者自立支援
給付事業

障害者支援課

障害のある人が障害
福祉サービスを利用
することにより地域で
自立した生活を営ん
でいる。

自立支援給付事業と
して居宅介護、施設
入所支援、自立訓
練、就労移行支援等
の障害福祉サービス
に係る介護給付費等
の支給や、自立支援
医療費及び補装具費
の支給等を行う。

該当する事業があり
ませんでした。

現行どおり

指定した事業者の希
望により、地域介護・
福祉空間整備推進補
助金等を交付します。
介護保険事業計画に
位置付けた老人福祉
施設の整備の促進を
図ります。

34
老人福祉施設整
備支援事業

高齢者支援課

社会福祉法人等が補
助金交付により支援
され、安定した運営
が行われている。

指定した事業者の希
望により、地域介護・
福祉空間整備推進補
助金等の補助金を交
付する。

障害者相談支援事業
所に相談業務を委託
することで、障害に関
する多岐にわたる相
談に対応することが
できました。
また、障害者に対し
設定されている各種
減免制度の適用に際
し、証明書発行業務
を行いました。

現行どおり

相業業務は専門知識
と経験やケースによっ
ては資格が必要な場
合もあり、また、携わる
相談員の適応もあるこ
とから、人材として職
員を確保し事業を実施
するよりも、委託により
専門的な知識を有す
る人材を活用すること
で、質の高い相談事業
を実施します。
証明業務については、
広く啓発、周知を図り、
円滑な証明発行を行
います。

35
障害者相談支援
事業

障害者支援課

市担当ケースワー
カー、身体障害者相
談員、知的障害者相
談員や障害者相談支
援事業所、地域活動
支援センターⅠ型の
窓口に対象者が相談
し、適切な助言を受
けることで心身の負
担が軽減している。

多岐に渡る相談に対
し、解決に向けての助
言、関係機関との調
整を図る。また、障害
者相談支援事業所、
地域活動支援セン
ターⅠ型の委託に係
る事務、障害者自立
支援協議会の運営に
係る事務、知的・身体
障害者相談員の推薦
等に関する事務を行
う。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 福祉サービス部　　　　

具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ

特別障害者手当は、法定受託事務であり、重度知的障
害者ねたきり障害者福祉手当、重度心身障害者医療費
助成は県の補助対象事業です。その他は市の単独事
業ですが、障害者の経済的負担の軽減をするうえで必
要な事業です。

有効性 Ａ
障害のある人に対する直接的な支援により、障害者の
経済的な負担が軽減されています。

効率性 Ａ
事務に必要な電算化は完了しており、また、重度心身障
害者医療費助成の現物給付の実施により、事務処理が
軽減されています。

妥当性 Ａ
障害者総合支援法第２条により、市の責務で行わなけ
ればならない事業であることから必要な事業です。

有効性 Ａ
地域生活支援給付は、外出支援や日中預かりを提供す
るものであり、安定して提供することにより、障害のある
人の生活が支援されています。

効率性 Ａ
国の法律に基づいて実施しています。また、事務処理に
必要な電算化がされています。

妥当性 Ａ
障害者通所施設交通費助成などについては、市の単独
事業ですが、障害のある人の支援として必要な事業で
す。

有効性 Ａ
在宅の障害者が増加傾向にある中、通所や外出などの
援助を継続して実施することにより、障害のある人の在
宅における生活が向上しています。

効率性 Ａ
事業の実施にあたり、必要最低限の人員で効率的に事
業を実施しています。

地域生活支援給付費
の支給により、障害
のある人の生活が向
上されました。

現行どおり

障害のある人のニー
ズを踏まえ、地域の実
情に応じた地域生活
支援事業を効率的・効
果的に実施します。

38
地域生活支援事
業

障害者支援課

障害のある人が障害
福祉サービスを利用
することにより地域で
自立した生活を営ん
でいる。

移動支援、日中一時
支援等にかかる地域
生活支援給付費を支
給する。日常生活用
具の給付、意思疎通
支援を行う。

福祉タクシーの利用
に関し一部費用の助
成を行い、障害者通
所施設交通費の助成
等、障害のある人の
外出促進に寄与しま
した。
また、在宅要介護認
定者等介護用品給付
事業について、より適
正な給付ができるよ
う、対象者の要件の
見直しを行いました。

現行どおり

障害のある人のニー
ズを踏まえ、地域の実
情に応じた在宅生活
支援事業を効率的・効
果的に実施します。

39
在宅生活支援事
業

障害者支援課

障害者が、様々な障
害福祉サービスを利
用し、在宅生活を維
持できている。

福祉タクシー利用料
の支払い、緊急通報
装置の使用料の支
払、障害者通所施設
交通費の助成等、在
宅での生活を支援す
るための対象者の認
定事務及び支払い事
務を行う。

重度知的障害者・ね
たきり障害者福祉手
当については、より適
正な支給が行えるよ
う、支給基準の見直し
を行いました。
この他の手当、医療
費助成等の事業も円
滑に実施し、受給者
に対し適切な給付を
行うことで、経済的負
担が軽減されました。

現行どおり
引き続き、各事業を円
滑に,実施します。

37 経済支援事業 障害者支援課

重度障害者等に、手
当や助成金を給付す
ることにより、経済的
な負担が軽減されて
いる。

特別障害者手当、重
度知的障害者ねたき
り身体障害者福祉手
当、重度心身障害者
医療費助成、精神障
害者通所医療費助
成、手帳取得助成
等、手当助成金の支
給を行う。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 福祉サービス部　　　　

具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ

市による障害者自立支援協議会の設置は総合支援法
で定められており、またグループホームの運営費及び家
賃助成は、県の補助金対象事業となっています。その
他、各委託事業や福祉作業所の運営は、障害のある人
の支援として必要な事業です。

有効性 Ａ

障害福祉の検討機関である障害者自立支援協議会の
運営や、グループホーム運営費や家賃助成等、この事
業を実施することにより、地域の障害福祉の向上に寄
与しています。

効率性 Ａ
専門性が必要な事業は、委託や指定管理等により実施
する等、効率的に事業を実施しています。

妥当性 Ａ

精神障害の手帳を所持する方々は、年々増加している
傾向のため、精神障害のある人の関わり方などの知識
を得ることを目的とした講演会や生活にかかる相談会
は、今後も必要な事業です。

有効性 Ｂ

講演会のテーマが１回限りの内容であり、アンケートの
感想から一つのテーマで、もっと深く話を聞きたいという
要望もあることから、複数年をかけて講演するテーマを
考えるなど、講演テーマについて検討する必要がありま
す。

効率性 Ａ
事業の実施にあたり、必要最低限の人員で効率的に事
業を実施しています。

妥当性 Ａ

障害者基本計画は障害者基本法第11条で定められた
事業であり、その中に掲げた取り組みについて、関係各
課に照会し、計画の進捗を管理することは障害福祉の
推進に必要です。

有効性 Ｂ
各課の取り組む事業によっては、すでに廃止されたもの
もあり、実施されている事業の管理をより的確に行う必
要があります。

効率性 Ｂ

各課への実施事業の照会を行った際、調査シートの記
入についての質問が出ることがあるので、記載例を添付
したり、調査シートの記入欄等の見直しをするなど、ス
ムーズな調査ができるよう見直す必要があります。

第４次障害者基本計
画に掲げた取り組み
に対する各課の進捗
内容に関する調査を
行いました。

一部改善

第６期障害福祉計画・
第２期障害児福祉計
画を策定します。
各課の実施事業の管
理と調査シートの内容
見直しを実施します。

42
障害者基本計画
等推進事業

障害者支援課

障害のある人が地域
でその人らしく生活す
るための、基本理念
が定まっている。
国の指針に基づき、
３か年の障害福祉
サービス見込み量が
定まっている。

障害者基本計画を策
定する。
障害福祉計画を策定
し各年度における検
証を行う。

四街道市障害者自立
支援協議会の運営を
円滑に実施したほ
か、グループホーム
の運営費や家賃助成
の実施、相談支援事
業所や福祉カーの貸
付事業などを委託に
より行い、地域の福
祉向上に寄与しまし
た。
福祉作業所について
は、運営の効率化を
目的として、二つの作
業所を第二福祉作業
所に統合するため、
利用者説明会、第二
福祉作業所の外壁等
改修工事にかかる予
算計上などの準備を
行いました。

現行どおり

四街道市障害者自立
支援協議会の各部会
の活動等、各事業を円
滑に実施し、地域の障
害福祉の向上に寄与
します。
福祉作業所について
は、引き続き統合に向
けた取り組みを実施し
ます。改修工事を完了
させ、荷物の移動など
を経て、令和３年４月
から新たな体制での作
業所運用を開始できる
よう、進めます。

40
障害福祉推進事
業

障害者支援課

四街道市障害者自立
支援協議会や福祉作
業所の運営や障害者
優先調達事業、相談
支援事業所や福祉
カーの貸付事業の委
託などを円滑に実施
することにより、地域
の障害者福祉が向上
している。

四街道市障害者自立
支援協議会や福祉作
業所の運営、障害福
祉団体の育成、障害
者優先調達事業の実
施や、障害者グルー
プホームの運営費や
家賃助成、障害者ス
ポーツ大会に関する
取りまとめ等を行い、
地域の障害福祉が向
上する。

講演会については、
開催時期を例年の１
～２月から10月にず
らすなどの対応をした
ことで、参加者の数で
いえば、前年度を上
回ることができました
（平成30年度59人、
令和元年度73人）。
その他、精神保健に
関する相談会を実施
しました。

一部改善

精神保健に関する講
演会の実施効果を上
げるため、テーマを複
数年かけて実施する
など、工夫をする必要
があることから、関係
団体との連携も視野に
テーマを決定します。

41
精神保健普及啓
発事業

障害者支援課

市民に対し、精神保
健福祉に関する普及
啓発を行い、精神保
健福祉に対する理解
が深まっている。精神
科の専門医に相談で
きる場を作り、相談者
に必要とされる精神
保健福祉や医療が提
供されている。

精神保健の普及啓発
のため、精神保健に
精通した医師等によ
る講演会を開催する。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 福祉サービス部　　　　

具体的な内容 事業の展開方針事業成果
事業の
方向性

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

事業の評価

令和２年度

妥当性 Ａ
障害者総合支援法第２条により、市の責務で行わなけ
ればならない事業であることから必要な事業です。

有効性 Ａ
聴覚、言語・音声機能障害者に手話通訳者が対応する
ことにより、意思疎通が円滑に行われています。

効率性 Ａ
聴覚、言語・音声機能障害者に対してのコミュニケー
ションツールとして手話で対応することで、意思疎通の
時間が短縮されました。

妥当性 Ａ
児童発達支援を実施するにあたり、、重要な衛生管理
および安全確保などの環境整備のために必要な事業で
す。

有効性 Ａ

施設の安全整備を行うことにより、児童発達支援実施中
の怪我や事故を防ぐことができています。衛生・清掃用
品等を購入するなどの衛生管理によりハウスダスト等に
よる被害を防ぐことができています。

効率性 Ａ
わろうべの里と施設管理を一体的に行うことで、業務委
託のコストを抑え、効率的な施設管理業務を行っていま
す。

妥当性 Ａ
心身の発達に支援を要する児童に対して重要である早
期療育の場の提供、またその保護者への指導・助言を
地域の中で行っており、必要性の高い事業です。

有効性 Ａ

心身の発達に支援を要する児童が、日常生活における
基本的動作や集団生活への適応訓練などの早期療育
を一人ひとりの発達に応じて受けることができ、また保
護者がこどもの成長発達について相談できる場の提供
ができています。

効率性 Ａ
児童福祉法に基づき、児童一人ひとりが平等に、その
発達に応じた適切な指導・訓練をうけられるようクラス編
成やプログラム内容の工夫をしています。

自動ドア保守点検委
託等わろうべの里と
施設管理を一体的に
行うことでコストを抑
え、建物の管理業務
を適正に行うことで利
用者に安全・清潔な
施設を提供できまし
た。

現行どおり
わろうべの里と施設管
理を一体的に行いま
す。

44
児童デイサービ
スセンター施設
管理事業

障害者支援課
児童デイサー
ビスセンター

安全・清潔な施設利
用ができる。

児童デイサービスセン
ター建物の管理業務
を行う。

心身の発達に支援を
必要とする児童に対
し、日常生活における
基本的な動作の指
導、集団生活への適
応訓練を行うととも
に、保護者への指
導、助言を行いまし
た。
0歳児、2歳児、中途
契約の年長児のプロ
グラムや午後のプロ
グラムを実施するな
ど個々の児童の発達
に応じた療育を実践
しました。

現行どおり

心身の発達に支援を
必要とする児童に対
し、日常生活における
基本的な動作の指
導、集団生活への適
応訓練を行うとともに、
保護者への指導、助
言を行います。
個々の児童の発達に
応じたグループ編成の
検討、ニーズに応じた
開所時間の検討など
充実した療育を実践し
ていきます。

45
児童発達支援事
業

障害者支援課
児童デイサー
ビスセンター

児童一人ひとりの発
達に応じた適切な指
導・訓練が受けられ
る。

心身の発達に支援を
必要とする児童に対
し、日常生活における
基本的な動作の指
導、集団生活への適
応訓練を行うととも
に、保護者への指導、
助言を行う。

聴覚、言語・音声機
能障害のため意思疎
通を図ることに支障
がある障害者のため
に手話通訳によりコ
ミュ二ケーションが図
られました。
また、手話奉仕員を
育成するために手話
奉仕員養成講座(前
期）を開催しました。

現行どおり

本事業は、聴覚、言
語・音声機能障害によ
り不利益を生じないよ
うに意思疎通が円滑
に行えるために手話
通訳者等を派遣するこ
とが必要なことから、
今後も実施していきま
す。
また、引き続き手話奉
仕員の育成するため
に、手話奉仕員養成
講座（後期）を開催す
る予定です。

43
意思疎通支援事
業

障害者支援課

聴覚、言語・音声機
能障害のため意思疎
通を図ることに支障
がある障害者のため
にコミュ二ケーション
が図られようによう手
話通訳者を設置す
る。

聴覚、言語・音声機能
障害のため意思疎通
を図ることに支障があ
る障害者のために手
話通訳者、要約筆記
者を派遣する。また、
市役所での諸手続き
において、コミュニ
ケーションが図られ円
滑に手続きが行える
よう手話通訳者を設
置する。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 健康こども部　　　　

具体的な内容

妥当性 Ａ

市の子育て支援の主要事業であり、他市町村でも同様
の事業が実施されています。子育て世帯の経済的負担
を直接的に軽減する施策であり、市民ニーズも高いこと
から継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ
子どもの健康にも結びつく事業であり、広く子育て世帯
の経済的負担の軽減が図られています。

効率性 Ｂ

中学３年生まで自己負担なしで実施していますが、助成
額の負担が大きくなっています。適正受診を促進しなが
ら、助成額の動向等に注視し、必要に応じて助成内容
の見直しについての検討が必要です。

妥当性 Ａ
児童福祉法第10条第1項第3号において、市の相談業
務が義務づけられています。

有効性 Ａ
児童や家庭に関するあらゆる相談に応じることで、問題
解決のための支援を行うことができます。

効率性 Ａ

各種研修に参加したケースワーカーと家庭児童相談
員、母子・父子自立支援員、婦人相談員を兼務した相談
員が対応しています。婦人相談活動強化事業による国
庫補助金を受けています。

妥当性 Ａ
児童虐待通告件数、ＤＶ相談件数が増加している中、早
期発見やその適切な支援及び暴力防止を図るため必
要な事業です。

有効性 Ａ
関係機関と連携し、被虐待児童及びＤＶ被害者の早期
発見やその適切な支援及び暴力防止を図ることができ
ています。

効率性 Ａ
家庭児童相談システムの活用により事務処理の効率を
図っています。

2
家庭児童相談事
業

子育て支援課
児童とその家族が良
好な生活を送れる。

ケースワーカーと家庭
児童相談員が、家庭
及び児童のあらゆる
相談に応じる。併せ
て、母子・父子自立支
援員として母子・父子
家庭・寡婦家庭の相
談や指導、婦人相談
員としてＤＶ被害者へ
の相談や必要な支援
を行う。

児童とその家庭が良
好な生活を送れるよ
う各種相談に応じ、関
係機関との連携を図
りながら、問題解決の
ための支援を行うこと
ができました。

現行どおり

家庭及び児童に関す
る相談機関として、
ケースワーカーと相談
員が面接や家庭訪
問、関係各課・機関と
連携し問題解決に向
けた支援を行います。

3
児童虐待防止・
ＤＶ被害者支援
事業

子育て支援課

児童が虐待を受けな
いこと。被虐待児童と
その養育者が効果的
な支援を受けられる
こと。ＤＶ被害者がＤ
Ｖを受けなくなること。

児童の健全育成を担
う関係機関で構成さ
れる「四街道市児童
及び配偶者等に対す
る暴力防止対策地域
協議会（ＣＡＮＰＹ）」を
運営し、児童虐待の
予防、早期発見及び
被虐待児への適切な
対応及びＤＶ防止に
かかる支援を実施す
る。また、ＤＶによる生
命の危険から安全を
確保するため、避難
先の確保や費用の支
給を行う。

関係機関と連携をと
り、児童虐待の予防、
早期発見及び被虐待
児への適切な対応、
また、ＤＶ防止にかか
る支援を実施しまし
た。

現行どおり

引き続き、関係機関と
の連携を強化し、児童
虐待の未然防止やDV
被害者支援につなげ、
市民の生命や安全を
確保します。

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針

1
子ども医療対策
事業

子育て支援課

医療費を助成するこ
とにより、保護者の経
済的負担の軽減及び
子どもの保健の向上
と健やかな子育てが
されている。

中学校３年生までの
児童の医療に要する
保険診療の自己負担
分について全額を助
成する。

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

現物給付及び償還払
いによる助成を行い、
子どもの保健の向上
に寄与するとともに、
保護者の経済的支援
を行うことができまし
た。
なお、保護者に対して
子ども医療の適正受
診を周知しており、引
き続き削減の効果等
を見極めていく必要
があります。

一部改善

中学３年生までの医療
費を助成することによ
り、子どもの保健の向
上に寄与するととも
に、保護者の経済的
支援を行います。
保護者に適正受診を
促進しながら、助成額
の動向等に注視し、必
要に応じて助成内容
の見直しについての検
討を行います。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
母子保健法第20条により、市が実施主体と位置づけさ
れているため、必要な事業です。

有効性 Ａ
未熟児に必要な医療を給付することにより、乳児の生命
の保護及び健康の増進が図られています。

効率性 Ａ
件数が少ないため、電算化せず、現在の実施方法が最
適と判断します。国、県の負担金があり、財源確保に問
題はありません。

妥当性 Ａ 児童手当法に基づき実施しています。

有効性 Ａ
児童手当を支給することにより、生活の安定と児童の健
やかな成長が図れています。

効率性 Ａ

児童手当法により、国、県、市及び事業者の費用負担
割合が定められています。また、児童手当システムによ
り事務処理の効率化や現況届発送事務処理委託を行
い、事務の効率化を図っています。

妥当性 Ａ

国のひとり親家庭支援施策による「母子家庭等対策総
合支援事業補助金要綱」、千葉県の「ひとり親家庭等医
療費等助成事業実施要領」等に基づき、実施している事
業です。

有効性 Ａ
医療費助成や自立に向けた支援により、ひとり親家庭
等の経済的支援が図れています。

効率性 Ａ
ひとり親医療費は児童福祉システム（ひとり親家庭医療
費助成）により事務処理の効率化を図っています。

現行どおり

ひとり親家庭等への経
済的支援(医療費の助
成、入学時等祝金の
支給他）を実施しま
す。
また、ひとり親家庭自
立支援教育訓練給付
金等の支給を行い、ひ
とり親家庭の自立を促
進します。
さらに、ひとり親家庭
等の中学生を対象に
学習支援を行います。

6
ひとり親家庭等
支援事業

子育て支援課

子育てをするひとり親
家庭等を支援するこ
とにより、ひとり親家
庭の生活が安定し児
童が健全に育ってい
る。

ひとり親家庭等への
経済的支援（医療費
の助成、入学時等祝
金の支給他）を実施す
る。
ひとり親家庭の自立
を促進するため、ひと
り親家庭自立支援教
育訓練給付金等の支
給を行う。
ひとり親家庭等の中
学生を対象に学習支
援を行う。

ひとり親家庭等の生
活・経済的支援を行う
ことができました。

現行どおり

生命の危険のある未
熟児に対し医療の給
付を行うことにより、健
全な育成を支援しま
す。

5
児童手当支給事
業

子育て支援課

中学校修業までの児
童を養育している保
護者に手当を支給す
ることにより、家庭に
おける生活の安定が
図られ次代の社会を
担う児童が健全に
育っている。

児童手当支給該当者
に対し、児童手当制
度の案内、申請の受
理、審査、支給を行
う。

保護者等の経済的支
援を行うことができま
した。

現行どおり

児童手当支給該当者
に対し、児童手当制度
の案内、申請の受理、
審査、支給を行いま
す。

4
養育医療給付事
業

子育て支援課

生命の危険のある未
熟児に対し医療の給
付を行うことにより、
健全な育成を図る。

生命の危険のある未
熟児に対し、県の指
定した医療機関によ
る医療を現物給付に
より実施する。また、
保護者の所得に応じ
国の定めた自己負担
金を徴収する。

現物給付を行い、児
童の福祉に寄与する
ことができました。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
児童福祉法第22条及び第23条に規定されている事業で
す。

有効性 Ａ
入所支援を行うことにより、母子家庭の生活安定が図れ
ます。

効率性 Ａ
事業費の1/2は国庫補助金、1/4は県補助金として受け
ています。支援を必要とする対象者が安心して生活でき
るよう支援を行っています。

妥当性 Ａ 児童扶養手当法に規定されている事業です。

有効性 Ａ
児童扶養手当を支給することにより、ひとり家庭等の経
済的支援が図れています。

効率性 Ａ

児童扶養手当法の規定されている事業であり、支給手
当額の1/3の国庫補助金を受けています。
児童扶養手当システムより適正かつ効率的な事務処理
を図っています。

妥当性 Ａ
安心・安全な遊び場を提供することは良好な子育て環
境の充実のために必要な事業です。

有効性 Ｂ
子どもたちの安全な遊び場を提供することで良好な子育
て環境の充実に寄与していますが、近隣の類似施設や
利用者の状況によっては、事業の縮小を検討します。

効率性 Ａ
清掃などを地元自治会の協力を得て行うことで、効率的
な管理に努めています。

現行どおり

児童扶養手当支給該
当者に対し手当制度
の案内、申請の受理、
審査・認定、支給を行
います。

9
児童遊園管理事
業

子育て支援課

広場や遊具を備えた
遊び場を、児童が安
全で気軽に利用でき
る。

児童の健康増進や安
全な遊び場として設置
された市内の児童遊
園の管理運営を行う。

児童に健全な遊び場
を提供するため児童
遊園を維持管理する
ことにより、児童の健
康を増進し、情操を豊
かにする効果が得ら
れました。

一部改善

児童遊園の管理の一
部を引き続き地元自
治会の協力のもと行い
ます。また、近隣の類
似施設や利用者の状
況によっては、事業の
縮小を検討します。

8
児童扶養手当事
業

子育て支援課

ひとり親等で児童を
養育する者に手当を
支給することにより、
ひとり親家庭等の生
活が安定し、児童が
健全に育っている。

児童扶養手当支給該
当者に対し手当制度
の案内、申請の受
理、審査・認定、支給
を行う。

ひとり親家庭等の生
活安定のための経済
的支援を行うことがで
きました。

7
母子生活支援施
設等入所保護事
業

子育て支援課

母子家庭の生活安定
と向上のために必要
な措置をとることで母
子家庭の生活が安定
する。

母子家庭及びこれに
準ずる事情にある女
子及びその児童を入
所させ保護し、自立促
進のため、その生活
を支援する。経済的
理由により入院助産
を受けることができな
い妊産婦を入所させ
助産を受けさせる。

母子生活支援施設及
び助産施設への入所
委託を行うことで、そ
の家庭を保護し、自
立促進のため、その
生活を支援すること
ができました。

現行どおり

支援が必要な母子家
庭及びこれに準ずる
事情のある女子ならび
に児童を入所保護し、
生活の安定と経済的
な自立の促進を図りま
す。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
子どもたちの安全な遊び場を確保し、良好な子育て環
境の充実のために必要な事業です。

有効性 Ａ
子どもたちの安全な遊び場を確保することで、良好な子
育て環境の充実が図れています。

効率性 Ａ
外部委託することにより、効率的な運営に努めていま
す。

妥当性 Ａ
子どもたちの安全な遊び場を確保し、良好な子育て環
境を充実させるために必要な事業です。

有効性 Ａ
子どもたちの安全な遊び場を確保することで、良好な子
育て環境の充実が図れています。

効率性 Ａ
外部委託することにより、効率的な運営に努めていま
す。

妥当性 Ａ
子ども・子育て会議は子ども・子育て支援法第77条に基
づき設置しています。（努力義務）

有効性 Ａ
子どもを取り巻く環境が大きく変化するなか、関係機関
等からの意見聴取は、子ども・子育て施策の推進に必
要です。

効率性 Ａ
事業費は委員報酬及び費用弁償のみであり、会議開催
回数についても必要最小限に留め、コストの縮減に努め
ています。

現行どおり

子ども・子育て支援施
策に関し必要な事項
について審議するた
め、子ども・子育て会
議を開催します。計画
に位置付けた各施策・
事業の実効性を確保
するために計画の適
正な進行管理を行い
ます。

12
子ども・子育て
施策推進事業

子育て支援課

子ども・子育て支援
施策を総合的かつ計
画的に推進すること
で、子育て環境の充
実が図れる。

子ども・子育て会議を
開催する。「子ども・子
育て支援法」に基づく
「子ども・子育て支援
事業計画」の進行管
理を行う。

子ども・子育て会議を
開催し、計画事業の
進捗を確認しました。
みんなが笑顔のまち
子ども条例案を作成
することができまし
た。

現行どおり

子育て支援の一環とし
て、児童に安心・安全
な遊び場を提供するた
め、児童センター2か
所を指定管理制度に
より、適正に実施しま
す。

11
プレーパーク運
営事業

子育て支援課

子どもの冒険心や好
奇心をかき立てる遊
び場や自然の中で思
い切り遊ぶことができ
る。

子どもたちが木・土・
水などの自然と触れ
合いながら、のびのび
と遊ぶことができる遊
び場（プレーパーク）を
運営する。

自由な遊び場を通し
て子どもたちの交流
を促進するとともに、
子どものいる親たち
が子育ての情報等を
交換できる場を提供
することができまし
た。

現行どおり

子どもたちが安全に自
然と触れ合いながら、
のびのびと遊ぶことが
できる遊び場（プレー
パーク）を委託により
運営します。

10
児童センター運
営委託事業

子育て支援課

児童センターを適切
に運営することで、児
童や保護者が安心・
安全に遊ぶことがで
きる。

児童や保護者が安
心・安全に遊びを展開
できる場として、総合
福祉センター・南部総
合福祉センター内の
児童センター運営を
指定管理者として社
会福祉協議会に委託
する。

児童に遊び場を提供
するとともに、児童の
健全な育成に関する
各種事業を実施する
ことにより、児童の心
身の健やかな成長を
促すことができまし
た。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ 子ども・子育て支援法に基づく計画です。

有効性 Ａ
市民ニーズを把握し、地域の実情に即した計画策定を
行うことにより、地域の子育て環境の充実が図られま
す。

効率性 Ａ
業務の一部を委託することで効率的な実施に努めまし
た。

妥当性 Ａ
子育て支援の一環として子育て情報の提供は子育てへ
の不安や負担感の緩和や各種サービスの利用促進の
ため必要な事業です。

有効性 Ａ
子育て支援に関する情報を簡単に入手できることで、子
育てへの不安や負担感の緩和や各種サービスの利用
促進につながっています。

効率性 Ａ
民間事業者との協働により、無償で情報ブック「すくす
く」を更新しました。また、最新の情報をホームページ等
を通じて発信することで効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
ファミリー・サポート・センターの運営は市民相互で行う
育児の援助活動を支援するうえで必要な事業です。

有効性 Ａ
利用ニーズは多く、安定した新規会員登録があり、市民
相互で行う育児の援助活動の支援ができています。

効率性 Ａ
国・県の補助金を効率的に活用している事業であり、ま
た、周知も着実に行われていることから、実施方法に問
題はありません。

15
ファミリー・サ
ポート・センター
運営事業

保育課
地域の相互援助活動
により、仕事と育児が
両立できている。

子育ての支援を受け
たい人とそれを応援し
たい人が会員となり、
３人のコーディネー
ターが会員相互の
コーディネートを行う。

ファミリー・サポート・
センターの運営を通
じ、市民相互で行う育
児の援助活動の支援
を行うことができまし
た。
また、連携市間で活
動等の情報共有や合
同でリーフレットを作
成し、広域連携を進
めることができまし
た。

現行どおり

ホームページにおい
て、子育て世代に分か
りやすい情報発信を行
います。

14
子育て情報提供
事業

子育て支援課

子育てについての情
報提供サービスを、
利用することができ
る。

あらゆる主体による子
育て支援に関する
データベースを構築
するための検討を行
い、新たな情報提供を
実施する。

市ホームページ上の
子育て応援サイト「す
くすく」において、最新
の情報を提供するこ
とができました。ま
た、子育て情報ブック
「すくすく」を更新し、
配布することができま
した。

現行どおり

市民への周知により、
随時会員の新規登録
がされ続けている状況
であり、利用ニーズに
応えるため、引き続き
ファミリー・サポート・セ
ンターの運営を行いま
す。

13
子ども・子育て
支援事業計画策
定事業

子育て支援課

国が定める基本指針
に即し、市民ニーズを
踏まえた計画を策定
することで、子育て環
境の充実が図れる。

「子ども・子育て支援
法」に基づく「子ども・
子育て支援事業計
画」の策定を行う。

四街道市こどもプラン
～第２期子ども・子育
て支援事業計画～を
策定することができま
した。

休止

子ども・子育て支援事
業計画は５か年計画
であるため、次期計画
策定に着手するまで、
本事業は休止します。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
国の基準・指導のもと、国庫補助を受けて行っている事
業であり、幼児教育の充実と保護者の経済的負担の軽
減を図るために必要な事業です。

有効性 Ａ

保護者の経済的負担が適正に軽減され、幼児教育を受
けやすい環境が維持できています。
平成29年度より私立幼稚園等保護者負担軽減事業の
就園児補助金交付を事業内容に含めています。

効率性 Ａ
国の基準・指導のもと、国庫補助を受けて適正に実施し
ています。また、窓口業務の改善や必要な事務の電算
化により、効率的な事業の実施に努めています。

妥当性 Ａ
公立幼稚園がない当市では、幼児教育環境の充実と幼
児教育の向上を図るため、私立幼稚園等に対する支援
が必要です。

有効性 Ａ

令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化
に伴う低所得者層への補足給付事業の実施と合わせ
可能なものについて改廃をしました。その他について
は、私立幼稚園等に対して支援することで、幼児教育環
境の充実と幼児教育の向上に寄与しています。

効率性 Ａ
市規定により、適正に実施しているとともに、さまざまな
保育ニーズに対応できるよう、効率的に実施していま
す。

妥当性 Ａ
児童福祉法の規定に基づいて実施している事業である
ため必要な事業です。

有効性 Ａ
児童福祉法の規定に基づいて、適正な入所判定会議を
実施することで、適正に保育サービスの提供が図られて
います。

効率性 Ａ

児童福祉法の規定に基づいて行っている事業で適正に
保育サービスの提供を実施しています。また、窓口業務
の改善や必要な事務の電算化により、効率的な事業の
実施に努めています。

現行どおり

幼児教育環境の充実
と幼児教育の向上を
図るため私立幼稚園
等に対する支援を行
います。

18
保育所入所等管
理事業

保育課

保護者が保育の必要
な児童への保育サー
ビスの提供を受け、
就業などができる。

保育希望保護者との
面接、入所申請受
付、入所・退所決定、
延長保育決定などを
行う。管外保育所入
所希望者の場合は、
当該市町村長と入所
協議を行う。また、保
育料を決定し徴収業
務を行う。

適正な入所判定会議
の実施、事務処理に
より、円滑な業務運
営をすることができま
した。

現行どおり

保護者が保育の必要
な児童への保育サー
ビスの提供を受けられ
るよう、適正な入所判
定会議の実施、事務
処理により、円滑な業
務運営を行います。

17
私立幼稚園等運
営補助事業

保育課

私立幼稚園等の費用
負担の軽減を図るこ
とで幼児教育を受け
やすい環境ができて
いる。

私立幼稚園等設置者
に対し教材費補助金
（絵本や楽器、運動用
具などの学習指導に
必要な物品の購入・
修繕に対する補助）、
特別支援教育運営費
補助金（心身障害児
の受け入れに対する
補助）、預かり保育補
助金（延長保育や長
期休業期間における
保育の実施に対する
補助）、一時預かり事
業（幼稚園型）補助金
を交付する。

幼稚園の経営に対す
る経済的負担を軽減
し、充実した幼児教育
を実践することができ
ました。

16
私立幼稚園就園
奨励費等補助事
業

保育課

保護者の経済的負担
が軽減され、幼児教
育を受けやすい環境
が作られている。

就園奨励費（国庫）補
助事業の周知を図り、
申請受付・補助金交
付を行う。

就園児がいる保護者
の経済的負担を軽減
できました。

廃止

令和元年10月から開
始された幼児教育・保
育の無償化に伴い、
事業は廃止となりまし
た。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
法令に基づいて実施している事業であり、すべて公立保
育所での対応はできないため、私立保育園への委託は
必要です。

有効性 Ａ
児童福祉法に基づいて実施している事業であり、計画
的に保育施設を確保することで、待機児童対策に大きく
寄与しています。

効率性 Ａ
児童福祉法に基づき、国の交付金で財源を確保しなが
ら、民間保育所へ委託をすることにより、効率化ができ
ています。

妥当性 Ａ
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対
し、放課後等に適切な遊び及び生活の場を提供するこ
とで、健全育成を図るために必要な事業です。

有効性 Ａ
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対
し、放課後等に適切な遊び及び生活の場を提供するこ
とで、健全な育成に寄与しています。

効率性 Ａ
市の直営ではなく、事業の一部を業務委託により事業を
実施することで、効率的な事業に努めています。

妥当性 Ａ
安全で快適な保育環境を確保するために必要な事業で
す。

有効性 Ａ
施設・設備の維持管理に必要な最低限の業務を委託に
より実施しており、安全で快適な保育環境を確保するこ
とで保育サービスの充実につながっています。

効率性 Ａ
施設・設備の維持管理に必要な最低限の業務を委託に
より実施しており、効率的な実施に努めています。

現行どおり

安全で快適な保育環
境を確保するために引
き続き施設・設備の維
持管理業務を委託に
より実施します。

21
保育所管理運営
事業

保育課
入所児童が、清潔で
安全な保育を受けら
れる。

清掃、機械警備業務
など公立保育所の施
設・設備の維持管理
を行う。

各保育所における適
切な保育環境を確保
しました。

現行どおり

法令に基づいて実施し
ている事業であり、増
大する保育ニーズの
すべてを公立保育所
のみでは対応できない
ため、計画的な私立保
育園への委託を活用
します。

20
こどもルーム運
営事業

保育課

放課後家庭に保護者
がいない小学生がこ
どもルームで保育を
受けられる。

就労等により、昼間保
護者が家庭にいない
小学生の生活を守る
ため、放課後や夏休
みなどの学校休業日
に遊びや生活の場を
提供するこどもルーム
を運営する。

市社会福祉協議会に
運営を委託し、市内
19ルームで学童保育
を行うことにより、子
育て支援と児童の健
全育成に寄与しまし
た。

現行どおり

就労等により、昼間保
護者が家庭にいない
小学生等の生活を守
るため、放課後等に適
切な遊び及び生活の
場としてこどもルーム
を提供します。また、
業務委託により、適正
に事業を実施します。
また、令和元年度中に
２年度の児童数が定
員数を超過する見込
みであったルームにつ
いて、分割することに
より３ルームを新設し
22ルームとするととも
に、１ルームについて
別室を加えた運用をし
ます。さらに、３年度よ
り１ルームを新設運用
するための整備をしま
す。

19
保育所運営委託
事業

保育課

国の基準での運営費
を交付されることによ
り、充実した保育サー
ビスを受けられる。

保育所及び認定こど
も園等に対し、国で定
められた基準に基づ
き運営費を支出する。

児童を保育所等で教
育・保育することによ
り、子育て支援と児童
の健全育成をするこ
とができました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
私立保育園へ補助金を交付することで安定した運営が
図られ、さらには各種保育サービスの充実が保育ニー
ズにつながっているため必要な事業です。

有効性 Ａ
補助金を交付することで私立保育園の安定した運営が
図られるとともに、各種保育サービスの充実が図られて
います。

効率性 Ａ
公立保育所ですべての保育ニーズへの対応は不可能
であるため、私立保育園での各種保育サービスを効率
的に活用しています。

妥当性 Ａ
安全で良質な保育サービスの提供には保育所間等との
定期的な情報交換が必要です。

有効性 Ａ
適正かつ円滑な保育事業を実施するためには、市内各
保育園との連絡調整や他市との情報交換は諸事項を把
握するうえで効果的です。

効率性 Ａ
人件費以外の経費はありませんが、効率的な事業に努
めています。

妥当性 Ａ
他制度での預かりが困難な児童を対象としており、実施
機関が少ないため必要な事業です。

有効性 Ａ
医療機関への委託により専門性のある保育を実施し、
保護者の子育てと就労の両立を支援しています。

効率性 Ａ
民間への事業委託及び補助金の活用により効率的な
運営を実施しています。

23
保育所運営連絡
調整事業

保育課
保育所間の連携を図
り一体的な保育が実
施できている。

公立保育所及び私立
保育園間との連絡調
整及び千葉県保育行
政主管者協議会に参
加し、諸事項の検討と
情報交換を行う。

市内保育所(園)連絡
調整会議の開催や千
葉県保育行政主管者
協議会に参加するこ
とで、諸事項の検討と
情報交換を行いまし
た。

現行どおり

円滑な保育事業の実
施のため、市内各保
育園との連絡調整や
他市との情報交換を
引き続き定期的に実
施します。

現行どおり

市内医療機関への委
託により病児・病後児
保育を実施し、保護者
の子育てと就労の両
立を支援します。

24
病児・病後児保
育事業

保育課

子どもが無理なく体
力を取り戻せ、子育
てと就労の両立がさ
れている。

病気の回復期には至
らないが病状の急変
が認められない児童
又は病気の回復期に
ある児童の保育を、市
内医療機関の専用ス
ペースで実施する。

事業を市内医療機関
に委託し、専門性の
ある保育を実施しまし
た。

22
私立保育園運営
費等補助事業

保育課

運営支援を受けるこ
とで、充実した保育
サービスを受けられ
る。

私立保育園に要綱で
定められた補助金を
交付する。

私立保育園の安定し
た運営ができたことに
より、入所児童の健
全な保育が行われま
した。

現行どおり

通常保育以外の特別
保育への期待が高
まっていること、また、
公立保育所ですべて
の保育ニーズへの対
応は不可能であること
から、私立保育園を活
用した各種保育サービ
スを継続して提供して
いきます。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
公立幼稚園がない当市では、幼児教育環境の充実と幼
児教育の向上を図るため、私立幼稚園等に対する支援
が必要です。

有効性 Ａ
私立幼稚園等に対して支援することで、幼児教育の振
興に寄与しています。

効率性 Ａ 市規定により、適正に実施しています。

妥当性 Ａ
国の基準・指導のもと、国庫補助を受けて行っている事
業であり、幼児教育・保育の充実と保護者の経済的負
担の軽減をするために必要な事業です。

有効性 Ａ
保護者の経済的負担が適正に軽減され、幼児教育・保
育を受けやすい環境が維持できています。

効率性 Ａ
国の基準・指導のもと、国庫補助を受けて適正に実施し
ています。また、窓口業務の改善や必要な事務の電算
化により、効率的な事業の実施に努めています。

妥当性 Ａ
国の基準・指導のもと、国庫補助を受けて行っている事
業であり、保護者の経済的負担を軽減するために必要
な事業です。

有効性 Ａ
保護者の経済的負担が適正に軽減され、幼児教育・保
育を受けやすい環境が維持できています。

効率性 Ａ
国の基準・指導のもと、国庫補助を受けて適正に実施し
ています。また、窓口業務の改善や必要な事務の電算
化により、効率的な事業の実施に努めています。

現行どおり

令和元年10月より開
始された幼児教育・保
育の無償化の実施に
伴い、各施設事業者
において実費徴収を
行うことができるとされ
ている費用について一
定の低所得者及び第3
子以降を対象に費用
の一部を補助します。

27
実費徴収に係る
補足給付事業

保育課

幼児教育・保育の無
償化の実施に伴い、
低所得者及び第3子
以降を対象に実費徴
収に係る補足給付事
業を実施することで、
保護者の経済的負担
を軽減する。

新制度に移行してい
ない幼稚園において
実費徴収を行うことが
できるとされている、
食事の提供に要する
費用及び日用品、文
房具等の購入に要す
る費用等について、低
所得者世帯の子ど
も、第３子以降又は生
活保護世帯を対象に
費用の一部を補助す
る。

幼児教育・保育の無
償化の実施に伴い、
低所得者及び第３子
以降を対象に実費徴
収に係る補足給付事
業を実施することで、
保護者の経済的負担
を軽減できました。

現行どおり

市内の半数以上の私
立幼稚園等が合同で
行う幼児教育の振興
に関する事業に対して
補助を行います。

26
子育てのための
施設等利用給付
事業

保育課

幼児教育・保育の無
償化の実施に伴い、
子育てのための施設
等利用給付事業を実
施することで、施設等
利用保護者の経済的
負担を軽減する。

市が確認をした、子ど
ものための教育・保育
給付の対象である幼
稚園、特別支援学校
幼稚部、認可外保育
施設、預かり保育事
業、一時預かり事業、
病児・病後児保育事
業、子育て援助活動
推進事業を利用した3
歳から5歳までの子ど
も又は0歳から2歳ま
での住民税非課税世
帯の子どもであって、
保育の必要性がある
ものに、施設を利用し
た際に要する費用を
支給する。

幼児教育・保育の無
償化の実施に伴い、
子育てのための施設
等利用給付事業を実
施することで、施設等
利用保護者の経済的
負担を軽減できまし
た。

現行どおり

令和元年10月より開
始された幼児教育・保
育の無償化の実施に
伴い、支給要件を満た
した子どもが対象施設
を利用した際に要する
費用を支給します。

25
幼児教育振興費
補助事業

保育課

幼児教育の振興に資
する事業に対し補助
金を交付することによ
り幼児期教育の振興
ができる。

幼児教育の振興に資
する事業に対し補助
金を交付する。

幼稚園等の経営に対
する経済的負担を軽
減し、充実した幼児教
育を実践することが
できました。
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事業成果 事業の評価
事業の
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番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
地方自治法・児童福祉法・市の保育実施に関する条例
に基づいて実施しています。

有効性 Ａ
施設の維持管理及び環境整備を図ることで、乳幼児が
安全で安心できる施設となっています。

効率性 Ａ
早期に点検・修理の実施に努めており、子供たちが安
全に過ごせる施設となっています。費用も最小限に抑え
ることができています。

妥当性 Ａ
地方自治法・児童福祉法・市の保育実施に関する条例
に基づいて実施しています。

有効性 Ａ
保育所・家庭間の連携が円滑になり、保育所への信頼
感も高まり、市民が良質な保育サービスを受けていま
す。

効率性 Ａ

保育ニーズは多く、公立保育所として多様な保育サービ
スの充実に努めるなどの役割があります。保育所の全
体的な計画を柱に発達過程を踏まえた年齢ごとの指導
計画に沿って保育を実施しており、子ども達も健全にす
くすく成長しています。

妥当性 Ａ

地方自治法・児童福祉法・市の保育実施に関する条例
に基づいて実施しています。また、アレルギー疾患対策
基本法に基づきアレルギー疾患の重症化の予防及び症
状の軽減に資するため、アレルギーを持つ子への適切
な対応を図っています。

有効性 Ａ
栄養バランスを考慮した、新鮮で安全な食材を衛生的に
調理し提供することにより、児童の健やかな成長を促進
することができています。

効率性 Ａ

児童の健康状態・栄養状態への配慮は、現在の実施方
法が最適であり、多様化する食物アレルギーを持つ児
童へ適切に対応するためにはコストや人件費を削減す
ることは難しいと考えられます。

現行どおり

子育てをめぐる問題が
増加している中で、地
域子育て支援拠点の
一つとして、公立保育
所の機能を発揮してい
きます。

30
中央保育所給食
運営事業

保育課
中央保育所

安全かつ栄養バラン
スのとれた給食を食
べることができてい
る。

安全かつ栄養バラン
スのとれた昼食や補
食を提供する。給食
室を安全に管理する。

安全かつ栄養バラン
スのとれた昼食や補
食を提供することが
できました。
(令和元年10月から幼
児教育・保育の無償
化が開始されたこと
に伴い、３歳以上児
の給食費を徴収して
います。)

現行どおり

安全かつ栄養バラン
スのとれた昼食や補
食を提供し、給食室を
安全に管理します。

29
中央保育所保育
運営事業

保育課
中央保育所

保育所・家庭間の連
携が円滑になり、保
育所への信頼感も高
まり、市民が良質な
保育サービスを受け
ている。

子ども・子育て支援法
に基づき保育を必要
とする乳幼児（０～５
歳児）の保育を行い、
その健全な心身の発
達を図るとともに子ど
もの保護者に対する
育児支援や指導を行
う。通常保育に加えて
時間外保育や障害児
保育も実施する。

子ども・子育て支援法
に基づき保育を必要
とする乳幼児(０～５
歳児）の保育を行い、
その健全な心身の発
達を図るとともに子ど
もの保護者に対する
育児支援や指導を行
いました。また、通常
保育に加えて時間外
保育や障害児保育も
実施しました。

28
中央保育所施設
維持管理事業

保育課
中央保育所

施設を適切に管理す
ることにより、保育所
を利用するすべての
人々が安全に施設を
利用している。

保育における施設管
理及び環境整備を図
り、安全かつ過ごしや
すい環境を整備する。

保育における施設管
理及び環境整備を図
り、安全かつ過ごしや
すい環境を整備しま
した。

現行どおり

入所乳幼児の安全に
対する配慮は不可欠
であり、断続的かつ適
切な施設の維持管理
及び環境整備を行い
ます。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 健康こども部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
地方自治法・児童福祉法・市の保育実施に関する条例
に基づいて実施しています。

有効性 Ａ
施設の維持管理及び環境整備を図ることで、乳幼児が
安全で安心できる施設となっています。

効率性 Ａ
早期に点検・修理の実施に努めており、子どもたちが安
全に過ごせる施設となっています。費用も最小限に抑え
ることができています。

妥当性 Ａ

地方自治法・児童福祉法・市の保育実施に関する条例
に基づいて実施しています。業務委託契約に基づき連
絡を密にし、本園との事業の整合を図り適切に運営して
います。

有効性 Ａ

入所者も安定し、学校の余裕教室を活用し、小規模な
がらも活発に活動しています。分園と家庭間の連携が
円滑になり、分園への信頼感も高まり市民が良質な保
育サービスを受けられています。

効率性 Ａ
入所者もほぼ定員数と安定し、学校との連携を取りなが
ら効率的な運営に努めるなど、分園としての良さを発揮
しています。

妥当性 Ａ
地方自治法・児童福祉法・市の保育実施に関する条例
に基づいて実施しているものです。

有効性 Ａ
栄養バランスを考慮した、新鮮で安全な食材を衛生的に
調理し提供することにより、児童の健やかな成長を促進
することができています。

効率性 Ａ

児童の健康状態・栄養状態への配慮は、現在の実施方
法が最適であり、多様化する食物アレルギーを持つ児
童へ適切に対応するためにはコストや人件費を削減す
ることは難しいと考えられます。

現行どおり

安全かつ栄養バラン
スのとれた昼食や補
食を提供し、給食室を
安全に管理します。

33
分園給食運営事
業

保育課
中央保育所

安全かつ栄養バラン
スのとれた給食を食
べることができてい
る。

安全かつ栄養バラン
スのとれた昼食や補
食を提供する。給食
室を安全に管理する。

安全かつ栄養バラン
スのとれた昼食や補
食を提供することが
できました。

現行どおり

入所乳幼児の安全に
対する配慮は不可欠
であり、断続的かつ適
切な施設の維持管理
及び環境整備を行い
ます。

32
分園保育運営事
業

保育課
中央保育所

保育所（分園）・家庭
間の連携が円滑にな
り、保育所（分園）へ
の信頼感も高まり、
市民が良質な保育
サービスを受けてい
る。

子ども・子育て支援法
に基づき保育を必要
とする幼児（２～５歳
児）の保育を行い、そ
の健全な心身の発達
を図るとともに子ども
の保護者に対する育
児支援や指導を行う。
通常保育に加えて時
間外保育も実施する。

子ども・子育て支援法
に基づき保育を必要
とする幼児(２歳児～
５歳児）の保育を行
い、その健全な心身
の発達を図るとともに
子どもの保護者に対
する育児支援や指導
を行いました。また、
通常保育に加えて時
間外保育や障害児保
育も実施しました。

現行どおり

幼児の健全な心身の
発達を図るとともに、
子どもの保護者に対
する育児支援や指導
を行います。

31
分園施設維持管
理事業

保育課
中央保育所

施設を適切に管理す
ることより、保育所
（分園）を利用するす
べての人々が安全に
施設を利用している。

保育における施設管
理及び環境整備を図
り、安全かつ過ごしや
すい環境を整備する。

保育における施設管
理及び環境整備を図
り、安全かつ過ごしや
すい環境を整備しま
した。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 健康こども部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
地方自治法・児童福祉法・市の保育実施に関する条例
に基づいて実施しています。

有効性 Ａ
施設の維持管理及び環境整備を図ることで乳幼児が安
全で安心できる施設となっています。

効率性 Ａ
早期に点検・修理の実施に努めており、子どもたちが安
全に過ごせる施設となっています。費用も最小限に抑え
ることができています。

妥当性 Ａ
地方自治法・児童福祉法・市の保育実施に関する条例
に基づいて実施しています。

有効性 Ａ
保育所・家庭間の連携が円滑になり、保育所への信頼
感も高まり、市民が良質な保育サービスを受けていま
す。

効率性 Ａ

保育ニーズは多く、公立保育所として、多様な保育サー
ビスの充実に努める等の役割があります。保育所の保
育課程を柱に発達過程を踏まえた年齢ごとの指導計画
に沿って保育を実施しており子ども達も健全にすくすく成
長しています。

妥当性 Ａ
児童福祉法に基づいて実施しています。核家族化や少
子化により子育て支援を必要としている市民に対し、支
援を行っています。

有効性 Ａ
保護者同士の交流や乳幼児の遊び場の提供、及び育
児相談等を実施することで、保護者の子育てに対する
負担、育児不安等の軽減につながっています。

効率性 Ａ
地域の子育て支援の拠点としてPR活動を行い、利用し
やすいよう、事業展開を図っています。

現行どおり

地域の子育て家庭に
保育所所庭を開放し、
安全な遊び場の提供
をします。

36
千代田保育所保
育運営事業（子
育て支援事業）

保育課
千代田保育所

保護者同士の交流、
や乳幼児の遊び場及
び育児相談ができる
場を利用することで、
子育てに対する身体
的・精神的負担、育
児不安等が軽減され
る。

地域の子育て家庭に
保育所所庭を開放し、
安全な遊び場の提供
をする。

地域の子育て家庭に
保育所所庭を開放
し、安全な遊び場の
提供をしました。
（新型コロナウイルス
感染症対策として、３
月６日より休止しまし
た。）

35
千代田保育所保
育運営事業（通
常保育事業）

保育課
千代田保育所

保育所・家庭間の連
携が円滑になり、保
育所への信頼感も高
まり、市民が良質な
保育サービスを受け
ている。

子ども・子育て支援法
に基づき保育を必要
とする乳幼児（０歳～
５歳児）の保育を行
い、その健全な心身
発達を図るとともに、
子どもの保護者に対
する育児支援や指導
を行う。　通常保育に
加えて時間外保育や
障害児保育も実施す
る。

子ども・子育て支援法
に基づき保育を必要
とする乳幼児（0歳～5
歳児）の保育を行い、
その健全な心身発達
を図るとともに、子ど
もの保護者に対する
育児支援や指導を行
いました。また、通常
保育に加えて、時間
外保育も実施しまし
た。

現行どおり

子育てをめぐる問題が
増加している中で、地
域子育て支援拠点の
一つとして、公立保育
所の機能を発揮してい
きます。

34
千代田保育所施
設維持管理事業

保育課
千代田保育所

施設を適切に管理す
ることにより、保育所
を利用するすべての
人々が安全に施設を
利用している。

保育における施設管
理及び環境整備を図
り、安全かつ過ごしや
すい環境を整備する。

保育における施設管
理及び環境整備を図
り、安全かつ過ごしや
すい環境を整備しま
した。

現行どおり

入所乳幼児の安全に
対する配慮は不可欠
であり、継続的かつ適
切な施設の維持管理
及び環境整備を行い
ます。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 健康こども部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ

児童福祉法及び保育所保育指針・四街道市一時保育
事業実施規則に基づいて実施しています。核家族化、
地域関係の希薄化などから、特別保育等のニーズは高
いです。

有効性 Ａ
育児に伴う保護者の心理的及び肉体的負担の軽減を
図るためサービスの提供を行っています。

効率性 Ａ
保育サービスの質を低下させることなく、適正な職員体
制で行っています。

妥当性 Ａ

地方自治法・児童福祉法・市の保育実施に関する条例
に基づいて実施しています。また、アレルギー疾患対策
基本法に基づき、アレルギー疾患の重症化の予防及び
症状の軽減に資するため、アレルギーを持つ子への適
切な対応を図っています。

有効性 Ａ
栄養バランスを考慮した新鮮で安全な食材を衛生的に
調理し提供することにより、児童の健やかな成長を促進
することができています。

効率性 Ａ

児童の健康状態・栄養状態への配慮は、現在の実施方
法が最適であり、多様化する食物アレルギーを持つ児
童へ適切に対応するためにはコストや人件費を削減す
ることは難しいと考えられます。

妥当性 Ａ

少子高齢社会において、子育て支援事業や生活習慣病
予防事業の必要性は高くなる一方であり、健康増進法
第3条により、市はその対応に携わる者の資質向上に努
める必要があります。

有効性 Ａ

保健医療にかかる地方事務の増大と課題は圏域市町
村で共通するものがあり、研修等に参加し得られた知識
や情報により、市の保健事業の改良改善、市民サービ
スの向上に寄与しています。

効率性 Ａ
事業内容は県及び印旛郡市の負担金審議会において
審議されています。負担金は規約に基づき人口割・会員
数割などで算出されています。

39
保健活動地域連
携事業

健康増進課

各市町村共通の保健
事業のよりよい事業
展開が図られること
により、市民の健康
増進に役立ってい
る。

市町村保健活動に携
わる者の連携強化・
資質向上を図る事業
に対する補助金・負担
金を交付する。

地域保健活動に関す
る事業を推進するた
めに必要な環境の維
持、整備ができまし
た。

現行どおり

給食室を衛生的に管
理し、安全かつ栄養バ
ランスのとれた昼食や
補食の提供を行いま
す。

38
千代田保育所給
食運営事業

保育課
千代田保育所

安全かつ栄養バラン
スのとれた給食を食
べることができてい
る。

安全かつ栄養バラン
スのとれた給食や補
食を提供する。給食
室を安全に管理する。

給食室を衛生的に管
理し、安全かつ栄養
バランスのとれた昼
食や補食の提供を行
いました。
(令和元年10月から幼
児教育・保育の無償
化が開始されたこと
に伴い、３歳以上児
給食費を徴収してい
ます。)

現行どおり

負担金審議会等に基
づく負担金の支出を行
うとともに、県内市町
村との連携・研修に積
極的に参加し、得られ
た知識や情報を、当市
の保健活動に活用し
ていきます。

37
千代田保育所保
育運営事業(一
時保育事業）

保育課
千代田保育所

ニーズに合った保育
サービスを利用する
ことで育児負担が軽
減される。

子どもの保護者に対
する育児支援や指導
を行うとともに、乳幼
児の健全な心身発達
を図る。

子どもの保護者に対
する育児支援や指導
を行うとともに、乳幼
児の健全な心身発達
を促すことができまし
た。
（令和２年１月４日か
ら保育士不足により、
事業を休止しまし
た。）

現行どおり

核家族化、地域関係
の希薄化などから、特
別保育などのニーズ
は高いと思われます。
引き続き市民ニーズに
応え、事業を行ってい
きます。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 健康こども部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ

救急医療体制の整備や広域災害への備えなど広域で
対応が必要な課題のほか、複雑化する保健事業の安
全・円滑な実施には、医師会、歯科医師会など関係機
関との連携・協力が不可欠です。

有効性 Ａ
各団体の活動により、市が行う保健事業等への円滑な
協力が得られるとともに、市民の疾病予防と健康増進を
図っています。

効率性 Ａ
事業内容は県及び印旛郡市の負担金審議会で審議さ
れているほか、協定や補助金交付要綱等に基づき交付
しています。

妥当性 Ａ

特定建築物として各種法定点検が必要です。また、市
民の健康づくり、保健事業の拠点として多くの市民が利
用しており、施設の老朽化に伴い、快適性の維持、安全
管理が必要です。

有効性 Ａ
各種点検、修繕等を行い、市の保健事業の最大にして
唯一の拠点である保健センターを、衛生的、安全に管理
できています。

効率性 Ａ

通年業務については、本庁舎管理と協力し可能な限り
一括契約等により経費縮減に努めています。建物が築
30年を超え、維持管理のコストが増加していくことが見
込まれます。

妥当性 Ａ

医療法および県保健医療計画に基づき、市が公設診療
所で初期救急医療を確保することにより、市民が安心し
て適正な救急診療を受けられる体制の維持を図る必要
があります。

有効性 Ａ
診療や電話相談対応により、急病時の苦痛や不安の軽
減とともに、繁忙期には、２次救急医療機関の負担軽減
につながっています。

効率性 Ａ
初期救急医療であるため医療設備等は必要最小限で
運営しており、医師会、薬剤師会の協力を得ながら必要
最低限の経費で維持管理を行っています。

現行どおり

適正な保守、点検によ
り改善箇所を検出しま
す。修繕、改修等の実
施は、優先順位をつ
け、大きなものは計画
的に行っていきます。
また、可能な限り本庁
舎管理との一括契約
や同一業者に委託す
る等により経費縮減に
努めます。

42
休日夜間急病診
療所事業

健康増進課

休日夜間急病診療所
業務が円滑に遂行さ
れることにより、市民
が休日夜間における
適切な一次診療を受
けている。

医師会等の協力によ
り、日曜・祝日及び年
末年始の夜間に市保
健センター内に休日
夜間急病診療所を開
設し、急病患者の応
急診療を行う。

地区医師会・市薬剤
師会等の従事協力に
より初期診療業務を
運営することができま
した。

現行どおり

救急医療機関は、経
常的に存在することで
市民の安心につなが
り、また、新型インフル
エンザのような急激な
患者の発生に際し、初
期救急医療を確保す
ることは市の役割であ
ることから、平常時か
ら基本的な診療体制
を整備しておく必要が
あるため、継続して運
営します。

41
保健センター管
理運営事業

健康増進課

保健センターを衛生
的、安全に管理し、利
用者が安心して利用
している。

市民の生活に密着し
た保健サービスの拠
点となる保健センター
の保守・保安管理、施
設・設備の維持管理
を行う。

施設管理等委託、施
設老朽箇所の工事や
修繕により、安全で安
定した施設運営が行
え、良好な使用環境
を整えることができま
した。

40
保健医療体制整
備事業

健康増進課

各団体の保健医療活
動の実施により、市
民の健康増進、健康
危機対策が図られ
る。

保健医療に関する活
動に対する補助金・負
担金を交付する。

広域的な診療体制の
整備や災害時の医療
救護設備の整備等に
より、保健医療体制
の維持、整備ができ
ました。

現行どおり

県及び印旛郡市の負
担金審議会のほか、
協定や市補助金交付
要綱等に基づき負担
金等を交付します。
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令和元年度

妥当性 Ａ

市民の健康づくりのために実施する保健事業の効率的
な運営や、効果的な事業企画等に反映させるための
データ管理であり、健康増進法第三条に基づき、市の施
策として実施しています。

有効性 Ａ

経年的なデータ管理により、個人及び集団の傾向が把
握できます。また、各種保健事業数、対象者・利用者数
とも年々増加しており、その膨大なデータの処理に欠か
せないシステムです。

効率性 Ａ

サーバを保有せず、パッケージソフトをASPサービスで
使用することにより、経費の節減ができています。また、
母子保健情報の利活用に向け、他市町村との情報連携
に対応したシステム改修ができました。

妥当性 Ａ
健康増進法および市民の健康づくりの指針である健康
よつかいどう21プランに基づき実施される健康づくりの
施策として必要な事業です。

有効性 Ａ

第２次プランに位置づけられた、各種健康づくり施策を
実施しました。市民の健康に対する意識の向上と、健康
行動への動機づけを目的としたインセンティブ事業や、
市のイベントを利用しての健康情報の提供、健康課題
の多い性・年代別に教室の開催など、様々な手法を用
いて事業を展開しています。

効率性 Ａ
事業の実施にあたり、評価を行いながら、効果的な健康
づくり施策を展開しています。

妥当性 Ａ

市と市民のパイプ役、市民協同の担い手としての意味
合いを持つ活動団体で、市民のニーズを踏まえた活動
を行うことで、地域への健康意識の高揚や知識の普及
につながっています。

有効性 Ａ

活動を行う中、保健推進員自身も健康について学ぶ場
や振り返る機会となっています。健康情報提供を行って
いくことで、保健推進員から、家族、近隣、地域へと健康
づくりの取り組みが広がっています。

効率性 Ａ
健康づくりの推進のため、５中学校区毎に活動を行って
います。地域と行政をつなぐ役割を担い、地域の健康水
準の向上を目指しています。

現行どおり

保健推進員自ら健康
的な生活を心がけ、市
民のニーズの把握や
地域の状況に応じた
活動を行いながら、市
と市民とのパイプ役と
して活動を行います。
また、市民に、保健推
進員の活動について、
周知します。
令和３年度の保健推
進員の選出に向けて、
準備を進めていきま
す。

45 保健推進員事業 健康増進課

市民の健康に関する
意識の向上、健康の
保持増進に役立て
る。

自治会からの推薦が
あった人（40人以内）
を市長が委嘱し、行政
と市民とのパイプ役、
地域の身近な相談役
として活動する。市内
5中学校区に分かれ
て活動を行う。

令和元年度に38人を
委嘱し、健康づくり活
動の知識を得た上
で、行政と市民とのパ
イプ役として活動し、
健康づくりの実践活
動を広めました。

現行どおり

市民の健康づくりに寄
与する事業運営を行う
ため、データを蓄積
し、その有効活用がで
きるよう、各職員の研
鑽をすすめます。

44
健康よつかいど
う２１プラン推進
事業

健康増進課

多くの市民が各種健
康づくり事業を利用
し、自らの主体的な
健康づくりに役立てて
いる。

健康づくりの指針であ
る「健康よつかいどう
21プラン」の推進のた
めの啓発活動、各種
健康づくり施策を実施
するとともに実施状況
の管理を行う。

「第２次健康よつかい
どう21プラン」に基づく
各種事業の実施や、
プラン推進のための
啓発として、市政だよ
りやホームページ、市
のイベントを活用し幅
広い年齢層に対して
健康情報を提供しま
した。また、インセン
ティブ事業、よい歯の
コンクール、市民公開
講座の共催、「健康な
まちづくり市民講座」
OBによる自主グルー
プ活動の支援を行い
ました。

現行どおり

「第２次健康よつかい
どう21プラン」の推進
のための啓発活動、
各種健康づくり施策を
実施するとともに実施
状況の管理を行いま
す。

43
健康データ管理
事業

健康増進課

データを活用した適
切な保健事業や健康
情報の提供が受けら
れることにより、市民
がより健康な生活を
送れている。

保健事業の対象者や
受診者のデータを経
年管理し、効率的な
事業運営を行うととも
に、結果を分析し事業
企画等に反映させる。

各種保健事業の勧奨
通知や結果通知など
の円滑な実施と、統
計報告等のデータ処
理業務を効率的に行
うことができました。
また、デジタル手続法
の改正に伴う母子保
健情報の利活用に向
けたシステム改修が
できました。
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令和元年度

妥当性 Ａ

市町村の責務として、健康増進法や自殺対策基本法に
基づき保健事業を実施しています。生活習慣病の予
防、その他心身の健康に関する正しい知識の普及によ
り、「自分の健康は自分で守る」という健康意識の向上
や、健康の保持増進に取り組んでいます。

有効性 Ａ
さまざまな健康度の市民に対し、健康度に合わせた手
法を用いて事業を実施し、市民の健康意識の向上や健
康の保持増進につながっています。

効率性 Ａ

生活習慣病予防と健康意識の向上のために、既存の保
健事業を利用して広く健康情報を提供したり、生活習慣
病予備群などハイリスク者へ働きかける等、様々な手法
を組み合わせ保健事業を実施しています。

妥当性 Ａ

健康増進法第19条の２、がん対策基本法第４条、千葉
県乳がん検診ガイドラインに基づき実施しています。疾
病の早期発見、早期治療に結びつけることができるよう
各種検診の実施は必要です。

有効性 Ａ
検診の内容は国の指針などの基準を踏まえて実施して
います。検診の種類は、集団・個別検診とも目標とする
検診を実施できています。

効率性 Ａ

集団検診と個別検診を選択でき、集団検診では土曜日
実施等、市民の利便性を図っています。感染症予防事
業費等国庫補助金・千葉県健康増進事業費補助金を活
用しています。別々に送付していた検診通知を元年度
から一括送付できるようにしました。

妥当性 Ａ
予防接種法に基づき実施が義務付けられている定期の
予防接種を継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ
基本的に予防接種法に基づき実施します。疾病予防に
寄与できる接種率を保持するよう、また、過誤なく接種で
きるように医療機関や市民に周知しています。

効率性 Ａ

Ａ類疾病の予防接種は９割、Ｂ類疾病は３割程度を地方
交付税で手当てされています。Ｂ類疾病の高齢者等イ
ンフルエンザ・肺炎球菌ワクチンは被接種者に一部負担
金があります。

現行どおり

市民の健康保持増進
を目的とした各種検診
等は今後も継続して実
施していきます。疾病
の予防・早期発見・早
期治療、市民が健康
な生活を送れるよう受
診勧奨を続けます。
再勧奨通知の送付や
対面での勧奨を行って
いきます。

48 予防接種事業 健康増進課

市民が予防接種を安
全に受けることがで
き、感染症を予防し、
健康で快適な生活を
送れている。

市民を対象に予防接
種法に基づく定期予
防接種及び感染症の
流行等に伴い必要な
任意予防接種を行う。
感染症予防のための
啓発、予防策につい
ての普及活動を実施
する。感染症発生時
は「感染症の予防及
び感染症の患者に対
する医療に関する法
律」に基づく県の依頼
要請等を受けて対応
する。

新型コロナウイルス
感染症等の予防情報
等をホームページに
掲載・更新、地区回
覧、チラシポスターの
施設への配置をしま
した。各種予防接種
の実施と対象者への
周知を行いました。緊
急風しん対策として
の予防接種費用の助
成申請が21件あり、
骨髄移植等特別の理
由により、免役が消
失した未成年者の再
接種費用の助成申請
はありませんでした。

現行どおり

感染症予防に関する
普及啓発を、随時実施
していきます。県内統
一の予診票を導入し、
過誤を防ぐ体制づくり
をします。緊急風しん
対策としての、予防接
種費用の助成を継続
します。骨髄移植等特
別の理由により、免疫
が消失した未成年者
の再接種費用を助成
します。また、ロタウイ
ルスワクチンの定期接
種を10月から開始しま
す。

47 検診事業 健康増進課

検（健）診を受け、疾
病の予防・早期発見・
早期治療を行い、市
民が健康な生活を送
れている。

市民の健康保持増進
を目的とし、各種がん
検診や骨粗しょう症検
診等を行う。

各種検診を実施し、
疾病やがんの発見、
早期治療、検診を受
けることによる健康意
識の向上に寄与する
ことができました。そ
の人が年度内に受け
られる検診を一覧に
まとめた受診券と問
診票等を一括で送付
しました。通知を送付
したものの受診してい
ない人に、特性や時
期に合わせて再通知
を送付し、受診勧奨し
ました。

46 成人保健事業 健康増進課
市民が健康に関する
情報を得て、生活習
慣が改善される。

生活習慣の改善及び
健康意識の向上を図
るため、健康増進法、
自殺対策基本法に基
づき、市民の健康保
持増進と疾病予防の
ための健康教育・健
康相談事業等を行う。

各種教室や健康相
談、集団検（健）診の
待合を利用した健康
教育の実施等によ
り、多くの市民に生活
習慣病予防と栄養、
歯の大切さ等につい
て啓発することができ
ました。また、市民向
け講演会や、自殺対
策連絡会議などを開
催し、市民の心の健
康づくりや自殺対策
に取り組みました。

現行どおり

生活習慣の改善及び
健康意識の向上のた
め、健康増進法、自殺
対策基本法に基づき、
市民の心身の健康保
持増進と疾病予防の
ための、健康教育・健
康相談事業等を継続
して実施していきま
す。
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令和元年度

妥当性 Ａ

主に母子保健法に基づいた事業で、市町村が実施主体
となります。時代背景として親子の孤立やステップファミ
リー等複雑な家庭環境の増加に伴う虐待予防の観点か
らもニーズが増大しており、必要性の高い事業です。

有効性 Ａ
切れ目ない子育て支援を行うため、様々な母子保健事
業を展開する中で、妊娠期から子育て期のきめ細やか
な支援を継続しています。

効率性 Ａ
転入により対象者の増加した、３歳６か月児健診の回数
を増やすことで、受診者の待ち時間を軽減し、相談の充
実ができました。

妥当性 Ａ
ことばの相談は保健・福祉・療育分野に関わる、必要性
の高い事業です。

有効性 Ａ

幼児の育ちや親子関係の相談を、言語聴覚士と心理士
が育児支援の枠内で行うことで、保護者の経済的負担
なく、心理的負担の少ない方法で気軽に相談でき、早期
に必要な支援を行うことができています。

効率性 Ａ
言語聴覚士が１名で個別相談時間の確保が限られてい
るため、必要時に関係機関と連携を取り、保育園や幼
稚園等、集団の場での支援も行っています。

妥当性 Ａ
国民健康保険法で定められている事業であり、健全で
安定的な国保運営をするためには必要な事業です。

有効性 Ａ
レセプトの2次点検による医療費の適正化、被保険者資
格の適正化及び運営協議会の開催について、成果目標
を達成でき、一定の効果を得られています。

効率性 Ａ
必要な事務の電算化や委託化により、効率的な事業の
実施に努めています。

51 国保運営事業 国保年金課

医療費の適正化を図
ることで、保険者及び
被保険者の医療費負
担軽減になっている。
適正な資格審査及び
資格管理を行うこと
で、被保険者が安心
して医療を受けられ
ている。

資格管理及び被保険
者証交付事務などの
電算化、被保険者資
格の適正化、退職被
保険者等資格の適正
化、医科・歯科レセプ
ト及び柔道整復療養
費申請書の２次点検
による医療費の適正
化、国保運営協議会
の開催を行う。

業務委託により、レセ
プトの2次点検を行
い、医療費の適正化
を行いました。
被保険者資格の適正
化を行いました。
運営協議会を開催
し、国保運営の重要
事項について審議し
ました。

現行どおり

被保険者の資格点検
及び退職被保検者等
の適用適正化の強
化、レセプトの２次点
検による医療費の適
正化を図り、引き続き
適正かつ安定的な運
営を実施します。

現行どおり

妊娠期から子育て期
までの切れ目のない
支援を行います。孤立
した家庭、複雑な家庭
環境等のハイリスク
ケースの支援に、関係
機関と連携して取り組
みます。

50
ことばの相談事
業

健康増進課

ことばの発達の遅
れ、またはその疑い
がある児童及び保護
者が、個別相談を受
け、関係機関の支援
等を受けることで育
児不安が軽減でき
る。

ことばの個別指導・相
談、関係機関との連
携、小学校への引継
ぎなどを行う。

個別相談や関係機関
との連携を図り、こと
ばを含めた育ちの発
達支援に努め、また、
ニーズに応じて受診
相談や療育相談を行
うことにより、育児不
安の軽減につながり
ました。

現行どおり

就学前にお子さんを持
つ市民の、子どもの育
ちに関する不安や心
配に対し、他機関と連
携しながら対応するこ
とで親子関係の安定を
図り、家族の健康度を
保ちます。

49 母子保健事業 健康増進課

親子支援を通して、
親が育児不安・負担
を解消し、健やかな
子育てができている。

健康の保持増進、育
児支援のため、妊産
婦、乳幼児を対象に
相談、健診、各種教
室等の開催、家庭訪
問等を行う。

専門職による妊婦全
員面接を実施し、毎
月の妊婦支援会議と
支援評価会議を実施
しました。特に支援の
必要なケースには各
種教室や個別での支
援を行いました。ま
た、３歳６か月児健診
の回数を１８回から２
２回に増加し、転入に
よる対象者の増加に
対応しようとしました
が、コロナウイルス感
染症の拡大で20回の
実施となりました。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 健康こども部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
国民健康保険法で定められている事業であり、被保険
者が一定の負担で安定的な医療サービスを受けるうえ
で必要な事業です。

有効性 Ａ
適正な保険給付をすることで、必要な医療サービスが受
けられ、被保険者の負担軽減につながります。

効率性 Ａ

レセプトの審査、支払事務を委託にすることにより、事務
の軽減につながり、適正化・効率化を行います。また、
必要な事務の電算化により効率的な事業の実施に努め
ています。

妥当性 Ａ

特定健康診査・特定保健指導については国民健康保険
法第82条で定められている事業であり、被保険者の健
康保持増進、健全で安定的な事業運営のため必要な事
業です。

有効性 Ａ

特定健診の結果から、積極的支援と動機付け支援に該
当する者に保健師や管理栄養士など、専門職による継
続的な支援を行い、被保険者の生活習慣の改善を図る
ことで被保険者の健康保持、疾病予防が図られていま
す。

効率性 Ａ
引き続き補助金を活用し、効果的な保健事業を展開す
ることで、受診率向上に努めます。

妥当性 Ａ
地方税法に定める規定と国保税条例に基づく事業で
す。加入世帯の員数・所得に応じて国保税を賦課徴収
するもので、負担の公平性から必要な事業です。

有効性 Ａ
被保険者の世帯員数・所得状況を適切に把握し、適正
な保険税賦課を行います。また、滞納整理等の実施に
より収納率向上が図られています。

効率性 Ａ
市税等収納向上対策本部において計画した、効果的か
つ効率的な徴収対策を実施しています。

54
国保税賦課徴収
事業

国保年金課

適正な賦課及び徴収
により被保険者が公
平に保険税を負担し
ている。

国民健康保険被保険
者に対する保険税の
賦課徴収を行う。

市税等収納向上対策
本部による滞納整理
並びに国保税収納員
による収納事務を実
施しました。

53 国保保健事業 国保年金課

保健事業を展開する
ことにより、医療費の
抑制を図り、健全で
安定的な運営を行っ
ている。被保険者の
健康保持及び疾病予
防が自己の医療費負
担の軽減になってい
る。

40歳以上の国民健康
保険の被保険者に対
し、メタボリックシンド
ローム等生活習慣病
を中心とした疾病予防
を目的とする特定健
康診査・特定保健指
導を行う。疾病の早期
発見のために人間ドッ
クの受検費用に対し、
助成を行う。

被保険者に対し、特
定健康診査・特定保
健指導及び、短期人
間ドック助成事業を行
い、医療費の負担軽
減と被保険者の健康
保持増進に努めまし
た。

現行どおり

引き続き被保険者に
対し、特定健康診査・
特定保健指導及び、
短期人間ドック助成事
業を行います。
また、受診勧奨を行
い、受診者を増やすこ
とで疾病の予防・早期
発見・早期治療につな
げ、また、糖尿病性腎
症重症化予防事業を
行い、さらなる医療費
の負担軽減と被保険
者の健康保持増進に
努めます。

現行どおり

ホームページ等を活
用し、口座振替の勧奨
やコンビニ納付の推進
を図るとともに、電子
収納の導入について
検討を行います。ま
た、期別毎の督促状
及び年2回の催告書を
送付し速やかな納付を
促します。

52 国保給付事業 国保年金課

保険者が医療費など
適正な負担をするこ
とにより、被保険者が
一定の負担で安定的
な医療サービスを受
けられている。

国保連合会から請求
された保険者負担分
及び診療報酬審査手
数料を支払う。
被保険者が申請した
療養費、高額療養
費、高額介護合算療
養費、出産育児一時
金、葬祭費などを支払
う。

被保険者に対して、
適正な保険給付を行
い、負担の軽減につ
ながりました。

現行どおり

国保連合会に診療報
酬審査手数料を支払
うことで、適正かつ効
率的な事業運営を行
います。被保険者が一
定の負担で安心して
医療サービスが受けら
れるよう適正な保険給
付を行います。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 健康こども部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
還付・充当は地方税法に定められているものであり必要
な事業です。

有効性 Ａ
還付・充当を的確に処理することで納税者の税負担の
公平性が図られます。

効率性 Ａ
充実した電算化により的確に課税が管理され、結果とし
て過誤納による還付充当も効率的となっています。

妥当性 Ａ
高齢者の医療の確保に関する法律第４８条及び千葉県
後期高齢者医療広域連合規約第４条別表第１に掲げる
事務であるため必要です。

有効性 Ａ

高齢者の医療の確保に関する法律第４８条及び千葉県
後期高齢者医療広域連合規約第４条別表第１に掲げる
事務であり、被保険者の申請手続きの利便性が図られ
ています。

効率性 Ａ
高額療養費支給申請書や基準収入申請書など各種申
請書の窓口での受付及び保険証の郵送により被保険
者の利便性に努めています。

妥当性 Ａ
短期人間ドックを受検することにより、生活習慣の見直
しや疾病の早期発見ができ、早期治療及び医療費の抑
制につながるため必要な経費です。

有効性 Ａ

短期人間ドック受検料を助成することで、被保険者が負
担する受検料が軽減されるとともに、被保険者の健康
保持の増進、疾病の早期発見、早期治療が期待されま
す。

効率性 Ａ
千葉県後期高齢者医療広域連合からの補助金が令和
３年度から廃止されるため、助成額の見直しの検討が
必要です。

現行どおり

被保険者の利便性を
図り、安心して医療が
受けられるよう実施し
ていきます。

57
長寿・健康増進
事業助成事業

国保年金課

短期人間ドックを受
検することにより、生
活習慣の見直しや疾
病の予防・早期発見
が可能となり、健康
保持が増進され医療
費抑制に繋がる。

短期人間ドック受検料
の助成を行う。

短期人間ドック受検
料の助成を行い健康
保持の増進を行うこと
ができました。

現行どおり

短期人間ドック受検料
の助成を行うことで、
疾病を予防・早期発見
でき、医療費抑制にも
繋がるため、関係機関
と連携を図ります。
また、令和３年度から
千葉県後期高齢者医
療広域連合からの補
助金が廃止となるた
め、助成額等の見直し
の検討を行う必要があ
ります。

56
後期高齢者医療
制度事務事業

国保年金課

被保険者の身近であ
る市役所で、窓口業
務を担うことにより、
各種申請手続きの利
便性を図る。
後期高齢者医療制度
の適正な運営を図
る。

被保険者の資格の得
喪や給付の申請など
の窓口業務を担い、
被保険者の利便を図
る。

各種申請書の受付業
務や、保険証の再発
行などを行い、後期
高齢者医療制度の円
滑な運営ができまし
た。

55 国保税還付金 国保年金課

保険税の還付及び充
当を行うことで、被保
険者が保険税を適正
に納めることができ
る。

過誤納保険税は、未
納期間がある場合、
まず未納となっている
保険税や他の市税等
に充当処理を行う。充
当すべきものがない
場合や、充当してもな
お過誤納保険税が残
る場合に還付処理を
行う。

被保険者の過誤納か
ら生じる還付金支出
について、短期間で
的確に実施し納税者
の税負担の公平性に
つなげました。

現行どおり

地方税法の規定と国
保税条例に則り過誤
納金を的確に管理し
短期間での還付充当
処理を行います。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ

高齢者の医療の確保に関する法律第１０４条及び千葉
県後期高齢者医療広域連合規約第４条別表第１に掲げ
る事務であり、負担能力に応じた保険料を徴収すること
で、円滑な制度運営を図るために必要です。

有効性 Ａ
広報・ＨＰ等で納付方法に関する周知・啓発を行うととも
に、休日滞納整理等の実施により収納率の向上に努め
ています。

効率性 Ａ
他の課と連携をとり、計画的に効果・効率的に収納対策
を図っています。

妥当性 Ａ
高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用す
る地方税法に基づき行っている必要な事業です。

有効性 Ａ
保険料の還付を適正に処理することで、被保険者の公
平な負担が図られています。

効率性 Ａ
事務の電算化により、過誤納となった保険料の還付処
理を効率的に行っています。

妥当性 Ａ
高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用す
る地方税法に基づき行っている必要な事業です。

有効性 Ａ
保険料還付の際に加算金を適正に処理することで、被
保険者の公平な負担が図られています。

効率性 Ａ
事務の電算化により、過誤納となった保険料の還付処
理を効率的に行っています。

60 還付加算金 国保年金課

過誤納保険料の還付
に係る加算金を支出
することで、信頼を回
復し、被保険者が安
心して納付できる。

被保険者の過誤納と
なった保険料還付に
際し加算金を支出す
る。

保険料の還付に際し
加算金を支出し、保
険料を適正徴収する
ことができました。

現行どおり

被保険者の過誤納と
なった保険料還付に
際し加算金を支出す
る。

59 保険料還付金 国保年金課

被保険者の過誤納と
なった保険料を還付
することで、被保険者
の保険料を適正に納
めることができる。

被保険者の過誤納と
なった保険料を還付
する。

過誤納となった保険
料を還付し、適正な
保険料を徴収するこ
とができました。

現行どおり

高齢化の進捗に伴
い、医療費の増大が
予想されることから保
険料の確保が不可欠
となるため、関係法令
に則って保険料の収
納率の向上に努めま
す。

58
後期高齢者医療
制度保険料徴収
事務事業

国保年金課
後期高齢者医療制度
の適正な運営を図
る。

千葉県後期高齢者医
療広域連合により決
定された保険料を徴
収する。

負担能力に応じた保
険料を徴収すること
で、制度を円滑に運
営することができまし
た。

現行どおり
被保険者の過誤納と
なった保険料を還付す
る。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
国民年金法第３条及び第６条に定められており、市が実
施すべき法定受託事務です。

有効性 Ａ
被保険者の各種届出申請などの手続きが適正に行わ
れています。

効率性 Ａ
窓口業務の委託や事務の電算化により、効率的な事業
の実施に努めています。

妥当性 Ａ
健康保険法施行令第６１条第１項及び第６２条に定めら
れており、市が実施すべき法定受託事務です。

有効性 Ａ
各種届出申請などの手続きを適正に行い、被保険者が
日雇特例健康保険を適切に受けられています。

効率性 Ａ
日雇特例被保険者数は極めて少ないが効率的な事業
の実施に努めています。

現行どおり

法定受託事務である
ため、関係法令に則っ
て事務を適正に実施し
ます。

62
日雇特例健康保
険事業

国保年金課
日雇特例健康保険が
適切に受けられてい
る。

被保険者手帳の収入
印紙の貼付を確認し、
被保険者の受給資格
の検認を行う。また受
給資格者票や被保険
者手帳の交付・更新
を行う。

事務の適正な実施に
より、日雇特例保険
が適切に受けられま
した。

現行どおり

法定受託事務である
ため、関係法令に則っ
て事務を適正に実施し
ていきます。

61
国民年金事務事
業

国保年金課

国民年金第１号被保
険者の資格取得、免
除申請等及び老齢基
礎年金等の制度の説
明を行うとともに、各
種申請書等の届出の
受付を円滑に行い年
金制度の普及・啓発
を図る。

国民年金被保険者な
どの資格の得喪及び
免除や年金裁定請求
の受付を行い進達を
行う。

国民年金第１号被保
険者に関する各種届
出事務や裁定請求に
関する事務を行い、
被保険者等に対し年
金制度の普及・啓発
を行いました。また、
年金事務所と連携を
図り、相談業務を行
いました。
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具体的な内容

妥当性 Ａ
環境審議会は、環境基本法第44条及び地方自治法第
138条の4及び四街道市環境審議会条例に位置づけら
れており、実施すべき事業です。

有効性 Ａ
環境施策に関する重要事項を審議し、適正な環境行政
の運営に寄与しています。

効率性 Ａ
重要事項の審議に当たり、すぐに諮問できる体制を整え
ていることにより、緊急性を要する案件に迅速に対応で
きています。

妥当性 Ａ
「まちをきれいにする条例」における、市民が快適に生
活できる清潔できれいなまちづくりを推進するために必
要な事業です。

有効性 Ａ
事業を推進することで、四街道駅周辺をはじめ市内の
環境美化が維持されています。

効率性 Ａ
市内の美化を進める個人、団体の活動が広がってきて
おり、行政との連携が進んでいます。

妥当性 Ａ
市は管内保健所と連携し食中毒防止に努める義務があ
ります。

有効性 Ａ

食中毒注意報及び警報発令は県の権限となりますが、
市内の状況を把握する市が連携することで適切な状況
判断が可能となり、市民の食の安全の確保につながっ
ています。

効率性 Ａ

食中毒注意報及び警報発令は県の権限となりますが、
市内の状況を把握する市が連携することで適切な状況
判断が可能となり、市民の食の安全の確保につながっ
ています。

2
環境衛生推進事
業

環境政策課

四街道駅周辺をはじ
めとした市内全域が
清潔できれいなまち
になり、市民が快適
に生活している。

市民が快適に生活で
きる清潔できれいなま
ちづくりを推進するた
め、環境美化推進重
点地区の見回りや駅
前公衆トイレの衛生管
理、環境美化表彰な
どを実施する。

市民が快適に生活で
きる清潔できれいな
まちづくりを推進する
ため、環境美化推進
重点地区の見回りや
駅前公衆トイレの衛
生管理、環境美化表
彰などを実施しまし
た。

現行どおり

美化推進重点地区を
中心に市内の環境美
化に関する施策を引き
続き推進します。

3 食品衛生事業 環境政策課

市民及び事業者に食
中毒防止の啓発を行
うとともに、食中毒注
意報及び食中毒警報
の発令時はすばや
く、注意喚起を行うこ
とで市民が食の安全
を確保できている。

県と連携し食中毒注
意報及び食中毒警報
発令時の各関係機関
への周知を行う。

食中毒注意報及び食
中毒警報発令時の各
関係機関への周知を
行いました。

現行どおり

引き続き食中毒注意
報及び食中毒警報発
令時の各関係機関へ
の周知を行います。

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針

1
環境政策推進事
業

環境政策課

環境施策に関する事
項の審議結果が環境
行政の運営に反映さ
れている。

環境審議会において
環境政策に関する審
議を行うため、委員の
委嘱、会議の運営等
を行う。

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

環境審議会を１回開
催し、適切に会議を
運営しました。
第２次環境基本計画
の進行管理を行いま
した。

現行どおり

環境審議会を適切、効
率的に運営します。
第２次環境基本計画
の進行管理を着実に
行います。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
犬の登録及び注射は、狂犬病予防法に基づき実施する
事業です。

有効性 Ａ
狂犬病発症を防止するとともに飼犬の適正飼育につな
がっています。

効率性 Ａ
集合注射を実施することで、注射機会を拡大し実施率
の向上を図っています。

妥当性 Ａ
水道法第39条及び四街道市小規模水道条例第8条に
基づく必須事業です。

有効性 Ａ 小規模水道施設の適正管理につながっています。

効率性 Ａ 計画的な立ち入り調査に努めています。

妥当性 Ａ
墓地、埋葬等に関する法律、四街道市市営霊園条例、
同条例施行規則に定められた霊園の整備業務です。

有効性 Ａ 市営霊園の適正管理に寄与しています。

効率性 Ａ 適正な整備により効率的な運営につながっています。

現行どおり

墓地の使用許可、使
用料及び管理料の徴
収等に係る事務、霊園
の一時使用受付事務・
園内の清掃・樹木の剪
定・施設の保守等の管
理運営について指定
管理者である地元地
区へ委託する事務、そ
の他霊園施設設備の
保守点検等を各種専
門業者に委託する事
務を実施します。

6
市営霊園管理運
営事業

環境政策課

霊園の安定管理、安
定運営により利用者
が安心して使用して
いる。

墓地の使用許可、使
用料及び管理料の徴
収等に係る事務、霊
園の一時使用受付事
務・園内の清掃・樹木
の剪定・施設の保守
等の管理運営につい
て指定管理者である
地元地区へ委託する
事務、その他霊園施
設設備の保守点検等
を各種専門業者に委
託する事務を行う。

墓地の使用許可、使
用料及び管理料の徴
収等に係る事務、霊
園の一時使用受付事
務・園内の清掃・樹木
の剪定・施設の保守
等の管理運営につい
て指定管理者である
地元地区へ委託する
事務、その他霊園施
設設備の保守点検等
を各種専門業者に委
託する事務を実施し
ました。

現行どおり

犬の登録鑑札の交
付、狂犬病予防注射
済票の交付、集合狂
犬病予防注射を実施
します。

5
飲用水衛生対策
事業

環境政策課
水道法等に基づき水
道施設が適正に管理
されている。

水道施設の水質及び
施設が適正に管理さ
れるよう立入検査等
による指導を行う。ま
た適切な施設指導及
び施設把握のため諸
手続きの審査及び受
理を行う。

水道施設の水質及び
施設が適正に管理さ
れるよう立ち入り検査
等による指導を実施
しました。また適切な
施設指導及び施設把
握のため諸手続きの
審査及び受理を実施
しました。

現行どおり

引き続き、水道施設の
水質及び施設が適正
に管理されるよう立入
検査等による指導を行
います。また適切な施
設指導及び施設把握
のため諸手続きの審
査及び受理を行いま
す。

4 畜犬事業 環境政策課

狂犬病の予防及び人
と動物が共生できる
社会が形成されてい
る。

狂犬病予防法に基づ
く飼犬の適性飼育の
一環として、登録鑑札
の交付、狂犬病予防
注射済票の交付、集
合狂犬病予防注射を
実施する。

犬の登録鑑札の交
付、狂犬病予防注射
済票の交付、集合狂
犬病予防注射を実施
しました。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
墓地、埋葬等に関する法律、四街道市市営霊園条例、
同条例施行規則に定められた霊園の整備業務です。

有効性 Ａ 市営霊園の適正管理に寄与しています。

効率性 Ａ 適正な整備により効率的な運営につながっています。

妥当性 Ａ
墓地、埋葬等に関する法律第５条（改葬）、第10条（経営
許可等）及び四街道市墓地等の経営の許可等に関する
条例に基づく必須事業です。

有効性 Ａ
適正な事務の実施により、墓地の使用及び改葬が支障
なく実施できています。

効率性 Ａ
許可等の相談に適切に対応することで、その後の許可
等を円滑に進めています。

妥当性 Ａ
環境基本条例第21条及びダイオキシン類から大気を守
る条例第6条に基づき実施しています。

有効性 Ａ
市内の環境状況の継続的な把握が市民生活の安心に
つながっています。

効率性 Ａ
毎年計画的に市内の環境状況を把握し、最適に実施し
ています。

現行どおり
墓地、納骨堂、火葬場
の経営の許可等の事
務を適正に行います。

8 墓地等管理事業 環境政策課

公衆衛生上支障なく
適正な墓地の使用及
び改葬ができてい
る。

墓地、納骨堂、火葬
場の経営の許可等の
事務を行う。

墓地、納骨堂、火葬
場の経営の許可等の
事務を適正に行いま
した。

9
公害調査測定事
業

環境政策課

生活環境が公害など
で汚染されていない
ことを知り、市民が安
心して生活している。

継続的な公害調査を
行い、大気、河川など
が汚染されていないこ
とを確認する。

河川水質、大気環境
（ダイオキシン類濃度
測定）及び地下水水
質の各調査を実施し
ました。

現行どおり

河川水質、大気環境
（ダイオキシン類濃度
測定）及び地下水水質
の各調査を実施しま
す。

7
市営霊園整備事
業

環境政策課

霊園を整備すること
により、より多くの墓
地使用者が安心して
霊園を使用している。

必要に応じて改修工
事等を行う。

令和元年度において
は、実施しませんでし
た。

現行どおり
必要に応じて改修工
事等を行います。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
環境への負荷の低減、地球温暖化防止等の環境保全
に資するため今後も継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ

住宅用省エネルギー設備等設置者に補助金を交付する
ことで普及促進を図り、環境への負荷の低減が図られ
ています。また、職員による野焼き行為の指導等によ
り、市内の生活環境保全が図られています。

効率性 Ａ
住宅用省エネルギー設備等設置者への補助金につい
ては県補助を活用し、実施しています。

妥当性 Ａ 騒音規制法第18条に基づき実施しています。

有効性 Ａ
騒音、振動等の測定機器の維持管理を行い、調査・苦
情に対応しています。

効率性 Ａ 最適な方法で実施しています。

妥当性 Ａ 国、県の補助制度に基づく市の補助金支出事業です。

有効性 Ａ
高度処理型合併処理浄化槽を普及促進させることで、
市民の生活環境の保全及び公衆衛生が向上していま
す。

効率性 Ａ
市の補助金支出に係る国・県補助金の制度が確立され
ています。

現行どおり

高度処理型合併処理
浄化槽を設置した者に
対し、合併処理浄化槽
設置整備促進事業補
助金を交付します。

12
合併処理浄化槽
普及促進事業

環境政策課

高度処理型合併処理
浄化槽を普及させる
ことで、市民の生活
環境の保全及び公衆
衛生が向上してい
る。

生活排水による公共
用水域の水質汚濁防
止のため、し尿と雑排
水を合わせて処理す
る高度処理型合併処
理浄化槽を設置した
者に対し、合併処理
浄化槽設置整備促進
事業補助金を交付す
る。

高度処理型合併処理
浄化槽を設置した者
に対し、合併処理浄
化槽設置整備促進事
業補助金を交付しま
した。

現行どおり

住宅用省エネルギー
設備等設置者への補
助金交付を実施しま
す。

11
公害防止対策事
業

環境政策課
生活環境の保全が図
られている。

自動車騒音の測定及
び調査・苦情に対応
するため測定機器の
維持管理を行う。

自動車騒音測定評価
及び騒音、振動等測
定機器の維持管理を
実施しました。

現行どおり

自動車騒音測定評価
及び騒音、振動等測
定機器の維持管理を
行い、調査を実施しま
す。

10
環境保全対策事
業

環境政策課

環境への負荷の低減
を図り、地球温暖化
防止等の環境保全に
資するため、住宅用
太陽光発電システム
設置者等に補助金を
交付することで普及
促進が図られてい
る。野焼き行為、不法
投棄等を防止し環境
保全が図られてい
る。

市内の生活環境保全
のため野焼き行為の
指導、不法投棄及び
残土等の埋め立て等
の監視及び指導を行
う。また、環境への負
荷の低減を図り、地球
温暖化防止等の環境
保全に資するため、
住宅用太陽光発電シ
ステム及び住宅用省
エネルギー設備の普
及促進に向け設置者
に補助金を交付する。

住宅用省エネルギー
設備等の普及のため
補助金の交付を実施
しました。
また、補助金交付要
綱の見直しを行い、
改善をしました。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
地下水汚染防止対策として観測井戸及び汚染井戸の
水質調査並びに曝気処理を行い汚染の拡散を防止する
ための事業であり、継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ
地下水汚染防止対策として観測井戸及び汚染井戸の
水質調査並びに曝気処理を行い汚染の拡散を防止する
ために実施しています。

効率性 Ａ 県と連携のうえ計画的に事業を実施しています。

妥当性 Ａ
印旛沼流域市町等が一体となって印旛沼浄化対策に取
り組む事業であり、本市としても流域自治体として継続
的に行う必要があります。

有効性 Ａ
自然環境の保全を行うことにより、市民が暮らしやすい
生活環境となっています。

効率性 Ａ
市職員及び市民団体等の協力により実施しており、コス
ト削減の余地はありません。

妥当性 Ａ

一般廃棄物の処理に関する事務は、自治事務として定
められており、職員の専門知識の習得や他市町村の情
報収集は不可欠です。また、ごみ処理対策委員会につ
いては、各自治体により廃棄物の事情や方針が異なり、
当市にとって最善の施策を検討するためには諮問等は
必要です。

有効性 Ａ
研修会等による職員の専門知識の習得や他市町村の
情報収集により効率的かつ円滑に廃棄物処理業務を行
うことができています。

効率性 Ａ 必要最小限のコストで最適な方法で実施しています。

15 廃棄物対策事業 廃棄物対策課

専門的知識の向上、
情報の共有により、
効率的かつ円滑に業
務を実施する。また、
ごみ処理対策委員の
意見や助言を得て、
効率的かつ円滑に業
務を実施する。

ごみ処理施策に関す
る諮問事項を審議す
るごみ処理対策委員
会を開催する。
全国都市清掃会議及
び千葉県環境衛生促
進協議会が主催する
各種研修会に参加
し、法令改正や他市
町村の廃棄物行政の
情報提供を受ける。
不法投棄の迅速な撤
去を行うとともに、不
法投棄対策として看
板の作製、設置を行
う。

ごみ処理対策委員会
は、諮問事項がな
かったため、開催しま
せんでした。
全国都市清掃会議及
び千葉県環境衛生促
進協議会が主催する
各種研修会に参加
し、法令改正や他市
町村における廃棄物
処理等に係る情報を
得ることができまし
た。
市民や事業所からの
通報を受け、不法投
棄物の回収、撤去を
行うとともに、不法投
棄対策として禁止看
板の作製、設置を行
い、公衆衛生を維持
できました。

14
自然環境対策事
業

環境政策課

河川、湖沼の水環境
の改善や治水対策に
取り組むことにより、
水質の悪化を防止し
市民が安心して生活
できる。また、ホタル
自生地など優良自然
地の保全を行う。

印旛沼流域水環境健
全化会議の活動にお
いて河川清掃等を実
施する。また、ホタル
自生地保護のため、
ホタル自生地の土地
の借上げをする。

印旛沼流域水環境健
全化会議の活動にお
いて河川清掃等を実
施しました。また、ホ
タル自生地保護のた
め、ホタル自生地の
土地の借上げを行い
ました。

現行どおり

印旛沼流域水環境健
全化会議の活動にお
いて河川清掃等を実
施します。また、ホタル
自生地保護のため、ホ
タル自生地の土地の
借上げを行います。

現行どおり

ごみの減量化・リサイ
クルなどの施策を立案
する際に必要な職員
の専門知識や先進自
治体の情報を得るた
め、研修等に参加し、
当市のごみ処理行政
を担う職員の人材育
成に努めます。
ごみ処理施策に関して
意見を伺うため、ごみ
処理対策委員会を開
催します。
また、不法投棄禁止看
板の作製、設置を行
い、不法投棄禁止の
周知を拡大します。

13
地下水汚染防止
対策事業

環境政策課

地下水汚染対策事業
を実施し、汚染状況
の把握及び汚染除去
作業を行い、市民が
安心して生活してい
る。

観測井戸による水質
などの監視及び汚染
地下水の浄化作業を
行うなど、地下水汚染
対策を講ずるととも
に、汚染井戸の水質
調査を継続する。

地下水汚染機構解明
調査、汚染井戸水質
調査等を実施しまし
た。

現行どおり

物井地先の調査に加
え、大日地区の汚染
機構解明調査等を実
施します。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
国が推進する廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利
用を通じ、環境負担の少ない循環型社会を構築するに
は、当事業は必要不可欠です。

有効性 Ａ

おおよそごみ減量傾向にあり、成果は上がっているもの
と考えます。市民活動が活発になるに伴い、行政への
ニーズも増大するものと考えられる事から、当事業を更
に拡充していく事が必要であると考えます。

効率性 Ｂ

循環型社会の構築に向けて各施策の拡充により、市の
費用負担は増大しますが、家庭系ごみ処理手数料制度
の導入や民間事業者等によるリサイクルを活性化させ
る事により、行政によるごみ処理経費やリサイクル費用
の負担が軽減されれば、将来的にトータルコストは削減
される可能性があると考えます。

妥当性 Ａ
一般廃棄物の処理等のためには、新たなごみ処理施設
の整備が必要不可欠です。

有効性 Ｂ
次期ごみ処理施設の整備は、将来にわたって安定的な
ごみ処理を実現するために必要不可欠な事業です。

効率性 Ｂ
次期ごみ処理施設等用地内の土壌汚染対策について、
早期に検討する必要があります。

妥当性 Ａ
新たなごみ処理施設の整備には、関係自治会等との協
議が必要不可欠です。

有効性 Ａ
新たなごみ処理施設の周辺の整備は、将来にわたって
安定的なごみ処理を実現するために必要不可欠な事業
です。

効率性 Ａ
ごみ処理施設の操業及び整備においては、何より地元
地区のご理解を得ることが最重要課題であり、協議並
びに交渉を真摯に進める必要があります。

一部改善

土壌汚染対策法に基
づき、地下水モニタリ
ング調査及び深度調
査を行い、早期に土壌
汚染対策の検討を進
めてまいります。

18
ごみ処理施設周
辺対策事業

廃棄物対策課

次期ごみ処理施設等
の整備を行い、市民
が安心・安全に生活
できる。

次期ごみ処理施設等
用地周辺地域からの
要望に答えるととも
に、現クリーンセン
ター周辺地域との協
議を行う。

関係自治会等との協
議並びに交渉を真摯
に進めるとともに、次
期ごみ処理施設の円
滑な推進に向けて取
り組む事ができまし
た。

現行どおり

ごみ処理施設の操業
及び整備においては、
何より地元地区のご理
解を得る事が最重要
課題であり、協議並び
に交渉を真摯に進め
ていきます。

17
次期ごみ処理施
設整備事業

廃棄物対策課

次期ごみ処理施設等
の整備を行い、市民
が安心・安全に生活
できる。

将来にわたって安定
的なごみ処理を実現
するための施設整備
を行う。また、次期ご
み処理施設等用地の
維持管理を行う。

次期ごみ処理施設等
用地内で行った、地
質等状況調査委託に
より、さらなる調査を
行いました。また、地
下水モニタリング調査
を発注し、地下水へ
の影響について調査
を開始することができ
ました。

16
ごみ減量化・リ
サイクル推進事
業

廃棄物対策課

循環型社会の構築に
向け、３Ｒ啓発事業等
を実施し、ごみの減
量や資源物のリサイ
クルを推進する。

ごみの減量、リサイク
ルを推進するため、買
い物袋持参運動や産
業まつりにおける啓発
事業を行う。
再資源化物集団回収
事業実施団体等に対
して助成を行う。

産業まつりにおいて、
食品ロス削減の啓発
等３Ｒの啓発事業を
実施し、ごみの減量、
リサイクルを推進でき
ました。
また、令和２年９月１
日から家庭系ごみ処
理手数料制度の導入
に向けて、四街道市
指定ごみ袋製造保管
配送業務や四街道市
指定ごみ袋受注収納
業務等の各種業務委
託や必要な要綱の制
定等を行い制度の導
入準備を行うことがで
きました。

一部改善

令和２年９月から家庭
系ごみ処理手数料制
度導入に向けて、スケ
ジュールに基づき、市
民説明会や指定ごみ
袋お試しセット等の全
戸配布を行います。
また、導入後において
は、新旧ごみ袋の交
換を行います。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
四街道市農業近代化資金利子補給条例規定により利
子補給を行っています。

有効性 Ａ
農業制度資金が適正かつ円滑に融資されることで、本
制度を利用する農業者等の経営が安定します。

効率性 Ａ
市だけではなく国や県も利子補給していますが、本制度
を利用する農業者も応分の負担はしています。

妥当性 Ａ

有害鳥獣捕獲事業は、鳥獣保護法に基づき実施してい
ます。また、近年の有害鳥獣による各種被害が増加傾
向にあり市民や農作物等への被害防止の観点から本
事業を継続して実施することは必要です。

有効性 Ａ
目標とする有害鳥獣捕獲数に届いていませんが、継続
して捕獲することにより、被害防止には一定の効果が認
められます。

効率性 Ａ
鳥類の捕獲数は、銃器による鳥類の捕獲が年２回であ
り、大幅な増加は期待できませんが、限られた予算の中
で効果的な捕獲は行っています。

妥当性 Ａ
市民農園を運営することで、農業に対する理解を深める
一助となっています。

有効性 Ａ
市民の農業に対する理解を深めるには市民農園の運
営は有効です。

効率性 Ａ
市民農園の管理を土地所有者に委託することで、農園
管理が効率的に行われています。

現行どおり

市政だよりや市ホーム
ページ等の広報を活
用して積極的にＰＲし
新たな利用者の開拓
に努めるとともに、利
用率を踏まえながら利
用区画数の見直しを
検討します。

21 市民農園事業 産業振興課

市民が野菜などの栽
培を通じて自然にふ
れあうとともにレクリ
エーションの場とし
て、農業への理解を
深められ、環境が保
全されている。

野菜などの栽培を通
じて自然にふれあうこ
とができるレクリエー
ションの場として、ま
た、農業への理解を
深める機会として市内
３か所の市民農園の
貸出しを行う。

平成30年度に農園の
一部を土地所有者に
返還し、利用区画数
を見直しましたが、利
用者の高齢化等によ
り、利用者数は減少
しました。

現行どおり

農業制度資金を利用
した農業者及び農業
団体に対し、利子補給
を実施します。

20
農産物生産等支
援育成事業

産業振興課

農産物の生産性が向
上し、経営の安定が
図られ、農政に関す
る情報提供や地区・
地域の連絡調整がで
きる。また、農産物生
産団体の事業の円滑
化と組織の強化が図
られている。

農林業に関する調
査、研究、研修及び啓
発などの事業に対し、
各農業団体等への補
助金等を交付する。ま
た、農作物の生産性
向上のため水稲病害
虫防除や有害鳥獣捕
獲を行う。

有害鳥獣捕獲事業で
は、鳥類・小型獣とも
に目標数に届かない
ものの農作物の被害
防止に一定の効果が
ありました。また、千
葉みらい農業協同組
合等の農業関係団体
に対し、補助金や負
担金を交付しました。

現行どおり

農林業に関する調査、
研究、研修及び啓発
などの事業に対し、各
農業団体等への補助
金等を交付します。ま
た、農作物の生産性
向上のため水稲病害
虫防除や有害鳥獣捕
獲を行います。

19
地域農業振興特
別融資制度推進
事業

産業振興課

農業制度資金が適正
かつ円滑に融資運営
されるとともに農業者
の経営が安定してい
る。

農業制度資金を利用
した農業者及び農業
団体に対し利子補給
を実施する。地域農
業振興特別融資制度
推進会議を運営す
る。

利子補給を行うことで
農業者の経営の安定
化に寄与しました。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
主食用米の価格の下落を防ぐには、国策である米の転
作事業（経営所得安定対策等事業）を推進する必要が
あります。

有効性 Ａ

各農家における水稲の作付面積が小さく、自家消費の
ために米を栽培している農家がほとんどですが、一部の
農家では主食用米から飼料用米等への転換が進んで
います。

効率性 Ａ

水稲の作付面積が１ヘクタール未満の農家が多い本市
では、効率的かつ効果的な農作業は難しいですが、規
模拡大を図る農家への農地集積が進むことで作業効率
は上がります。また、国主導で転作事業を推進している
ことから、国補助は今後も期待できます。

妥当性 Ａ
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区
域からの除外手続や農用地区区域証明、同区域外の
確認事務は必要です。

有効性 Ａ
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区
域からの除外手続や農用地区区域証明、同区域外の
確認事務を適切に行っています。

効率性 Ａ
農用地区域からの除外手続や農用地区区域証明、同
区域外の確認事務については、業者等からの依頼等に
基づき適宜対応しています。

妥当性 Ａ
畜産農家の育成や経営の安定化のためには、畜産農
家や関係団体への支援は必要です。

有効性 Ａ
家畜伝染病の予防接種や畜舎消毒への支援により、畜
産農家の経営安定化や畜産物等の安定供給につな
がっています。

効率性 Ａ
国、県、畜産団体等が実施する各種事業の動向を注視
しながら効率的かつ効果的な事業実施に努めていま
す。

現行どおり

農業振興地域整備計
画に基づき、農用地区
域からの除外手続き
や農用地区区域証
明、同区域外の確認
事務を適切に行いま
す。

24 畜産支援事業 産業振興課

生産者の経営の安定
化及び畜産物の安全
性の確保が図られて
いる。

畜産に関する調査、
研究、研修及び啓発
などの事業に対し、畜
産団体に補助金を交
付するとともに、伝染
病の発生予防及び蔓
延防止の対策を実施
する。

家畜伝染病の予防接
種と継続的な畜舎消
毒の実施により、家
畜伝染病の発生を防
止することができまし
た。

現行どおり

家畜伝染病に関する
補助を行うとともに、畜
産事業等に対し支援
を行います。

23
農業振興地域整
備計画事業

産業振興課

農業振興地域整備計
画に基づき、優良農
地の整備と保全が図
られ、生産基盤の整
備が進められ、生産
性の高い農業が確立
されている。

優良農地の整備・保
全等、農業振興のた
め、農業振興地域整
備計画を策定する。ま
た、農業振興地域の
整備に関する法律に
基づき、農用地区域
からの除外手続や農
用地区域証明、農用
地区域外確認を発行
する。

農業振興地域整備計
画に基づき、農用地
区域からの除外手続
きや農用地区区域証
明、同区域外の確認
事務を適切に行いま
した。

22
水田農業振興事
業

産業振興課

売れる米づくりを基本
として、消費者、市場
重視の米づくりによ
り、農業経営が安定
し、生産調整が円滑
に行われている。

水田の転作現地確認
及び奨励補助金を交
付、経営所得安定対
策等事業、土地改良
水田維持に対する補
助を行う。

飼料用等の主食用米
以外の作付を行う農
家に対し、補助金の
交付を行いました。ま
た、水田の管理や転
作の配分の際に利用
する耕作台帳システ
ムについて、適切に
管理・運営しました。

現行どおり

飼料用米や米粉用米
等の主食用米以外の
作付を行う農家等に対
し、国の経営所得安定
対策等事業やその他
の補助事業により支
援します。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
効率的かつ安定した農業経営を営む農業者等の育成を
図るため、事業の推進が必要です。

有効性 Ａ
認定農業者は、国の補助制度が活用でき、施設や機械
の整備や資金面で優遇されることから、認定農業者の
育成を推進することは有効です。

効率性 Ａ
経営改善・効率化に意欲ある農業者を認定農業者に誘
導することにより、農業経営の改善を図っています。

妥当性 Ａ
農作業時の安全や効率化を図るためには、継続して農
道舗装や補修、砕石の配布を実施する必要がありま
す。

有効性 Ａ
農道を整備することにより、農作業時の安全や効率化
につながります。

効率性 Ａ
整備が必要な農道を順位付けし、予算を配分すること
で、効果的に実施しています。

妥当性 Ａ
良好な農村環境を維持するためには、地域農業者が協
力して実施している活動への支援は必要です。

有効性 Ａ 事業実施により、農村機能が適切に維持されています。

効率性 Ａ
国の事業である多面的機能支払交付金や環境保全型
農業直接支援事業を効果的に活用しています。

現行どおり

多面的機能支払交付
金事業及び環境保全
型農業直接支援対策
事業の交付事務を行
います。

27
農地保全管理事
業

産業振興課

高齢化、混住化の進
行で集落機能が低下
し農地の保全管理が
困難となっているた
め、地域ぐるみでの
農地の保全管理や耕
作放棄地拡大抑制の
事業を行い良好な農
地が保全されてい
る。

国制度の多面的機能
支払交付金事業（旧
農地・水・環境保全向
上対策事業）及び環
境保全型農業直接支
援対策事業交付事務
を行う。

地域農業者が協力し
て農業用排水路や農
道等の草刈、泥上げ
等を行う多面的機能
支払交付金事業や減
農薬等に取り組む環
境保全型農業直接支
援対策事業の実施者
に対して交付金を交
付しました。

現行どおり

経営改善・効率化に意
欲ある農業者を認定
農業者に誘導するとと
もに、認定農業者に認
定農業者推進事業補
助金を交付し、農業経
営の改善に必要な機
械・施設整備を支援し
ます。また、営農意欲
のある新規就農者を
認定新規就農者に誘
導し、認定新規就農者
支援事業補助金を交
付し、営農定着に必要
な支援を実施します。

26 農道整備事業 産業振興課
農作業の効率化や地
域住民の生活環境が
向上している。

農家組合等からの要
望により、未舗装軟弱
道路の農道舗装の実
施や表面の荒れた砂
利農道に農道整備用
砕石を配布する。

上野・山梨地先の農
道の補修を実施しま
した。

現行どおり

農家組合等からの要
望により、未舗装の農
道や軟弱、劣化した農
道を舗装・補修しま
す。

25
農業経営基盤強
化促進事業

産業振興課

農用地の利用集積に
より、営農意欲の高
い農業者の農業経営
の効率化や規模拡大
が図られている。

農業者から提出され
る、安定的な農業経
営の基礎となる農業
経営改善計画を審査
し、認定農業者の認
定を行う。

実績はありませんで
した。
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令和２年度
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事業の
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番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
水源涵養や土砂の流出防止など、森林が持つ多面的
機能を発揮させるために森林整備事業は必要です。

有効性 Ａ
森林整備事業の実施により森林の荒廃化防止につな
がっています。また、緑の募金は、当該年度の募金目標
額を上回っています。

効率性 Ａ

現場を熟知する森林所有者が森林整備事業を実施する
ことで、森林が適切に整備・保全されます。また、緑の募
金は、区・自治会で取りまとめしてもらうことで効率的に
募金を集めています。

妥当性 Ａ
四街道市保存樹木、樹林保存要綱に基づき、市が選定
した保存樹木、樹林について、管理者に適切に管理して
もらう必要があります。

有効性 Ａ
市が保存樹木、樹林に指定することにより、安易な伐採
の防止や、保存価値の高いものや樹種が稀なもの等の
保存・管理が適切に行われます。

効率性 Ａ
保存樹木、樹林の管理助成金は平成27年度に廃止しま
したが、その後も管理者によって適切に管理されており
ます。

妥当性 Ａ
台風や地震等の災害により破損した農道等の施設を復
旧するために必要な事業です。

有効性 Ａ 被害が発生した場合には適切に対応しています。

効率性 Ａ 被害が発生した場合には適切に対応しています。

現行どおり

現在指定している保存
樹木、樹林を適正に管
理するよう管理者と連
携します。

30
農業施設災害復
旧事業

産業振興課

災害により破損した
農業目的道路及び公
共施設などを被害状
況の把握及び復旧を
支援することで、安定
した農業経営ができ
ている。

被害発生した農道、
農地の調査・報告・復
旧支援を行う。

実績はありませんで
した。

現行どおり

台風や地震等の災害
により被害が発生した
農道等の農業施設に
ついて、現地確認、調
査、復旧等を行いま
す。

29
保存樹木樹林等
保存選定事業

産業振興課

保存価値の高いも
の、樹種が稀なもの
の樹木を保存、管理
することにより、緑化
が保全されている。

四街道市樹木・樹林
等保存要綱に基づ
き、保存樹木等の選
定を行う。

現在指定している保
存樹木・樹林につい
て、相談等のあった
管理者に対し適切に
対応しました。

28 林業振興事業 産業振興課

森林整備を計画的に
実施することや適正
な指導による森林の
保全などを行うこと
で、適切な林業経
営、災害などの被害
防止、緑豊かな生活
環境が保たれてい
る。

森林整備事業への補
助金事務、伐採届の
受理、小規模林地開
発行為に伴う意見書
の提出、緑の募金運
動を実施する。

植林・下刈・枝打・間
伐の作業を行った実
施者に対して、森林
整備事業補助金の交
付を行いました。緑の
募金については、目
標額を上回る募金額
を集めることができま
した。

現行どおり

植林・下刈・枝打・間伐
の作業を行う実施者に
対して、新たな森林整
備事業等で支援しま
す。
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令和元年度

妥当性 Ａ
大規模小売店舗の立地による周辺環境への影響に配
慮するためには、審議会を通じて様々な市民意見を集
約する必要があります。

有効性 Ａ
審議会を通じて、様々な市民意見を集約することによ
り、大規模小売店舗の立地による周辺環境への影響に
配慮しています。

効率性 Ａ
市民意見を集約するにあたり、学識経験者や公募によ
る市民などにより構成されている審議会を通じて、効率
的な実施に努めています。

妥当性 Ａ
中小企業の育成振興を図るため、市が関与すべき事業
です。

有効性 Ａ

制度を利用したい事業者に向け、国、県及び他市町村
が実施する融資制度の動向を注視しながら利用しやす
い制度に改善を図ることで、中小企業者等の経営安定
化、事業拡大等につながっています。

効率性 Ａ
利用者は、国、県及び市で実施する融資制度からどの
制度を利用するか選択できることから、国、県の制度と
連携し、効果的に実施しています。

妥当性 Ａ
農業や製造業、小売業など異業種交流の場として、また
消費者が市内産業の発展状況を知ることができる場と
して、市内産業の活性化のために必要な事業です。

有効性 Ａ

市内の事業者や団体が一堂に会する場を設けること
で、消費者にとっては、市内産業の発展状況について知
ることができ、また、農商工業者にとっては、異業種交流
の場として、市内産業を盛り上げていく機運を高めるも
のとなっており、相互理解が深まっています。

効率性 Ａ
協賛金の新規獲得など歳入増にも着手し、必要最低限
の経費支出で事業を開催することで、補助金額等に事
業が左右されないように、経費削減に努めています。

現行どおり

市内外から産業まつり
への来場者増に繋が
るよう、産業まつり実
行委員会において、事
業の効率性の観点か
ら、引き続き経費の削
減に努めます。

33
産業まつり実施
事業

産業振興課

市内の農産物、商工
業製品等の展示及び
即売等を通じて産業
の発展状況を広く市
民へ紹介することに
より、生産者・商工業
者と消費者との相互
理解が深められてい
る。

農林業団体、商工業
団体、消費者団体等
で構成される四街道
市産業まつり実行委
員会とともに、産業ま
つりを開催する。

生産者、商工業者及
び消費者の交流促進
を図るとともに、運営
面から経費支出を必
要最低限に抑えるよ
う、経費削減に努め
ました。また、市のコ
ラボ事業と同日開催
したことで、来場者増
につながり、市の産
業振興に寄与するこ
とができました。

現行どおり

大規模小売店舗の届
出により、商工開発促
進審議会を開催し、大
規模小売店舗出店等
に係る周辺環境への
影響等について意見
を集約します。

32
中小企業資金融
資事業

産業振興課

融資及びその借入に
より生じる利子に対し
支援を講じることで、
中小企業の育成振興
が図られている。

中小企業の育成と振
興のため、中小企業
者への資金融資及び
その利子補給を行う。

本制度の適切な運営
を図り制度を見直した
ことで、利用者の円滑
な資金調達を実現
し、経営安定化及び
事業拡大等に寄与し
ました。

現行どおり

中小企業者等に対す
る資金の貸付を円滑
にするため、貸付金融
機関にその資金源を
預託します。
また、融資申込者に対
する経営の診断を中
小企業経営診断顧問
に委託します。

31
商工業振興促進
事業

産業振興課

商工業の振興を促進
することで、地域経済
が活性化されてい
る。

大規模小売店舗立地
法や中心市街地の活
性化に関する事項、
商工近代化及び開発
促進に関する事項の
諮問を行う附属機関
の運営を行う。

大規模小売店舗の届
出がなく、商工開発
促進審議会を開催し
ませんでした。
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令和元年度

妥当性 Ａ
地域の商工業振興や地域の経済活動の維持・向上を図
るため、必要な事業です。

有効性 Ａ
各種商工団体の活動に対して補助金を交付することに
より、安定した団体活動や地域と団体との交流が図ら
れ、商工振興につながっています。

効率性 Ａ
補助率を設定するなど、自主性や自立性を促進すること
により、効果的に実施しています。

妥当性 Ａ
市の顔ともいえる中心市街地の衰退は、市全体のイ
メージを損なうものであり、市が関与すべき事業です。

有効性 Ａ
市内にある空き店舗等が減少するように補助制度を活
用してもらうことで、賑わい等を創出し中心市街地の活
性化及び地域活性化につながっています。

効率性 Ａ
市内にある空き店舗等が解消できるよう利用しやすい
補助制度を設けるとともに、市政だよりなどを通した周
知を図り、効率的な事業の促進に努めています。

妥当性 Ａ
雇用や自主財源の確保を図るため、地域の特性を生か
した企業誘致活動を推進する必要があります。

有効性 Ａ
異業種交流の場への参加や企業への戸別訪問、金融
機関との連携など、企業誘致活動を効果的に行ってい
ます。

効率性 Ｂ
企業誘致の促進に向け、進出企業に対する優遇措置を
検討する必要があります。

現行どおり

中心市街地の活性化
を図るため、空き店舗
等活用補助制度を運
用します。

36 企業誘致事業 産業振興課

既存企業の育成と併
せて、企業立地動向
を把握することによ
り、立地希望企業へ
良好な立地環境が提
供できる環境が整備
されている。

既存企業の育成と併
せて既存企業の状況
及び企業立地動向を
把握するとともに、千
葉県指定団地協議会
の事業に参加し、情
報を得るなど他市町
村の環境整備の情報
を把握し、調査研究を
行う。

企業交流会や会社へ
の個別訪問等による
情報収集を行いまし
た。また、県、近隣市
町村が実施する優遇
措置等の動向を注視
しながら調査研究を
行いました。

一部改善

企業交流会や会社へ
の個別訪問等による
情報収集及び誘致活
動を行います。企業誘
致の促進に向け、進
出企業に対する優遇
措置等を検討していき
ます。

35
中心市街地等活
性化事業

産業振興課

中心市街地が活性化
することにより、地域
経済の活性化が図ら
れている。

中心市街地の活性化
に向け、空き店舗等
活用事業補助金等を
交付する。

中心市街地活性化の
ため、空き店舗活用
する事業者に対し補
助金を交付するなど
制度の適切な運用に
努めました。また、空
き店舗等活用事業補
助金交付要綱を改正
し、制度を拡充して、
より利用しやすい制
度としました。

34
商工振興支援事
業

産業振興課

各種商工団体等の活
動を支援することで、
地域の商工業の振興
が図られている。

地域の総合的な経済
団体である商工会及
びその他の団体の円
滑な活動を支援する
とともに、活動への助
言、意見交換等を行
う。

各団体の活動が効果
的かつ適切に行われ
ることで、地域経済の
活性化に寄与するこ
とができました。

現行どおり

商工業の活性化を図
るため、各種商工団体
に対して支援を行いま
す。
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令和元年度

妥当性 Ａ
市民の生活基盤を支える労働問題は根幹的なものであ
り、継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ

外部機関との連携によるセミナー開催や情報提供を実
施することですぐに雇用に結びつくものではありません
が、継続的に事業を展開し、雇用機会の促進に努めて
います。

効率性 Ａ
国、県及び庁内各課との連携を図ることで、雇用、労働
等に関する情報発信を効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
将来的な税収減が見込まれるため、市の魅力を創出
し、市内外に向けて情報発信を行うことで、交流人口の
促進を図る必要があります。

有効性 Ａ
観光まちづくりを実践することで、来訪者を市内各所へ
集散往来させることにより、地域活力の向上につながっ
ています。

効率性 Ａ
地域主体で事業が推進できるよう、その母体となる地域
住民等で構成される組織と連携を図り、地域資源を活
用しながら取り組んでいます。

妥当性 Ａ
消費生活に関するさまざまな知識を提供するため、必要
な事業です。

有効性 Ａ
消費者教育を行うことにより、賢い消費者の育成が図ら
れることで、詐欺や悪徳商法などの被害防止に貢献して
います。

効率性 Ａ
消費者の要望を考慮した講座計画等により、効率的な
事業実施を行っています。

現行どおり

消費生活講座や子ど
も消費者教室を継続し
て開催し、消費生活展
においても啓発資料を
配布します。

39
消費者教育推進
事業

産業振興課

消費者団体への支援
を行うことなどによ
り、自立した賢い消費
者が育成されてい
る。

消費生活に必要な情
報や知識を提供する
ため、各方面の専門
家などを招き、講座・
イベントの開催、消費
生活展、啓発資料の
広報などをとおして、
消費者啓発を行う。

市民の消費生活の安
定と向上につながり
ました。

現行どおり

国・県の雇用、労働等
に関する情報の提供
を行います。３市連携
事業、他市・外部機関
との連携を継続し、ま
た、庁内各課とも連携
を図りながら、就労支
援のためのセミナーや
説明会を開催します。

38 観光支援事業 産業振興課

団体の活動等を通じ
て、観光のＰＲが円滑
に展開できるよう支
援することにより、四
街道市の観光が周知
されている。

観光事業の振興のた
め、市内の観光資源
について環境対策を
実施する。また、ちば
観光プロモーション協
議会を通じて四街道
市及び四街道市の地
元産業のＰＲを行うと
ともに、着地型旅行商
品の研究・開発を行
う。

行事・祭事等に対し
て、千葉市・市原市と
の３市連携事業として
行っている観光ガイド
ブックへの掲載や、積
極的なメディアへの情
報提供等を行うこと
で、市の知名度向上
につながりました。

現行どおり

和良比はだか祭り、福
星寺しだれ桜、鹿放ケ
丘地区も含め、引き続
き市の観光資源のPR
を行うことで、市の知
名度向上につなげて
いきます。

37 労働行政事業 産業振興課

労働に関する情報、
求人情報などを提供
することで、市民が就
業に向けた活動がで
きている。

千葉県やハローワー
ク、ジョブカフェ千葉等
との連携を図り、就労
支援のためのセミ
ナーの開催や労働関
係の情報及び雇用情
報の提供を行う。

昨年度に引き続き、
就労支援にかかるセ
ミナーを高齢者、女性
に関するものを３市連
携の一環として開催
しました。３市連携以
外でも、他市・外部機
関と共催で中高年向
け再就職支援セミ
ナーを開催しました。
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令和元年度

妥当性 Ａ

消費生活に関するトラブルは多重債務問題も含め多種
多様であり、かつ複雑化しています。今後もトラブル解
決に向けて、消費生活センターの機能の強化・充実をし
ていくことで消費者の保護を行っていく必要があります。

有効性 Ａ
消費生活に関するトラブルの相談に対し、適切な助言を
することで解決につながっています。

効率性 Ａ
有資格の消費生活相談員を配置することにより、効率
的な事業実施を行っています。

妥当性 Ａ
健全な食生活を実践するため、食育により基礎的な知
識を身につけることで、生産者が作物の安全性などへ
の関心を深めるため必要です。

有効性 Ａ
各担当部署での食育に関する各種施策が共有できま
す。

効率性 Ａ
今後も食育推進計画に沿って、各担当部署と各種施策
を取り組みます。

妥当性 Ａ
森林所有者の高齢化等により、森林を整備する担い手
が不足する中、市民を森林ボランティアとして養成する
ことは森林の荒廃化を防止する上で必要です。

有効性 Ａ
水源涵養や土砂の流出防止など、森林が持つ公益的
機能を発揮させるために、森林ボランティアを活用した
森林整備は有効です。

効率性 Ａ
森林ボランティアが、高齢化した土地所有者に代わって
森林整備に従事することで、作業効率のアップが期待で
きます。

現行どおり

食育推進計画に基づ
いた各種施策を、各担
当部署で取り組みま
す。

42
森林ボランティア
養成事業

産業振興課

森林所有者とともに
森づくりをサポートす
る森林ボランティアを
養成するため、森林
ボランティア養成講座
を開催します。

枝打ちや間伐など、森
林の管理に必要な基
礎的知識習得の為の
講義と、刈り払い機や
チェーンソー等の操作
実習を行います。

森林ボランティア養成
講座を3回開催し、森
林ボランティアの確保
に努めました。

現行どおり

森林の管理に必要な
基礎的知識の習得の
ための講義と、チェー
ンソー等の機械の操
作実習を行う養成講
座を開催し、森林整備
の担い手となる森林ボ
ランティアを養成しま
す。

41 食育推進事業 産業振興課

食育に関わる関係者
が一体的に食育の普
及・啓発を行い、食育
活動の一層充実させ
ます。

近年、食生活をめぐる
環境の変化に伴い、
市民が生涯にわたっ
て健全な心身を培い、
豊かな人間性を育む
ための食育を推進す
ることが喫緊の課題と
なっていることから、
食育に関する施策や
事業を推進する。

各担当部署が所管し
ている食育関連事業
への重要性を再認識
することができ、その
必要性も共有できま
した。

40 消費者保護事業 産業振興課

消費生活に関する相
談等を行うことによ
り、一般消費者の利
益が保護されてい
る。

消費生活上の被害を
未然に防止する啓発
活動を行うとともに、
多様化する消費生活
相談に対するアドバイ
スや、和解の仲介を
行う消費生活センター
を運営する。

消費生活センターに
消費生活相談員を配
置して、契約上のトラ
ブルや消費生活に関
する相談に対応し、
安全な消費生活を推
進できました。

現行どおり

相談員の資質向上に
努め、電話及び来所
の相談を受け付けて
いきます。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 環境経済部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ

消費税率引き上げによる非課税者・子育て世帯の消費
に対する影響緩和のための事業であり、国や県だけで
は対象者の抽出等、事業の遂行が難しく、市が関与す
べき事業です。

有効性 Ａ
市の事業として実施することにより、事業を広く周知で
き、市内対象者の消費に対する影響緩和につながって
います。

効率性 Ｂ
購入期間や使用期間、使用場所等が限定されているこ
とにより、場合によっては消費者にとって利用しにくい制
度であり、改善の余地があります。

妥当性 Ａ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、一般廃
棄物の処理については市町村の責務となっているた
め、必要な事業です。

有効性 Ａ
施設設備の保守点検等が計画的に実施されており、施
設の安定的な運転管理がされています。

効率性 Ａ
施設の経過年数等を考慮すると、本来であれば基幹改
修工事を行う必要がありますが、必要最低限の修繕を
実施することにより、コスト削減に努めています。

妥当性 Ａ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２第１項
（市町村の責務）により、必要な事業です。

有効性 Ａ
市で発生したごみを収集運搬し、適正に処理処分を行っ
ています。

効率性 Ａ 効率的にごみの処理処分を行っています。

現行どおり

市民が清潔な環境で
安心した生活ができる
よう、引き続き廃棄物
の安定継続的な収集
運搬、処理処分を行い
ます。

45
廃棄物収集運搬
処理処分事業

クリーンセン
ター

集積所回収をはじめ
とする廃棄物の収集
運搬、中間処理、リ
サイクル、最終処分
を適正に行うことによ
り、市民が清潔な環
境で安心した生活を
送ることができる。

市で発生したごみを、
可燃ごみ、不燃ごみ、
プラスチック・ビニール
類、資源物、有害ごみ
等に区分して収集・運
搬するとともに、リサ
イクルに配慮した適正
な処理・処分を行う。

市で発生したごみを、
11分別18品目に区分
して収集運搬するとと
もに、リサイクルに配
慮した適正な処理処
分を行うことで市民が
清潔な環境で安心し
た生活を送ることに貢
献できました。

完了
令和元年度のみの事
業です。

44
クリーンセンター
管理運営事業

クリーンセン
ター

適切な運転管理及び
施設維持管理業務に
より、ごみの適正な
処理を図るとともに、
周辺環境への影響を
防止することができ
る。

ごみ焼却施設及び粗
大ごみ処理施設の適
正な維持管理と周辺
環境への影響防止の
ため、施設の運転管
理及び保守点検・整
備を行う。

施設の保守点検及び
整備修繕を実施した
ことにより、安定した
施設運転ができまし
た。また、測定では規
制基準を満たすこと
ができ、周辺環境へ
の影響を防止するこ
とができました。

現行どおり

設備機器の突発的な
故障への対応を速や
かに行い、安定的な施
設運営を行います。

43
プレミアム付商
品券事業

産業振興課

消費税・地方消費税
率引き上げによる住
民税非課税者・子育
て世帯の消費に対す
る影響を緩和するた
め、プレミアム付商品
券事業を実施しま
す。

住民税非課税者・子
育て世帯へ向け、プレ
ミアム付商品券を発
行・販売し、消費に対
する下支えを行いま
す。

住民税非課税者・子
育て世帯の対象者を
抽出し、プレミアム付
商品券の販売を行い
ました。商工会・郵便
局と連携することで、
対象者が購入・利用
しやすい商品券とな
るよう努めました。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 環境経済部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
県が行うイベントに同調して行うものであり、必要な事業
です。

有効性 Ａ
市民の環境保全や清掃活動に対する意識を向上させる
効果があります。

効率性 Ａ
秋のゴミゼロ運動を廃止したことにより、コスト削減を
行っています。

妥当性 Ａ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２第１項
（市町村の責務）により、必要な事業です。

有効性 Ａ
区・自治会が行う地区清掃活動によって発生する草など
を収集し、適正に処理を行いました。

効率性 Ａ 最適な方法で収集、処理を行いました。

妥当性 Ａ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２第１項
（市町村の責務）により、必要な事業です。

有効性 Ａ
市民からの要望に迅速に対応し、適正に処理を行って
います。

効率性 Ａ 最適な方法で収集、処理を行いました。

現行どおり

区、自治会が行う地区
清掃活動によって発生
した草などを収集し、
適正な処理を行いま
す。

48
不法投棄廃棄物
処分事業

クリーンセン
ター

市内に不法に投棄さ
れた廃棄物を収集
し、適正に処分するこ
とで市民の生活環境
保全を図ることができ
る。

市内に不法投棄され
た廃棄物を収集し処
理を行う。また、市で
処理することができな
い廃棄物は、廃棄物
処理業者に処分を委
託する。

市内に不法に投棄さ
れたごみを迅速かつ
適正に処分したことで
市民の生活環境を保
全することができまし
た。

現行どおり

不法に投棄されたごみ
を迅速かつ適正に処
分することで市民の生
活環境の保全が図ら
れるため、不法投棄が
発生した場合は、迅速
かつ適正に処分を行
います。

47
地区清掃収集処
理事業

クリーンセン
ター

区・自治会が行う地
区清掃活動によって
発生する草などを収
集することで自然環
境及び街の美観が守
られると共に、住民の
意識の向上が図られ
る。

区・自治会が行う地区
清掃活動によって発
生する草などを収集し
処理を行う。

区・自治会が自発的
に行う清掃活動を支
援することにより、環
境美化と住み良いま
ちづくりを推進するこ
とにつながりました。

46
ゴミゼロ運動事
業

クリーンセン
ター

散乱する空き缶等の
市内一斉清掃を行う
ことにより、ごみの散
乱防止と自然環境及
び街の美観が守られ
る。

自然環境と街の美観
の保持を目的とし、多
数の市民の参加によ
る市内一斉清掃を春
に実施する。

市民と共同で作業を
行うことにより自然環
境や町の美観が守ら
れ、市民の清掃活動
に対する意識を向上
することができまし
た。

現行どおり

平成30年度より年一
回(春のゴミゼロ運動）
に限定したため、より
多くの市民の皆様に参
加していただけるよう
広く周知し、実施して
まいります。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 都市部　　　　

具体的な内容

妥当性 Ａ

都市計画法、生産緑地法により市が関与する事業とし
て位置づけられています。また、千葉県都市協会に在籍
することにより得る情報、研修内容は、業務に必要なも
のです。

有効性 Ａ

生産緑地に係る新制度説明会を行い、特定生産緑地に
ついて周知することができました。また、千葉県都市協
会から得る情報は最新のものであり、他市の状況につ
いても知ることができました。

効率性 Ａ
生産緑地に係る新制度説明会を行い、特定生産緑地に
ついて周知できました。千葉県都市協会負担金につい
ては、県から根拠が提示されており、適正です。

妥当性 Ａ
都市計画法、公有地の拡大の推進に関する法律、国土
利用計画法、地価公示法により、市が関与する事業とし
て位置づけられてます。

有効性 Ａ

都市計画法、公有地の拡大の推進に関する法律、国土
利用計画法、地価公示法に基づき、関係機関と連携を
図り、迅速かつ的確に実施することにより、市民生活環
境の維持や計画的な土地利用の促進が図られていま
す。

効率性 Ａ

都市計画法、公有地の拡大の推進に関する法律、国土
利用計画法、地価公示法に基づき、関係機関と連携を
図り、迅速かつ的確に実施してます。
また、事前協議等に要する日数を短縮することにより、
一件当たりのコスト削減に努めています。

妥当性 Ａ

都市公園法により、都市公園の管理は当該地方公共団
体が行うことや、都市公園内の占用許可や管理上必要
な事項を条例で定めることと規定されているため、都市
公園設置者が許可権限を有しています。また、公園緑
地に関する知識・技術向上のため必要な事業です。

有効性 Ａ
利用申請に対する許可や公園緑地に関する知識・技術
向上が図られています。

効率性 Ａ

公園の利用申請に関しましては、法令・条例に基づく手
続きであることから実施方法に改善の余地はありませ
ん。また、発生するコストが軽微であることからコスト縮
減の余地はなく、財源については、都市公園条例及び
使用料条例に基づき原則有料であるが、地域・公益活
動については使用料の減免を行っています。

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針

1
都市計画事務事
業

都市計画課

市民などの意見が反
映された都市計画事
業が推進されてい
る。

都市計画に関する事
項を調査審議する都
市計画審議会を運営
する。また、千葉県都
市協会への負担金を
支出する。

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

適正な予算執行によ
り、都市計画事務事
業を円滑に進めるこ
とができました。な
お、生産緑地に係る
新制度説明会を行い
特定生産緑地の周知
を行いました。

現行どおり

都市計画に関する事
項を調査審議する都
市計画審議会を開催
します。また、千葉県
都市協会への負担金
を支出します。
特定生産緑地指定へ
の意向調査を行いま
す。

2
開発行為許可申
請事務事業

都市計画課

無秩序な開発の防
止、優良な宅地供給
により、公共公益施
設の整備が充実し、
もって、市民生活環
境が維持されてい
る。また、計画的な土
地利用が促進されて
いる。

四街道市開発行為指
導要綱に基づき事前
協議を行う。都市計画
法に基づく開発行為
許可申請等に対する
審査及び進達を行う。
公有地の拡大の推進
に関する法律及び国
土利用計画法に基づ
き関係機関と連携す
る。

都市計画法に基づき
開発行為の指導等に
努めたことにより、無
秩序な開発等の防
止、良好な宅地供
給、公共公益施設の
整備がなされ、もって
市民生活環境を維持
することができまし
た。
また、計画的な土地
利用を促進すること
ができました。

現行どおり

四街道市開発行為指
導要綱に基づき事前
協議を行います。ま
た、都市計画法に基づ
く開発行為許可申請
等に対する審査及び
進達を行います。公有
地の拡大の推進に関
する法律及び国土利
用計画法に基づき、関
係機関と連携します。

3
公園緑地事務事
業

都市計画課

許可を得ることにより
安心して公園利用が
できる。
公園緑地に関する課
題、研究、事例等の
講義の受講により、
知識・技術の向上を
図ることができる。

事前に公園利用の相
談を受け、公園利用
になじむ内容か、他事
業の予定等を確認し、
許可が必要な場合に
は、申請書の作成を
依頼し、許可書を発行
する。

都市公園の利用申請
を許可することによ
り、市民が安心して公
園を利用することが
できました。
公園緑地に関する課
題、研究、事例等の
講義の受講により、
知識・技術が向上し
ました。

現行どおり

公園の利用許可申請
については、公園利用
の相談を受け、公園利
用になじむ内容か審
査し、許可が必要な場
合には申請書の作成
を依頼し、許可書を発
行します。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 都市部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
都市公園法により、都市公園の管理は当該地方公共団
体が行うことと規定されています。また、総合計画「施策
29計画的な緑の整備」に位置づけられています。

有効性 Ａ
経年劣化による施設の老朽化や使用頻度の高い遊具
等の劣化・破損に伴う維持補修等を適切に行うことによ
り、市民が安全・快適に施設を利用できています。

効率性 Ａ
都市公園の維持管理を公募による指定管理とすること
で、公園緑地の維持管理のコストの縮減を図っていま
す。

妥当性 Ａ
貴重な緑や多様な生態系を守っていくため、樹林などの
緑の計画的な保全や緑化の推進を図っていく必要があ
ります。

有効性 Ａ
樹林などの緑の計画的な保全や緑化の推進を図ること
により、市民が身近な自然環境と触れ合う機会の提供
につながっています。

効率性 Ａ 緑化推進を図るため、花と緑の基金の活用を図ります。

妥当性 Ａ 道路法第16条により市道の管理が定められています。

有効性 Ａ
道路用地の適正な維持管理を行うことにより、通行者の
安全確保や道路環境の美化が図られています。

効率性 Ａ
市民の安全確保や要望等に応えるためには、現状どお
り直接職員により対応する必要があると考えますが、市
民との協働など一部に検討する余地があります。

6 道路管理事業
土木課
（道路管理課）

道路用地の適正な維
持管理を行うことによ
り、通行者の安全確
保が図られるとともに
道路環境の美化が図
られている。

道路事業を円滑に推
進するため、民有地
の借上、道路用地の
測量、道路通行の安
全確保、市内道路用
地の草刈、清掃等を
行う。

適正な道路用地の管
理及び市民生活の安
全を確保することが
できました。

現行どおり

市民の安全を確保す
るため、道路用地の適
正な維持管理を行い
ます。

現行どおり

都市公園や都市緑地
の維持管理を指定管
理者に行わせることに
よりコストの縮減を
図っていきます。

5 緑化推進事業 都市計画課

公共施設や民有地の
緑化推進を図り、み
どりのまちづくりがで
きている。

民有地の緑化や緑化
意識の高揚によるみ
どりの保全と緑化の
推進を図るため、市民
の森の維持管理や市
民との協働により栗山
みどりの保全事業の
充実を図る。

たろやまの郷におい
て市民団体との協働
により遊歩道の維持
管理を行いました。ま
た、緑化イベントとし
て、田植え体験・稲刈
り体験・自然観察会を
行いました。

現行どおり

みどりの保全と緑化の
推進を図るため、花と
緑の基金を有効活用
します。また、緑化推
進事業としてたろやま
の郷において、自然観
察会など市民が緑と
触れ合う機会を提供し
ていきます。

4
都市公園・緑地
維持管理事業

都市計画課

都市公園や都市緑地
を適正に維持管理す
ることにより、市民が
安全・快適に利用で
きる。

都市公園や都市緑地
の管理を指定管理に
より行う。都市公園の
維持補修工事を行う。

都市公園や都市緑地
の維持管理を指定管
理にすることにより市
民が安全・快適に利
用できました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ 道路法第16条により市道の管理が定められています。

有効性 Ａ
清掃や植栽などを行い、駅前広場の快適な利用及び環
境美化を維持しています。

効率性 Ａ
シルバー人材センターへ業務委託することにより、市の
玄関口に相応しい効率的な維持管理を行っています。

妥当性 Ａ
道路法に定められた又は準じた事業であり、道路管理
者である市が行う必要があります。

有効性 Ａ
放置自動車の撤去により、適正な道路用地の管理につ
ながっています。

効率性 Ａ
放置自動車が発生した場合に対応する事業でありま
す。

妥当性 Ａ 道路法第16条により市道の管理が定められています。

有効性 Ａ
花植えや送迎スペースの確保を行うことにより、利用し
やすいきれいな駅前広場を維持しています。

効率性 Ａ
シルバー人材センターへ業務委託することにより、駅前
広場に相応しい効率的な維持管理を行っております。

現行どおり

清掃や植栽を行い、引
き続き良好な道路環
境を維持していきま
す。

8
放置自動車対策
事業

土木課
（道路管理課）

不法な放置自動車の
撤去により、適正な
道路用地の管理がさ
れている。

道路に放置してある
自動車を保管場所へ
移送し、保管する。

令和元年度の執行実
績はありませんでし
た。

現行どおり

放置自動車が発生し
た場合には、道路の適
正な管理を図るため、
撤去等必要な対応を
行います。

7
四街道駅前広場
管理事業

土木課
（道路管理課）

四街道駅前広場の快
適な利用及び環境美
化が図られている。

駅前広場及び駅周辺
の清掃、花壇への花
の植付及び植替えを
行う。

市の玄関口に相応し
い、環境に配慮した
維持管理を行うことが
できました。

現行どおり

花植えや送迎スペー
スの確保を行い、引き
続き利用しやすいきれ
いな駅前広場を維持し
ていきます。

9
物井駅前広場管
理事業

土木課
（道路管理課）

物井駅前広場の快適
な利用及び送迎ス
ペースの確保が保持
されている。

フラワーポットへの花
の植付及び植替え、
回転広場の土地の借
上げを行う。

物井駅利用者に配慮
した適切な維持管理
を行うことができまし
た。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
道路法に定められた又は準じた事業（道路の付属施設）
であり、街路樹の適正な管理のため実施しています。

有効性 Ａ
街路樹帯の除草、街路樹の剪定、消毒等を行うことによ
り、道路の景観及び安全確保が図られています。

効率性 Ａ
歩行者の通行障害や落葉対策等に関して、剪定の強度
や時期等を考慮し効率的に実施しております。

妥当性 Ａ 道路法第42条第1項により実施している事業です。

有効性 Ａ
四街道市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、長寿命化
維持修繕工事の設計、積算、発注、施工管理の適正化
が図られています。

効率性 Ａ
橋梁の点検については、５年毎に点検を行い、効率的
に進めています。

妥当性 Ａ 道路法第42条第1項により実施している事業です。

有効性 Ａ
舗装の老朽化による事故、振動、排水不良など修繕の
重要度は高く、適切な実施により市民の利便性及び安
全性を確保しています。

効率性 Ａ
国の交付金を活用しながら、客観的数値を把握したうえ
で、修繕計画を策定し執行しています。

10 街路樹管理事業
土木課
（道路管理課）

街路樹の適正な管理
により、道路環境の
美化及び通行者の安
全が確保されてい
る。

良好な交通環境の維
持、景観の保全のた
め、街路樹帯の除草、
街路樹の剪定、消毒
等の維持管理を行う。

道路環境の美化を維
持できました。
なお、関係自治会と
実施時期を調整しま
した。

現行どおり

街路樹等の剪定等を
適宜行い、管理を進め
ます。なお、関係自治
会と協議し、時期等を
調整します。

現行どおり

橋梁長寿命化修繕計
画に基づき、計画的に
補修工事を実施しま
す。

12 舗装修繕事業
土木課
（道路管理課）

安全で円滑な交通を
確保し、市民生活の
利便性及び安全性が
向上している。

交通の安全確保のた
め、老朽化した市道
の舗装修繕を行う。

舗装の老朽化による
振動の解消、破損等
による交通事故防止
ができました。

現行どおり

舗装の老朽化による
事故、振動、排水不良
などを防止するため、
社会資本整備総合交
付金を活用し、計画的
に舗装修繕工事を行
います。

11
橋梁長寿命化対
策事業

土木課
（道路管理課）

修繕計画に基づき、
市民生活の安全性・
快適性が向上してい
る。

橋梁長寿命化修繕計
画に基づき、長寿命
化維持修繕工事の設
計、積算、発注、施工
管理を行う。

橋梁の延命化や財政
支出の平準化ができ
ました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ 道路法第42条第1項により実施している事業です。

有効性 Ａ
舗装の老朽化による事故、振動、排水不良など修繕の
重要度は高く、適切な実施により市民の利便性及び安
全性を確保しています。

効率性 Ａ
限られた予算の中で、緊急性が高い事案から迅速に対
応しています。

妥当性 Ａ 道路法第42条第1項により実施している事業です。

有効性 Ａ
道路冠水の解消を図ることで、安全で安心な道路の維
持管理を行っています。

効率性 Ａ 限られた予算の中で、計画的に事業を進めています。

妥当性 Ａ 道路法第42条第1項により実施している事業です。

有効性 Ａ
道路冠水の解消を図ることで、安全で安心な道路の維
持管理を行っています。

効率性 Ａ
関係法令の規定により、清掃と産業廃棄物処理に分
け、効率的に執行しています。

現行どおり
市民からの要望や苦
情に対し、迅速に対応
します。

14 排水溝整備事業
土木課
（道路管理課）

不安のない安心安全
な市民生活が確保さ
れる。

道路雨水排水を速や
かに排除するため、
排水溝工事等を行う。

道路の排水機能が確
保されました。

現行どおり
排水溝工事等を行い、
道路の排水機能を確
保します。

13 道路維持事業
土木課
（道路管理課）

市民生活の安全性・
快適性の向上が図ら
れる。

市内道路の小規模な
維持補修工事（舗装、
排水）を行う。

市民生活に密着した
生活道路の維持補修
工事を迅速に行うこと
ができました。

現行どおり

排水溝、排水ポンプ等
の排水施設の清掃、
点検保守を実施し、道
路排水機能を維持しま
す。

15
排水溝維持管理
事業

土木課
（道路管理課）

冠水被害を防止する
ことで、安心安全な市
民生活が確保されて
いる。

良好な道路排水を行
うため、排水溝、排水
ポンプなどの排水施
設の清掃、保守点検
を実施する。

排水機能が回復し、
雨水を速やかに排水
することができまし
た。

91 / 158 ページ



令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 都市部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ 道路法第42条第1項により実施している事業です。

有効性 Ａ
狭隘道路の拡幅等により、安全安心な道路整備が図ら
れています。

効率性 Ａ
既存道路における小規模改良は、即効性の観点から有
効であり、効率的な維持管理につながっています。

妥当性 Ａ
地方財政法第8条、不動産登記法及び境界訴訟におい
て、土地権利者として対応が必要な事業であります。

有効性 Ａ
市が管理している道路、河川及び水路等と接する土地
との境界を確定することにより、適正な道路等用地の管
理及び市民生活の安全性の確保が図られます。

効率性 Ａ
境界が未確定な用地について、計画的に事業進行を
図っています。

妥当性 Ａ
法定外公共物など一般排水路の維持管理については、
条例の定めにより実施している事業です。

有効性 Ａ
経常的に行っている第3排水路のほか、市民要望に応じ
た排水路の清掃を行うことで、溢水を未然に防止し、良
好な住環境が維持できています。

効率性 Ａ
一般競争入札で執行しており、効率的な実施が図られ
ています。

16 道路改良事業
土木課
（道路管理課）

狭隘道路の拡幅、交
差点の改良などを行
うことにより、市民生
活の安全性・快適性
が向上している。

防災・安全上問題の
ある狭隘道路などの
拡幅等整備を行う。

安全で快適な道路空
間を確保することが
できました。

現行どおり

安全で快適な道路空
間の確保のため、道
路改良等を行っていき
ます。

現行どおり

道路等の用地を適正
に管理するため、境界
査定を引き続き実施し
ます。

18
排水路維持管理
事業

土木課
（道路管理課）

市民生活の安全性、
快適性が図られる。

良好な水路機能を維
持するため、排水路
の清掃や除草及び高
木の伐採を行う。

排水路の清掃及び除
草を行うことにより、
溢水を未然に防ぐこ
とができました。

現行どおり

排水路の清掃及び除
草を行うことで溢水を
未然に防止し、良好な
機能を維持します。

17
道路・水路財産
管理事業

土木課
（道路管理課）

適正な道路等用地の
管理及び市民生活の
安全性が確保されて
いる。

市が管理している道
路、河川、水路等と接
する土地との境界を
明らかにする。

適正な道路用地の管
理及び市民生活の安
全を確保することが
できました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
法定外公共物など一般排水路の維持管理については、
条例の定めにより実施している事業です。

有効性 Ａ
浸水被害解消に向けた対応について、計画的に事業を
進めており、一定の成果が得られています。

効率性 Ａ
現状において実施方法は最適と考えており、効率的な
事業の進展が図られています。

妥当性 Ａ
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の
総合的推進に関する法律により定められている事業で
あります。

有効性 Ａ
市営駐車場及び市営自転車駐車場の維持管理を行うこ
とにより、駅周辺の交通環境の保全が図られています。

効率性 Ａ
指定管理者制度を導入することにより、効果的・効率的
な運営管理を行っています。

妥当性 Ａ
道路法に定められた又は準じた事業であり、道路管理
者である市が行う必要があります。

有効性 Ａ
放置自転車等の撤去により、適正な道路用地の管理に
つながっています。

効率性 Ａ
放置自転車が減少すれば、置場（保管場所）の用地を
縮小することができますが、現時点では実現が困難で
あります。

現行どおり

雨水排水を速やかに
排除し、浸水を未然に
防止するため、一般排
水路の改修工事を実
施します。

20
市営駐車場維持
管理事業

土木課
（道路管理課）

駅周辺に設置されて
いる駐車場・自転車
駐車場の適切な管理
及び運営がされてい
る。

市営駐車場・市営自
転車駐車場の施設の
日常管理・利用登録
受付及び登録料等の
収受事務、登録外自
転車の除去作業を行
う。24時間の機械警
備、効率の良いシステ
ムの構築、施設用地
の借上げを行う。

JR四街道駅及びJR
物井駅の利用者の利
便性を向上すること
ができました。

現行どおり

道路環境を維持する
ため、引き続き駐車場
の維持管理を行ってい
きます。

19 排水路整備事業
土木課
（道路管理課）

豪雨による浸水被害
を解消し、市民生活
の安全性・快適性の
向上が図られる。

雨水排水を速やかに
排除し、浸水を防止す
るため、一般排水路
等の改修工事を行う。

雨水排水を速やかに
排除し、浸水を未然
に防ぐことができまし
た。

現行どおり

放置自転車が発生し
た場合には、道路の適
正な管理を図るため、
撤去等必要な対応を
行います。

21
放置自転車対策
事業

土木課
（道路管理課）

道路景観の維持及び
適正な自転車の利用
推進がされている。

放置自転車等の移
動、保管、所有者へ
の返却を行う。

JR四街道駅及びJR
物井駅周辺の放置自
転車等禁止区域を中
心に延べ70日の移動
作業で年間約600台
の放置自転車等の移
動を行い、市民の安
全と景観を確保する
ことができました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ 道路法第42条第1項により実施している事業です。

有効性 Ａ
道路交通に必要不可欠な各種交通安全施設を設置、維
持することで交通の安全が図られています。

効率性 Ａ
国の交付金の活用を図りながら、市内道路の安全対策
をまとめて執行することにより、事業の効率性を高めて
います。

妥当性 Ａ 河川法第２条により定められている事業です。

有効性 Ａ
上手繰川の草刈りを実施することにより、上手繰川周辺
の環境及び浸水の軽減が図られています。

効率性 Ａ 除草を最適な方法により実施しています。

妥当性 Ａ
道路法に定められた又は準じた事業であり、適正な道
路用地の管理のため実施しています。

有効性 Ａ
道路占用について、申請内容を精査し適切に許可・承
認事務を行っているため、事業内容に問題ありません。

効率性 Ａ
効率的な事務執行に努めており、現行の実施方法に改
善の余地はありません。

22
交通安全施設保
守・整備事業

土木課
（道路管理課）

市内道路の円滑な交
通確保と交通事故防
止が図られる。

市内道路の円滑な交
通確保と交通事故の
防止に向け、交通安
全施設（ガードレー
ル、反射鏡、標識等）
の新規設置、交換、
再設置を行うととも
に、歩道部段差解消
によるバリアフリー工
事を実施する。

道路の円滑な交通を
確保するとともに交通
安全を推進すること
ができました。

現行どおり

市内道路の円滑な交
通確保と交通事故防
止のため、各種交通
安全施設の設置等、
社会資本整備総合交
付金を活用し、事業を
計画的に行います。

現行どおり

引き続き手繰川の草
刈を実施することによ
り、上手繰川及び周辺
環境の機能維持を図
ります。

24
道路占用管理事
業

土木課
（道路管理課）

適正な道路用地の管
理により、市民生活
の安全が確保されて
いる。

占用申請受理、指
導、許可証の交付及
び占用料の調定、請
求を行う。道路法によ
る道路工事の協議、
指導、承認を行う。特
殊車両運行許可及び
上級官庁からの意見
照会の回答を行う。

適正な道路用地の管
理により、市民生活
の安全確保ができま
した。

現行どおり

道路法に基づき申請
内容に応じて、適切に
許可・承認事務を行い
ます。

23
手繰川維持管理
事業

土木課
（道路管理課）

上手繰川及び周辺の
環境を良好に維持す
ることで、市民が安心
して生活できている。

上手繰川護岸の草刈
を実施する。

除草を行ったことによ
り、機能を保持するこ
とができました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
急傾斜地崩壊危険区域に指定されており、国県に準じ
て実施している事業です。

有効性 Ｂ
急傾斜地対策事業地の地権者の施工同意が得られ
ず、対策工事が進んでいない状況です。

効率性 Ａ 現時点では、事業費は発生していません。

妥当性 Ａ
市民生活の利便性や生活環境の向上のため、私道整
備助成金要綱に基づき実施している事業です。

有効性 Ａ
助成金を交付することにより、私道の整備が促進されて
おり、快適な道路空間が確保される等、一定の成果が
得られています。

効率性 Ａ
申請内容に応じた適正な審査により、交付決定を行って
います。

妥当性 Ａ
都市計画法の定めによる四街道市開発行為指導要綱
に基づき実施する事業です。

有効性 Ａ
帰属等を受ける道路の構造や貯留施設などの雨水抑
制の指導等を行うことにより、良好な居住環境や安全な
道路環境が形成されています。

効率性 Ａ
開発行為の有無により事業に係る人件費に増減が発生
しますが、基本的にコスト縮減の余地はありません。

一部改善
地権者の同意が得ら
れるよう、引き続き交
渉を行います。

26
私道整備助成事
業

土木課
（道路管理課）

市民の生活環境が向
上している。

私道整備に要する費
用への助成金を交付
する。

今年度の執行はあり
ませんでした。

現行どおり

私道整備に要する費
用への助成金を交付
し、道路機能の向上を
図ります。

25
急傾斜地崩壊対
策事業

土木課
（道路管理課）

急傾斜地におけるが
け崩れ等の防止が図
られる。

千葉県による急傾斜
地崩壊危険区域につ
いて、がけ崩れ、土砂
災害の防止対策を実
施する。

地権者の同意が得ら
れず、急傾斜地崩壊
対策が施工できませ
んでした。

現行どおり

既存道路等施設への
影響の防止や新設道
路等施設に関する指
導を行うことにより、良
好な道路環境を保持し
ます。

27
開発行為等指導
事業

土木課
（道路管理課）

市民の生活環境向上
が図られる。

開発行為指導要綱に
基づき、帰属道路施
設に対して指導、助
言、検査を実施する。

生活環境の向上に寄
与することができまし
た。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ 道路法第42条第1項により実施している事業です。

有効性 Ａ
崩壊対策工事により道路の安全性が向上し、第三者被
害を未然に防止できています。

効率性 Ａ
災害発生前に未然に対策を行うことでコスト縮減につな
がっています。

妥当性 Ａ 道路法第42条第1項により実施している事業です。

有効性 Ａ
道路附属物の老朽化や破損による事故等維持修繕の
重要度は高く、適切な実施により市民の利便性及び安
全性を確保しています。

効率性 Ａ
国の交付金を活用しながら、客観的数値を把握したうえ
で、修繕計画を策定していきます。

妥当性 Ａ
特定の事業について、国道・県道管理者に対し実情を
訴え、処理等を要望することで、早期の解決や事業計画
の検討などが行われるため、必要となります。

有効性 Ａ
活動により交付金の獲得や道路整備事務事業進捗の
一助となっています。

効率性 Ａ

要望先は数多くあり、市単独での活動を行う事は効果や
効率を考えると不合理な活動と考えていますので、活動
に賛同する協議会等に参加して要望等の活動を行って
います。

28
道路法面崩壊対
策事業

土木課
（道路管理課）

市民の生活環境向上
が図られる。

道路法面等の崩落危
険箇所について、対
策工事を実施する。

道路法面崩壊対策事
業については、予防
保全的な側面を持つ
事業ですが、令和元
年度については、台
風等の豪雨により崩
壊した道路法面等の
復旧工事を早期に実
施し、被害の拡大を
防止し、道路機能を
回復しました。

現行どおり

道路法面や擁壁が崩
壊及び破損するおそ
れがある場合、対策工
事を実施します。

現行どおり

道路附属物の老朽化
や破損による事故等を
防止するため、社会資
本整備総合交付金を
活用し、計画的に維持
修繕工事を行います。

30
道路整備事務事
業

市街地整備課
(道路建設課）

道路整備事業を円滑
に行うことで、安全な
交通が確保できてい
る。

地域高規格道路、国
道、主要地方道等（県
道）の整備を、国・県
などの関係機関に対
し陳情・要望を行う。

事業の必要性を関係
機関に要望すること
ができました。

現行どおり

要望活動、連絡調整
事務、情報交換等の
活動を今後も進めてい
きます。

29
道路附属物等維
持修繕事業

土木課
（道路管理課）

市民生活の安全性・
快適性の向上が図ら
れる。

道路附属物の維持修
繕工事を行う。

道路附属物である
ボックスカルバートや
擁壁を点検し、施設
の現状が把握できま
した。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
特定の事業について、国道・県道管理者に対し実情を
訴え、処理等を要望することで、早期の解決や事業計画
の検討などが行われるため、必要となります。

有効性 Ａ
活動により交付金の獲得や道路整備事務事業進捗の
一助となっています。

効率性 Ａ

要望先は数多くあり、市単独での活動を行う事は効果や
効率を考えると不合理な活動と考えていますので、活動
に賛同する協議会等に参加して要望等の活動を行って
います。

妥当性 Ａ
管理用地は、宅地等に隣接する市街地にあたるため、
草刈や害虫駆除等により、景観・環境に配慮した管理が
必要となります。

有効性 Ａ
委託業務による管理用地の剪定、除草により、景観・環
境に配慮した状態が得られます。

効率性 Ａ
委託料の安価なシルバー人材センターとの契約や職員
による除草作業により、最小の経費で管理しています。

妥当性 Ａ
事業の目的を達成するため、「都市計画道路整備プロ
グラム」で早期整備路線として位置づけられている本路
線の整備を計画的に進める必要があります。

有効性 Ａ
用地取得、道路整備工事等により、都市計画道路の整
備促進が図られ、完成（供用開始）までの事務進捗率を
上げる事ができました。

効率性 Ａ
都市計画道路の整備事業については、事業内容を精査
しながら交付金も含め、最小限の費用で整備できるよう
検討して、事業を進めています。

現行どおり

要望活動、連絡調整
事務、情報交換等の
活動を今後も進めてい
きます。

32
用地管理事務事
業

市街地整備課
(道路建設課）

適正な用地維持管理
を行うことで、周辺環
境が保全されてい
る。

管理地の除草及び害
虫駆除などを行う。

管理用地の除草、パ
トロール等を実施した
ことにより、景観や環
境に配慮した用地管
理を行うことができま
した。

現行どおり

草刈り、害虫駆除、パ
トロール等により景
観・環境に配慮した用
地管理を行います。

31 街路推進事業
市街地整備課
(道路建設課）

道路整備財源の確保
により、道路整備が
遅滞なく推進されて
いる。

街路事業推進を図る
ため要望活動等を行
う。

事業の必要性を関係
機関に要望すること
ができました。

現行どおり

令和２年度工事を効
率よく発注・施工管理
ができるよう予算面を
含め精査しながら事業
を進めていきます。

33
３・３・１号山梨臼
井線整備事業

市街地整備課
(道路建設課）

災害発生時の避難
路・救助路・災害遮
断、ライフライン空間
の確保などにより、市
民が交通利便性や生
活する上での安全性
を得る。

国道51号からみそら
団地まで（１工区）及
びみそら団地から物
井まで（２工区）の都
市計画道路の整備を
進める。

橋梁築造工事、道路
新設改良工事を行う
ことにより、都市計画
道路の整備が進みま
した。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
事業の目的を達成するため、「都市計画道路整備プロ
グラム」で早期整備路線として位置づけられている本路
線の整備を計画的に進める必要があります。

有効性 Ａ
用地取得、道路整備工事等により、都市計画道路の整
備促進が図られ、完成（供用開始）までの事務進捗率を
上げる事ができました。

効率性 Ａ
都市計画道路の整備事業については、事業内容を精査
しながら交付金も含め、最小限の費用で整備できるよう
検討して、事業を進めています。

妥当性 Ａ
人や車などの利用者の安全や道路機能の向上のため
に、道路新設改良工事を進める必要があります。

有効性 Ａ
用地買収、道路整備工事により人や車などの利用者の
安全や道路機能の向上が得られます。

効率性 Ａ

要望箇所は市内で複数存在しているため、各箇所の事
業効果を判断し順次計画的に整備していきます。また、
交付金を含め、最小の経費で整備できるよう検討して、
事業を進めています。

妥当性 Ａ

市街地を計画的に整備していくのは行政の役割であり、
その取組においてより良い市街地整備の実現を目指す
ため、外部有識機関及び行政内部機関による協議検討
を行うとともに、必要な情報収集は不可欠です。

有効性 Ａ
協議検討結果及び収集情報を市街地整備の考えの中
に活かしています。

効率性 Ａ
効率的な事業活動に伴う予算措置であり、コスト縮減の
余地はありません。

35 道路新設事業
市街地整備課
(道路建設課）

道路整備により、人・
車等が安全に通行で
きている。

安全かつ快適な通行
の確保のため、一般
市道（生活道路）の新
設改良を行う。

道路改良工事や設計
等の実施により安全
かつ快適な通行が確
保され、道路新設事
業を進めることができ
ました。

現行どおり
整備順位に応じて国
等の補助金を活用し
継続していきます。

34
３・４・７号南波佐
間内黒田線整備
事業

市街地整備課
(道路建設課）

災害発生時の避難
路・救助路・災害遮
断、ライフライン空間
の確保などにより、市
民が交通利便性や生
活する上での安全性
を得る。

鹿渡南部特定土地区
画整理事業地境から
県道までの都市計画
道路の整備を進め
る。

不動産鑑定評価委託
を実施し、道路用地
約99㎡を買収し、都
市計画道路の整備が
進みました。

現行どおり
地権者の理解を得な
がら、道路用地の取得
を進めていきます。

現行どおり

現在、３つの地区で土
地区画整理事業が施
行中であり、より良い
市街地整備の実現を
目指し、引き続き、行
政内部機関等におい
て協議検討を行うとと
もに、必要な情報収集
を行います。

36
都市整備事務事
業

市街地整備課
(都市整備課）

市街地の公共施設の
整備改善及び宅地の
利用増進並びに土地
の健全な高度利用を
図る。
また、四街道駅南側
の周辺整備を図る。

市街地の計画的な整
備等を推進するため、
市街地整備事業等推
進連絡協議会等を開
催し、意見交換等を行
うとともに、街づくり区
画整理協会等の専門
機関を通じて必要な
情報収集を行う。

街づくり区画整理協
会及び千葉県市街地
整備推進協議会によ
る研修・講習会を通
し、市街地整備に必
要となる、知識・情報
を収集することができ
ました。
また、現在、施行中の
区画整理事業につい
ては、各々の事業に
おいて、適宜、関係機
関との協議を実施し
ました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ

事業資金の困窮により組合事業運営が不安定な状況に
ある中、事業の進展を図り、事業を早期完了に導くため
には、土地区画整理法第75条第１項に基づく、事業促
進のための助言や援助など、市からの側面支援が不可
欠となっています。

有効性 Ａ
施行者への指導、助言等の結果により、早期事業完了
に向けた再建計画の構築が進められています。

効率性 Ａ
現時点では、側面支援に当たっては、事業費がかから
ない方法による実施に努めています。

妥当性 Ａ
事業完了に向けて、土地区画整理法第75条第１項に基
づく、事業促進のための助言や援助など、市からの側面
支援が不可欠となっています。

有効性 Ａ
側面支援の結果、区画整理区域内における道路等の公
共施設整備の進捗が図られています。

効率性 Ａ
側面支援に当たっては、事業費がかからない方法によ
る実施に努めています。

妥当性 Ａ

事業資金の困窮により組合事業運営が不安定な状況に
ある中、事業の進展を図り、事業を早期完了に導くため
には、土地区画整理法第75条第１項に基づく、事業促
進のための助言や援助など、市からの側面支援が不可
欠となっています。

有効性 Ａ
施行者への指導、助言等の結果により、早期事業完了
に向けた再建計画の構築が進められています。

効率性 Ａ
現時点では、側面支援に当たっては、事業費がかから
ない方法による実施に努めています。

37
鹿渡南部特定土
地区画整理事業
関連事業

市街地整備課
(都市整備課）

公共施設の整備改善
と宅地利用の増進を
図り、健全な市街地
形成を進める。

鹿渡南部土地区画整
理組合が施行する鹿
渡南部特定土地区画
整理事業への技術的
援助等を行う。
また、事業を円滑に推
進するため施行者・関
係機関・関係各課との
協議調整を行うととも
に、事業完了に向け
て必要な整備や措置
等を実施する。

過度の資金不足によ
り事業が停滞してお
り、大きな進捗はあり
ませんでした。
　なお、事業の早期
完了に向けた事業再
建計画を構築してい
るところであり、市は
適宜、指導・助言を行
いました。

現行どおり

市の側面支援なしに
組合が事業運営を
行っていくのは実質困
難な状況です。また、
居住環境の早期整備
は住民の求めるところ
であることから、事業
を早期完了に導くた
め、引き続き、側面支
援を行います。

現行どおり

居住環境の早期整備
は住民の求めるところ
であることから、事業
を早期完了に導くた
め、引き続き、側面支
援を行います。

39
物井新田土地区
画整理事業関連
事業

市街地整備課
(都市整備課）

公共施設の整備改善
と宅地利用の増進を
図り、健全な市街地
形成を進める。

物井新田土地区画整
理組合が施行する物
井新田土地区画整理
事業への技術的援助
等を行う。
また、事業を円滑に推
進するため施行者・関
係機関・関係各課との
協議調整を行うととも
に、事業完了に向け
て必要な整備や措置
等を実施する。

資金不足により事業
が停滞しており、大き
な進捗はありません
でした。
なお、事業の早期完
了に向け、市は適
宜、指導・助言を行い
ました。

現行どおり

市の側面支援なしに
組合が事業運営を
行っていくのは実質困
難な状況です。また、
居住環境の早期整備
は住民の求めるところ
であることから、事業
を早期完了に導くた
め、引き続き、側面支
援を行います。

38
成台中土地区画
整理事業関連事
業

市街地整備課
(都市整備課）

公共施設の整備改善
と宅地利用の増進を
図り、健全な市街地
形成を進める。

成台中土地区画整理
組合が施行する成台
中土地区画整理事業
への技術的援助等を
行うとともに、事業を
円滑に推進するため
施行者・関係機関・関
係各課との協議調整
を行う。

令和3年度の換地処
分に向け、国・県・市
等の関係部署と協議
調整を行うとともに、
適切な指導・助言を
行った結果、都市計
画道路等の公共施設
整備を進めることが
できました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ

土地区画整理法第76条に規定する知事の権限に属す
る事務について、地方自治法第252条の17の２（条例に
よる事務処理の特例）により実施しています。
また、事業施行上の障害となる建築行為等を制限する
ための処分行為であり、行政処分の性質です。

有効性 Ａ
申請内容に対する確認及び処分の結果、土地区画整
理事業区域内の適正な土地利用が図られ、整合のとれ
た良好な住宅空間の整備が進んでいます。

効率性 Ａ
事務費を伴わない一般的な事務作業ですが、効率的な
実施に努めています。

妥当性 Ａ

事業を発展させるための第１段階作業（再開発事業に
対する理解促進、権利者間の合意形成、法定組合の設
立等）に当たっては、市が主体となって活動する必要が
あります。

有効性 Ｂ

再開発事業に対する理解促進に取り組んでいるもの
の、権利者間において考え方が異なるため合意形成に
は至っておらず、権利者による準備組合活動を一旦休
止しました。

効率性 Ａ
準備段階にある事業を発展させるために、必要な経費
等ですが、現在は予算化していません。

妥当性 Ａ 建築基準法第10条他に定められています。

有効性 Ａ
建築基準法に基づいた安全な建築物で市民が生活して
います。

効率性 Ａ 建築基準法第10条他に定められています。

42 建築行政事業 建築課
建築基準法に基づい
た安全な建築物で市
民が生活している。

建築基準法令に基づ
き劣化の著しい又は
違反した建築物など
に対する除却・移転・
改築・増築・修繕・模
様替・使用禁止・使用
制限などの命令など
を行う。また必要に応
じて、地区計画区域
内における公益上必
要な建築物の許可に
関する意見聴取をす
るための地区計画建
築審議会の運営及び
中高層建築物等の建
築に係る紛争の調停
に関する委員会を運
営する。

住宅の品質確保の促
進、住宅関連産業を
中心とする市内業者
の活性化及び本市へ
の定住促進すること
ができました。

現行どおり

法令に基づき、今後も
引き続き住宅の品質
確保に向けて周知して
いきます。

現行どおり

土地区画整理法第76
条に基づく申請内容に
対する確認及び処分
により、土地区画整理
事業区域内の適正な
土地利用を図り、整合
のとれた良好な住宅
空間の整備を進めま
す。

40
法第76条（建築
行為等の制限）
受付許可事業

市街地整備課
(都市整備課）

土地区画整理事業区
域内の適正な土地利
用を図ることで、整合
のとれた良好な住宅
空間を整備する。

土地区画整理事業区
域内の適正な土地利
用を図るため、建築行
為等の申請に対する
確認及び処分を行う。

申請箇所における建
築行為や土地形質変
更行為の内容につい
て的確に把握すると
ともに、必要に応じて
指導改善等を行った
ことにより、土地区画
整理事業区域内の適
正な土地利用が図ら
れ、良好住宅空間の
整備が進みました。

41
四街道駅南口地
区市街地再開発
事業

市街地整備課
(都市整備課）

四街道駅南口地区市
街地再開発事業を推
進し、当該地区の土
地の高度利用を促進
するとともに、駅を中
心とした南北一体型
の都市的形成を図
る。

準備段階にある四街
道駅南口地区市街地
再開発事業を発展さ
せるため、当該地区
の権利者に対して先
進地視察研修や勉強
会等を開催し再開発
事業への理解を深め
る。

再開発事業の実施に
向け情報収集を行う
とともに、組合による
事業展開の可能性に
ついて検討を行った。

一部改善

現在権利者による準
備組合の活動は一旦
休止していますが、準
備組合の総会の開催
予定があり、組合員の
意向の把握を行うと共
に、今後の事業展開
について検討します。
また、再開発事業に実
施に向け情報収集を
行います。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ 耐震改修促進法第6条に定められています。

有効性 Ｂ

災害に強いまちづくりの推進することで、公共の福祉が
推進され、家屋などの倒壊による道路閉鎖などの被害
が最小限になっています。
。

効率性 Ｂ 耐震改修促進法第6条に定められています。

妥当性 Ａ 建設リサイクル法第10条に定められています。

有効性 Ａ
建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基
づき、特定建設資材の分別解体及び再資源化などがな
されています。

効率性 Ａ 建設リサイクル法第10条に定められています。

妥当性 Ａ 建築基準法第6条に定められています。

有効性 Ａ
適正、迅速に審査などを行い、建築基準関係規定に適
合している建築物が建築されるとともに、指定確認検査
機関における確認・検査が適正に実施されてます。

効率性 Ａ 建築基準法第6条に定められています。

一部改善

法令による市促進計
画に基づき、耐震化を
図るため、引き続き周
知していきますが、更
なる周知策として、訪
問個別相談も実施しま
す。地震等の発生時
における危険な コンク
リートブロック塀等の
倒壊等による被害を防
止するため、市内にあ
る危険なコンクリートブ
ロック塀等を除却する
工事等に要する経費
に対する補助金制度
を引き続き実施しま
す。また、令和元年台
風第15号からの一連
の災害により被災した
市内の住宅の屋根又
は外壁等の修繕工事
を行う者に対する支援
事業補助金を昨年度
に引続き実施します。

44
建設リサイクル
事業

建築課

建築工事に係る資材
の再資源化等に関す
る法律に基づき、特
定建設資材の分別解
体及び再資源化など
がなされている。

建築工事に係る資材
の再資源化等に関す
る法律に基づく届出
の相談・受付・審査・
現地調査などを行う。

建設資材の分別解体
及び再資源化の促進
をすることができまし
た。

現行どおり

今後も解体について
は増加傾向が予想さ
れますので、引き続き
届出受理及びパトロー
ルを実施し、再資源化
を促進していきます。

43
建築防災行政事
業

建築課

災害に強いまちづくり
の推進することで、公
共の福祉が推進さ
れ、家屋などの倒壊
による道路閉鎖など
の被害が最小限に
なっている。

住宅・建築物の耐震
化の取り組みを計画
的かつ総合的に促進
するための耐震改修
促進計画を改定す
る。また、耐震相談会
等による相談の実施
や耐震診断や耐震改
修工事にかかる費用
に対し、補助金を交付
する。

木造住宅の耐震化の
促進することができま
した。
令和元年台風第15号
からの一連の災害に
よる被災者の生活の
安定と住宅の安全を
確保することができま
した。

現行どおり

近年は建築確認申請
審査件数が増加傾向
にあるため、引き続き
データベースを利用
し、適正に情報を管理
していきます。

45
建築確認申請等
事業

建築課

適正、迅速に審査な
どを行い、建築基準
関係規定に適合して
いる建築物が建築さ
れるとともに、指定確
認検査機関における
確認・検査が適正に
実施されている。

建築基準法に基づく
確認申請の審査、検
査及び済証の交付な
どを行う。指定確認検
査機関の行う建築確
認審査など及び検
査、審査などを報告書
により確認する。

建築行政共用データ
ベースシステムを使
用することにより確認
申請審査業務を適正
かつ円滑に遂行でき
ました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ 建築基準法第15条に定められています。

有効性 Ａ

建築物の着工動態を明らかにし，建築及び住宅に関す
る基礎資料が作成されている。また、当該建築物利害
関係者の建築物売買の経済活動が適正且つ迅速に行
われる状態になっています。

効率性 Ａ 建築基準法第15条に定められています。

妥当性 Ｃ
公営住宅法に基づき適切に管理運営を行う必要があり
ます。

有効性 Ａ
公営住宅法に基づき、適正な入居等の手続きを行うこと
により適正な管理が図られています。

効率性 Ａ
入居者の申請に対する適正な事務処理を怠らず、家賃
徴収においては滞納をなくすよう指導しています。

妥当性 Ａ 公営住宅法に基づき実施しています。

有効性 Ａ
市営住宅の補修・維持管理をすることにより、入居者の
安全が図られています。

効率性 Ａ
退去時及び施設の老朽化に伴う危険箇所の工事・修繕
は、事前に発生の予想が困難であり、必要な時点にお
いて適切で最小限な方法をとっています。

46
建築物統計調査
等事業

建築課

建築物の着工動態を
明らかにし、建築及
び住宅に関する基礎
資料が作成されてい
る。また、当該建築物
利害関係者の建築物
売買の経済活動が適
正且つ迅速に行われ
る状態になっている。

知事に建築工事届件
数、建築物災害状況
を毎月報告する。記
載証明を利用する当
該建築物の利害関係
者に建築台帳記載証
明申請書の受付、証
明書の交付などを行
う。

建築物の着工動態の
基礎資料が作成され
ました。また建築物売
買の経済活動が円滑
に遂行されました。

現行どおり

引き続き建築物の経
済活動のため、工事
届及び記載証明を円
滑に実施できるよう情
報を管理していきま
す。

一部改善

入居者の募集から各
種手続き、使用料の徴
収など、市営住宅の適
正な管理運営を行い
ます。

48
市営住宅施設管
理事業

建築課

市営住宅の施設・設
備などの補修・維持
管理をすることで、入
居者が良好な生活を
送っている。

市営住宅の施設・設
備の維持管理を行う。
（修繕費・工事費の適
切な支出方法・委託
内容の見直し）

市営住宅入居者への
適正な指導、助言を
行い、また、住宅施設
等について、管理委
託及び維持工事を執
行したことにより、適
正な維持管理ができ
ました。

現行どおり

入居者が快適かつ安
全に住めるように、市
営住宅の補修等維持
管理を引き続き実施し
ます。

47
市営住宅入居者
管理事業

建築課

適切な家賃算定を行
うため、入居募集・入
居者の異動・収入な
どを把握し、市営住
宅使用料の徴収業務
を行い市営住宅の施
設維持管理計画に反
映されている。

入居者の募集・順位
の決定、異動・同居・
承継・退去の手続き
管理人の委嘱・住宅
使用料の決定、滞納
家賃の納付指導を行
う。

市営住宅使用料（家
賃）の算定誤りが判
明し、公営住宅法に
基づく管理運営がで
きていませんでした
が、見直しを行ったこ
とにより適正な管理
運営を行うことができ
るようになりました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
長寿命化計画に基づき、老朽化した市営住宅の施設・
設備を社会的なニーズに即したものに整備・更新し、安
心して住める住宅を供給しています。

有効性 Ａ
施設の長寿命化を図るため、長寿命化計画に基づき適
切な時期に必要な改修を行っています。

効率性 Ａ
長寿命化計画に基づき、各市営住宅の個別改善を実施
し、入居者の居住性を高めています。

妥当性 Ａ
住生活基本計画を策定したことから、良好な住環境整
備のため、計画に基づき、各種施策を推進します。

有効性 Ａ
住生活基本法に基づき、市の実状に対応した住生活基
本計画を策定し、その施策を実施することにより、住環
境の整備等が図られています。

効率性 Ａ 住生活基本計画の重点施策等の実施を行います。

妥当性 Ａ
空家等の適正管理や有効活用を推進することにより、
地域における居住環境の向上を図るため、引き続き実
施する必要があります。

有効性 Ａ
空き家の所有者等への指導や相談業務により、空き家
の適正管理や有効活用が図られています。

効率性 Ａ
四街道市空家等対策計画に基づき、空家等に関する対
策を総合的かつ計画的に実施します。

現行どおり

見直しした公営住宅等
長寿命化計画に基づ
き、各市営住宅の個別
改善及び点検を実施
し、市営住宅入居者の
健全な住環境（居住性
向上・安全性確保）の
整備を図ります。

50
住生活基本計画
推進事業

建築課
市民の住生活の安定
及び向上が促進され
ている。

市民の豊かな住生活
の実現を目指し、少子
高齢化対応、ストック
重視、居住の安定確
保など、関係する施策
との連携を図り、バラ
ンスの良い住宅政策
を総合的かつ計画的
に推進するために「住
生活基本計画」を策
定する。

四街道市住生活基本
計画を関係機関等に
周知し、施策の実施
を指導しました。

現行どおり

市民の豊かな住生活
の実現を目指すため、
住生活基本計画の施
策を推進していきま
す。

49
市営住宅改善事
業

建築課

老朽化した市営住宅
に現代の生活実態に
即した設備を整備す
ることにより、入居者
が安心して生活をし
ている。

公営住宅等長寿命化
計画に基づき、各市
営住宅の個別改善を
実施する。

見直しした公営住宅
等長寿命化計画に基
づき、各市営住宅の
個別改善及び点検を
実施し、市営住宅入
居者の健全な住環境
（居住性向上・安全性
確保）の整備ができま
した。

現行どおり

空き家の適正管理の
ため、市民からの苦情
等に対し迅速かつ適
正に対応していきま
す。
また、空き家所有者か
らの相談に対し、関係
団体と連携して解決し
ていきます。

51
空き家等対策事
業

建築課
空き家の適正な管理
及び有効活用を推進
している。

地域景観の悪化、ご
みなどの不法投棄等
の誘発、防災や防犯
機能の低下など、さま
ざまな問題の発生が
懸念される空き家等
に対応するため、空き
家等の実態調査を進
め、効果的な対策を
検討し、推進する。

空き家の適正管理の
ため、市民等からの
空き家の相談に応
じ、現地確認の上、対
応しました。空き家対
策として、関係団体と
協定を締結し、空き家
の所有者に対して相
談業務を開始しまし
た。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 都市部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
介護、子育てなど親世帯と子世帯がお互いに協力でき
る環境づくりを促進するため、必要な事業です。

有効性 Ａ
三世代同居及び近居を促進することにより、住環境の
向上と若い世代の定住促進が図られています。

効率性 Ａ 効率的・効果的な方法で実施しています。

52
三世代同居・近
居支援事業

建築課
子育てを中心とした
若い世代の定住促進
がされている。

市内に居住する高齢
者世帯（子ども世帯）
について、市外に居
住する子ども世帯（高
齢者世帯）が市内の
世帯の近居に住宅を
購入（建設）した費用
に対して、補助金を交
付する。

子育て環境の向上及
び高齢者が安心して
暮らせるよう、三世代
（親・子・孫）で同居・
近居をする方に住宅
取得等（住宅の新築・
購入）の費用に対して
補助金（補助率1/2）
を交付しました。

現行どおり

住環境の向上と若い
世代の定住促進を図
るため、補助金の交付
を継続し、事業を推進
していきます。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 上下水道部　　　　

具体的な内容

妥当性 Ａ
上下水道事業の事務を執行する庁舎として安全性と快
適性を満たす必要があります。

有効性 Ａ
事務の執行場所としての安全性や快適性を確保するた
め、適正な維持管理を行っており、設備の経年劣化の
対応にも努めています。

効率性 Ａ
保守点検等により不具合箇所の早期発見をし、適切に
対処することでコストの削減にもつながっています。

妥当性 Ａ
上下水道事業の運営上必要な施設の管理や点検、工
事等の契約を地方自治法等に基づいて行っています。

有効性 Ａ 契約事務の執行に関して、滞りなく執行できています。

効率性 Ａ
問題なく執行しており、事務的事業であるためコストに
関して大きな変化はありません。

妥当性 Ａ
契約者から、使用量に応じた料金の徴収を行い、未納
者へは督促状の送付や給水停止処分を行うことにより、
契約者相互間の負担の公平性を図っています。

有効性 Ａ
料金の未納者へは督促状の送付、給水停止処分を実
施します。また、四街道市上下水道料金等徴収事務受
託者との連携により、収納率の向上を目指しています。

効率性 Ａ
当該事務事業は一般競争入札により決定した民間企業
に委託をすることで、コストの縮減を図っています。

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針

1
庁舎維持管理事
業

経営業務課

庁舎を適正に維持管
理することにより、安
全性や快適性の確保
を図り、効率的に業
務を執行する。

庁舎の適正な維持管
理のため、各種設備
の保守点検及び庁舎
の現状把握を行う。

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

庁舎を適正に維持管
理することにより、安
全性や快適性の確保
を図り、効率的な業
務を執行することが
できました。

現行どおり

庁舎を適正に維持管
理することにより、安
全性や快適性の確保
を図り、効率的な業務
を執行します。

2 契約事務事業 経営業務課

上下水道事業に係る
契約事務を統括して
行うことにより、適正
な契約締結をすると
ともに事務の効率化
を図る。

契約依頼に基づき適
正な入札・契約事務
処理をし、事業者が公
平に入札に参加する
ことができ、公正な競
争の促進、不正行為
の排除及び適正な施
工の確保を図る。

上下水道事業に係る
契約事務を統括して
行うことにより、適正
な契約を締結するとと
もに事務を効率化す
ることができました。

現行どおり

上下水道事業に係る
契約事務を統括して行
うことにより、適正な契
約を締結するとともに
事務の効率化を図りま
す。

3
料金徴収事務事
業

経営業務課

水道の開閉栓、検針
業務、転居に伴う料
金の精算等を行うた
め、円滑な料金徴収
事務を行うことによ
り、上下水道料金等
の支払いの利便性の
向上、滞納の抑制を
図る。滞納者に対し
ては、適正な措置を
行い対処する。

水道メーターの検針を
隔月に行う。この使用
水量に基づき、上下
水道料金等を契約者
に請求し、口座振替
又は納入通知書での
納付を依頼する。な
お、滞納者に対して
は、督促状の送付や
給水停止処分を行う。

使用水量に基づき、
料金等の請求を行
い、口座振替又は納
入通知書により収納
しました。また、料金
等未納者に対しては
督促状の送付や給水
停止処分を行いまし
た。

現行どおり

四街道市上下水道料
金等徴収事務受託者
との連携のもと、未納
者への対応を継続的
に実施し、収納率の向
上を図ります。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 上下水道部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
法令の定めはないが、上下水道事業の適切な経営を図
るため必要な事業です。

有効性 Ａ
上下水道事業者にとって重要な会議への参加や、上下
水道事業職員として必要な知識の習得に寄与していま
す。

効率性 Ａ
研修の費用対効果を十分に考慮した上での出席として
おり、コスト面も効率化を図っています。

妥当性 Ａ
法令に定めのある事業であり、現在の運用環境の中で
は適切な運用が行われています。

有効性 Ａ
資金需要に対しても適切に管理されており、収益性の確
保にも寄与しています。

効率性 Ａ
事務的な事業であり、コスト面に圧縮の余地は少ないも
のです。

妥当性 Ａ
地方公営企業法により事業者の義務として位置づけら
れています。

有効性 Ａ
適切な予算編成・執行を行っており、安定した経営に寄
与しています。

効率性 Ａ
事務的な事業であり、コスト面に圧縮の余地は少ないも
のです。

現行どおり

日本水道協会、日本
下水道協会等が開催
する会議、各種研修講
習会などに参加しま
す。

5
資金管理運用事
業

経営業務課

事業活動における資
金収支を健全な状態
に維持し、資金需要
に対する適正な調達
及び運用を実践す
る。

出納取扱金融機関等
により適切な資金管
理を行うとともに、定
期預金等により確実
かつ有利な方法で資
金運用を実践する。ま
た、企業債を活用する
など適切に資金調達
を行う。

出納取扱金融機関等
により適切な資金管
理を行うとともに、効
果的な資金運用方法
を検討した上で定期
預金による確実かつ
有利な方法での資金
運用を実践し、収益を
得ることができまし
た。
また、企業債につい
ても、借入条件を比
較し有利な条件で資
金調達を行いました。

現行どおり

出納取扱金融機関等
により適切な資金管理
を行うとともに、定期預
金等により確実かつ有
利な方法で資金運用
を実践します。また、
企業債を活用するなど
適切に資金調達を行
います。

4
事業関連団体事
業

経営業務課

上下水道事業の問題
や動向について共通
認識を持ち、地域に
おける各上下水道事
業者間の連携を強化
するとともに、研修を
通じ上下水道事業へ
の理解を深める。

日本水道協会、日本
下水道協会等が開催
する会議、各種研修
講習会などに参加す
る。

日本水道協会、日本
下水道協会等が開催
する会議、各種研修
講習会などに参加す
るとともに、当市が幹
事市となり、水道事業
運営協議会工務部会
研修会を開催したこと
で、事業者間の連携
や、上下水道事業へ
の理解を深めること
ができました。

現行どおり

当該事業年度におけ
る業務予定に対応した
予算編成を行い、適切
な予算執行を実践しま
す。

6
予算編成執行事
業

経営業務課

経営目標を明確化す
ることにより、事業の
経営活動を計画的か
つ効率的に執行す
る。

当該事業年度におけ
る業務予定に対応し
た予算編成を行い、
適切な予算執行を実
践する。

当該事業年度におけ
る業務予定に対応し
た予算編成を行い、
適切な予算執行を実
践することができまし
た。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 上下水道部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
地方公営企業法により事業者の義務として位置づけら
れています。

有効性 Ａ
事業年度単位で経営状況を把握することで、経営の安
定性等に寄与しています。

効率性 Ａ
事務的事業であり、コスト面に圧縮の余地は少ないもの
です。

妥当性 Ａ
地方公営企業法により事業者の義務として位置づけら
れています。

有効性 Ａ
上下水道事業の持つ膨大な資産とその減価償却を適正
に管理できています。

効率性 Ａ
事務的事業であり、コスト面に圧縮の余地は少ないもの
です。

妥当性 Ａ
法令の定めはありませんが、国から策定を推奨されて
います。

有効性 Ａ
各種計画の策定および進捗管理により、安全で安定し
た事業の持続が図られます。

効率性 Ａ
各種計画の策定においては、入札のほか、専門的知識
を有する業者をプロポーザルで選定するなど、適切な対
応がとられています。

7 決算報告事業 経営業務課

上下水道事業の財政
状態及び経営成績を
明らかにし、決算に
関する適正な審査・
監査を受ける。

当該事業年度終了後
決算関係書類を作成
し市長に報告する。ま
た、決算統計、決算審
査等一連の決算業務
を行う。

当該事業年度終了後
決算関係書類を作成
し市長に報告しまし
た。また、決算審査等
一連の決算業務を行
い、議会より決算認
定を受けました。

現行どおり

当該事業年度終了後
決算関係書類を作成
し市長に報告します。
また、決算統計、決算
審査等一連の決算業
務を行います。

現行どおり

固定資産の実地照合
を定期的に行い、これ
に基づき固定資産台
帳整備及び関連会計
処理を行います。

9 計画等策定事業 経営業務課
経営計画等に基づく
中長期的な事業運営
を図る。

現行計画の進捗管理
を行うとともに、経営
計画等を策定する。

四街道市上下水道事
業ビジョンの進捗管
理を実施しており、水
道・下水道事業ともに
施設の更新が計画的
に実施されました。
また、令和元年度より
担当課において実施
されている水道施設
基本計画・ストックマ
ネジメント計画（下水
道）の策定の進捗管
理も実施し、令和２年
度の経営戦略策定に
向けて準備を進めま
した。

現行どおり

四街道市上下水道事
業ビジョンの進捗管理
を行うとともに、水道施
設基本計画・下水道ス
トックマネジメントの結
果を受け、経営戦略を
策定します。

8
固定資産管理事
業

経営業務課

固定資産の現状把握
に努めることにより、
将来の資産管理や適
正な減価償却計算を
行うことができる。

固定資産の実地照合
を定期的に行い、これ
に基づき固定資産台
帳整備及び関連会計
処理を行う。

固定資産の実地照合
を定期的に行い、こ
れに基づき固定資産
台帳整備及び関連会
計処理を行うことによ
り、決算における適正
な固定資産計上等が
できました。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 上下水道部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
水道管布設工事の実施により配水管網が整備されると
ともに、耐震化が進み今後も安定給水が確保されるた
め、必要な事業です。

有効性 Ａ
配水施設の整備により安定給水を確保し、より多くの需
要家が安定的な水道サービスを利用できるようになりま
す。

効率性 Ａ
国、県の積算基準に基づく適正な積算により実施してい
ます。

妥当性 Ａ
水道法第15条に規定され、事業運営に不可欠な業務で
す。

有効性 Ａ
給水装置に関する業務を円滑に進め、適正な給水装置
の設置を確認しています。

効率性 Ａ
申請書の受付け、審査、現地検査業務など一連の業務
を効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
計量法第72条に基づく量水器の検定期間満了時（８年）
の交換業務であり、公正な料金徴収のため必要となりま
す。

有効性 Ａ
事業実施により適正な給水・料金徴収に反映していま
す。

効率性 Ａ 量水器の購入、交換を適切に実施しています。

10 水道管布設事業 水道課

配水施設の整備によ
り安定給水を確保し、
需要家が安定的な水
道サービスを利用す
る。

主要水道管、老朽
管、狭小管を耐震管
に更新する。

事業の進捗に伴い、
より多くの需要家が
安定的な水道サービ
スを利用できるように
なりました。

現行どおり
主要水道管、老朽管、
狭小管の耐震管への
更新を継続します。

現行どおり

給水装置の設計審査・
検査を継続して実施す
るとともに、給水申込
負担金等の徴収、水
栓番号の付与に必要
となる事務を適正に実
施します。

12
量水器購入管理
事業

水道課

計量法、製品試験を
遵守した量水器を提
供することにより、正
確な使用水量を得て
いる。

量水器の購入・管理、
検定期間満了メー
ター交換に関する業
務を行う。

量水器の購入、交換
を実施し、正確な計
量をすることにより公
正な料金の徴収がで
きました。

現行どおり
量水器の購入、交換を
継続して実施します。

11
給水装置工事事
業

水道課
需要家が安全で安定
した水道サービスを
利用する。

指定給水装置事業者
より提出される給水装
置工事承認申請書の
設計審査・検査、その
他関連する事務を行
う。

給水装置の設計審
査・検査を実施し、正
確な設置状況を確認
することにより、需要
家が安心して給水装
置を使用することが
できました。また、水
道事業の安定経営に
必要な財源となる給
水申込負担金等が確
実に納入されました。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 上下水道部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ

漏水修繕により、道路陥没などの二次災害を防ぐととも
に、給水鉛管の入れ替えにより、漏水を未然に防ぎ、需
要家が安定した給水に資することができるため、必要な
事業です。

有効性 Ａ
漏水を未然に防止し、漏水修繕による二次災害を防止
します。

効率性 Ａ

給水鉛管の入れ替え、漏水の修繕、消火栓改修につい
ては、今後の給水本管の施工計画などを踏まえ、できる
だけ低コストで最大限の効果を発揮できる工事を行うよ
うにしてコスト縮減を図っています。

妥当性 Ａ

最新の配水管情報を管網図に反映させて把握し、工事
業者に提供し、立ち会いを実施することで、工事などに
よる事故を未然に防ぐことに資するため、必要な事業で
す。

有効性 Ａ
各年度における加筆・修正を継続し、工事業者等、配水
管情報を必要な方に提供し、多方面に有効活用してい
ます。

効率性 Ａ
当該事業については必要最小限のコストで行っており、
現行の事業内容にあっては最適であると考えています。

妥当性 Ａ
浄水場施設の管理を適正に行い計画的に整備すること
により、水道水を安定的に供給する重要な事業です。

有効性 Ａ
給水区域全体に安定供給を続け、需要家が常に安定し
た給水サービスを受けています。

効率性 Ａ
各浄水場施設の設備を計画的に更新、修繕を行ってコ
スト縮減を図っています。

現行どおり
漏水修繕、消火栓改
修工事を継続して実施
します。

14 配水管管理事業 水道課
工事事業者による配
水管の事故を未然に
防止する。

配水管工事及び給水
装置工事をもとに、管
網図を加筆修正し、よ
り正確な配水管の情
報を水道工事店や他
工事事業者に提供す
る。また、立ち会いを
行い、工事による配水
管の事故を防止す
る。

正確な配水管情報を
工事業者に提供し、
また、立ち会いを行う
ことで、配水管の事故
の未然防止に資する
ことができました。

現行どおり

継続して最新の配水
管の情報を提供し、現
場に立ち会うことで、
他工事による事故を未
然に防ぎます。

13
漏水・修繕対策
事業

水道課
需要家が安定して給
水を受けることを可
能にする。

公道漏水及び宅内の
水道メーター手前側
の漏水修繕、給水鉛
管のポリエチレン管等
への入替え、消防か
らの依頼による消火
栓の改修工事を実施
する。

漏水修繕、給水鉛管
の入替え及び消火栓
改修工事を実施し、
水道事故を防ぎ、需
要家への安定した給
水に資することができ
ました。

現行どおり
老朽設備より順次更
新を継続して実施しま
す。

15
浄水場施設維持
管理事業

水道課

浄水場の維持を万全
にすることにより、需
要家は安定的に水道
サービスを利用して
いる。

設備の老朽化に伴
い、浄水場施設の更
新、修繕工事を行う。

順次、老朽設備の更
新を実施し、不具合を
防ぐことにより給水区
域全体への安定供給
ができました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ

地下水を汲み上げる重要な施設であり、管理を適正に
行い計画的に整備することで、水道水の安定供給が実
現できるため、事業を継続して実施する必要がありま
す。

有効性 Ａ
給水区域全体に安定供給を続け、需要家が常に安定し
た給水サービスを受けています。

効率性 Ａ
施設の故障率低下を図るため、取水井戸施設の更新工
事を実施し、故障によるトラブルを未然に防いでいま
す。

妥当性 Ａ
水質検査計画に基づいて水質検査を実施し、飲用水の
水質の安全性を確保しており、必要な事業です。

有効性 Ａ
水質の安全性を確保し、需要家が常に安定給水サービ
スを受けています。

効率性 Ａ
水道法第20条により、計画的に水質検査を行っていま
す。

妥当性 Ａ
赤水や断水が発生した場合に、応急的に水を必要とす
る需要家からの依頼に基づき、給水車や給水袋での給
水活動を行う必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
赤水や断水が発生した場合、その他緊急時には給水車
や給水袋による応急給水活動を行います。

効率性 Ａ
当該事業については必要最小限のコストで行っており、
現行の事業内容にあっては最適であると考えています。

16
取水井戸施設維
持管理事業

水道課

取水施設の維持管理
を万全にすることによ
り、需要家は安定的
に水道サービスを利
用している。

施設の故障率低下を
図るため、取水井戸
施設の更新工事を実
施する。

順次、老朽設備の更
新を実施し、不具合を
防ぐことにより給水区
域全体への安定供給
ができました。

現行どおり
引き続き適切な維持
管理を実施します。

現行どおり
水道法に基づく水質検
査を継続して実施しま
す。

18 応急給水事業 水道課

ライフラインが遮断し
た際に必要となる飲
料水を需要家へ提供
できる体制を確保す
る。

給水車及び給水タン
クまたは給水袋により
需要家へ応急給水活
動を実施する。

断水などに至る災害
はなかったが、赤水
発生時において需要
家に対して迅速に給
水を行うことができま
した。

現行どおり
赤水や断水が発生し
た場合に、必要に応じ
て事業を実施します。

17
安全・安定給水
対策事業

水道課

水質検査を実施する
ことにより、需要家が
安全な水の給水サー
ビスを受けている。

安全かつ清浄な水の
供給を確保するため、
水道法に基づく水質
検査を年間を通じて
実施する。

定期及び臨時に水質
検査を実施し安全な
給水ができました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
水道法に基づき、水道事業者の業務として位置づけら
れています。

有効性 Ａ
工事事業者の審査を行うことで、給水装置工事の質を
高め、安定給水に寄与しています。

効率性 Ａ
水道法に基づく事務を的確かつ円滑に処理する上で、
効率的に執行しています。

妥当性 Ａ

下水道が整備された地域において、都市計画法第75条
により条例で定めた受益者負担金を、下水道整備費の
一部として下水道整備地域の土地所有者等に負担して
もらう事業です。

有効性 Ａ
前納報奨金制度の活用により納付が促進され、下水道
整備費の財源が確保できています。

効率性 Ａ
四街道市都市計画下水道事業受益者負担金に関する
条例施行規程に基づき、報奨金を交付しています。

妥当性 Ａ
計画区域の水洗化率が90パーセントを超えたことから
初期の目的は達成していますが、未接続者への継続的
な啓発活動が必要なため実施する事業です。

有効性 Ａ
供用開始から３年以内の切り替えに対し改造資金の助
成を行うことで水洗化率の向上が図られています。

効率性 Ａ
四街道市水洗便所改造資金助成条例に基づき、補助
金を交付しています。

現行どおり

給水装置工事事業者
の指定申請等に対し
書類審査に基づいた
指定手続き等を行い、
指定等した業者を公
表します。また、導入し
た更新制度に基づき
必要な手続きを実施し
ます。

19
給水装置工事事
業者指定事業

水道課

給水装置工事を依頼
する際、水道法に基
づく技術要件を満たし
た事業者を選択する
ことができる。

給水装置工事事業者
の指定申請に対し書
類審査に基づいた指
定手続きを行い、指定
した業者を公表する。

指定事業者の各種申
請に対し、適切な手
続きにより、指定事業
者の履歴管理等を行
うことができました。

現行どおり

定められた納期前に
受益者負担金を納入
した受益者に対し、条
例で定められた率に
応じた報奨金を交付し
ます。

21
下水道普及・促
進事業

下水道課
水洗化率の向上が図
られている。

水洗化を促進するた
め、普及啓発活動を
行うとともに、供用開
始後３年以内に下水
道へ接続した者に対
し、補助金を交付す
る。

下水道接続促進のた
め普及啓発活動を行
いました。しかし、供
用開始後３年以内に
下水道へ接続した者
が今年度はいなかっ
たため、補助金を交
付することはありませ
んでした。

現行どおり

下水道普及促進のた
め、供用開始後３年以
内の切り替えに対し改
造資金の助成を行うと
ともにより一層の啓発
を行います。

20 負担金徴収事業 下水道課
下水道が整備され衛
生的な生活ができ
る。

下水道が整備された
地域の土地所有者等
に対し、下水道整備
費の一部負担として
受益者負担金を賦
課・徴収する。

受益者負担金の納付
が促進され下水道整
備費の財源の一部を
確保することができま
した。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 上下水道部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ 下水道法第３条により定められている事業です。

有効性 Ａ

下水道施設の適正な保守管理により、使用者が安心し
て公共下水道を使用することができています。H２９年度
より雨水幹線等維持管理事業を統合し、効率的に実施
しています。

効率性 Ａ

公共下水道の機能を保持するため施設の点検、清掃及
び保守工事を行い、効率的な事業実施に努めていま
す。H２９年度より雨水幹線等維持管理事業を統合し、
効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
下水道施設の老朽化が進む中、更新や修繕等を計画
的に進めていく必要があり、長寿命化計画に基づき実
施しています。

有効性 Ａ
既存ストックの改築等により施設の延命を図ることで、
長期にわたり安心して下水道施設を利用することができ
ます。

効率性 Ａ
施設の健全度（劣化状況）を調査したうえで、既存ストッ
クを利用しながら、効率的に延命化を図っていきます。

妥当性 Ａ
排水設備工事を適切に行うため、四街道市下水道排水
設備指定工事店規程により、排水設備工事店の指定手
続きや指導等を実施しています。

有効性 Ａ
排水設備の設計審査及び竣工検査等により、基準に
合った排水設備の施工が行われています。

効率性 Ａ
人件費以外のコストはなく、効率的な事業実施に努めて
います。

22
下水道維持管理
事業

下水道課
下水道を快適に使用
することができてい
る。

下水道施設の保守管
理や下水道台帳の作
成を行う。また、印旛
沼流域下水道へ汚水
処理に要する費用を
負担する。

施設の保守管理を適
正に実施したことによ
り使用者が安心して
公共下水道を使用す
ることができました。
また、汚水処理費用
を負担したことにより
当市の汚水を適切に
処理することができま
した。

現行どおり

下水道施設の保守管
理を適正に実施しま
す。また、汚水処理負
担金を支出することに
より、印旛沼流域下水
道において汚水を適
正に処理します。

現行どおり

今後も施設延命のた
め、既存ストックを活
かした施設の延命化
のため改築等を行い
ます。

24 指定工事店事業 下水道課
排水設備工事が適切
に行われている。

排水設備工事店の指
定手続を行う。排水設
備指定工事店に対す
る指導等を行う。排水
設備の設計審査及び
竣工検査を行う。

排水設備工事店の指
定及び指導を行った
結果、良好な排水設
備の施工が行われま
した。

現行どおり

引き続き適正な排水
設備工事が行われる
よう、排水設備指定工
事店に対して指導等を
行います。

23
下水道長寿命化
事業

下水道課
長期にわたり安心し
て下水道を使用する
ことができている。

施設の健全度（劣化
状況等）を調査した上
で、既存ストックを活
かした施設の延命化
のための改築等を行
う。

長期にわたり安心し
て下水道を使用する
ことができるよう改築
工事を実施しました。
なお、入札不調等に
より一部の工事が繰
越事業となりました。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 上下水道部　　　　

具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
下水道法第３条により、雨水管の整備が定められてい
ます。

有効性 Ａ
計画的な雨水管の整備により市民生活環境が向上して
います。

効率性 Ａ
一般競争入札で執行しており、効率的に実施していま
す。

25 浸水対策事業 下水道課
浸水のない快適で安
全な生活環境が実現
されている。

市内の浸水区域の被
害解消を目的として、
雨水幹線及び枝線の
整備工事を実施す
る。

浸水被害の軽減に向
け、雨水管等の整備
を計画的に進めまし
た。なお、工事実施に
あたり、関係事業者と
の調整に不測の日数
を要したため、繰越事
業となりました。

現行どおり
浸水被害の軽減に向
け、雨水管等の整備を
計画的に進めます。
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業）会計課・行政委員会　　　

具体的な内容

妥当性 Ａ 地方自治法第232条の4に基づき実施しています。

有効性 Ａ 適正・適確な歳入、歳出事務が実施できています。

効率性 Ａ
事務が多岐にわたる中、効率的な方法により実施でき
ています。

妥当性 Ａ
地方自治法第１３８条第２項、四街道市議会事務局設
置条例、四街道市議会事務局規程に基づき実施してい
ます。

有効性 Ａ

法令等の動向を注視し、議会に関する制度の見直しが
なされる場合等には的確な対応に努めています（標準
市議会会議規則の一部改正に伴い、四街道市議会会
議規則の一部改正を行っています）。

効率性 Ａ
必要最低限の予算を編成し、事務を行っていることか
ら、より効果的な議会運営を模索・検討しながら事業の
実施に努めています。

妥当性 Ａ
四街道市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す
る条例に基づき実施しています。

有効性 Ａ 上記の条例に基づき、議員報酬等を支出しています。

効率性 Ａ
四街道市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す
る条例に定められている議員報酬等の額及び支給方法
により適正に支出しています。

議会の庶務に関する
事務を効率的に行っ
たことにより、健全な
議会運営を行うことが
できました。

現行どおり

法令等に基づき事務
を執行し、併せて法令
等の改正の動向を注
視し、議会に関する制
度の見直しがなされる
場合等には的確な対
応を行います。また、
事務執行に当たって
は効率化が図られる
よう努めます。

2
議会事務局事務
事業

議会事務局
議会事務を効率よく
円滑に進めている。

議会の庶務に係る事
務経費を支出する。

議員報酬等を適正に
支出することができま
した。

現行どおり

四街道市議会議員の
議員報酬及び費用弁
償等に関する条例に
基づき適正な支出を
行います。

3 議員人件費 議会事務局
議員報酬、議員期末
手当等を支給してい
る。

議員報酬、議員期末
手当等、議員共済費
を支出する。

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和２年度

適正・的確な歳入、歳
出事務が行えました。

現行どおり
引き続き、適正・適確
な歳入、歳出事務の
執行に努めます。

事業成果

令和元年度

事業の評価

1
会計事務運営事
業

会計課
適正・適確な歳入、歳
出事務が行えてい
る。

債務者からの入金、
債権者への支払い、
歳入歳出日計表の作
成、通帳管理・保管、
千葉県収入証紙の販
売を行う。

事業の
方向性
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令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業）会計課・行政委員会　　　

具体的な内容 事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和２年度

事業成果

令和元年度

事業の評価
事業の
方向性

妥当性 Ａ

地方自治法で、政務活動費の交付の対象・額及び交付の方
法並びに政務活動費に充てることができる経費の範囲は条
例で定めることとされています。政務活動費交付条例及び同
条例施行規則を平成25年3月1日付で施行し、その例規に基
づいて事業を行っています。

有効性 Ａ
議員が研修等を通して資質の向上を図ることにより、市
政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる
ことに対する効果が期待されます。

効率性 Ａ
政務活動費の更なる透明性を図るため、政務活動に伴
う経理を明確にすることにより、より適正な取扱いを進
めています。

妥当性 Ａ
議会については、地方自治法で定められています。ま
た、運営については、条例、会議規則等により規定され
ています。

有効性 Ａ
議会の重要性は今後も高まるとともに市民の関心も高
まることにより、市民に分かりやすく開かれた議会運営
が図られています。

効率性 Ａ
地方自治法改正の動向を注視し、議会に関する制度の
見直しがなされる場合等には的確に対応し、円滑かつ
効果的、効率的な議会運営を行っています。

妥当性 Ａ 法定された事業であるため、継続します。

有効性 Ａ
法定された事業であるため、事業内容を変更すること
は、困難です。

効率性 Ａ
法定された事業であるため、現行どおりの運営を行うも
のと考えます。

選挙人名簿の定時登
録など定例の委員会
のほか、選挙の執行
等のため委員会を開
催するとともに、各種
連絡協議会及び研修
会へ参加しました。

現行どおり

選挙人名簿の定時登
録など定例の委員会
のほか各種連絡協議
会及び研修会に参加
します。

6
選挙管理委員会
運営事業

選挙管理委員
会事務局

適正な事業の実施に
より委員会業務の円
滑な運営と選挙の管
理執行等の改善が期
待できる。また、事務
局内の事務が円滑に
進む。

選挙管理委員会・明
るい選挙推進協議会
の開催、選挙人名簿
の調整や在外選挙人
の登録、選挙の管理
執行や選挙啓発な
ど、委員会業務に関
する事務を行う。

調査研究などの政務
活動を実施したことに
より、市政の発展に
貢献することができま
した。

現行どおり

四街道市議会政務活
動費交付条例及び同
条例施行規則に基づ
き適正な支出に努め
ます。また、ホーム
ページに収支報告書
等を掲載します。

4
議員活動補助事
業

議会事務局

議員が政務活動費の
交付を受け、調査研
究、研修会への参加
などを行っている。

議員の市政に関する
調査研究、その他活
動に資するために必
要な経費の一部を支
出する。

本会議及び各委員会
の会議録の作成、議
会定例会ごとに議会
だよりの発行などを
行い、議会運営を円
滑に実施することが
できました。

現行どおり

市民に分かりやすく効
果的な議会運営を行
います。また、法律等
の見直しによる制度改
正に合わせた的確な
対応を行います。

5 議会運営事業 議会事務局
議会運営が効率よく
円滑に進められてい
る。

各委員会の行政視察
にかかる旅費、会議
録調製委託、議会広
報事務など議会運営
に関する事務を行う。
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具体的な内容 事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和２年度

事業成果

令和元年度

事業の評価
事業の
方向性

妥当性 Ａ 法定された事業であるため、継続します。

有効性 Ａ
法定された事業であるため、事業内容を変更すること
は、困難です。

効率性 Ａ
法定された事業であるため、現行どおりの運営を行うも
のと考えます。

妥当性 Ａ 法定された事業であるため、継続します。

有効性 Ａ
法定された事業であるため、事業内容を変更すること
は、困難です。

効率性 Ａ
法定された事業であるため、現行どおりの運営を行うも
のと考えます。

妥当性 Ａ 法定された事業であるため、継続します。

有効性 Ａ
法定された事業であるため、事業内容を変更すること
は、困難です。

効率性 Ａ
法定された事業であるため、現行どおりの運営を行うも
のと考えます。

参議院議員通常選挙
を令和元年７月２１日
に適正に執行しまし
た。

休止
令和２年度選挙の予
定は、ありません

8
参議院議員選挙
執行管理事業

選挙管理委員
会事務局

正確性が確保された
選挙人名簿等の調製
整備により、選挙時
の投票が円滑に行わ
れ、投じた一票が有
効投票として開票結
果に反映される。

選挙人名簿の調製、
選挙権・被選挙権の
調査、選挙の執行を
行う。

令和２年度選挙の予
定は、ありません

県議会議員一般選挙
を平成３１年４月７日
に適正に執行しまし
た。

休止9
県議会議員選挙
執行管理事業

選挙管理委員
会事務局

正確性が確保された
選挙人名簿等の調製
整備により、選挙時
の投票が円滑に行わ
れ、投じた一票が有
効投票として開票結
果に反映される。

選挙人名簿の調製、
選挙権・被選挙権の
調査、選挙の執行な
どを行う。

市議会議員一般選挙
を令和２年２月２３日
に適正に執行しまし
た。

休止
令和２年度選挙の予
定は、ありません

7
市議会議員選挙
執行管理事業

選挙管理委員
会事務局

正確性が確保された
選挙人名簿等の調製
整備により、選挙時
の投票が円滑に行わ
れ、投じた一票が有
効投票として開票結
果に反映される。

選挙人名簿の調製、
選挙権・被選挙権の
調査、選挙の執行な
どを行う。
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具体的な内容 事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和２年度

事業成果

令和元年度

事業の評価
事業の
方向性

妥当性 Ａ 法定された事業であるため、継続します。

有効性 Ａ
啓発活動を通じ、有権者の政治意識の向上が図られて
います。

効率性 Ａ 必要な時期に機会をとらえて実施しています。

妥当性 Ａ
監査、審査等を実施することは法令に規定されているた
め、今後も継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ
財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理
を適正に実施できていることから、現行のとおり実施し
ています。

効率性 Ａ
財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理
を適正に実施できていることから、現行のとおり実施し
ています。

妥当性 Ａ
農地法、農業委員会等に関する法律、農業経営基盤強
化促進法、租税特別措置法、独立行政法人農業者年金
基金法等に基づき実施しています。

有効性 Ａ

農地法、農業委員会等に関する法律、農業経営基盤強
化促進法に基づき、農業委員会総会の開催、証明書の
発行、農地の利用調整や耕作放棄地解消のための業
務等を行っており、その結果、農地の有効利用などがで
きました。

効率性 Ａ

関係法令に基づいた農業委員会を運営する上で必要な
事業費のみを計上しています。対象となる交付金・補助
金等は現状維持となっておりますが今後法律改正によ
り新たな補助金等が提示された場合は確保していきま
す。

農地法、農業委員会
等に関する法律、農
業経営基盤強化促進
法、租税特別措置
法、独立行政法人農
業者年金基金法に基
づいて、4月より新体
制のメンバーで農業
委員会運営事業を適
正に運営することによ
り、農地の有効利用、
農業経営を安定させ
ることができました。

現行どおり

農地法、農業委員会
等に関する法律、農業
経営基盤強化促進
法、租税特別措置法、
独立行政法人農業者
年金基金法に基づい
て、今後も農業委員会
総会の開催、農地の
利用調整、耕作放棄
地解消のための業務
等、農業委員会運営
事業を適正に行いま
す。

12
農業委員会運営
事業

農業委員会事
務局

各農家の意見を反映
させながら円滑な農
業委員会業務が行わ
れている。

農地台帳の管理、農
業委員会総会等の開
催、各証明書の発
行、農地に係る照会
の回答、農地の利用
調整、耕作放棄地解
消のための業務、農
業者年金業務、委員
会だよりの発行等を
行う。

明るい選挙啓発ポス
ターや標語の募集と
審査を行い、市議選
における選挙啓発標
語を決定しました。ま
た優秀な作品を県選
管へ応募し、標語小
学校の部で「優良賞」
を、ポスター小学校の
部で「佳作」を受賞し
ました。

現行どおり

有権者の政治意識の
向上及び明るい選挙
の実現などを目指し
て、明るい選挙啓発ポ
スター・標語の募集及
び審査等の啓発活動
に継続して取り組みま
す。

10 選挙啓発事業
選挙管理委員
会事務局

選挙が公明且つ適正
に行われるよう、あら
ゆる機会を通じて選
挙人の政治意識の向
上に努めることによ
り、投票の方法、選
挙違反その他選挙に
関し必要と認める事
項が選挙人に周知さ
れている。

各選挙での街頭啓
発、選挙啓発ポス
ター・標語作品の募集
審査を行う。

監査・検査・審査を実
施したことにより、各
部局等の事務事業に
ついて、公正で合理
的かつ効率的な行政
運営の確保ができま
した。

現行どおり

監査の重要性は今後
も高まることから、より
効果的な監査手法を
模索・検討しながら実
施していくことが必要
と考えます。また、地
方自治法が改正され
たことに伴い、監査基
準を策定したので、こ
の基準にのっとり監
査・検査・審査を実施
していきます。

11
監査事務運営事
業

監査委員事務
局

的確な監査業務が実
施されている。

決算審査、定期監
査、例月出納検査、

健全化判断比率等審
査等を行う。
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具体的な内容

妥当性 Ａ

本事業は、地方教育行政の組織及び運営に関する法
律に定められた事業です。また、教育行政に対する市
民ニーズは高まっており、重要施策を審議決定する案
件が多いため必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
市の教育施策等について審議することにより、円滑
な教育行政の運営が行われています。

効率性 Ａ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律等により会
議の実施方法が規定されています。また、効率的なスケ
ジュール設定によりコスト削減に努めています。

妥当性 Ａ

教育委員会の規則・訓令の制定改廃等は、教育行政の
組織及び運営に関する法律に定められた事業です。
また、各委託については、来庁者の安全管理及び第二
庁舎や学校の環境維持を図るために必要な事業です。

有効性 Ａ
適切な部内調整に努めることにより、円滑な教育委員会
事務局運営が行われています。

効率性 Ａ

市教育委員会行政組織規則など、各種規則・訓令によ
り実施方法が定められています。また、適切な庁舎管理
をシルバー人材センターに委託するなどコスト削減に努
めています。

妥当性 Ａ

本事業は県の表彰規程等を参考に市教育委員会表彰
規程を作成し行っている事業です。また、市民の教育、
学術、スポーツ又は文化の振興に対する意欲が高まる
ことから、必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
教育委員会表彰を実施することにより、市民の教育意
識の高揚を図ることができています。

効率性 Ａ
市教育委員会表彰規程により実施方法が定められてい
ます。また、円滑な式運営により、会場の利用時間を最
小限にとどめるなど、コスト削減に努めています。

2
教育委員会事務
局運営事業

教育総務課
教育委員会内の事務
が円滑に行われてい
る。

公印管理、教育委員
会事務局内の文書引
継ぎ、教育委員会の
規則・訓令の制定改
廃、地方教育費調
査、庁舎管理、教育
委員会の規則・訓令
の公示、部課長会議
の開催、議会連絡調
整及び学校災害賠償
保険事務を行う。

地方教育行政の組織
及び運営に関する法
律に基づき、規則・訓
令の制定、改正を行
いました。また、学校
連絡便、駐車場、受
付案内業務をシル
バー人材センターに、
小中学校17校の用務
員を民間に引き続き
委託することで、効率
的に業務を遂行しま
した。

現行どおり

地方教育行政の組織
及び運営に関する法
律に基づき、教育委員
会の規則・訓令の制定
改廃等、教育委員会
事務局の適正な運営
を行います。また、学
校連絡便、駐車場や
受付業務をシルバー
人材センターに委託
し、地域人材の活用を
図るなど、引き続きコ
スト削減に努めます。

3
教育委員会表彰
事業

教育総務課

教育、学術、スポーツ
又は文化の振興に貢
献した者が表彰され
ている。

教育、学術、スポーツ
又は文化の振興に貢
献した者を表彰する。

教育委員会表彰式を
行い団体5組、個人20
人を表彰しました。
（内訳）功績：団体1
組、個人12人、奨励：
団体4組、個人8人

現行どおり

市教育委員会表彰規
程に基づき、教育委員
会表彰を行い、教育、
学術、スポーツ又は文
化の振興において市
民の模範となった方々
を表彰します。

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針

1
教育委員会運営
事業

教育総務課
教育行政が適正かつ
円滑に運営されてい
る。

教育委員会会議・委
員協議会・総合教育
会議を運営する。
教育長、教育委員の
スケジュール調整・出
欠報告、教育長車運
転業務を行う。

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

教育委員会会議及び
委員協議会を開催す
ることにより、市の教
育施策等が審議さ
れ、円滑に教育行政
が運営されました。
また、総合教育会議
を開催し、市長と教育
長及び教育委員の間
で意見交換を行い、
教育行政の一層の充
実のため、相互理解
を深めました。

現行どおり

地方教育行政の組織
及び運営に関する法
律等に基づき、教育委
員会会議を開催しま
す。
また、教育長、教育委
員のスケジュール調整
等を行います。
さらに、総合教育会議
を開催し、市長、教育
長及び教育委員が教
育行政について話し合
います。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
教育行政について、市民に分かりやすく知らせるために
必要な事業です。

有効性 Ａ
市内全戸に配付されることから、教育に関する情報を幅
広く、分かりやすく市民にお知らせしています。

効率性 Ａ
市政だよりに情報を掲載していることから、効率的に幅
広く情報を発信しています。

妥当性 Ａ
学校教育法第５条、消防法、水道法、電気事業法、小学
校設置基準第７条、地方自治法に基づき設置者が行う
ものです。

有効性 Ａ
小学校施設の改修、点検等を行うことで、児童などの安
全と快適性が維持されています。

効率性 Ａ

委託等できる事業は可能な限り委託し、必要最低限の
予算と人員で事業を実施しています。財源として、使用
可能な補助金、起債等がある場合は有効に活用してい
ます。

妥当性 Ａ
学校教育法第５条、消防法、水道法、電気事業法、中学
校設置基準第７条、地方自治法に基づき設置者が行う
ものです。

有効性 Ａ
中学校施設の改修、点検等を行うことで、生徒などの安
全と快適性が維持されています。

効率性 Ａ

委託等できる事業は可能な限り委託し、必要最低限の
予算と人員で事業を実施しています。財源として、使用
可能な補助金、起債等がある場合は有効に活用してい
ます。

6
中学校施設設備
維持管理事業

教育総務課

生徒などの安全と快
適性が維持されてい
る。
学校用地を借り上げ
ることにより、学校用
地の面積が適正に確
保され、円滑な教育
が実施されている。

中学校施設の損耗、
機能低下に対する機
能回復の工事、点検
委託等を行うととも
に、学校用地の借上
げ、目的外使用申請
の許可等、学校用地
の適正な管理を行う。
また、全普通教室等
へ空調設備を設置す
る。

補修、改修、点検等
を行うことで、施設の
適切な維持管理がで
きました。

現行どおり

引き続き使用可能な
補助金や起債を使用
し、委託等できるもの
は委託し、必要最低限
の予算で施設の維持
管理を実施していきま
す。

5
小学校施設設備
維持管理事業

教育総務課

児童などの安全と快
適性が維持されてい
る。
学校用地を借り上げ
ることにより、学校用
地の面積が適正に確
保され、円滑な教育
が実施されている。

小学校施設の損耗、
機能低下に対する機
能回復の工事、点検
委託等を行うととも
に、学校用地の借上
げ、目的外使用申請
の許可等、学校用地
の適正な管理を行う。
また、全普通教室等
へ空調設備を設置す
る。

補修、改修、点検等
を行うことで、施設の
適切な維持管理がで
きました。

現行どおり

市政だよりに教育行政
についての情報を「教
育委員会特集」として
年４回掲載します。
引き続き市民に対して
教育に関する情報を
分かりやすく知らせる
ことができるよう努め
ます。

4
教育広報作成事
業

教育総務課
教育に関する情報を
分かりやすく市民に
お知らせしている。

記事の編集・写真撮
影等を行う。

市政だよりに「教育委
員会特集」を年4回掲
載し、教育委員会で
の出来事や事業及び
施策について広く周
知しました。（掲載号
内訳）4月15日号、7
月15日号、10月15日
号、1月15日号

現行どおり

引き続き使用可能な
補助金や起債を使用
し、委託等できるもの
は委託し、必要最低限
の予算で施設の維持
管理を実施していきま
す。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
教育基本法、学校教育法に基づく小学校の運営に必要
な事務経費を支出するものです。

有効性 Ａ
学校事務用品を購入し、日常的な維持補修を実施する
ことにより、円滑な学校運営ができています。

効率性 Ａ
必要最低限の購入及び補修を心がけ、費用対効果を考
慮して支出しています。

妥当性 Ａ
教育基本法、学校教育法に基づく中学校の運営に必要
な事務経費を支出するものです。

有効性 Ａ
学校事務用品を購入し、日常的な維持補修を実施する
ことにより、円滑な学校運営ができています。

効率性 Ａ
必要最低限の購入及び補修を心がけ、費用対効果を考
慮して支出しています。

妥当性 Ａ
小学校の施設管理に関する予算及び決算の調整に関
する事業であり、円滑な学校運営のため必要です。

有効性 Ａ
必要な学校備品を購入することにより、良好な教育環境
整備ができています。

効率性 Ａ 限られた予算で最適に事業を実施しています。

現行どおり

小学校の施設管理に
関する予算及び決算
の調整に関することを
行います。学校の一般
管理用備品に関する
ことを行います。

9
小学校施設管理
事業

教育総務課

適正な予算執行によ
り、円滑な小学校運
営が行われ、一般管
理用備品を購入する
ことで、教育環境が
整備される。

小学校の施設管理に
関する予算及び決算
の調整に関することを
行う。学校の一般管
理用備品に関するこ
とを行う。

各小学校に必要な備
品を購入し、良好な
環境が整備できまし
た。

現行どおり

小学校の事務管理に
関する予算及び決算
の調整に関することを
行います。

8
中学校事務管理
事業

教育総務課
適正な予算執行によ
り、円滑な中学校運
営が行われている。

中学校の事務管理に
関する予算及び決算
の調整に関することを
行う。

事務用及び事業用消
耗品として、各種事務
用品、用紙類を購入
するとともに、日常的
な維持補修を実施し
たことで、円滑な学校
運営及び良好な教育
環境が整備できまし
た。

現行どおり

中学校の事務管理に
関する予算及び決算
の調整に関することを
行います。

7
小学校事務管理
事業

教育総務課
適正な予算執行によ
り、円滑な小学校運
営が行われている。

小学校の事務管理に
関する予算及び決算
の調整に関することを
行う。

事務用及び事業用消
耗品として、各種事務
用品、用紙類を購入
するとともに、日常的
な維持補修を実施し
たことで、円滑な学校
運営及び良好な教育
環境が整備できまし
た。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
中学校の施設管理に関する予算及び決算の調整に関
する事業であり、円滑な学校運営のため必要です。

有効性 Ａ
必要な学校備品を購入することにより、良好な教育環境
整備ができています。

効率性 Ａ 限られた予算で最適に事業を実施しています。

妥当性 Ａ
義務教育諸学校施設費国庫負担金法、補助金等に係
る予算の適正化に関する法律に基づき市が実施する事
務です。

有効性 Ａ
国庫補助金を活用した効果的な施設改修方法等の検
討を行っています。

効率性 Ａ
限られた財源の中で、利用できる補助金等は最大限に
活用する必要があります。

妥当性 Ａ 学校教育法第５条に基づき設置者が行うものです。

有効性 Ａ
経年劣化した施設の大規模な改修を行うことで、長期的
に生徒などの安全と快適性が維持されます。

効率性 Ａ
国庫補助金を活用し、限られた予算で最適に事業を実
施しています。

現行どおり

国の制度に基づいた
手続きを行い、可能な
限り補助金を活用して
いきます。

12
中学校施設大規
模改造事業

教育総務課

老朽化した施設を改
修することで生徒な
どの安全と快適性が
維持されている。

中学校施設の損耗、
機能低下に対する大
規模な機能回復の工
事を行う。

千代田中学校南棟校
舎大規模改造工事が
計画どおり完成しまし
た。

休止

千代田中学校南棟校
舎大規模改造工事が
計画どおり完成したこ
とから次の事業まで休
止とします。

11
教育費小中学校
国庫補助金事業

教育総務課
財政負担を軽減し、
事業の円滑な実施が
確保されている。

国庫補助金（負担金・
交付金）に関する認定
申請、整備計画、交
付申請、実績報告な
どを千葉県の審査を
受けて文部科学省に
提出する。

千代田中学校校舎大
規模改造工事、空調
設備設置工事の国庫
補助に係る実績報告
及び災害復旧国庫負
担事業に係る申請及
び実績報告関係書類
を提出しました。

10
中学校施設管理
事業

教育総務課

適正な予算執行によ
り、円滑な中学校運
営が行われ、一般管
理用備品を購入する
ことで、教育環境が
整備される。

中学校の施設管理に
関する予算及び決算
の調整に関することを
行う。学校の一般管
理用備品に関するこ
とを行う。

各中学校に必要な備
品を購入し、良好な
環境が整備できまし
た。

現行どおり

中学校の施設管理に
関する予算及び決算
の調整に関することを
行います。学校の一般
管理用備品に関する
ことを行います。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ 学校教育法第５条に基づき設置者が行うものです。

有効性 Ａ
経年劣化した施設の大規模な改修を行うことで、長期的
に児童などの安全と快適性が維持されます。

効率性 Ａ
国庫補助金を活用し、限られた予算で最適に事業を実
施しています。

妥当性 Ａ
学校保健安全法第２７条により義務付けられているた
め、継続的に実施する必要があります。

有効性 Ａ
関係各機関との連携による合同点検により、危険個所
の改善ができています。

効率性 Ａ
通学路交通安全プログラムにより、計画的に実施できて
います。

妥当性 Ａ
学校教育法第１９条に義務付けられているため、継続的
に実施する必要があります。

有効性 Ａ
保護者の経済的負担が軽減されたことにより、児童を安
心して就学させることができています。

効率性 Ａ 市の支給規則に従い、適切に業務を遂行しています。

15
児童就学助成事
業

学務課

保護者の経済的負担
が軽減されたことによ
り、児童を安心して就
学させることができて
いる。

経済的な理由により
就学困難な児童の保
護者及び特別支援学
級等に就学する児童
の保護者に対し、学
用品費等・給食費を
援助する。

経済的理由で就学が
困難な児童や特別支
援学級等に就学する
児童の保護者に対
し、学用品費等・給食
費を援助しました。令
和２年度の新1年生
の保護者に新入学学
用品費を入学前に支
給しました。

現行どおり

学校から提出された就
学援助申請書に基づ
き、対象者を認定し、
国が定める支給単価
に従い援助費の支給
を行います。
新１年生の新入学学
用品費については入
学前に支給できるよう
にします。

現行どおり

八木原小学校校舎大
規模改造工事の実施
にむけ設計を行いま
す。

14
通学路安全管理
事業

学務課
児童生徒が、登下校
時に安心して通学路
を利用している。

学校で指定された通
学路を認定し、当該通
学路に係る学校から
の危険箇所現況報告
書により、現地調査や
関係各課と協議を行
い、改善策について
要望する。開発行為
などについては、通学
路に係る場合は協議
を行う。

通学路の安全確保の
ため、関係機関との
連携による合同点検
を実施し、危険個所
の改善に努めまし
た。

現行どおり

27年度に策定した通
学路交通安全プログラ
ムに基づき、合同点検
を計画的に実施してい
きます。

13
小学校施設大規
模改造事業

教育総務課

老朽化した施設を改
修することで児童な
どの安全と快適性が
維持されている。

小学校施設の損耗、
機能低下に対する大
規模な機能回復の工
事を行う。

八木原小学校校舎大
規模改造工事の設計
委託を契約し設計を
進めました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
学校教育法第１９条に義務付けられているため、継続的
に実施する必要があります。

有効性 Ａ
保護者の経済的負担が軽減されたことにより、生徒を安
心して就学させることができています。

効率性 Ａ 市の支給規則に従い、適切に業務を遂行しています。

妥当性 Ａ

義務教育諸学校の教科書の無償に関する法律、義務
教育諸学校の教科書の無償措置に関する法律により義
務付けられているため、継続的に実施する必要がありま
す。

有効性 Ａ
児童生徒に適切に教科書を配布することで、就学の遂
行に寄与しています。

効率性 Ａ
各学校に対するチェックにより適正な報告が図れていま
す。

妥当性 Ａ
吉岡地区から吉岡小学校へバス通学している児童の保
護者に、定期券代の助成を行うことは、保護者の経済的
負担を軽減するため必要です。

有効性 Ａ
吉岡地区から吉岡小学校へバス通学している児童の保
護者に、定期券代の助成を行うことにより、保護者の経
済的負担を軽減できています。

効率性 Ａ 規則、要綱に基づき適切な方法で実施しています。

現行どおり

吉岡地区から吉岡小
学校へバス通学してい
る児童の保護者に対
し、通学費の全額助成
を行います。

18
児童派遣等助成
事業

学務課

保護者の経済的負担
が軽減されたことによ
り、児童を安心して就
学させることができて
いる。

吉岡地区から吉岡小
学校へバス通学して
いる児童の保護者に
対し、通学費の全額
助成を行う。

吉岡地区から吉岡小
学校へバス通学して
いる児童の保護者
に、定期券代の助成
を行いました。

17
教科書無償給与
事業

学務課
児童・生徒が、教科
書を無償で給与され
ている。

次年度の教科書需要
数の報告及び当該年
度の教科書の受領・
給与の確認及び報告
をする。

次年度の教科書需要
数の報告及び当該年
度の教科書の受領・
給与の確認及び報告
をしました。

現行どおり

次年度の教科書需要
数の報告及び当該年
度の教科書の受領・給
与の確認及び報告を
行います。

16
生徒就学助成事
業

学務課

保護者の経済的負担
が軽減されたことによ
り、生徒を安心して就
学させることができて
いる。

経済的な理由により
就学困難な生徒の保
護者及び特別支援学
級等に就学する生徒
の保護者に対し、学
用品費等・給食費を
援助する。

経済的理由で就学が
困難な生徒や特別支
援学級等に就学する
生徒の保護者に対
し、学用品費等・給食
費を援助しました。令
和２年度の新1年生
の保護者に新入学学
用品費を入学前に支
給しました。

現行どおり

学校から提出された就
学援助申請書に基づ
き、対象者を認定し、
国が定める支給単価
に従い援助費の支給
を行います。
新１年生の新入学学
用品費については入
学前に支給できるよう
にします。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
保護者の経済的負担軽減及びスポーツ、文化の振興を
図るとともに、生徒の学校生活の充実を図るために必要
です。

有効性 Ａ
大会参加者の保護者にかかる経済的負担軽減及びス
ポーツ、文化の振興を図るとともに、生徒の学校生活の
充実を図るため、適正な助成が行われています。

効率性 Ａ 規則、要綱に基づき適切な方法で実施しています。

妥当性 Ａ
保護者の経済的負担軽減及びスポーツ、文化の振興を
図るとともに、生徒の学校生活の充実を図るために必要
です。

有効性 Ａ
大会参加者の保護者にかかる経済的負担軽減及びス
ポーツ、文化の振興を図るとともに、生徒の学校生活の
充実を図るため、適正な助成が行われています。

効率性 Ａ 規則、要綱に基づき適切な方法で実施しています。

妥当性 Ａ
学力向上を目指した質の高い授業を実施していくため、
教材の充実が重要であり現行どおり継続していく必要が
あります。

有効性 Ａ
教材用の備品を整備することにより、教育指導の向上
が図られます。

効率性 Ａ 整備方法を効率的に実施しています。

現行どおり

生徒の部活動に必要
な消耗品や備品購入
費、大会参加事業に
要する経費などを補助
します。

21
小学校学習教材
整備事業

学務課
教材用の備品が整備
され、教育指導の向
上が図られている。

備品購入要望書受
付、入札執行、入札、
契約、納品、備品管
理を行う。

学習指導を進めるう
えで、教師の指導の
幅が広がるとともに、
児童の理解度、学習
の定着度を高めるこ
とができました。

現行どおり

各校から提出される、
教材用備品購入計画
書の品目や内容を精
査し、予算の範囲内で
計画的に整備を進め
ます。

20
中学校部活動補
助事業

学務課

保護者の経済的負担
が軽減されたことによ
り、生徒を安心して就
学させることができて
いる。

生徒の部活動の活動
事業、大会参加事業
に要する経費などを
補助する。

中学校部活動におけ
る保護者負担を軽減
するとともに、活動の
活性化を図るため、
部活動にかかわる経
費に対する補助を行
いました。

19
生徒派遣等助成
事業

学務課

保護者の経済的負担
が軽減されたことによ
り、生徒を安心して就
学させることができて
いる。

生徒が部活動で関東
大会以上への出場に
際して、交通費、宿泊
費を補助する。また、
バス通学が必要でか
つ利用した場合に、定
期券代を助成する。

部活動で関東大会以
上への出場に際し
て、交通費、宿泊費
の一部を補助します。
また、バス通学が必
要でかつ利用した場
合に、定期券代を助
成しました。

現行どおり

部活動で関東大会以
上への出場に際して、
交通費、宿泊費の一
部を補助します。ま
た、バス通学が必要で
かつ利用した場合に、
定期券代を助成しま
す。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
学力向上を目指した質の高い授業を実施していくため、
教材の充実が重要であり現行どおり継続していく必要が
あります。

有効性 Ａ
教材用の備品を整備することにより、教育指導の向上
が図られます。

効率性 Ａ 整備方法を効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき実
施しています。

有効性 Ａ
学校生活におけるけがなどの不慮の事故に対して、保
護者の経済的負担が軽減しています。

効率性 Ａ
請求、支払いはマニュアルに基づき実施され効率化さ
れています。

妥当性 Ａ
社会情勢や文部科学省からの通達等を鑑み、今後も継
続して実施していくべき事業です。

有効性 Ａ
薬物に対する正しい知識を身につけることにより規範意
識の醸成が図られています。

効率性 Ａ
警察、保健所等の関係機関と連携を図ることで、犯罪に
巻き込まれないようなスキル等の育成につながっていま
す。

現行どおり

児童生徒の薬物所持
及び使用が報道され
る中、学校保健に関す
る正しい知識や情報
の提供、薬物乱用防
止教室の更なる普及、
啓発を行います。

24
学校保健安全事
業

学務課

学校保健に関する正
しい知識を習得する
ことにより、健康問題
についての啓発と意
識が向上している。

学校保健に関する正
しい知識や情報の提
供、薬物乱用防止教
室の普及、啓発を行
う。

市内全校で実施する
ことができました。児
童生徒は、薬物に対
する正しい知識を身
につけ、啓発活動に
つながりました。

現行どおり

各校から提出される、
教材用備品購入計画
書の品目や内容を精
査し、予算の範囲内で
計画的に整備を進め
ます。

23 災害共済事業 学務課

学校生活におけるけ
がなどの不慮の事故
に対して、保護者の
経済的負担が軽減す
る。

学校管理下における
負傷・疾病にかかる医
療費の支払いの請求
事務を行い、給付額
決定後に学校長を通
じ保護者に支払いを
行う。

学校管理下における
負傷・疾病にかかる
災害給付を実施しま
した。

現行どおり

学校管理下における
負傷・疾病にかかる医
療費の支払いの請求
事務を行い、給付額決
定後に保護者に支払
いを行います。

22
中学校学習教材
整備事業

学務課
教材用の備品が整備
され、教育指導の向
上が図られている。

備品購入要望書受
付、入札執行、入札、
契約、納品、備品管
理を行う。

学習指導を進めるう
えで、教師の指導の
幅が広がるとともに、
生徒の理解度、学習
の定着度を高めるこ
とができました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ

児童生徒の健康的で衛生的な環境を保つため、保健室
で使用する衛生消耗品の購入が必要です。
学校環境検査は、学校保健安全法に基づき実施してい
ます。

有効性 Ａ
衛生消耗品の購入及び学校環境検査により、児童・生
徒の衛生的な学習環境が維持されています。

効率性 Ａ
衛生消耗品の適正な管理及び購入を行っています。
また、学校環境検査は、学校保健安全法に基づき実施
しています。

妥当性 Ａ
子どもたちの健康に関する情報の収集、調査、研究など
を行うことで、学校保健の普及・発展が図られています。

有効性 Ａ
学校保健の各活動により、市及び郡内での学校保健の
研究・普及が図れています。

効率性 Ａ
市及び郡内での情報交換や連携などが必要であり、学
校保健会に所属して活動することで効率的な事業の実
施に努めています。

妥当性 Ａ 学校保健安全法に基づき、実施しています。

有効性 Ａ
検診事業により、病気の予防や早期発見等につながっ
ています。

効率性 Ａ
健康診断は、学校医・学校歯科医や検査機関等により
実施されているため、専門性が高いです。

現行どおり
市学校保健会、郡学
校保健会の運営を行
います。

27 健康診査事業 学務課

児童・生徒・教職員の
健康状態を管理する
ことにより、病気等が
予防又は早期発見さ
れている。

児童・生徒･教職員の
各種健康検査の日程
調整、検査機関との
契約・支払いの事務を
行う。学校医・学校歯
科医が学校における
保健管理に関する専
門的指導を行う。

児童・生徒・教職員の
健康診断を実施しま
した。

現行どおり

児童・生徒･教職員の
各種健康検査の日程
調整、検査機関との契
約・支払いの事務を行
います。学校医・学校
歯科医が学校におけ
る保健管理に関する
専門的指導を行いま
す。

26 学校保健会事業 学務課

子どもたちの健康に
関する情報の収集、
調査、研究などを行う
ことで、学校保健の
普及・発展が図られ
ている。

市学校保健会、郡学
校保健会の運営を行
う。

郡学校保健会では研
修会、学校検尿第三
次精密検査結果報告
会、会報の発行、管
内の学校保健の情報
収集を行いました。市
学校保健会では、研
修会、歯と口の健康
審査会事業、各部会
（保健主事部会・養護
部会・栄養士部会）の
研修、健歯・処置完
了者の表彰、学校検
尿第三次精密検査結
果の調査、会報の発
行を行いました。

25
学校衛生管理事
業

学務課
児童・生徒の衛生的
な学習環境が維持さ
れる。

市内小中学校（保健
室）における衛生消耗
品の購入を行う。学校
の環境検査を行う。
（小学校のプール水
検査、小・中学校の飲
料水検査・ダニ又はダ
ニアレルゲン検査）

市内各小・中学校（保
健室）における衛生
消耗品の購入を行い
ました。学校の環境
検査を行いました。
（小学校のプール水
検査、小・中学校の
飲料水検査・ダニ又
はダニアレルゲン検
査）

現行どおり

市内小中学校（保健
室）における衛生消耗
品の購入を行います。
学校の環境検査を行
います。（小学校の
プール水検査、小・中
学校の飲料水検査・ダ
ニ又はダニアレルゲン
検査）
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標
準に関する法律により義務付けられているため、継続的
に実施する必要があります。

有効性 Ａ
学級編制の事前協議により、適正な教員配置が行われ
ています。

効率性 Ａ
適正な学校運営・学級編制及び教職員の配置に努めて
います。

妥当性 Ａ
統計法等により義務付けられているため、継続的に実
施する必要があります。

有効性 Ａ
適正な統計調査を行うことにより、適正な学校運営・学
級編制及び教職員の配置が図られています。

効率性 Ａ
適正な学校運営・学級編制及び教職員の配置に努めて
います。

妥当性 Ａ
学校教育法等により義務付けられているため、継続的
に実施する必要があります。

有効性 Ａ
保護者の申請を適正に審査することにより、児童生徒
の適切な就学が図られています。

効率性 Ａ 学校教育法に基づき、適切な方法で実施しています。

現行どおり

転出入、入学及び区
域外就学などに伴う児
童生徒の正確な就学
の確認を行います。

30 就学事務事業 学務課
申請に基づき、適正
な就学が行われてい
る。

転出入、入学及び区
域外就学などに伴う
児童生徒の正確な就
学の確認を行う。

転出入、入学及び区
域外就学などに伴う
児童生徒の正確な就
学の確認を行いまし
た。

現行どおり

翌年度の学級編制を
事前に協議し、県教育
委員会が教員の適正
な配置を行います。

29 調査統計事業 学務課

調査・統計に基づく適
正な学校経営・学級
編制及び教職員の配
置が行われている。

学校基本調査、学齢
前児童数調査、教職
員定数調査、学校教
員統計調査を行う。

調査・統計に基づき
適正な学校経営・学
級編成及び教職員の
配置を行いました。

現行どおり

学校基本調査、学齢
前児童数調査、教職
員定数調査、学校教
員統計調査を行い、県
に報告します。

28 学級編制事業 学務課

学級編制の事前調査
により、適正な教員
の配置が行われてい
る。

翌年度の学級編制を
事前に協議し、県教
育委員会が教員の適
正な配置を行う。

教員を適正に配置し
ました。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、
実施しています。

有効性 Ａ
事前の指導及びチェックにより、適正な手当ての支給に
つながっています。

効率性 Ａ 各学校に訪問し適正なチェックを実施しています。

妥当性 Ａ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、
実施しています。

有効性 Ａ
教職員の履歴を整備することにより、現状の把握を行う
ことができています。

効率性 Ａ
学校から報告を受け、県教育委員会に適切に報告をし
ています。

妥当性 Ａ
学校教育法により義務付けられているため、継続的に
実施する必要があります。

有効性 Ａ
教科書図書印旛採択地区協議会により、公平かつ慎重
に採択することができています。

効率性 Ａ
印旛各市町と連絡を密に行い、法令に則り適正に採択
しています。

現行どおり

教職員の履歴を学校
から報告があるとき
は、最新の情報を管理
します。

33
教科書採択事務
事業

学務課
教科書採択が円滑に
実施できている。

教科書採択を行うた
めの資料を作る。

教科用図書印旛採択
地区協議会の選定結
果に基づき、小学校
の令和２年度使用教
科書の採択を行いま
した。

現行どおり

義務教育諸学校の教
科用図書の無償措置
に関する法律に基づ
き、教科用図書印旛採
択地区協議会と綿密
に連携を図り、本市に
おける教科書採択を
遺漏なく進めます。

32
教職員履歴事務
事業

学務課

職員の履歴を整備す
ることにより現状の把
握を行うことができて
いる。

教職員の履歴を人事
カードを原票として、
学校から報告がある
異動事項を、常に最
新の情報を管理す
る。

教職員の履歴を人事
カードを原票として、
学校から報告がある
異動事項を、常に最
新の情報を管理しま
した。

31
教職員給与事務
事業

学務課
適正な手当ての支給
を受けることができて
いる。

学校職員の昇給内申
及び３手当てについて
の報告を適正に行え
るよう、各小中学校へ
指導及びチェックを行
う。

学校職員の昇給内申
及び3手当について
の報告を適正に行え
るよう、各小中学校へ
指導及びチェックをし
ました。

現行どおり

学校職員の昇給内申
及び３手当について各
小中学校の指導及び
チェックを実施します。
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具体的な内容

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
学校教育法施行規則第４９条に基づき実施しており、地
域住民に学校運営への参加を促し、地域に開かれた学
校づくりを推進するため必要な事業です。

有効性 Ａ
各学校ごとに学校評議員から意見を聴取することで、学
校運営に生かせています。

効率性 Ａ
地域や学校の実情に応じて、推薦する者の構成分野を
考慮することにより幅広い意見の聴取が図られていま
す。

妥当性 Ａ
教職員の資質向上や意識の向上につながるものである
ため、継続して実施します。

有効性 Ａ
現行の基準により職務に貢献した職員の表彰が適切に
行われています。

効率性 Ａ 規定に従い確実に実施しています。

妥当性 Ａ
学校事務職員の資質の向上やより正確な事務処理によ
り、円滑な学校運営を図るため必要な事業です。

有効性 Ａ
効率的かつ効果的に支援及び調査研究をすることによ
り、学校間の連携やきめ細かな教育の推進が図れてい
ます。

効率性 Ａ
年度始めと終わりに運営協議会と定期な共同実施を
行っています。

現行どおり

学校事務共同実施を
効率的かつ効果的に
行えるよう支援及び調
査研究をします。

36
学校事務共同実
施運営協議会事
業

学務課

学校事務共同実施の
円滑な運営により、
学校間連携、きめ細
かな教育の推進が図
られる。

円滑な学校運営を図
るための学校事務共
同実施を効率的かつ
効果的に行えるよう支
援及び調査研究をす
る。

円滑な学校運営を図
るための学校事務共
同実施を効率的かつ
効果的に行えるよう
支援及び調査研究を
しました。

現行どおり

各学校長により推薦さ
れた保護者や地域住
民等を学校評議員とし
て委嘱し、意見交換を
行い、学校運営に生
かします。

35 表彰事務事業 学務課
学校教育について、
顕著な功績のある教
職員が表彰される。

表彰に関する事務を
行う。

国の叙勲事務に基づ
き、「高齢者叙勲」事
務手続きを行いまし
た。印教連教育功労
者表彰事務に基づき
「教育功労者」事務手
続きを行いました。

現行どおり

法令の基準に則り、表
彰対象者がいる場合
には、準備を進めま
す。

34
学校評議員事務
事業

学務課

地域に開かれた学校
づくりが推進され学校
評議員制度の円滑な
実施が行われてい
る。

地域住民の学校運営
への参加を促し、地域
に開かれた学校づくり
を推進するため、各学
校５名以内の学校評
議員を委嘱する。学
校長は、学校運営に
ついて学校評議員の
意見聴取を行う。

地域や学校の実情に
応じて、学校評議員
からできる限り幅広く
意見を求めることが
できました。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
学校現場からの要望・評価ともに高いため、今後も継続
すべき事業です。

有効性 Ａ
効率的かつ効果的に支援することにより、円滑な学校
運営及び各学校の教育活動の推進が図れています。

効率性 Ａ
児童生徒の安全面を考慮し、円滑な学校運営の支援を
効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
小学校におけるきめ細かな教育を推進するため、継続
して実施する必要があります。

有効性 Ａ
小学校におけるきめ細かな指導により、基礎・基本の定
着が図られています。

効率性 Ａ
学校のニーズにあった推進教員の確保に努めていま
す。

妥当性 Ａ
教育現場は大きく変わり、児童生徒の支援の在り方も
多様化しているため、児童生徒への個別の支援を継続
して実施する必要があります。

有効性 Ａ
児童生徒への個別支援により、落ち着いた教育環境が
維持されています。

効率性 Ａ
学校の実態に応じた生徒指導補充教員の確保に努め
ています。

現行どおり

児童一人一人の実態
に応じたきめ細かい指
導を行うため、小学校
に少人数指導教員を
配置します。

39
学校支援職員派
遣事業

学務課

児童生徒への個別の
支援と教職員への支
援により充実した教
育が実施できてい
る。

個別の支援が必要な
児童生徒及び教員へ
の支援を行うために
小中学校に職員を派
遣する。

教職員と連携して、児
童生徒の指導・支援
を行うことで、落ち着
いた教育環境の維持
をサポートすることが
できました。

現行どおり

帰国・外国人児童生徒
で日本語指導が必要
な児童生徒が在籍す
る小・中学校に語学指
導員を派遣します。
教職員に突発的な事
由で欠員が生じた際、
小・中学校に休暇等代
替講師を派遣します。

38
少人数学級推進
事業

学務課

小学校におけるきめ
細かな指導が実現
し、基礎・基本の定着
や円滑な学級・学年
運営が図られてい
る。

きめ細かな教育を推
進するために、市雇
用の少人数学級推進
教員を市内小学校に
配置する。

少人数学級推進教員
の配置基準（小学校
１、２年において１クラ
スあたり30人を超える
学年と小学校３～６年
において１クラスあた
り35人を超える学年
に配置）に基づき、小
学校のうち、配置が
必要な学年のすべて
に少人数学級推進教
員を配置することが
できました。

37 学校支援事業 学務課
円滑な学校運営が図
られている。

円滑な学校運営が図
れるよう学校に必要な
新聞や、新入生用防
犯ブザー等の購入及
び児童・生徒の緊急
搬送用自動車借上料
等を支援する。

円滑な学校運営が図
れるよう学校に必要
な新聞や、新入生用
防犯ブザー等の購入
及び児童・生徒の緊
急搬送用自動車借上
料等を支援しました。

現行どおり

円滑な学校運営が図
れるように、新入生用
防犯ブザー等の購入
及び児童・生徒の緊急
搬送用自動車借上料
等を支援します。
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令和元年度

妥当性 Ａ

「市小中一貫教育基本方針」に基づき、各中学校区で義
務教育の９年間を一体的に捉え、子どもの学力向上、豊
かな心の育成、基本的生活習慣の確立を図れるよう
に、成果と課題を抽出し、今後の方向性を示していく必
要があります。

有効性 Ａ
今後の方向性や取組の重点等を示すにあたって、進捗
状況の分析が有効です。

効率性 Ａ

各中学校区で定めた「めざす15歳の姿」の実現を目指
し、地域の特性や児童生徒の実態に応じた「具体的な
取組」の進捗状況を進捗状況調査等により確認してい
ます。

妥当性 Ａ
市内小中学校で増加している外国にルーツをもつ児童
生徒に対応するため、教育現場のコミュニケーション力
を高める必要があります。

有効性 Ｂ
外国にルーツをもつ児童生徒に対する言語・文化等の
相違など、教育現場での対応力が必要ですが、即効性
がないため事業を継続して行う必要があります。

効率性 Ａ
教育現場のコミュニケーション力の養成と児童生徒の包
括的な支援を図るため、大学と連携して事業を進めてい
ます。

妥当性 Ａ
学校給食法において、市が当該事業にかかる役割が規
定されています。

有効性 Ａ
本市の児童・生徒への安心安全な学校給食提供に寄与
しています。

効率性 Ｂ
施設設備の老朽化が進む中で、コストの増大は避けら
れませんが、給食施設の在り方、方向性を十分に検討
し対応していく必要があります。

42
学校給食管理運
営事業

指導課

学校給食を衛生的か
つ効果的に管理運営
をすることで、児童生
徒に安心安全な給食
を提供し、心身の健
全な発達に寄与す
る。

学校給食法に基づい
た望ましい環境のもと
衛生的な給食を提供
するために、施設の
衛生管理、細菌検
査、衛生管理講習会
等を実施する。また、
教職員の負担軽減等
を目的とし、学校給食
の適正かつ円滑な運
営のため、給食費を
公会計で実施する。

児童・生徒に安心安
全で栄養バランスの
とれた給食を提供す
ることができました。

一部改善

計画的な設備の更新
を図り、安心安全な学
校給食の提供に努め
ます。

現行どおり

「市小中一貫教育基本
方針」に記載する「具
体的な取組」の進捗状
況について確認しま
す。その分析から得ら
れた成果と課題をもと
に、コーディネーター
会議等において、今後
の方向性や取組の重
点等を示していきま
す。

41
外国人市民コ
ミュニケーション
事業

学務課

外国にルーツをもつ
児童生徒に対する言
語・文化等の相違へ
の対応など、教育現
場のコミュニケーショ
ン能力と児童生徒の
包括的な支援を図
る。

外国にルーツをもつ
児童生徒に対する言
語・文化等の相違へ
の対応など、教育現
場のコミュニケーショ
ン能力と児童生徒の
包括的な支援を図る
ため、大学と連携し、
多文化教育スーパー
バイザーの養成や保
護者向け説明会等へ
の講師の派遣を行う。

千葉大学で多文化教
育スーパーバイザー
養成講習及び多文化
教育スーパーバイ
ザー短期基礎研修を
受講し、外国にルー
ツをもつ児童生徒に
対する言語・文化等
の相違への対応を学
びました。
市内モデル校におい
て、外国にルーツをも
つ新入学児童保護者
向けの説明会を実施
しました。

一部改善

大学と連携し、多文化
教育スーパーバイ
ザー及び多文化教育
スーパーバイザー候
補教員の養成を行うと
ともに、保護者向け説
明会等への講師の派
遣を行います。

40
小中一貫教育体
制整備事業

学務課

小中一貫教育の在り
方について実践研究
を行い、成果を市内
の全小中学校へ広め
ることで、子どもの学
力向上、豊かな心の
育成、基本的生活習
慣の確立を図る。

義務教育の９年間を
一体的に捉え、子ども
の学力向上、豊かな
心の育成、基本的生
活習慣の確立を図れ
るよう、市内の小中学
校の中からモデル校
を選定し、小中一貫教
育の在り方について
実践研究を行い、そ
の成果を市内の全小
中学校へ広める。

「市小中一貫教育基
本方針」に記載する
「具体的な取組」の進
捗状況について確認
しました。コーディ
ネーター会議等にお
いて各中学校区ごと
に成果と課題を抽出
し、来年度の取組に
ついて協議しました。
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令和元年度

妥当性 Ａ
学校給食の調査研究及び問題解決を図る必要があり、
本市における学校給食を提供していくうえで必要です。

有効性 Ａ 諸業務を円滑に遂行するために必要です。

効率性 Ａ
当該事業については。課題が山積する中で、現在、最
大限効果的、効率的に行っています。

妥当性 Ａ

教育施策の周知は、学校・地域・家庭が連携して学校教
育の充実を図っていく上で必要です。また児童生徒一人
一人の生きる力の育成のため、学力向上に関する事務
も必要です。

有効性 Ａ
教育施策の周知と学力向上に関する事務の円滑な実
施が図られています。

効率性 Ａ 効果的な事業運営を行っています。

妥当性 Ａ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第45条第1
項の規定により、実施しています。

有効性 Ａ
市主催研修会を実施することにより、教職員の指導力、
資質の向上が図られています。

効率性 Ａ
限られた予算の中で効果的な事業運営を行っていま
す。

現行どおり

今後とも教職員の指
導力と資質向上のた
めに、市主催研修会を
実施します。

45 教職員研修事業 指導課

教職員の指導力が高
まり、充実した教育活
動が推進されてい
る。教職員の資質向
上、児童生徒の学
力・体力の向上が図
られ、円滑な学校運
営が行われている。

教職員の資質向上の
ために、市主催研修
会を行っている。ま
た、教職員の研究活
動の充実、各学校の
研修の充実、さらに学
校の円滑な管理運営
のために、各種補助
金を交付する。

市教育委員会主催教
職員研修会として、
教育課題や新学習指
導要領への対応を図
ることができるよう
14講座17回の研修会
を実施し、教職員の
指導力、資質の向上
につながりました。
また、各学校及び四
街道市教育研究会へ
の補助金の交付によ
り、各学校における
研修、各研究部の研
究活動等を充実させ
ることができまし
た。

44 指導事務事業 指導課
課内及び各学校との
事務を円滑に執行で
きている。

課の所管する一般事
務を行う。

「四街道市の学校教
育」のリーフレットを作
成して市内小中学校
児童生徒の保護者に
配付し、学校教育に
関する施策について
周知することができま
した。
県標準学力検査で
は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止に
よる臨時休校のた
め、実施できた学年
の結果分析を行い、
授業改善のポイント
について市内小中学
校に指導・助言を行う
ことができました。

現行どおり

学校教育に関する施
策を周知するととも
に、学力向上に関する
事務を行います。

43
給食企画調整事
業

指導課

給食に関する重要事
項等を調査・検討す
ることで、学校給食が
適性かつ円滑に運営
される。

学校給食が適正かつ
円滑に運営されるた
めに、各種調査及び
改善策の検討を行う。

学校給食に関し、衛
生管理の徹底、食育
の推進ができました。

現行どおり

常に的確な情報収集
をする必要がありま
す。また、衛生管理の
徹底、食育の推進と併
せて地場産物の活用
をしていきます。
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令和元年度

妥当性 Ａ

長期欠席児童生徒の学校復帰や社会的自立を目的とし
た事業であり、児童生徒や保護者のニーズに応える教
育相談を行っていくには、現在の取組を継続していく必
要があります。

有効性 Ａ
児童生徒や保護者のニーズに応える教育相談を行い、
学校生活、不登校、いじめ等の多様化・複雑化する悩み
などの解決につながっています。

効率性 Ａ

不登校やいじめ等の多様化・複雑化する相談は年々増
加しており重要性を増しています。児童生徒、保護者の
ニーズに応える教育相談を行っていくには、相談体制の
さらなる整備が必要です。

妥当性 Ａ
児童生徒がニーズに応じた適切な就学をしていくために
は現在の取組を継続していくことが必要です。

有効性 Ａ
専門性を有する委員で構成する教育支援委員会で慎重
な審議を行うことにより、適切に教育支援を行っていま
す。

効率性 Ａ
年間3～4回教育支援委員会を開催し、委員からの助言
をもとに見通しを持って就学相談を進めています。

妥当性 Ａ
特別な支援を必要とする児童生徒は増加しており、対象
児童生徒への支援はもちろんのこと、家庭への支援や
在籍する学校、学級への支援も必要とされています。

有効性 Ａ
インクルーシブ教育システムの構築に向けて、特別支援
教育推進体制のさらなる充実を図ります。

効率性 Ａ

児童生徒の増え続けるニーズに対応するため、学校現
場への人的支援(支援員の派遣）や丁寧な教育相談の
実施は必要不可欠です。さらなる体制整備の充実が必
要です。

現行どおり

関係機関と連携し、早
期からの就学相談、教
育支援の充実及び就
学後のフォローアップ
に努めます。

48
特別支援教育推
進事業

指導課

各学校における特別
支援教育推進体制が
整い、特別な支援を
必要としている児童
生徒がニーズに応じ
た支援を受けてい
る。

特別支援連携協議会
を開催し支援体制の
整備を促進する。巡
回相談員により児童
生徒に対する支援方
法等を教職員に対し
助言するとともに、特
別支援教育支援員に
よる特別な支援の必
要な児童生徒への支
援を行う。

特別支援連携協議会
の開催により、関係
部局等と共通理解の
もと、特別支援教育
推進の取組を進める
ことができました。
（７月、２月）
発達相談では、子ど
もたちのより良い学
校生活に向けて適切
な支援ができるよ
う、教職員や保護者
への助言を行い、イ
ンクルーシブ教育シ
ステムの構築に努め
ました。

現行どおり

インクルーシブ教育シ
ステムの構築に向け
て、特別支援教育推
進体制のさらなる充実
を目指し、専門家チー
ムや巡回相談員の活
用を図ります。専門家
チームや巡回相談員
の学校訪問の機会を
増やし、児童生徒の教
育ニーズに応じた適切
な支援を行うことがで
きるよう努めていきま
す。

47 教育支援事業 指導課

教育支援委員会の審
議結果をもとにニー
ズに応じた教育支援
を行い、一人一人の
児童生徒が適切に就
学している。

児童生徒の適切な就
学を目的として、各種
検査や専門的な調査
を行い、教育支援委
員会で審議を行う。

就学前児や児童生徒
一人一人のニーズに
応じた教育支援・就
学相談を行うことがで
きました。

46
教育相談体制支
援事業

指導課

教職員、児童生徒へ
の支援が効果的にな
され、児童生徒が学
校生活に適応してい
る。

長期欠席児童生徒の
学校復帰や社会的自
立のため、長期欠席
児童生徒指導員が児
童生徒、教職員、保
護者を対象に相談を
行う。また、臨床心理
士等の資格を持つ心
理の専門家であるス
クールカウンセラーを
配置し、電話相談、来
室相談、訪問相談を
行う。

教育サポート室を中
心に、不登校やいじ
め等の諸問題に対し
て、スクールソーシャ
ルワーカー、スクール
カウンセラー、青少年
育成指導教員、長期
欠席児童生徒指導員
及び関係機関が連携
して、相談、支援を行
うことができました。
年々増加する相談件
数に対し、相談体制
のさらなる整備が必
要です。
新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
めの臨時休校にあわ
せ、学校教育相談室
も閉室しました。

現行どおり

不登校をはじめとする
いじめ等の多様化・複
雑化する問題に対し、
教育サポート室を中心
として、スクールソー
シャルワーカー、ス
クールカウンセラー、
青少年育成指導教
員、長期欠席児童生
徒指導員及び各関係
機関との連携を強化
し、当事者の悩みに寄
り添った相談支援活動
を継続的に行います。
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令和元年度

妥当性 Ａ

社会情勢の悪化、環境の変化に伴い、犯罪や災害の発
生率が高まっており、児童生徒が自身を守ることができ
るよう実践的な危機回避能力を育成する必要がありま
す。

有効性 Ａ
市教育委員会からの情報提供や指導・助言により、学
校の防災・防犯に対する意識が高まっています。

効率性 Ａ
効果的な実施が図られており、実施手段は適切である
と考えます。

妥当性 Ａ

新学習指導要領において、ネイティブ・スピーカーの協
力を得て指導体制の充実を図ることが示されています。
また、市教育振興基本計画には「中学校卒業までに市
内中学生の英検3級合格率を向上させること」を掲げて
おり、外国語教育の充実のため、継続して実施する必
要があります。

有効性 Ａ

JETプログラムによる外国語指導助手を中学校に配置
し、小学校には経験豊富な市直接雇用の外国語指導助
手を配置・派遣することで、小中一貫教育における義務
教育9年間を見通した英語教育の推進が図られ、児童
生徒のコミュニケーション能力の向上が見られます。

効率性 Ａ
新学習指導要領の完全実施に向けて、さらに質の高い
外国語指導助手の雇用や派遣日数の増加等、さらなる
拡充が必要になります。

妥当性 Ａ
授業等に活用しやすい環境を整えることを目的として、
小学校におけるICT機器の整備を進める必要がありま
す。

有効性 Ａ

これまでは、コンピュータ室中心の環境整備を行ってき
ましたが、普通教室でのタブレット型パソコンによる活用
を中心に環境整備を行うようにし、有効性を高めていま
す。

効率性 Ｂ
タブレット型パソコンを増やすとともに電子黒板やデジタ
ル教科書等を導入するなど、さらなる拡充が必要です。

一部改善

教育用・校務用パソコ
ン機器の更新に向け
て、整備を進めていき
ます。新学習指導要領
の実施に向けて、プロ
グラミング教育を推進
できるよう、各学校を
支援していきます。

51
小学校コン
ピュータ機器管
理整備事業

指導課

小学校におけるICT
機器の整備が進めら
れ、授業等に活用し
やすい環境が整って
いる。

小学校のコンピュータ
室の機器等の環境整
備とともに、トナーカー
トリッジ等の消耗品の
購入・配布を行う。

栗山小学校にプログ
ラミング教育用備品を
整備し、研究授業を
行いました。また、ト
ナーカートリッジにつ
いては、学校の要望
に応じて配付すること
ができました。

現行どおり

社会情勢や環境の変
化に伴い、小中学校に
おける安全教育、防災
教育は、児童生徒が
安全に健康的な生活
を送る上で不可欠であ
ることから、引き続き、
各学校において充実し
た防災訓練、防犯訓
練が行われるよう支援
します。

50
外国語指導助手
派遣事業

指導課

各学校で外国語指導
助手が活用され、外
国語に係る授業の充
実が図られている。ま
た、児童生徒の外国
の生活・文化への興
味関心やコミュニ
ケーション能力が高
まっている。

外国語指導助手を中
学校に配置するととも
に、小学校にも派遣
し、英語や外国語活
動の授業支援を行う。
また、各学校の国際
理解教育に係る活動
への支援を行う。

JETプログラムによる
外国語指導助手５名
を中学校に配置し、
小学校には、市直接
雇用の外国語指導助
手を配置・派遣しまし
た。英語教育推進モ
デル校においては、
日本人外国語指導助
手を派遣するととも
に、特色ある教材を
配付し、授業を充実さ
せることができまし
た。また、新学習指導
要領の完全実施に向
けて、新教材を用い
たティーム・ティーチ
ングによる授業を実
施し、他校に授業モ
デルを示すことができ
ました。

現行どおり

新学習指導要領の完
全実施及び小中一貫
教育における9年間を
見通した連続性のある
英語教育の推進のた
め、外国語指導助手を
活用し、さらなる授業
の充実を図っていきま
す。(R2より「外国語教
育推進事業」と統合し
ます。)

49
学校安全事務事
業

指導課

安全・安心な学校づく
りが推進され、児童
生徒、教職員の安全
意識が高まっている。

学校における防災教
育や交通安全指導等
が充実するよう、情報
提供や指導・助言を
行い、児童生徒及び
教職員の実践的な危
機回避能力を育成す
る。

市内小中学校におい
て、児童生徒の防災・
防犯意識や実践力の
向上を図るため、地
震対応・火災対応の
避難訓練以外にも、
不審者対応訓練を実
施する等、様々な訓
練を実施することが
できました。

134 / 158 ページ



令和２年度事務事業評価シート（令和元年度実施事業） 教育部　　　　

具体的な内容

令和２年度
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令和元年度

妥当性 Ａ
授業等に活用しやすい環境を整えることを目的として、
中学校におけるICT機器の整備を進める必要がありま
す。

有効性 Ａ

これまでは、コンピュータ室中心の環境整備を行ってき
ましたが、普通教室でのタブレット型パソコンによる活用
を中心に環境整備を行うようにし、有効性を高めていま
す。

効率性 Ｂ

タブレット型パソコンを増やすとともに電子黒板やデジタ
ル教科書等を導入するなど、さらなる拡充が必要です。
また、中学校プリンタトナーにかかる予算の拡充が必要
です。

妥当性 Ａ

新学習指導要領では、言語能力と同様に「情報活用能
力」が基礎的な資質能力として位置づけられました。ま
た、プログラミング教育が始まることから、ICT機器を整
備していく必要性があります。

有効性 Ａ
教育ネットワークや校務支援システムが整備されたこと
により、通信環境が改善され、情報の維持・管理や共有
が容易になり、校務の効率化が図れています。

効率性 Ａ

校務支援システムの円滑な運用のために、研修を行
い、教職員の校務の効率化を図る必要があります。また
GIGAスクール構想に伴い、1人1台端末の使用が実現
するようICT環境を整備する必要があります。

妥当性 Ａ
新学習指導要領において、特別活動を要とし、各教科
等の特質に応じてキャリア教育の充実を図ることが明記
されています。

有効性 Ａ
職業講話や体験的な活動を通して、自己の将来への夢
を持ち、自己実現を図れるようにしていく上で有効です。

効率性 Ａ
職場見学以外にも地域の方や様々な職業の方から講
話を聴いたり、小中一貫教育の視点も踏まえながら計
画を立てたりする等、今後の取組が必要です。

現行どおり

「GIGAスクール構想」
の国のロードマップに
基づき、1人1台端末の
使用に耐えうる校内
LAN及び充電保管庫
等のインフラ整備、並
びに端末の整備を進
めていきます。

54
小学校キャリア
教育推進事業

指導課

職場見学等、キャリ
ア教育に係る活動の
充実が図られ、児童
の自己実現に向けた
キャリア発達が促進
される。

児童がキャリア教育
に関わる体験的な活
動を行う際の支援を
行う。

キャリア教育推進会
議を年２回（６月、２
月）開催し、小中一貫
教育の視点から、各
中学校区で身につけ
させたいキャリア教育
における４つの基礎
的・汎用的能力につ
いて整理するととも
に、キャリア教育の視
点を明記した年間指
導計画の作成を支援
することができまし
た。また、職場見学以
外にも、各学校の実
態に応じて、さまざま
な職業の方による講
話を聴く等の取組を
行いました。

現行どおり

職場見学以外にも地
域の方や様々な職業
の方からの講話をもと
に自分の将来につい
て考える機会を持つ取
組等、小中一貫教育
の視点を持って、今後
の取組について検討し
ていきます。また、小
学校において、キャリ
アパスポートを実施し
ます。

53
教育ネットワーク
基盤整備事業

指導課

市教委及び各学校を
結ぶネットワークが整
備され、活用の充実
が図られることで、教
職員の情報の共有や
校務の効率化が促進
される。

教職員向け校務用PC
及び教育用PCを含め
た教育ネットワーク全
体の整備と維持管理
を行う。市内統合型の
校務支援システムを
導入し、学校における
教職員の校務の効率
化を図る。

校務支援システムの
活用により、学校にお
ける事務の効率化を
図るため、異動者や
初任者を対象とした
研修会や、通知表や
調査書等作成のため
の学校別訪問研修会
を実施し、円滑な運
用に向けて、教職員
を支援することができ
ました。また、教育系
パソコン等機器備品
の更新を行い、通信
環境の改善やICT機
器の整備を行いまし
た。

52
中学校コン
ピュータ機器管
理整備事業

指導課

中学校におけるICT
機器の整備が進めら
れ、授業等に活用し
やすい環境が整って
いる。

中学校のコンピュータ
室の機器等の環境整
備とともに、トナーカー
トリッジ等の消耗品の
購入・配布を行う。

タブレット等の端末画
面を大型提示装置に
ワイヤレスで転送でき
る機器を整備する
等、学校におけるICT
教育の推進に努めま
した。また、トナー
カートリッジについて
は、不足分について
は予算を流用し、学
校の要望に応じて配
付することができまし
た。

一部改善

教育用・校務用パソコ
ン機器の更新に向け
て、整備を進めていき
ます。また、主体的・対
話的で深い学びの実
現に向けて、タブレット
型パソコンのさらなる
活用が図れるよう、各
学校を支援していきま
す。
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令和元年度

妥当性 Ａ
新学習指導要領において、特別活動を要とし、各教科
等の特質に応じてキャリア教育の充実を図ることが明記
されています。

有効性 Ａ
職場体験や広島派遣については、体験をもとに自己の
生き方や夢について考えさせることができるので有効で
す。

効率性 Ａ

職場体験については、小中一貫教育の視点を踏まえ、
小学校で行われている職場見学や職業講話との連携を
図り、近隣の中学校と調整をして進めていく必要があり
ます。

妥当性 Ａ
市教育振興基本計画や市子ども読書活動推進計画に
具体的な項目が示されています。

有効性 Ａ

学校図書館システム、図書購入システムを活用して蔵
書の管理や業務の効率化が図られています。また、学
校司書の全校配置や学校司書対象の研修の実施によ
り、読書活動及び環境の充実が図られています。

効率性 Ａ
学校司書の勤務時間数や勤務日数の拡充を図り、さら
なる読書活動の推進を図っていく必要があります。

妥当性 Ａ
市教育振興基本計画に、「ふるさと四街道についての学
習」が位置付けられています。

有効性 Ａ
社会科の学習内容にある地域学習の一環として実際に
見学したり、副読本を用いて学習することにより、地域に
対する理解を深めることができます。

効率性 Ａ
児童数の実状に合わせて、最適な方法で行っていま
す。

現行どおり

児童が地域のよさを知
ることで、郷土を愛す
る心をを育てることが
できるよう、社会科見
学を実施するととも
に、学習指導要領に
沿って社会科副読本
を活用した学習を行い
ます。

57
地域学習支援事
業

指導課

身近な地域の学習の
ための環境を整備す
ることで、地域の伝統
や文化を大切にし、
郷土を愛する心が育
成される。

小学校3，4年生が地
域の学習を行う際の
郷土学習教材として
の社会科副読本を作
成し、3年生全員に配
付する。また、地域の
特色を知るための校
外学習で利用するバ
スの借上げを行う。

借り上げバスを手配
し、小学校３・４年生
の社会科見学を支援
しました。実際に見学
することにより、地域
への理解が深まると
ともに、郷土愛の育
成につながりました。
また、社会科副読本
「わたしたちの四街
道」の一部改訂を行
いました。

現行どおり

職場体験については、
小中一貫教育の視点
を踏まえ、小学校で行
われている職場見学
や職業講話との連携
を図り、近隣の中学校
と調整をして進めてい
きます。また、中学校
においてキャリアパス
ポートを実施します。

56
読書活動活性化
支援事業

指導課

学校図書館の人的・
物的な整備が整うこ
とで、授業での活用
が進み、児童生徒の
読書活動が充実す
る。

市子ども読書活動推
進計画（第二次）に基
づき、読書活動を推進
する。学校司書を全
校に配置し、読書環
境と活動の充実を図
るだけでなく、小学校
においては学校図書
館システムを活用して
蔵書管理を、また、全
小中学校で図書購入
システムを活用して図
書購入を効率的に行
う。

市子ども読書活動推
進計画(第三次)に基
づいた取組を進めま
した。
読書環境や学校図書
館を活用した授業の
充実を図るため、学
校司書を全校に配置
し、各学校の実態に
応じて、読書活動を
推進することができま
した。
全小中学校で図書購
入システムを活用し
て図書購入を効率的
に行うことができまし
た。また、学校図書館
システムを活用し、蔵
書管理や学校間での
情報を共有すること
ができました。

現行どおり

市子ども読書活動推
進計画（第三次）に基
づき、さらなる子どもの
読書活動の推進を図
ります。また、学校図
書館システム、図書購
入システムを活用し
て、本の買い替えや廃
棄などを進めるととも
に、蔵書管理や業務
の効率化を図り、学校
間の情報共有に努め
ます。

55
中学校キャリア
教育推進事業

指導課

職場体験等、キャリ
ア教育に係る活動の
充実が図られ、生徒
の自己実現に向けた
キャリア発達が促進
される。

生徒がキャリア教育
に関わる体験的な活
動を行う際の支援を
行う。

キャリア教育推進会
議を年２回（６月、２
月）開催し、小中一貫
教育の視点から、各
中学校区で身につけ
させたいキャリア教育
における４つの基礎
的・汎用的能力につ
いて整理するととも
に、キャリア教育の視
点を明記した年間指
導計画の作成を支援
することができまし
た。また、キャリア教
育の一環として、中学
生を被爆地である広
島市に２日間派遣し
ました。
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令和元年度

妥当性 Ａ
学校現場の多忙化解消に向け、学校の求めに応じて地
域ボランティアの力を借り、地域の教育力をより子ども
たちの教育のために活用していくことが必要です。

有効性 Ａ
地域ボランティアの支援により、子ども達の学習活動に
広がりがみられ、学習環境の整備も進められています。

効率性 Ａ
多くのボランティアに支えられ、円滑に事業を進めてい
ます。

妥当性 Ａ
児童生徒が体力の向上や生涯スポーツへの資質能力
を高めるためには、必要な事業です。

有効性 Ａ
児童生徒が体力の向上や生涯スポーツへの資質能力
を高めるためには、現在の遂行状況を継続することが
有効です。

効率性 Ａ
児童生徒が体力の向上や生涯スポーツへの資質能力
を高めるために最適な方法で行っています。

妥当性 Ａ
市教育振興基本計画に外国語教育の推進が位置付け
られており、生徒の英語力の向上を図る必要がありま
す。

有効性 Ａ
生徒の英語力の向上のためには、継続して取組を行う
必要があります。

効率性 Ａ
市内中学校を会場に英検を実施することは、生徒にとっ
て受験しやすい環境であり、最適な方法です。

現行どおり

近隣の大学等との連
携や、地域人材の活
用により、小学校へは
児童体力づくり指導者
の派遣、中学校へは
部活動指導員の配置
を行うことで、小学校
での体力づくりや中学
校の部活動のさらなる
充実を図ります。

60
外国語教育推進
事業

指導課

中学校卒業までに実
用英語技能検定（英
検）３級を取得するこ
とを目標とし、生徒の
英語学習への意欲が
向上するとともに、学
習が充実し、英語力
が向上する。

市内中学校３年生に
対し、年１回実用英語
技能検定（英検）の検
定料を負担する。

市内中学校を会場
に、３回（６月・10月・
１月）の検定を実施
し、中学校３年生を対
象に1回に限り検定料
を負担しました。

現行どおり

新学習指導要領の完
全実施及び小中一貫
教育における9年間を
見通した連続性のある
英語教育の推進のた
め、外国語指導助手を
活用し、さらなる授業
の充実を図っていきま
す。
市内在住の中学校3年
生が、これまでの英語
学習で身につけた英
語力を試すために、実
用英語技能検定（英
検）を受験できるよう、
検定料を年１回に限り
負担することで、生徒
の英語力の向上を図
ります。(令和２年度よ
り「外国語指導助手派
遣事業」と統合しま
す。)

59
学校体育振興事
業

指導課

学校体育に関する人
的・物的な環境を整
えることで、児童生徒
の体力と健康意識が
向上している。

児童生徒の健康・体
力づくりのため、運動
施設等の確保ととも
に、小学校の陸上練
習や中学校の運動部
活動への専門的指導
者の派遣を行う。

小学校への指導者に
ついては３校に４名を
派遣しました。
中学校については、
部活動指導員を全５
校に９名を配置しまし
た。

58
学校支援活動事
業

指導課

地域の方々が学校を
支える仕組みを整備
することで、地域とと
もにある学校づくりが
推進される。

学校と地域ボランティ
アの調整役として、各
学校に地域コーディ
ネーターを配置する。
地域ボランティアによ
る登下校の見守り等
の安全活動、草刈や
樹木剪定等の環境美
化活動、地域人材とし
ての授業支援等、学
校を支援する体制づく
りを行う。

各学校に設けた地
域ーディネーターが
中心となり、学校ごと
の学校支援推進会議
を開催したことで、学
校と地域ボランティア
の連携協力体制が深
まり、地域に根ざした
学校づくりを推進する
ことができました。ま
た、地域コーディネー
ター会議を年２回開
催したことで、地域
コーディネーター同士
の情報交換ができ、
各校での体制作りの
推進に役立てること
ができました。

現行どおり

各本部において組織
的な支援体制づくりを
進めることで、地域の
教育力を学校運営に
さらに有効に活用でき
るよう支援していきま
す。
なお、令和２年度より
主管課を社会教育課
へ移管します。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
市教育振興基本計画に小中一貫教育の推進が位置付
けられており、推進する必要があります。

有効性 Ａ
小中一貫教育の推進のため、継続して取組を行う必要
があります。

効率性 Ａ
各中学校区ごとに、児童生徒の実態に応じて具体的な
取組を行っており、実施手段は適切であると考えます。

妥当性 Ａ
文部科学省「学校給食法」「衛生管理基準」に、市での
役割が規定されていることにより、実施する事業です。

有効性 Ａ

適正かつ安定的な事業を行うことにより、児童・生徒に
安心安全な給食を提供することができています。なお、
新型コロナウィルス感染防止による学校の休校等に対
応しています。

効率性 Ａ
設備の老朽化が進んでおりますが、安全を確保しなが
ら、コスト削減を図りつつ、計画的な設備の更新に努め
ています。

妥当性 Ａ
「学校給食法」に、市での役割が規定されていることによ
り、実施する事業です。なお、新型コロナウィルス感染防
止による学校の休校等に対応しています。

有効性 Ａ
施設・設備の安全性・衛生管理を定期的に点検すること
で、児童・生徒に安心安全な給食の提供ができていま
す。

効率性 Ａ
設備の老朽化が進んでおりますが、安全を確保しなが
ら、コスト削減を図りつつ、計画的な設備の更新に努め
ています。

現行どおり

計画的な設備・施設の
更新を行い、児童生徒
に安心安全な給食を
提供します。

63
共同調理場維持
管理事業

指導課学校給
食共同調理場

調理場の施設･設備･
備品が適正に保守管
理されることで、児
童・生徒に安心･安全
な給食が提供されて
いる。

共同調理場の施設の
安全性、衛生管理を
高める上で、給食施
設、設備機器などの
整備改善、修理、点
検を実施する。

学校給食共同調理場
の施設の安全性、設
備機器等の整備改
善、修理点検等を実
施することで、児童・
生徒に安心安全な給
食を提供することが
できました。

現行どおり

教科協力員を中心に、
新学習指導要領を踏
まえて、学習マップ及
びサンプル学習指導
案の改訂作業を行うと
ともに、市内全校を教
育課程特例校として義
務教育９年間を見通し
た連続性のある英語
教育のあり方について
の研究実践を進めるこ
とで、小中学校の円滑
な接続を意識した系統
的な学習指導の充実
を図ります。

61
小中一貫教育推
進事業

指導課

小中一貫教育の在り
方について実践研究
を行い、成果を市内
の全小中学校へ広め
ることで、子どもの学
力向上、豊かな心の
育成、基本的生活習
慣の確立を図る。

義務教育の９年間を
一体的に捉え、子ども
の学力向上、豊かな
心の育成、基本的生
活習慣の確立を図れ
るよう、市内の小中学
校の中からモデル校
を選定し、小中一貫教
育の在り方について
実践研究を行い、そ
の成果を市内の全小
中学校へ広める。

教科協力員を中心
に、新学習指導要領
を踏まえて、学習マッ
プ及びサンプル学習
指導案の改訂版を発
行することができまし
た。また、旭中学校区
を英語教育推進モデ
ル校区として義務教
育９年間を見通した
連続性のある英語教
育のあり方について
の研究実践を進める
ことができました。

62
共同調理場運営
事業

指導課学校給
食共同調理場

調理場が適正かつ円
滑に運営されること
で、児童・生徒に安心
安全な給食が提供さ
れている。

学校給食の普及と健
全な発展を図るため、
給食調理業務委託、
備品購入などを実施
する。

学校給食の普及及び
健全な発展を図るこ
とができ、児童生徒に
安心安全な給食を提
供することができまし
た。

現行どおり

計画的な設備の更新
を行い、児童生徒に安
心安全な給食を提供し
ます。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
社会教育関係団体の自主性を尊重しながら、その活動
を支援することは市の役割です。

有効性 Ａ
社会教育関係団体へ補助金を交付することにより、社
会教育活動の活性化が図られています。

効率性 Ａ 定期的に補助金の見直しを行っています。

妥当性 Ａ
人権教育は全ての社会事業に不可欠であり、広く市民
に人権尊重の意識を高める機会を提供しています。

有効性 Ａ
人権週間に講演会を開催することにより、全国各地で行
われる様々な活動と合わせて、集中的な意識啓発が図
られています。

効率性 Ａ
市民団体と連携して講演会を開催することにより、事業
内容の充実や積極的な広報活動が図られています。

妥当性 Ａ
社会教育法に定められていることから、社会教育委員を
設置することは妥当です。

有効性 Ａ

定期的に会議を開催し、市の社会教育について意見を
いただいています。(委員）　また、印旛郡市、千葉県の
会議・研修に出席をいただき、情報取集等を行うことで
社会教育事業の活性化が図られています。(委員・指導
員）

効率性 Ａ

社会教育委員会議にて、助成金や補助金について審議
し、効果的な交付が行われています。(委員）また、家庭
教育の普及や団体への指導助言等、社会教育事業の
普及にご助力をいただいています。(指導員）

現行どおり

社会教育委員会議を
通じ、社会教育事業に
助言をいただき、市の
社会教育の活性化を
図ります。
また、社会教育指導員
の指導助言により、学
校・家庭・地域の連携
強化を図ります。

66
社会教育活性化
事業

社会教育課

社会教育委員の専門
知識が反映された事
業が展開されてい
る。
社会教育指導員の家
庭教育、青少年教育
等に対する指導助言
により、適切な社会
教育事業が行われて
いる。

家庭教育、青少年教
育等の教育に対する
指導助言により、社会
教育事業の活性化を
図る。

社会教育委員会議の
開催及び社会教育指
導員の委嘱により、
社会教育行政への意
見反映と指導に努め
ることができました。

65 人権教育事業 社会教育課

学習機会を提供する
ことによって、市民の
人権尊重の意識が向
上している。

人権週間に合わせ
て、社会情勢の中か
ら各種人権について
学ぶ機会を提供して
いる。

人権週間に合わせ
て、講演会を開催す
ることによって、市民
の人権尊重の意識の
向上を図れました。人
権啓発担当部署と連
携を図り、人権教育
講座事業の広報時
に、積極的に人権啓
発活動を展開できま
した。

現行どおり

市民団体と連携して講
演会を開催し、市民に
人権意識を高める機
会を提供します。

64
社会教育支援事
業

社会教育課

市民団体主体の社会
教育活動が活性化さ
れる。

市民団体主体の社会
教育活動を支援する
ため、社会教育関係
団体へ補助金を交付
する。

補助金の交付により
団体の活動を支援す
ることができました。

現行どおり

市民団体主体の社会
教育活動を支援する
ため、社会教育関係
団体へ補助金を交付
します。
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令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
保護者や教職員等が集まり同じ情報を共有できる講演
会の開催は、学習の場として必要です。

有効性 Ａ

市教育委員会、市ＰＴＡ連絡協議会、市教育研究会によ
り、家庭・学校・地域の連携に必要な課題を取り上げ、
保護者等の教育力を高めるための学習の場の提供を
行えています。

効率性 Ａ 課題解決に向け適任の講師の選定ができています。

妥当性 Ａ
教育基本法第10条第2項（家庭教育）、社会教育法第5
条第7号で定められている事業です。

有効性 Ａ

家庭・学校・地域のもつ教育力を高め合うために、小中
学校と連携をとりながら、子育てに必要な教育を必要な
時期に学習する機会を設けることにより、家庭教育の向
上が図られています。

効率性 Ａ
保護者が一同に会する機会を利用し、子育て学習講座
を実施し家庭教育を学ぶ機会を提供しています。

妥当性 Ａ 四街道市こどもプランに位置づけられています。

有効性 Ａ

地域・学校・家庭の連携で、青少年の健全育成や地域
の人材を活用しながら地域で子どもを育てる事業として
実施しています。
福祉的要素のある事業となっており、主任児童委員の
存在は大きいと考えます。

効率性 Ｂ
参加児童・生徒の参加人数と事業従事者の費用対効果
が悪く、また、新規開設の選考基準が高いため増設に
難しい部分があります。

現行どおり

家庭・学校・地域の連
携により家庭教育力
の向上を図るため、小
中学校児童生徒の保
護者や地域住民を対
象とした学習機会を提
供していきます。

69
放課後子ども教
室推進事業

社会教育課
子どもが放課後に安
全で安心な居場所で
過ごしている。

放課後子ども教室事
業を市民団体に委託
し実施する。

子ども達が安心・安
全に過ごせる放課後
の居場所を提供でき
ました。また、本事業
を活用してもらうため
の広報活動を行いま
した。

一部改善

子どもたちに安心・安
全な居場所を継続して
提供していきます。
希望団体があった場
合、新たに開設できる
よう取り組んでいきま
す。

68 子育て学習事業 社会教育課

保護者等を主体とし、
小中学校などと連携
をとりながら子育てに
必要な教育を必要な
時期に効果的に学習
する機会を設けること
により、家庭教育の
向上が図られてい
る。

就学時健康診断や入
学説明会の際に、家
庭教育の重要性を認
識するための講座等
を開催する。また、家
庭や地域における子
育て意識を啓発し、家
庭教育を支援するた
め、地域・家庭教育学
級を実施する。

子育て学習講座にお
いては、就学時健康
診断や入学説明会の
機会を捉え講座を実
施し、家庭教育力の
向上に努めることが
できました。
地域・家庭教育学級
においては、学習の
機会を提供すること
によって、PTA等と協
働で事業を開催する
ことができ、地域で健
全な子どもの育成を
図る契機を作ること
ができました。

67 文化講演事業 社会教育課

家庭・学校・地域の連
携に必要な課題をと
りあげ、講演会を開
催することにより、効
果的に課題解決に向
けた学習する機会が
提供されている。

文化祭期間中に、幅
広い層に対して教育
力向上及び文化・教
養を高めるための講
演会事業を行う。

市ＰＴＡ連絡協議会及
び四街道市教育研究
会との共催により文
化講演会を開催し、Ｐ
ＴＡや一般市民に文
化・教養に関する学
習の場を提供するこ
とができました。

現行どおり

家庭・学校・地域の連
携に必要な課題を取り
上げ、講演会を開催
し、市民の学習の場を
提供していきます。
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令和元年度

妥当性 Ａ
「新成人のつどい」を実施し、新成人の門出を祝福する
不可欠な事業です。

有効性 Ａ
成人式実行委員会を組織し、新成人自らの企画により
式典を運営することで、社会人としての自覚と責任を持
ち、思い出に残る素晴らしい行事となっています。

効率性 Ａ
成人式実行委員会が中心となり、式典の企画、準備、
運営を行っています。

妥当性 Ａ

生涯学習を通じた地域活性化の取り組みを促進するた
めには、生涯学習環境の提供が必要であり、市の事業
を学習する出前講座及び学習情報の提供は、市が行う
べき事業です。

有効性 Ａ

生涯学習事業については、市内の人材活用と市民の学
習機会の提供を併せ持っており、生涯学習の推進に有
効です。また、生涯学習審議会の開催により、生涯学習
の推進に関する市民の意見を反映します。

効率性 Ａ

一日体験講座を通じて広報活動を拡大し、市民ニーズ
に応える事業の提供を行います。また、生涯学習審議
会を開催し、生涯学習推進計画の進捗管理を行いま
す。

妥当性 Ａ

学習機会の提供により、歴史を学ぶことにより郷土愛を
育み、市民の自発的な活動を知る等の機会を得ること
により、まちづくりに貢献するきっかけをつくるため必要
な事業となっています。

有効性 Ａ
市民に学習機会を提供することによって、自己学習意欲
や地域活動への参加意欲の向上に寄与しています。

効率性 Ａ
毎回の講座でアンケートを取り、事業評価に繋げまし
た。アンケート結果からも市民の事業への満足度は高
く、維持するためのコスト削減は難しいといえます。

現行どおり

効果的な周知を図り、
新規受講生の増加を
図ります。また、市民
の学習意欲に応え、多
様な講座内容を提供し
ます。

72
市民大学講座事
業

社会教育課

学習成果を活かし、
まちづくりに積極的に
参加する市民の育成
がなされている。

市民に専門的知識等
を提供し、まちづくり
（市民協働）推進に役
立てるため、市民大
学講座を開講する。

一般課程では郷土愛
を育む内容や、市民
活動団体の紹介を取
り入れ、地域づくりに
貢献するきっかけを
つくることができまし
た。
専門課程では「生活・
社会環境の移り変わ
り　～大地・水、言語・
色彩～」をテーマに専
門的な知識を提供で
きました。

現行どおり

成人式実行委員会と
の共催により、「新成
人のつどい」を実施し
ます。

71
生涯学習推進事
業

社会教育課

市民が市政を知るた
めの学習機会が提供
され、まちづくり活動
のための学習活動が
盛んに行われてい
る。
学習成果を市民に提
供する人材が登録さ
れ、市民の自主的な
学習活動が盛んに行
われている。

市民の生涯学習意識
の高揚と生涯学習活
動支援のため、学習
情報の提供、生涯学
習生きがいづくりアシ
スト事業一日体験講
座、出前講座などを行
う。

市民の生涯学習活動
を支援し、生涯学習
に関する意識啓発に
努めました。
生涯学習審議会を開
催し、生涯学習推進
計画策定のための意
見を聴取することが
できました。

現行どおり

市民の生涯学習意識
の高揚と生涯学習活
動支援のため、学習
情報の提供、生涯学
習生きがいづくりアシ
スト事業一日体験講
座、出前講座などを行
います。
また、生涯学習審議会
を通じ、生涯学習事業
に対する助言をいただ
き、市の生涯学習を推
進します。

70 成人式事業 社会教育課
新成人が社会人とし
ての自覚と責任を持
つようになっている。

成人式実行委員会を
組織し、新成人の門
出を祝福する。

新成人の門出を祝福
するとともに将来の幸
福を祈念し、また、人
生の節目である成人
の日を機に、成人とし
て自らを考え、四街道
を見つめながら、共に
楽しいひとときを過ご
す機会を提供できま
した。
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令和元年度

妥当性 Ａ

文化芸術振興基本法第４条、社会教育法第５条第１１
号に基づき、実施しています。市を代表する文化イベン
トである市民文化祭により、芸術文化活動に触れる機会
と発表の場を提供することは、市民が創造的な文化活
動の拡大を図るために必要です。

有効性 Ａ

児童生徒作品展と一般作品展等を同時期に開催するこ
とにより、より活力にあふれた事業展開になっています。
芸術文化活動に対する市民文化意識の高揚する場とし
て有効であり、文化の創造に寄与しています。

効率性 Ａ

開催日程や参加団体数の増減が、会場費等の経費に
影響を与え、難しい運営を迫られています。しかし、実行
委員会により運営方法を見直し、経費の削減に努めると
ともに、実行委員会の自己負担部分の明確化等に励ん
でいます。

妥当性 Ａ
社会教育法第５条第１１号に基づき、実施しています。
芸術文化活動の土壌を培うためには継続的に取り組ま
なければならない事業であり、公的な支援は必要です。

有効性 Ａ

来場者の目標は未達成ですが、毎年演目や宣伝等を改
善しています。質の高い芸術を鑑賞することは、市民の
文化活動の意欲を高めるために有効です。また、市内
小中学校にて学校音楽鑑賞教室を実施し、より若年層
にも事業が展開できるようになりました。

効率性 Ｂ
会場使用料等の事業経費における共催団体と行政の
役割分担を見直し、より市民活力あふれる事業にするた
めに支援方法の検討が必要です。

妥当性 Ａ

社会教育法第１１条第２号、市芸術文化振興助成金交
付要綱及び市補助金交付要綱により実施しています。
自主的に運営されている芸術的な市民活動は積極的に
支援すべきです。

有効性 Ａ

助成金については、社会教育委員会議の審査を経て公
益性・公平性などを重視して交付しています。継続的に
財政支援を実施することにより、自主的な団体活動が行
えるように支援しています。

効率性 Ａ

補助金・助成金ともに３年毎の要綱見直しを実施し、内
容に関しては社会教育委員会議の審議を経ています。
補助金額・助成金交付対象事業の見直し等は実施しま
すが、有益な事業を展開するためには、これ以上のコス
ト削減は難しいです。

一部改善

新型コロナウイルスの
感染状況を注視し、事
業の一部縮小も踏ま
え共催団体と調整しま
す。
また、学校音楽鑑賞教
室については、質の高
い芸術を鑑賞する機
会を提供できるよう開
催校と協議します。

75
芸術文化活動支
援事業

社会教育課
市民団体主体の芸術
文化活動が活性化し
ている。

市民ギャラリーの利用
等により、市民に学習
成果の発表の場と鑑
賞の機会を提供す
る。また、芸術文化活
動を支援するため、市
民芸術文化活動団体
へ助成金、補助金を
交付する。

自主的な市民活動を
積極的に支援するこ
とにより、より活力あ
ふれた芸術文化活動
が行われるとともに、
自立した団体運営が
実現できました。な
お、３月中の市民ギャ
ラリーにおける展示
については、新型コロ
ナウイルス感染症拡
大防止のため、中止
しました。

現行どおり

芸術文化活動を行う
市民団体を助成するこ
とにより、市民の要望
に応じた事業運営が
行えるよう支援しま
す。
また、新型コロナウイ
ルス感染症予防対策
をしつつ、適切に市民
ギャラリーの管理運営
を行います。

74
市民芸術公演事
業

社会教育課

芸術文化公演、展覧
会などにより市民の
芸術文化活動が活性
化している。

市民が質の高い芸術
文化に接する機会の
拡充のため、市に縁
のある芸術家の展示
会や市民活動による
演劇等の芸術鑑賞の
機会を提供する。

市民演劇公演や小中
学校音楽鑑賞教室に
より、質の高い芸術
に触れる機会を提供
するとともに、市民の
芸術文化に対する関
心を高めることができ
ました。なお、３月に
予定していた子ども
ミュージカル公演につ
いては、新型コロナウ
イルス感染症の拡大
防止のため、中止とし
ました。

73 市民文化祭事業 社会教育課

市民が芸術文化活動
の発表の場を得るこ
とで活動が活性化し
ている。市民全体の
文化への関心、学習
意欲が高まっている。

市民が芸術文化活動
の成果を発表する機
会や、市民が身近に
芸術文化に接する場
を提供するため、市民
文化祭実行委員会等
との共催により、市民
文化祭を開催する。

市民が芸術文化活動
の成果を発表・鑑賞
する機会及び相互交
流の場を提供するこ
とにより、市民の創造
的な文化活動を拡大
させることができまし
た。
また、文化センターの
耐震工事の影響が出
ないよう、実行委員会
により運営方法を検
討した結果、２つの公
民館を併せて使用す
ることにより、滞りなく
実施することができま
した。

現行どおり

市を代表する文化イベ
ントとして、芸術文化
活動に触れる機会と
発表の場を提供し、市
民による創造的な文
化活動の拡大を図りま
す。
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令和元年度

妥当性 Ａ

文化財保護法、四街道市文化財の保護に関する条例を
根拠としています。地域に根ざした伝統行事等の保存
活用や文化財の調査・公開等、行政が果たすべき役割
は大きいです。

有効性 Ａ
文化財の保護及び活用の観点から、継続性がさらに求
められる事業です。市民のふるさと意識向上のための
文化財の役割も大きく、積極的に活用していきます。

効率性 Ａ
令和元年秋の台風の影響により、倒木があった際、可
能な範囲は職員が行い、迅速に対処しました。また、危
険な箇所については、業者に委託し対応をしました。

妥当性 Ａ
文化財保護法、四街道市文化財の保護に関する条例
等を根拠としています。歴史民俗資料を適切に収集・管
理し、普及活用を行います。

有効性 Ａ
歴史民俗資料の整理作業を随時行っています。歴史民
俗資料室の見学や民具出前授業を小学校と連携し、実
施しています。

効率性 Ｂ
民俗資料の有効な活用のため、歴史民俗資料の解説
員等の有識者の確保が必要です。

妥当性 Ａ

文化財保護法等により、地方公共団体には埋蔵文化財
の保存措置を講ずることが求められています。また、千
葉県教育委員会より手続きに関する事務を移譲されて
いることからも、市が実施すべき事業です。

有効性 Ａ

開発行為等に対応し、国・県の指導に準じて届出事務
等を円滑に実施しなければなりません。発掘調査等の
実施により、国民共有の財産である遺跡が適切に記録
保存されています。

効率性 Ａ
埋蔵文化財に関する取扱履歴を整備したことにより、適
切な調整指導が行えました。

現行どおり

常に埋蔵文化財に対
する適切な調整指導
を行えるよう専門職の
配置、技術の向上に
努め、円滑な事務処
理体制の整備に努め
ます。

78
埋蔵文化財発掘
調査事業

社会教育課

国民共有の財産であ
る埋蔵文化財が法令
に基づき、適正に保
存される。

各種開発行為に伴う
埋蔵文化財の所在の
有無及びその取扱い
についての調整指導
や文化財保護法に基
づく埋蔵文化財発掘
調査を実施し、記録保
存する。

各種開発行為に伴う
埋蔵文化財の取り扱
い等について調整指
導を行いました。ま
た、発掘調査を実施
するとともに、発掘調
査報告書を刊行する
ことにより、埋蔵文化
財を適切に保護しま
した。

現行どおり

歴史広場等の保存維
持のため、条例等に基
づき、管理体制や保護
環境の整備に努めま
す。また、文化財の調
査や普及事業に取り
組み、文化財を活用し
ます。

77
歴史民俗資料施
設整備事業

社会教育課

歴史民俗資料が適正
に保存・管理・活用さ
れることにより、市民
の郷土の歴史認識が
深まる。

八木原小学校内歴史
民俗資料室の運営・
民具資料の活用を行
う。収蔵施設において
文化財資料の適切な
管理・保存を行う。

歴史民俗資料の収
集・保管を行いまし
た。また、八木原小学
校内歴史民俗資料室
見学及び民具活用の
出前授業等を実施し
ました。
その他、台風１５号の
影響により破損した,、
みそら文化財整理室
等の修繕を行いまし
た。

一部改善

歴史民俗資料の収集・
保管作業を行います。
それらを活かした普及
事業を推進します。ま
た、歴史民俗資料館
整備の基本設計を進
めます。

76
文化財保護管理
事業

社会教育課

文化財の保存・活用
が図られることで、市
民・保存団体の活動
が活性化している。

伝統行事等保存団体
への補助金の交付や
歴史広場等の管理を
通じ、文化財の保護
に努めます。また、見
学会等を開催し、地域
の文化財を活用しま
す。

歴史広場等の市管理
史跡の保存維持を行
いました。また、市指
定文化財である絵馬
の保存状況を確認す
るため、有識者ととも
に調査を実施しまし
た。なお、文化財の普
及啓発を行うため、成
台中地区における文
化財散歩を企画して
いましたが、新型コロ
ナウイルス感染症拡
大防止のため、中止
しました。
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令和元年度

妥当性 Ａ
刊行計画に基づき、必要な史料の収集整理を実施し、
郷土の歴史について執筆・刊行するものです。

有効性 Ａ
郷土の歴史を学ぶための、貴重な史料を調査収集し、
適切に整理保存をするものです。

効率性 Ｂ

市史編さん基本方針に基づき、刊行物を刊行し、頒布
数も増えており、市民よりの反響と期待が高まりつつあ
ります。今後は収集した史料の整理を進めながら、古文
書の保管・整理作業スペースを確保する必要がありま
す。

妥当性 Ａ

社会教育法に基づき設置している公民館の管理運営に
関する事業です。生活に即する教育、学術及び文化に
関する各種の事業を行っており、住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純化を通じて、生活文化の振興、
社会福祉の増進に寄与しています。

有効性 Ａ

定期講座の開設により幅広い分野で学びの機会を提供
しているほか、学術・文化に関する事業や青少年の健
全育成に関する事業の活動拠点として施設が有効に活
用されています。

効率性 Ａ
指定管理者制度の活用により、効果的・効率的な施設
の管理運営に努めています。

妥当性 Ａ

市民一人ひとりが、大人としての責任を持ち、青少年の
健やかな人間形成に求められる真のコミュニケーション
と明るい環境づくりを推進するため、その体制づくりへの
積極的な取り組みを啓発するため実施しています。

有効性 Ａ
青少年健全育成推進大会は、毎年７００名を超える参加
があり、青少年健全育成の推進や活動及び意義の普及
啓発に大きく寄与しています。

効率性 Ａ
２８年度から青少年健全育成推進大会と青少年健全育
成キャンペーンを続けて実施することにより、スタッフへ
の昼食代を削減する等、経費の節減を図っています。

現行どおり

指定管理者制度を活
用した施設の管理運
営を行います。また、
施設の安全性等を確
保するため、必要に応
じた修繕及び改修等を
適宜行います。

80
公民館管理運営
事業

社会教育課

公民館の運営・施設
の維持管理を行い、
施設の安全性、利便
性の向上に努めるこ
とにより、効果的な生
涯学習推進のための
環境が整備されてい
る。
市民が生涯学習に取
り組み、教養の向
上、健康の増進、情
操の純化が図られて
いる。

老朽化した公民館の
設備改修などにより
快適な環境整備を行
うとともに、指定管理
により円滑な管理運
営を行う。
公民館主催講座の対
象として大きく分類す
ると、成人・高齢者・青
少年・親子と４分類の
内容の講座を行う。主
なものとして高齢者大
学（長寿、福寿、あさ
ひ寿）の開講などがあ
る。

老朽化した公民館の
設備改修などにより、
適切な学習環境の整
備を行うとともに、指
定管理により円滑な
管理運営を行いまし
た。

81
青少年健全育成
事業

スポーツ青少
年課
（スポーツ振興
課）

青少年を温かく見守
り、育てる市民が増
えている。

青少年健全育成推進
大会を開催する。ま
た、青少年健全育成
功労者の表彰を行う。

青少年健全育成推進
大会を開催し、功労
者表彰、少年の主
張、記念講演、大会
宣言の採択を行うな
ど、青少年健全育成
活動の意義を啓発し
ました。

現行どおり

青少年問題協議会の
開催や青少年健全育
成推進大会、青少年
健全育成キャンペーン
を行います。

79 市史編さん事業 社会教育課

郷土史料が保存・活
用されることで、市民
が郷土の歴史を学
び、市の歴史が明ら
かにされる。

事業計画に基づき、
必要な調査や史料の
収集を行い、郷土の
歴史について執筆・刊
行する。

市史編さん基本方
針・刊行計画に沿って
「四街道市の歴史」資
料編近現代３を刊行
しました。また、古文
書調査を実施し収集
した史料の整理を進
めました。

一部改善

市史編さん基本方針・
刊行計画に沿った事
業を継続します。上記
に伴う体制作りを更に
進めていきながら、古
文書調査を実施し、保
管・作業スペースの確
保を検討していきま
す。
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令和元年度

妥当性 Ａ

本市では、子どもたちの社会性、自主性、協調性を伸ば
し生きる力を育むため、青少年体験活動の一環として通
学合宿を実施しています。通学合宿は、県教育委員会
においても広く普及を図っている事業であり、県内各市
町村で積極的に取り組んでいます。

有効性 Ａ
子どもたちが親元を離れ、団体生活の中で日常生活の
基本を学ぶ効果的な機会となっています。

効率性 Ａ

宿泊施設に公民館を活用することで経費の節減を図っ
ています。また、市内関係団体で構成される実行委員会
において主体的な企画及び運営が図られていることか
ら、公的な支援は必要最小限となっています。

妥当性 Ａ

青少年相談員は、「千葉県青少年相談員設置要綱」に
基づき県及び市で委嘱する有志活動者であり、地域に
おける様々な活動を通じて、青少年の健全育成に貢献
しています。青少年相談員の活動には、公的な支援が
不可欠です。

有効性 Ａ

青少年相談員（本市30名）で構成される青少年相談員
連絡協議会が主催する体験学習事業（農業体験）やス
ポーツ活動事業を支援することにより、子どもたちの地
域間の交流や異年齢間の交流が図られ、青少年の健
全育成を推進しています。

効率性 Ａ
千葉県青少年相談員活動費補助金を活用しています。
また、青少年相談員連絡協議会の自主性を尊重しなが
ら、効率的な事業の実施に努めています。

妥当性 Ａ
各団体の自主性を尊重し、事業の展開を図るとともに、
事業資金として補助金を交付する役割は市の役割で
す。

有効性 Ａ
子ども会育成連合会の事業で、ジュニアリーダー認定講
習会を実施し、子ども会リーダーの育成を図ることがで
きています。

効率性 Ａ
補助金や負担金の交付により、青少年育成活動の活性
化を図ることができています。

現行どおり

子ども会育成連合会
（市・印旛郡市）への補
助金や負担金の交付
により、その活動を支
援します。

84
青少年育成活動
支援事業

スポーツ青少
年課
（スポーツ振興
課）

青少年健全育成を推
進する団体を支援す
ることで、団体の活動
が活性化され、団体
が育成されている。

市民団体主体の青少
年育成活動を支援す
るため、青少年育成
関係団体へ補助金を
交付する。

子ども会育成連合会
（市・印旛郡市）への
補助金や負担金の交
付により、その活動を
支援することができま
した。

現行どおり

市内２公民館を拠点に
通学合宿を実施しま
す。
６月：四街道公民館
７月：千代田公民館

83
地域青少年活動
活性化事業

スポーツ青少
年課
（スポーツ振興
課）

地域全体で青少年を
育む機運が高まって
いる。

青少年相談員を委嘱
し、青少年相談員連
絡協議会が主催す
る、体験学習事業、ユ
ニカール大会、つなひ
き大会等の青少年育
成事業を支援する。

青少年が体験活動や
スポーツ、文化活動
を通じて、世代間交
流や市内同世代の仲
間づくりを行うことが
できました。
また、これらの機会を
通じて青少年相談員
が各地域での実践活
動に結び付ける契機
にもなりました。
主催事業時には、子
ども会育成連合会と
連携・協力をすること
ができました。

現行どおり

青少年相談員連絡協
議会が主催する、夏の
体験学習、秋の青少
年ユニカール大会、春
の青少年つなひき大
会など、地域青少年活
動活性化事業を支援
します。

82
青少年体験活動
事業

スポーツ青少
年課
（スポーツ振興
課）

青少年の生きる力が
増進されている。

青少年体験活動実行
委員会が実施する地
域体験活動事業を支
援する。

通学合宿を通じて、
自ら考え、判断し行動
する力や、他人への
思いやり、協調する
心を育て、炊事等身
の回りの家事を体験
することにより、家
庭、地域の大切さを
感じることができまし
た。
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事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和元年度

妥当性 Ａ
体育の日の行事は、スポーツ基本法第二十三条で開催
の努力義務が謳われています。

有効性 Ａ
継続的に広く市民に対しスポーツの普及促進を行うこと
で市民の健康増進や体力の向上に寄与しています。

効率性 Ａ

各種スポーツ教室において、受益者負担の観点から、
参加費を徴収しています。また、講師はスポーツリー
ダーバンク制度の活用により、コストの削減ができてい
ます。

妥当性 Ａ
スポーツ基本法に基づき、国のスポーツ基本計画の施
策目標の中でも、総合型スポーツクラブを育成し、指導
者や施設の充実を図ることは行政の役割です。

有効性 Ａ
四街道SSCについて、多世代のクラブ会員が、様々な種
目を実施しており、施策目標の達成に寄与しています。

効率性 Ｂ

四街道SSCについて、活動場所など自主的運営に向け
て改善する余地がありますが、会費額の値上げなどは
会員の減少に繋がる恐れもあり、慎重な対応が必要で
す。

妥当性 Ａ

警備に係る経費が増大しており、事業費の大半を警備
費に費やしている状況です。しかしながら、警備は大会
を安全に運営する上で最も重要な課題であり、警察当
局からも強く求められていることから、今後も費用の増
加が見込まれます。

有効性 Ａ
市民参加型のスポーツイベントとして定着しており、市
内外から多くの方に参加していただいている事業で、市
のPRに効果があります。

効率性 Ａ
参加者や沿道応援の安全確保及び市内交通網の適正
な管理を考慮した場合、今後も更にコストの増加が見込
まれ、費用の確保が厳しい状況です。

一部改善

更なる会員の増加を
目指すこと等により、
経済的に自立した運
営ができるよう支援・
助言をします。

87
ガス灯ロード
レース大会事業

スポーツ青少
年課
（スポーツ振興
課）

ガス灯ロードレース大
会を通じて、四街道
市がより多くの方に
周知されている。

市内外に誇れるイベ
ントとして、障害のあ
る人もない人も一緒に
楽しめるガス灯ロード
レース大会を開催す
る。

第２２回ガス灯ロード
レース大会を開催し、
市内外より3,799名の
方に参加いただきま
した。また、一般ボラ
ンティア・関係機関等
の協力により安全且
つ快適な大会運営が
できました。警備に係
る経費が増大してい
ることから、郵送費な
ど事務費の削減に取
り組みました。

現行どおり

沿道の環境変化が著
しく、今以上に安全に
配慮した運営が求めら
れており、安全確保の
ための警備に要する
費用の割合が年々高
くなっています。今後と
も事務経費の削減に
取り組んでいきます。

86
総合型地域ス
ポーツクラブ育
成支援事業

スポーツ青少
年課
（スポーツ振興
課）

安定的で且つ自主的
な運営を支援し、生
涯スポーツの実現を
図ることで、市民が気
軽にスポーツに親し
むことができる。

子どもから高齢者まで
のあらゆる世代の市
民が様々なスポーツ
に親しめる、総合型地
域スポーツクラブの安
定的な運営のための
支援を行う。

総合型地域スポーツ
クラブが安定した運
営を行い、定期プロ
グラムを20種目述べ
661回開催し、延べ
11,600人の市民がス
ポーツに親しむことが
できました。

85
スポーツ普及促
進事業

スポーツ青少
年課
（スポーツ振興
課）

各種スポーツの普及
促進をすることで、市
民の健康増進に寄与
する。

市民の健康増進のた
め各種（ジュニア、高
齢者など）スポーツ教
室及び体育の日の行
事などを開催する。

市教育委員会主催ス
ポーツ教室を開催し、
市民の健康づくり、体
力づくりに寄与するこ
とができました。ま
た、体育の日の行事
を開催し、子どもから
成人までスポーツす
る楽しさを知ってもら
うことができました。

現行どおり

広く市民にスポーツへ
の参加機会が確保で
きるよう市教育委員会
主催の各種教室を実
施します。また、体育
の日の行事などのイ
ベントについて内容を
見直し、事業経費の削
減に努めます。
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令和元年度

妥当性 Ａ
印旛郡市町、市町教育委員会、印旛郡市体育協会の共
催のため、実施すべき事業です。

有効性 Ａ
市代表選手を各競技に派遣し、地域スポーツの振興発
展と、青少年の健全育成に効果が得られています。

効率性 Ａ
当市での開催競技種目によっては、既存施設の大幅な
改修が必要となるため、単発的にコスト増となる恐れが
あります。

妥当性 Ａ
継続的に広く市民に対して、スポーツの普及促進に尽
力している公共性の高い団体であり、行政が支援する
必要があります。

有効性 Ａ
ほぼ目標どおりに成果が得られていますが、現状の水
準を保ちつつ、市民のニーズに的確に対応した事業内
容を要望していきます。

効率性 Ａ
近隣市と比較して補助金額が低い状況にあり、コスト削
減の余地がありません。

妥当性 Ａ

スポーツ基本法第十三条において学校教育に支障のな
い限り、学校の体育施設を一般のスポーツのための利
用に供するように努めなければならないと規定されてい
ます。

有効性 Ａ
市民が、いつでもどこでも気軽にスポーツを楽しんだり、
社会教育活動を行うことに寄与している事業です。

効率性 Ｂ

受益者負担の導入について、調査・検討を行います。ま
た、学校の特別教室の開放では、安全管理上、管理人
が必要ですが、委託料は団体の利用状況によって変動
します。

一部改善

市民が身近にスポー
ツ・レクリエーション活
動ができるよう、法令
に基づき、市内小学校
の校庭及び体育館、
中学校の体育館を開
放し、引き続き受益者
負担の導入について、
調査・検討を行いま
す。また、和良比小学
校及び四街道中学校
の特別教室を開放し、
社会教育活動を行う
団体に対して、活動場
所を提供します。

90
小中学校施設開
放事業

スポーツ青少
年課
（スポーツ振興
課）

体育施設開放につい
ては、スポーツ・レク
リエーションの身近な
拠点として、市民が
気軽にスポーツ活動
ができる場所が確保
される。
特別教室開放につい
ては、市民の社会教
育活動を活発にして
いる。

多くの市民にスポー
ツ・レクリエーション活
動の場を提供するた
め、市内小中学校の
体育施設を開放す
る。また和良比小学
校及び四街道中学校
の特別教室を、社会
教育活動の場として
開放する。

体育施設の開放で
は、多くの市民にス
ポーツ・レクリエーショ
ンの身近な活動場所
を提供することができ
ました。また、受益者
負担の導入につい
て、四街道市の実情
をふまえながら検討し
ています。特別教室
の開放では、社会教
育活動の活性化に寄
与することができまし
た。

現行どおり

当市でバレーボール
競技、テニス競技を運
営し、16競技24種目に
代表選手を派遣しま
す。

89
体育協会事務事
業

スポーツ青少
年課
（スポーツ振興
課）

各競技団体において
大会開催及び教室開
催が円滑にできてい
る。

各競技団体において
開催されているスポー
ツ大会・スポーツ教室
の調整を行うととも
に、負担金を支出す
る。

当協会並びに各競技
団体が開催する大
会・教室に多数の参
加者があり、市民ス
ポーツ活動の推進及
び普及に寄与しまし
た。

現行どおり

当協会や各競技団体
が予定している大会・
教室を周知し、さらな
る市民スポーツ活動
の推進及び普及に努
めます。また、より市
民のニーズに対応で
きるよう要望していき
ます。

88
印旛郡市民体育
大会事業

スポーツ青少
年課
（スポーツ振興
課）

広く印旛郡市民の間
にスポーツが普及し、
各種競技レベルが向
上する。

印旛郡市民体育大会
各種競技種目へ、本
市の代表として選手を
派遣する。

当市でバレーボール
競技、テニス競技を
運営し、当市から15
競技23種目に301名
（延べ389名）の代表
選手を派遣しました。
その結果、総合成績
で第５位を収めまし
た。
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令和元年度

妥当性 Ａ
スポーツ基本法、当市総合基本計画で位置づけられて
います。

有効性 Ａ
市民ニーズの高さ、施策目標の達成からも継続して実
施する必要があります。

効率性 Ａ
体育施設が建設から長年経過しており、維持補修に係
る経費は年々増加することが予想されることから、将来
的には、その対応策を検討する必要があります。

妥当性 Ａ
社会教育法第５条第４項、図書館法、四街道市立図書
館条例により、市が設置し、運営を行い、市民の生涯学
習に資するための活動を行います。

有効性 Ａ
社会教育施設の中で図書館は最も利用の多い施設で
あり、その施設を適切に維持管理することで、市民が安
全・安心して利用することができます。

効率性 Ａ
専門業者に施設設備の管理委託を行いながら、経年劣
化による施設の補修に必要性については、優先順位を
付けて効果的効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
社会教育法第５条第４項、図書館法、四街道市立図書
館条例により、市が設置し、運営を行い、市民の生涯学
習に資するための活動を行います。

有効性 Ａ

市民の生涯学習及び娯楽のために求められる情報の
提供を行っています。それらに役立つ資料の収集と提供
に努めています。また、郷土・行政資料の収集等により
地域の情報拠点となるよう努めています。

効率性 Ａ
窓口業務の一部委託による効率的な図書館運営と市民
応対等の向上に努めています。

市民からの要望を取
り入れながら生涯学
習や娯楽としての読
書に役立つ資料を収
集し、提供に努めまし
た。利用者アンケート
や館長への手紙等、
市民意見を取り入れ
たサービスの充実に
努めました。移動図
書館の小学校巡回に
伴い巡回用資料の整
備に努めました。

92
図書館管理運営
事業

図書館

図書館内の施設環境
を整備することによ
り、利用者が快適な
環境のもと、図書館
サービスの提供を受
けることができる。図
書館協議会委員から
意見を聴取すること
で、図書館が適切に
運営されている。

図書館内の清掃や施
設の保守点検を行
い、必要に応じて修繕
等を行う。図書館協議
会を開催し、図書館
サービス計画を実施
するとともに、質の高
いサービスを行う図書
館の運営を検討す
る。

令和元年度図書館
サービス計画を策定
するとともに、図書館
協議会を開催し、意
見を参考にしながら
図書館サービスの充
実に努めました。施
設の修繕については
防火ダンパー設備交
換工事及び外壁改修
工事を行いました。ま
た、エレベータ改修工
事の実施設計を委託
しました。

現行どおり

図書館運営方針に基
づき、年次計画を立
て、図書館運営を行っ
ていきます。施設の維
持と利用者の安全確
保のため、修繕等を行
い適切な施設環境の
維持に努めます。令和
２年度は設置後３7年
を経過したエレベー
ターの改修工事を実
施いたします。

現行どおり

市民の生涯学習およ
び読書に役立つ資料
の収集と提供に努め
ます。窓口業務等の一
部委託による効率的
な図書館運営と市職
員の専門知識を生か
した図書館サービスの
展開により、市民サー
ビスの向上に努めま
す。

91
体育施設管理運
営事業

スポーツ青少
年課
（スポーツ振興
課）

市民が健康増進・競
技力向上・交流の場
として利用している。

温水プール、総合公
園体育施設（体育館、
野球場、多目的運動
場）など、安全で快適
な体育施設の環境を
整備する。

適宜、体育施設の修
繕、工事等を実施し、
安全で快適な環境の
整備を行いました。

現行どおり

施設の経年劣化に伴
い維持にかかる費用
は増加していますが、
引き続き、安全で快適
な環境の整備に努め
ます。

93
資料管理整備事
業

図書館

利用者が読書、学習
要望に必要な図書館
資料の提供を受けて
いる。

市民ニーズや時代に
即した図書館資料の
整備を行うとともに、
電算システムにより管
理し、利用者への貸
出を行う。視聴覚機
材、教材を社会教育
団体等へ貸出を行う。
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令和元年度

妥当性 Ａ
社会教育法第５条第４項、図書館法、四街道市立図書
館条例により、市が設置し、運営を行い、市民の生涯学
習に資するための活動を行います。

有効性 Ａ

主催事業や資料展示により乳幼児から高齢者まで幅広
い市民の読書推進に努めています。小中高等学校との
情報交換、資料提供により連携を深めています。図書
館サポーター制度や学習講座の実施により市民ボラン
ティアの育成に努めています。

効率性 Ａ
専門知識と経験を持つ司書により、主催事業や読書相
談を実施するとともに、市内小中高等学校の授業支援
につながる資料提供に努めています。

妥当性 Ａ
青少年育成センターを利用する市民や青少年が安心・
安全に施設を活用できるように、維持管理するために必
要な事業です。

有効性 Ａ
施設を青少年の居場所の一つとして開放することや相
談（来所・電話）業務で利用することが多いため、継続し
て実施する必要があります。

効率性 Ａ
最低限の予算の範囲で施設・設備等を維持管理してい
ることや施設の老朽化に伴う修繕等の経費の増加が見
込まれるため、コストの削減は不可能です。

妥当性 Ａ
多様化・複雑化している青少年問題に対応するための
組織的な体制の構築や青少年の健全育成を推進する
上で必要な事業です。

有効性 Ａ
相談活動を通じての支援体制は有効であり、街頭補導
活動も非行の早期発見や未然防止への効果が期待さ
れることから、現行どおり実施する必要があります。

効率性 Ａ

福祉面の専門性を持つスクールソーシャルワーカーと青
少年育成指導教員の相互連携により効率的に相談活
動を行っています。また、青少年の健全育成及び非行
防止を図るため、適正に街頭補導活動を推進していま
す。

市民のニーズに対応
するため、市民が安
心・安全に利用できる
ように施設・設備の整
備を図り、適正に維持
管理します。

現行どおり

相談活動については、
スクールソーシャル
ワーカーと青少年育成
指導教員の相互連携
の強化により、より効
果的な支援を行いま
す。また、街頭補導に
ついては、青少年補導
委員とのパトロールに
加え、不審者出没危
険箇所の所員パトロー
ルを実施する等、青少
年の健全育成・非行防
止等を図るため、補導
活動を推進します。
PTAとの連携による
「こども110番の家」活
動を推進します。

94
読書学習推進事
業

図書館
利用者等が、読書の
推進と学習、研究の
援助を受けている。

読書相談、レファレン
スを行う。読書推進の
ための各種事業を実
施する。

市民からの調査・相
談に対し、委託業者と
連携して迅速・的確な
回答に努めました。
市内小中高等学校と
の連携では、授業支
援用図書の相談貸し
出しにより、支援協力
体制の拡充に努めま
した。また、新たに小
学校６校が移動図書
館のステーションとな
り小学生の利用が増
加しました。

現行どおり

市民からの調査・相談
については、委託職員
による所蔵探索や簡
易な案内対応と、市職
員による専門的レファ
レンス対応双方の連
携を取りながら質と量
の維持・向上に取り組
んでいきます。小中高
等学校との連携につ
いては情報提供、資料
相談、配送体制により
連携を深め、子ども読
書活動の推進に取り
組んでいきます。

96
青少年育成支援
事業

青少年育成セ
ンター

相談活動や街頭補導
活動など青少年育成
センターの取組によ
り、青少年が健全に
成長することができて
いる。

青少年の健全育成及
び非行防止を目的と
して、地域や関係機
関との連携を図り、相
談、街頭補導、環境
浄化、広報・啓発等の
活動を行う。また、多
様化・複雑化する青
少年問題に対して、専
門的な支援ができる
スクールソーシャル
ワーカー等を配置し、
学校及び家庭支援の
強化を図る。

相談活動では専門的
な視点から相談・支
援を行うスクールソー
シャルワーカーと青
少年育成指導教員の
相互連携の強化によ
り、きめ細やかな相
談・支援等ができまし
た。また、街頭補導活
動では、青少年補導
委員及び関係機関等
と連携して、非行の早
期発見・未然防止の
ための「愛の一声」運
動を推進することが
できました。

95
青少年育成セン
ター管理運営事
業

青少年育成セ
ンター

センターの施設・設
備・備品を適正に保
守管理することで、市
民が安心・安全に活
用できている。

センターの施設・設
備・備品などの管理事
務、運営に関する事
務を行う。

施設の安全性・利便
性の向上に努めると
ともに、適切な維持管
理を行うことで円滑に
業務を遂行すること
ができました。

現行どおり
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具体的な内容

妥当性 Ａ
消防組織法第11～16条、地方公務員法に基づき実施し
ています。

有効性 Ａ

消防行政をめぐる社会情勢が目まぐるしく変化してきて
いることから、今後、活動内容については見直す必要が
生じてくる可能性はありますが、現状では最適な事業と
なっています。

効率性 Ａ
消防職員の定員に欠員が生じた場合は補充するなどの
対応を行なう必要がありますが、現状は維持傾向です。

妥当性 Ａ
消防組織法第６条において、消防行政を運営する上で
重要な事務となっています。

有効性 Ａ
経験豊富な職員の退職により、職員の入れ替えが増加
することから消防業務遂行上必要な資格を取得し、スキ
ルアップを図るために多くの研修に参加します。

効率性 Ａ
厳しい財政状況の中で最大限の効果を発揮できるよう、
研修を精査しています。

妥当性 Ａ
消防表彰規程・千葉県消防表彰規程に基づき実施して
います。

有効性 Ａ
消防職員、消防団員の士気の高揚を推進し、消防行政
に対する認識を市民に深めてもらっています。

効率性 Ａ 最低限の予算・人員で業務を遂行しています。

四街道市消防出初式
において、表彰を行っ
たことにより、消防職
団員の士気を高揚す
ることができました。
また、一斉放水や消
防の陣容を市民に広
報したことで、消防行
政に対する市民の関
心が高まるとともに、
防火思想の普及を推
進することができまし
た。

現行どおり

目的である消防行政
に対する市民の関心
を高めるため、消防出
初式の来場者増員に
向けた広報を行い、表
彰を実施します。

3 消防表彰等事業
消防本部総務
課

消防行政に対する市
民の関心が高まり、
消防職、団員の士気
の高揚を図り、また、
市の消防の陣容を市
民が認識する。

功績のあった市民、消
防団員及び消防職員
等の表彰を行う。

消防職員として必要
な知識・技術を習得
し、災害対応能力の
向上を推進すること
ができました。

現行どおり

消防職員としてのスキ
ルアップが直接市民
サービスの向上に繋
がっていくことから、予
算内で最大限の効果
を図ります。

2
消防研修厚生事
業

消防本部総務
課

消防業務遂行上必要
な資格を取得するこ
とにより、スキルアッ
プが図ることができ
る。また、職員の執務
環境の充実を図る。

研修計画の作成、各
研修機関への入校負
担金の支払い、入校
事務手続き、公務災
害認定請求手続き、
施設等の安全衛生管
理、健康診断の実
施、職員共済組合関
係事務、福利厚生に
関する事務等を行う。

職員の能力を最大限
に活用するため、計
画的な人事管理をす
ることができました。

現行どおり

経験豊富な職員が定
年退職することによ
り、組織力の低下を招
かないよう前段で計画
的な人事管理を実施し
ていきます。

1
消防人事管理事
業

消防本部総務
課

職員の労働意欲を喚
起することで、公務の
能率的な向上を図
る。

職員採用・昇任・昇
格、配置、任免、服務
に関する事務、昇任
試験の実施、勤務年
数の記録及び消防職
員委員会の庶務を行
う。

事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和２年度

事業成果

令和元年度

事業の評価
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和２年度

事業成果

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
消防組織法第6条において、消防行政を運営する上で
重要な事務となっています。

有効性 Ａ
消防団は災害の備えとして、市民の安全のため必要不
可欠であり、継続して実施していく必要がある事業となっ
ています。

効率性 Ａ
消防団の充実強化に向け、補助金を活用し団員数の確
保・増員を図っております。

妥当性 Ａ
地方公務員法及び消防組織法に基づき実施していま
す。

有効性 Ａ
庁内の事務を円滑に進めるためにも継続して実施する
必要性が高い事業となっています。

効率性 Ａ
今後は庶務事務システムを導入することで、職員の事
務負担の軽減を図ることができます。

妥当性 Ａ 消防組織法に基づき実施しています。

有効性 Ａ
基本計画に基づき消防施設を整備し、より良い環境を
作ることで、消防力の強化が図れています。

効率性 Ａ
基本計画に基づき実施している事業であるため、コスト
に変動はありますが、３年に一度の整備計画の見直し
により、効率的に行われています。

消防施設等の改修等
により、消防拠点の
機能強化を推進する
ことができました。

現行どおり

３年に一度の整備計
画の見直しにより、施
設整備に関する手法
や場所を精査し、実施
していきます。

6
消防施設等整備
事業

消防本部総務
課

消防施設等の整備計
画を作成し、適正な
消防力の強化を図る
ことにより、市民の生
命や財産の安全を確
保する。

狭あいで老朽化した
消防本部・消防署及
び老朽化した消防団
詰所等の整備を行う。

消防業務支援システ
ム等の活用により、
消防行政全般の事務
事業を円滑に推進す
ることができました。

現行どおり
消防行政全般の事務
事業を円滑に実施しま
す。

5
消防総務業務運
営事業

消防本部総務
課

庁内の事務を円滑に
進め、効率的で、効
果的な組織管理を行
う。また、他の消防団
体との情報交換によ
り、消防体制の充実・
連携強化を図る。

消防本部会議等を開
催、消防長秘書業
務、勤務時間・勤務条
件等に関すること、消
防の情報化に関する
こと、消防長会関係事
務等を行う。

消防団組織の活動全
般に亘り、円滑に運
営することができまし
た。

現行どおり

「消防団設備整備費補
助金」等を活用して、
各種災害への資機材
を整備し、消防団とし
ての対応能力向上を
図ります。また、産業
まつり消防コーナー等
の各種イベントにおい
て市民に消防団への
入団を促進するため
の広報・啓発活動を実
施していきます。

4
消防団管理運営
事業

消防本部総務
課

消防団に関する種々
の事務、事業等の実
施により、消防団組
織の運営の円滑化を
図る。

消防団員の任命及び
退団、服務、報酬・費
用弁償の支給、被服
貸与、公務災害認定
請求、教養訓練、消
防団本部会議、分団
長会議などの事務を
行う。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和２年度

事業成果

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
消防組織法第6条において、消防行政を運営する上で
重要な事務となっています。

有効性 Ａ

消防組織法第6条において、消防活動、救急活動、救助
活動を適正に行うために、必要な消防庁舎を中心とする
施設を適正に管理することが、市民の安全・安心に寄与
することに繋がっています。

効率性 Ａ
消防庁舎の修繕や消耗品の購入等、予算運用方法を
精査し実施しています。

妥当性 Ａ

消防行政を広報することで、防災意識が高まり、市民一
人ひとりが防火・防災に関心を持ち、災害が発生した場
合に的確に対応できるようにするため、必要な事業と
なっています。

有効性 Ａ

市民の消防行政への理解や防火意識の高揚を図るた
め今後も継続して実施していく必要のある事業ですが、
イベントの集客率や注目度を上げ、より効果的な広報を
実施することを課題とし、イベントの内容や手法を検討し
ていきます。

効率性 Ａ
補助金を活用し、事業を実施しているので現状において
は、最適な事業となっています。

妥当性 Ａ

住宅用火災警報器は、消防法の規定により一般住宅の
設置が義務付けられており、火災予防条例により設置
の基準が定められています。四街道市基本計画の施策
目標にもなっており、設置率向上には必要な事業です。

有効性 Ａ
火災件数の減少を図るため、火災予防に関する各種広
報を行っています。

効率性 Ａ

火災予防のための広報活動については、各関係機関か
らの無償配布の啓発物品を使用するなど、経費削減に
努めています。また、多数の市民が集まる行事等の際
に啓発物品を配布しています。

出初式においては、
補助金を活用し、消
防団募集パンフレット
や消防団Ｔシャツを頒
布したほか、消防フェ
スティバルにおいて
は、各種体験やはし
ご車体験搭乗等を実
施し、多くの方に消防
行政を広報すること
ができました。

現行どおり

効果的な広報内容や
方法を検討しつつ、消
防行政の実態を伝え
るため、消防年報の作
成、市政だより等によ
る広報、消防関連イベ
ントを実施します。

8 消防広報事業
消防本部総務
課

消防行政を広報する
ことで、防災意識が
高まり、市民一人ひと
りが防火・防災を自ら
の課題として考え、行
動する。

消防行政に対する理
解と協力を得ること、
更には、防火思想の
高揚を図るため、消防
年報の作成、市政だ
より等による広報、消
防関連イベントを実施
する。

自治会長から推薦を
受けた５７名の防火
指導員に火災予防措
置等の各種訓練を実
施したことにより、各
地域の防災訓練等に
反映され、市民に対
する火災予防思想の
高揚を推進すること
ができました。
また、住宅用火災警
報器の設置に関する
広報では「１０年たっ
たらとりカエル」のマ
スコットを利用して効
果的な広報ができま
した。

現行どおり

住宅用火災警報器の
設置率の向上のた
め、継続的な広報を実
施します。また、設置
後１０年を経過した場
合の住宅用火災警報
器取り換えについても
併せて広報します。

9 火災予防事業
消防本部予防
課

適正な防火管理・防
火意識の高揚が図ら
れている。

火災予防推進のた
め、住宅用火災警報
器設置普及の啓発を
行う。また、防火指導
員に対し、事業計画に
基づき各種研修を実
施し、火災予防指導
の普及啓発を行う。

消防施設等の軽微な
改修等により、消防
拠点の機能維持を推
進することができまし
た。

現行どおり
消防施設等の適正な
維持管理を行います。

7
消防施設等維持
管理事業

消防本部総務
課

職員の執務環境を確
保するため、消防施
設の適正な維持管理
を図る。

消防施設や、消防用
地等の財産を維持管
理する。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和２年度

事業成果

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ

消防法の規定に基づき、火災原因及び火災による損害
額の調査、防火対象物の立入検査を実施しています。
また、消防組織法の規定により、市町村は消防責任を
果たすべき責務を有しています。

有効性 Ａ

火災原因判明率を上げ、消防年報等に掲載することに
より、類似火災の発生を予防する効果があります。ま
た、立入検査を実施し違反事項を是正させることによ
り、防火対象物の火災発生及び火災による死傷者の発
生、損害の拡大を防ぐことができています。

効率性 Ａ

火災原因調査及び立入検査については、基本的には人
件費が主体であり、コスト削減の余地はありません。立
入検査については、限られた人数の中で違反対象物処
理を効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
消防組織法第6条「市町村の消防に関する責任」を果た
すため、消防部隊を運用するにあたり、燃料及び資機材
等の購入は必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
消防燃料及び資機材等の購入で出動体制の維持が図
れます。

効率性 Ａ
消防部隊を効率的に運用するための燃料及び資機材
等の購入を効率的に行っています。

妥当性 Ａ
消防組織法第6条「市町村の消防に関する責任」を果た
すため、消防部隊を運用するにあたり、燃料及び資機材
等の購入は必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
消防団車両の車検点検整備や突発的な不具合等の修
繕を速やかに行うことにより、災害現場活動や地域の消
防団活動体制の維持が図れます。

効率性 Ａ
各種資機材の突発的な修繕費などの支出により、コスト
削減の余地はなく、実施方法も適切に行っています。

燃料の購入や各種資
機材の整備などを、
適切に執行管理し、
災害現場における警
防業務を円滑に遂行
することができまし
た。

現行どおり
燃料及び資機材を購
入します。

11
警防業務運営事
業

消防本部警防
課

多様化する災害や特
殊災害に対応するた
めの資機材等を整備
し、災害現場におけ
る部隊活動を効率的
に行う。

燃料の購入及び特殊
災害に対応するため
の資機材整備を行う。

消防団車両の燃料購
入や車両管理を適切
に維持管理し、適正
かつ円滑な消防団活
動を確保できました。

現行どおり

12ヶ月点検・車検点検
整備を実施するととも
に、燃料の購入、突発
的な不具合等の修繕
を速やかに実施し、消
防団活動体制の万全
を図ります。

12
消防団車両管理
事業

消防本部警防
課

消防団車両の維持管
理を行い、災害時に
効率的な現場活動を
行う。

消防団車両が使用す
る燃料の購入等、事
務の執行を行う。

防火対象物や危険物
施設に対して、消防
法令に基づく基準へ
の適合状況を確認す
るため、立入検査を
実施し、不備欠陥事
項を改善することが
できました。また、火
災原因調査に必要な
物品を購入し、原因
調査をスムーズに行
うことができました。

現行どおり

立入検査については、
重大違反対象物の防
火対象物を重点的に
進めます。

10
消防査察指導事
業

消防本部予防
課

火災件数の減少、防
火対象物の防火体制
の充実が図られてい
る。

火災原因調査・立入
検査・違反処理を行
う。
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事業の
方向性
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令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ
消防組織法第6条「市町村の消防に関する責任」及び消
防法第20条第2項「消防に必要な水利の基準」並びに水
道法に基づく事業です。

有効性 Ａ
消防水利の新設及び既設消防水利の適切な維持管理
をすることにより、災害現場における効率的な消防活動
の展開が図れています。

効率性 Ａ

新設消火栓については、水道配管工事に併せて設置し
ています。また、経年劣化による固定ボルト等の腐食改
修工事についても、水道配管工事に併せて改修してい
ますが、単独で実施する件数も多く、その数も増加傾向
にあり、計画的な改修に努めています。

妥当性 Ａ

消防組織法第39条「市町村の消防の相互の応援」・第
43条「非常事態における都道府県知事の指示」・第44条
「非常事態における消防庁長官等の措置要求等」の法
令に基づく事業です。

有効性 Ａ

非常事態（大規模災害・航空機事故等）に対するための
事業であり、首都直下型地震、南海トラフ地震等の災害
対応の効果的な部隊運用及び他市消防との連携が図
れています。

効率性 Ａ 国、県の指導のもと、最適な方法で実施しています。

妥当性 Ａ
消防組織法第4条第2項第15号（防災計画に基づく消防
に関する計画の基準に関する事項」に基づく事業です。

有効性 Ａ
改正の必要に応じて、適宜計画の見直しを行うことによ
り、災害現場活動の安全が図れています。

効率性 Ａ
関係法令の改正に伴い、適宜計画の見直しを行うことに
より、消防・救急活動を効率的に実施しています。

緊急消防援助隊及び
千葉県消防広域応援
隊の活動に係る備蓄
品等の更新整備等を
行い、消防広域応援
に係る出動体制の維
持が確保できました。
また、東京オリパラ大
会に向け、消防救急
体制構築のため、協
定を結ぶことができま
した。

現行どおり

県内で、東京オリン
ピック、パラリンピック
大会に向け、消防救
急体制を構築するた
め、広域応援を実施し
ます。また、成田国際
空港消火救難総合訓
練に消火部隊等が参
加します。

14
消防広域応援事
業

消防本部警防
課

各協定に基づく訓練
に参加することによ
り、効果的な部隊運
用及び他市消防との
連携ができる。

各協定に基づく訓練
への参加及び実災害
発生時において被災
地へ応援出動する。
また、被災地となった
場合の受援体制の確
立を図る。

各種計画及びマニュ
アルの見直し、組織
及び体制の整備を行
うことにより、消防活
動の万全な体制を確
保できました。

現行どおり

関係法令等の改正に
伴い、適宜計画やマ
ニュアルの見直しを行
います。

15
市町村消防計画
整備事業

消防本部警防
課

災害現場活動の安全
を確保することによ
り、二次災害などによ
る市民の被災を予防
する。

四街道市火災等出動
計画、風水害等警防
計画、訓練時安全管
理要綱の修正などを
行う。

消防水利を適切に維
持管理し、経年劣化
等による消火栓使用
に伴う事故の防止措
置を行うことにより、
適正かつ円滑な消防
活動が確保できまし
た。

現行どおり

水道配管工事に併せ
ての消火栓の新設・改
修工事を行い、経年劣
化による固定ボルト・
フランジボルト・消火栓
本体等の改修を行い
ます。

13
消防水利管理事
業

消防本部警防
課

消防水利の設置及び
既設消防水利の維持
管理を行い、消防水
利を確保する。

消防水利の設置及び
既設消防水利の維持
管理を行う。
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妥当性 Ａ
災害現場での安全確保が整わなければ、安全に活動す
ることができないため継続する事業です。

有効性 Ａ
災害現場及び訓練時における安全管理に関する調査
研究を行い、安全管理について職・団員に周知し、災害
現場等での事故の未然防止が図れています。

効率性 Ａ
人件費のみの事業でコスト削減の余地はなく、実施方
法についても適時・適切に行っています。

妥当性 Ａ
首都直下型地震、南海トラフ地震等の大規模災害時に
自助・共助等の地域防災力を向上するために必要な事
業です。

有効性 Ａ
市民が初期消火訓練や地震体験車による地震体験等
を通し、防災意識及び対応能力の向上が図れていま
す。

効率性 Ａ
防災に関する訓練の企画を工夫することにより、効率的
な事業の実施に努めています。

妥当性 Ａ

消防組織法第6条「市町村の消防に関する責任」を果た
すため、消防部隊を運用するにあたり、消防車両等の
維持管理（整備）は必要不可欠な事業であり、道路運送
車両法第48条「定期点検整備」にも規定されています。

有効性 Ａ

消防車両及び資機材などが円滑に機能するように点検
整備等（車両整備・法定点検・年次点検整備など）を行う
とともに、突発的な不具合等の修繕を速やかに実施す
ることにより、効率的な消防活動が図れています。

効率性 Ａ

点検整備計画に基づく車検整備・法定点検整備及び資
機材の修繕であり、老朽化による修繕費の支出が増加
傾向にありますが、コスト削減を図りつつ、適正な予算
執行に努めています。

消防車両及び資機材
などを万全な状態に
維持管理し、各種災
害に対応することが
できました。

現行どおり

引き続き点検整備計
画に基づき、点検整備
を実施します。また、
突発的な不具合等の
修繕を速やかに実施
するとともに、消防車
両及び資機材等を万
全な状態で維持管理
し、円滑な災害対応を
図ります。

18
消防機器保全事
業

消防本部警防
課

消防車両及び資機材
などを万全な状態で
維持管理することに
より、災害に対応でき
るようにする。

消防車両及び資機材
などが円滑に機能す
るように点検整備（車
検整備、法定点検、
年次点検整備など）を
行い、また、不具合が
発生した場合は、災
害対応に支障をきたさ
ないように、迅速に交
換修理などを行う。

総合防災訓練などを
通じ、防災意識及び
防災対応能力を向上
することができまし
た。

現行どおり

地域防災訓練、自治
会の自主防災訓練及
び学校等の消防訓練
時の地震体験車の運
用、初期消火訓練、煙
体験ハウス、避難誘導
訓練などを通じ、防災
意識の高揚、防災対
応能力の向上を図りま
す。

17 防災普及事業
消防本部警防
課

防災に関する訓練に
参加することにより、
市民の防災対応力と
防災意識を向上させ
る。

訓練などを企画・参加
することにより、市民
の現場対応能力の向
上及び防災意識と防
災対応力の向上を図
る。

災害現場における事
故等を未然に防止す
ることができました。

現行どおり

安全管理に係る会議
を上半期・下半期に各
1回開催し、安全管理
について周知を図りま
す。

16
消防職・団員安
全管理事業

消防本部警防
課

災害現場及び訓練時
における隊員の安全
を確保する。

災害現場及び訓練時
における安全管理に
関する調査研究を行
う。
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妥当性 Ａ
災害の多様化、資機材の高度化などにより、必要とされ
る資格等を取得する必要があるため、必要不可欠な事
業です。

有効性 Ａ
災害の多様化、資機材の高度化などにより、必要とされ
る資格等を取得することで隊員のスキルアップが図れて
います。

効率性 Ａ
災害の多様化、資機材の高度化などにより、資格等を
取得しなければならず、コスト削減の余地がなく、実施
方法についても適切に行っています。

妥当性 Ａ
「四街道市応急手当の普及啓発活動の推進に関する実
施要綱」に基づき実施し、「消防・救急の充実」に必要不
可欠な事業です。

有効性 Ａ
応急手当普及講習会を通じて、知識や技術を習得で
き、その重要性を認識することで救命率の向上が図れ
ています。

効率性 Ａ

応急手当普及講習会を応急手当指導員（四街道市シル
バー人材センター会員）に委託することで指導に当たっ
ていた救急隊員の負担軽減及び人件費削減が図れまし
た。

妥当性 Ａ

消防通信規程第１条、火災、救急、その他の災害の対
処及びその他の消防業務を迅速かつ的確に処理するた
め、消防救急デジタル無線装置の運用には必要不可欠
な事業です。

有効性 Ａ
消防通信設備等の維持管理及び点検整備を行うこと
で、出動、現場活動の際にトラブルなく万全な状態で活
動できます。

効率性 Ａ

火災、救急、救助事案に対して、現場指揮及び無線統
制を行って迅速かつ効率的な部隊運用により、市民の
生命、身体、財産の保護及び被害の軽減に繋がってい
る。

災害現場活動向上の
ため、消防通信設備
等を維持管理すると
ともに、部隊の効率
的な運用及び活動統
制を行うことができま
した。

現行どおり

消防通信設備等を万
全な状態に維持管理
し、多種多様な災害に
備え、部隊運用訓練
等を行い、指令セン
ターとの連携強化及び
現場活動能力の向上
を図っていきます。

21 指揮指令事業 消防署

火災、救急、救助事
案において、現場指
揮及び無線統制を行
い、迅速かつ効率的
な部隊運用を行うこと
により、市民の生命、
身体、財産の保護及
び被害を軽減させ
る。

ちば消防共同指令セ
ンターとの緊密な連携
を図り、災害現場にお
ける、部隊の効率的
な運用及び活動統制
を行う。

消防本部主催の応急
手当普及講習に応急
手当指導員（四街道
市シルバー人材セン
ター会員）を派遣し、
市民の応急手当てに
関する知識と技術を
向上させることができ
ました。また、救急
フェアでは、ＡＥＤの
使用方法や救急車の
適正利用等について
広報活動をすること
ができました。

現行どおり

市民等を対象に各種
救命講習を開催しま
す。また、指導につい
ては、応急手当指導
員（四街道市シルバー
人材センター会員）を
派遣し、人件費の削減
に努めます。さらに、
救急フェアを開催し、Ａ
ＥＤの使用方法や救急
車の適正利用等の広
報活動を行う予定で
す。

20
救急業務啓発事
業

消防本部警防
課

市民が応急手当普及
講習を受講すること
により、知識や技術を
習得でき、応急手当
の重要性を認識させ
る。

救命率向上の為、応
急手当普及講習の実
施計画（上級、普通
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、救命入門
コース）を策定し、市
政だよりによる講習開
催の広報を行い、受
講者に講習修了証を
交付する。

各種研修会等に参加
させるための事務を
適切に行い、救急・救
助隊員の知識、技術
を向上させることがで
きました。

現行どおり

救急、救助隊員が受
講する各種研修会の
参加事務手続きを行
い、救急、救助隊員の
技術向上を図ります。
また、令和２年度は、
東京オリンピック・パラ
リンピックの開催が予
定されていたため、救
助技術大会は、中止
になりました。

19
救急救助事務事
業

消防本部警防
課

救急・救助隊員が各
種研修会に参加し、
資格を得ることによ
り、知識や技術の向
上を図る。

救助技術大会に出場
させるための事務及
び救急・救助隊員に
対して、各種研修会に
参加させるための事
務を行い、必要な資
格を習得させる。
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妥当性 Ａ

消防法、火災予防条例等によるものであり、火災による
被害を軽減するためには、防火対象物の関係者や、市
民一人ひとりの防火意識の高揚を高めることが重要で
あり、そのために必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ

防火対象物に対する立入検査を実施し、関係法規に基
づいた是正管理を行うことで、防火対象物の関係者に
設備の適切な維持管理及び防災意識の高揚を促し、火
災予防の推進に繋がっています。

効率性 Ａ

秋季及び春季の年２回実施している火災予防運動期間
中に、一般住宅に対する火災予防啓発のため、市内の
一般住宅を訪問し、住宅用火災警報器の設置状況の調
査及び広報を行い、住宅用火災警報器の設置率向上に
努めています。

妥当性 Ａ
消防組織法第１条の他、各関係法規を遵守し、消防の
責務を果たすことにより、市民の安全に直接的に繋がる
事業です。

有効性 Ａ
消防体制の充実強化を図り、未然に事故を防ぎ、災害
時の被害の軽減に寄与しています。

効率性 Ａ
限られた予算内で訓練資機材の点検及び更新整備を
行っています。

妥当性 Ａ
消防組織法第1条の他、各関係法規を遵守し、消防の
責務を果たすことにより、市民の安全に直接的に繋がる
事業です。

有効性 Ａ
救助体制の充実強化を図り、災害時の人命救助活動及
び、被害の軽減に寄与しています。

効率性 Ａ
限られた予算内で訓練資器材の点検及び更新整備を
行っています。

救助現場及び訓練に
必要な資器材の更新
整備、点検を実施す
ることで救助活動を
円滑に行うことができ
ました。

現行どおり

救助現場活動に備え
救助隊員の知識、技
術の向上のために各
種訓練の実施、救助
資器材の整備及び維
持管理をすることで救
助体制を強化します。

24 救助事業 消防署

各種救助資器材を適
切に維持管理し、各
種訓練を実施するこ
とにより、災害対応能
力の向上に努め、市
民が災害時に受ける
被害を軽減させる。

救助資器材の点検整
備及び更新整備、各
種訓練計画の作成、
年間訓練計画に基づ
く各種救助訓練の実
施等、各種災害現場
活動における人命救
助に関することを行
う。

市民の生命・身体・財
産を守るため、消防
活動に必要な各種資
機材の整備及び点
検、訓練を実施し、現
場活動全般を円滑に
遂行することができま
した。

現行どおり

災害現場活動を安全・
確実・迅速に遂行する
ため、消防機材の更
新整備、点検等を実施
するとともに、消防組
織法に基づく市民の生
命・身体・財産を守る
ために消防体制の充
実強化を図ります。

23 警防事業 消防署

消防水利の維持管
理、災害現場部隊運
用、消防資機材の配
備・維持管理を行うこ
とで、市民が災害時
に受ける被害を軽減
させる。

防火対象物の警防調
査、消防水利点検、
各種訓練計画、災害
現場活動に関するこ
と、各種資機材の点
検維持管理などを行
う。

防火対象物に対する
消防訓練指導や立入
検査の実施、出前講
座や住宅用火災警報
器設置状況調査を通
じ、防火対象物の関
係者、市民の防火意
識を向上させることが
できました。
また、火災原因調査
についても、円滑に遂
行することができまし
た。

現行どおり

火災による被害を最小
限に抑えるため、防火
対象物の是正管理、
市民等の防火意識の
高揚を図り、円滑な消
防活動を実施します。

22 予防事業 消防署

火災による被害の軽
減、防火対象物の防
火安全対策の徹底、
市民の防火意識の高
揚を図る。

火災予防条例第45条
に関する届出の受
理、火災原因調査、
防火対象物に対する
消防訓練指導や立入
検査の実施、出前講
座や住宅用火災警報
器設置状況調査など
を通じた火災予防啓
発活動を行う。
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具体的な内容
事業の
方向性

事業の展開方針
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和２年度

事業成果

令和元年度

事業の評価

妥当性 Ａ

消防組織法第６条及び消防力の整備指針第３条によ
り、救急業務及び費用の点から、民間会社による運営
は出来ないこと、また、傷病者の社会復帰を可能にする
には、適切な判断が必要であり不可欠な事業です。

有効性 Ａ

安心安全の実現及び市民のニーズに対処するため、救
急救命士の育成及び増員、資器材の整備及び維持管
理、関係法令及び印旛地域救急業務MC協議会プロトコ
ルに沿って活動しております。

効率性 Ａ

法令で定められている事業であり、高齢化による救急出
動の増加により、人件費の増加、処置の高度化とそれ
に伴う維持管理費の増大が今後予想されますが、引き
続きコスト削減に努めます。

妥当性 Ａ
火災、救急、その他の災害の対処を迅速かつ的確に処
理するため、指令システム等を維持管理し、部隊の効率
的運用を行うためには必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
消防情報共有システムへ情報入力をすることにより、車
両端末装置へ反映され、出動する車両が常に最新の情
報で活動することができます。

効率性 Ａ
指令業務を20の消防本部で共同運用することにより、経
費の削減を図り、事務の効率化にも繋がっています。

災害現場活動向上の
ため、指令システム
等を維持管理すると
ともに、部隊の効率
的な運用及び活動統
制を行うことができま
した。

現行どおり

災害は多種多様化し
ているため、災害時に
は現場部隊により多く
の情報を配信し、活動
が迅速かつ確実に進
むよう指令システムを
万全な状態で維持管
理します。

26
指令施設等管理
事業

消防署

ちば消防共同指令セ
ンター設備及び消防
救急デジタル無線の
適正な維持管理を行
うことにより、通信体
制を充実させる。

ちば消防共同指令セ
ンターの維持管理に
関する事務及び負担
金の支出、消防救急
デジタル無線に関す
る事務及び負担金支
出の処理を行う。

救急活動及び訓練に
必要な救急資器材の
購入、点検整備をし
たことにより、救急活
動、救急啓発活動が
安全且つ適切に行う
ことができました。

現行どおり

救急現場活動に備え
救急隊員の知識、技
術の向上のために各
種訓練の実施と研修
への参加、資器材の
整備及び維持管理を
します。また、救命講
習や救急訓練講習を
実施します。

25 救急事業 消防署

救急業務を実施する
ことにより、救命率の
向上を図る。併せて
市民が応急手当の知
識、技術を習得する
ことで、救命率の向
上を図る。

救急現場活動を実施
する救急隊員の知識
技術の向上のために
各種訓練の実施と、
研修への参加、資器
材の整備及び維持管
理をする。また、救命
講習や救急訓練講習
を実施する。
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